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  平成２９年度予算特別委員会第１日目 

 平成２９年２月２８日（火曜日）午前１０時開会 

                                             

  出席委員（１８名） 

     小 野 幸 男 委員       菅 原 善 幸 委員 

     浅 野 敏 江 委員       西 村 勝 男 委員 

     阿 部 眞 喜 委員       阿 部 かほる 委員 

     香 取 嗣 雄 委員       山 本   進 委員 

     伊 藤 博 章 委員       志 賀 勝 利 委員 

     今 野 恭 一 委員       菊 地   進 委員 

     鎌 田 礼 二 委員       志子田 吉 晃 委員 

     土 見 大 介 委員       伊 勢 由 典 委員 

     小 高   洋 委員       曽 我 ミ ヨ 委員 

                                             

  欠席委員（なし） 

                                             

                                （全会計・一般会計） 

  説明のため出席した者の職氏名 

市 長  佐 藤   昭 君  副 市 長  内 形 繁 夫 君 

市立病院事業管理者  伊 藤 喜 和 君  市 民 総 務 部 長  神 谷   統 君 

市 民 総 務 部 
政 策 調 整 監  佐 藤 修 一 君  健 康 福 祉 部 長  桜 井 史 裕 君 

産 業 環 境 部 長  小 山 浩 幸 君  建 設 部 長  阿 部 徳 和 君 

震災復興推進局長  熊 谷 滋 雄 君  

市立病院事務部長 

兼 医 事 課 長  荒 井 敏 明 君 

水 道 部 長  高 橋 敏 也 君  
市民総務部次長 
兼 総 務 課 長  佐 藤 俊 幸 君 

健康福祉部次長 
兼社会福祉事務所長 
兼生活福祉課長  川 村   淳 君  

産業環境部次長 
兼商工港湾課長  佐 藤 達 也 君 

建 設 部 次 長   
兼都市計画課長  阿 部 光 浩 君  

震災復興推進局次長 
兼復興推進課長  鈴 木 康 則 君 
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水 道 部 次 長 
兼 工 務 課 長  大 友 伸 一 君  

市 民 総 務 部 
危 機 管 理 監  千 葉   正 君 

会 計 管 理 者 
兼 会 計 課 長  小 林 正 人 君  

市 民 総 務 部 
政 策 課 長  相 澤 和 広 君 

市 民 総 務 部 
財 政 課 長  末 永 量 太 君  

市 民 総 務 部 
税 務 課 長  武 田 光 由 君 

健 康 福 祉 部 
長 寿 社 会 課 長  鈴 木 宏 徳 君  

健 康 福 祉 部 
保 険 年 金 課 長  志 野 英 朗 君 

産 業 環 境 部 
水 産 振 興 課 長  並 木 新 司 君  

産 業 環 境 部 
浦 戸 振 興 課 長  村 上 昭 弘 君 

建 設 部 
下 水 道 課 長  佐 藤 寛 之 君  

市立病院事務部 
業 務 課 長 
兼経営改革室長  鈴 木 康 弘 君 

水 道 部 
業 務 課 長  菅 原 秀 一 君  

市 民 総 務 部 
総 務 課 長 補 佐 
兼 総 務 係 長  伊 藤   勲 君 

教 育 委 員 会 
教 育 長  髙 橋 睦 麿 君  

教 育 委 員 会 
教 育 部 長  管 原 靖 彦 君 

教育委員会教育部次長 
兼教育総務課長  渡 辺 常 幸 君  

選挙管理委員会 
事 務 局 長  相 澤   勝 君 

監 査 委 員  高 橋 洋 一 君  監 査 事 務 局 長  佐 藤 勝 美 君 

                                             

   事務局出席職員氏名 

事 務 局 長  安 藤 英 治 君  

事 務 局 次 長 

兼議事調査係長  鈴 木 忠 一 君 

議事調査係主査  平 山 竜 太 君  議事調査係主事  片 山 太 郎 君 
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  午前１０時００分  開会 

○香取臨時委員長 ただいまから平成29年度予算特別委員会を開会いたします。 

  委員会条例第９条第２項の規定により、年長の私が委員長が互選されるまで臨時委員長の職

務を行います。 

  これより正副委員長の互選を行います。 

  互選の方法をいかがいたしましょうか、お諮りいたします。 

  小野幸男委員。 

○小野委員 正副委員長の選任につきましては、臨時委員長の指名により選考委員を挙げていた

だき、選考をお願いしたいと思います。以上であります。 

○香取臨時委員長 正副委員長の互選については、臨時委員長の指名により選考委員を挙げ、選

考の上、互選をお願いしたい旨の発言がございました。さよう取り計らうことにご異議ござい

ませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○香取臨時委員長 ご異議なしと認め、正副委員長の互選につきましてはさよう決定いたしまし

た。 

  それでは、選考委員を指名いたします。選考委員には小野幸男委員、阿部かほる委員、山本 

進委員、志子田吉晃委員、伊勢由典委員、以上５名の方に選考委員をお願いをいたします。 

  それでは、別室にて選考をお願いをいたします。暫時休憩します。 

   午前１０時０２分  休憩 

                                             

   午前１０時２７分  再開 

○香取臨時委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  それでは、選考委員の代表の方より選考結果のご報告をお願いをいたします。 

  阿部かほる委員。 

○阿部（か）委員 それでは、選考委員会の結果をご報告いたします。 

  選考委員で慎重に審議した結果、本特別委員会の委員長には今野恭一委員、副委員長には土

見大介委員のご両名を選考いたしました。 

  以上、ご報告いたします。 

○香取臨時委員長 どうもありがとうございました。 
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  ただいま阿部かほる委員の報告のとおり、委員長には今野恭一委員、副委員長には土見大介

委員を選任することにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○香取臨時委員長 異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

  それでは、今野恭一委員に委員長就任のご挨拶をお願いをいたします。 

○今野委員長 ただいま平成29年度予算特別委員会の委員長にご指名を賜り、大変光栄と存じま

すとともに、身の引き締まる思いであります。 

  平成29年度の予算を審査するに当たり、市民生活の向上、そして市民の福祉に資するよう、

皆さんには真剣にご議論をいただき、よりよい予算が決定されますよう、心よりご祈念を申し

上げます。 

  皆様方のご協力をよろしくお願い申し上げまして、委員長就任のご挨拶とさせていただきま

す。 

○香取臨時委員長 次に、土見大介委員に副委員長就任のご挨拶をお願いをいたします。 

○土見副委員長 ただいま選考委員会により、平成29年度予算特別委員会副委員長に推薦いただ

きました土見大介です。今野委員長とともに、この平成29年度予算各事業が最大限機能し、こ

の予算が最大限成果をおさめられますよう、活発な審査に努めてまいりたいと思います。どう

ぞ皆さんご協力よろしくお願いいたします。 

○香取臨時委員長 それでは、委員長を交代させていただきます。委員長、どうぞ。 

○今野委員長 これより平成29年度各会計の審査に入ります。 

  本特別委員会に付託されました議案は、議案第19号ないし第41号の23件であります。 

  それでは、まず平成29年度予算特別委員会の日程を定め、これに従って議事を進めてまいり

ます。日程については２月28日、３月１日ないし３月３日の４日間としたいと思いますが、ご

異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○今野委員長 ご異議なしと認め、本特別委員会の日程は２月28日、３月１日ないし３月３日の

４日間とすることに決定いたしました。 

  次に、審査の方法についてお諮りいたします。まず最初に、市当局から説明を求め、次にさ

きに配付しました予算特別委員会審査区分表の順序に従って審査することとし、その区分ごと

に質疑を行ってまいりたいと思いますが、ご異議はありませんか。 
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   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○今野委員長 ご異議なしと認め、さよう議事を進めることに決しました。 

  それでは、当局より順次説明をお願いいたします。志野保険年金課長。 

○志野健康福祉部保険年金課長 それでは、保険年金課から議案第20号「塩竈市子ども医療費の

助成に関する条例の一部を改正する条例」についてご説明させていただきます。 

  資料番号２番並びに13番をご用意ください。 

  初めに、資料番号２番の11ページをお開きください。 

  本条例、提案理由については、11ページ下段にありますとおり、子ども医療費の助成対象を

拡大するため所要の改正を行おうとするものであります。 

  施行期日につきましては、ページ中段の施行期日のとおり、平成29年10月１日から施行する

としております。 

  次に、条例改正内容についてです。こちらにつきましては、資料番号13番の17ページをお開

きください。 

  新旧対照表中第２条第１項中の「15歳」を「18歳」とするものでございます。 

  議案第20号につきましては、以上となります。よろしくご審議くださいますようお願いいた

します。 

○今野委員長 鈴木長寿社会課長。 

○鈴木健康福祉部長寿社会課長 私からは、議案第21号と議案第23号をご説明いたします。 

  引き続き、議案資料№２と資料№13をご用意お願いいたします。 

  初めに、議案第21号「塩竈介護保険条例の一部を改正する条例」についてご説明いたします。 

  主に、資料№13でご説明いたします。資料№13の23ページをお開き願います。 

  塩竈市介護保険条例の一部改正について、１の概要であります。介護保険法施行令の改正を

受け、本市の第１号被保険者の介護保険料算定において、長期譲渡所得、短期譲渡所得の特別

控除額を控除する見直しを行い、被保険者の負担軽減を図るものです。 

  ２の改正内容ですが、今回の改正は２段階で行うものです。（１）の改正条例の第１条では、

１年前倒しで行います平成29年度の特例分の改正を行い、そして、（２）の改正条例の第２条

では、平成30年度以降の本来制度の改正を行うものであります。 

  具体的には、まず（１）のアの内容でございますが、土地などを売却したときに現行制度で

は売却した翌年の所得が急増し、介護保険料が高額になることがあるため、土地の売却収入等
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について、表に記載の①から⑦の事項に該当する場合は保険料の算定において特別控除額を控

除するものです。 

  ちなみに、この控除対象は、所得税における土地の売却収入等の特別控除と同様の項目であ

りまして、①は公共事業で土地などを譲渡したときに該当するものです。以下、⑦までそれぞ

れ表に記載の特別控除額の控除がなされるものでございます。 

  このような取り扱いは、既に国民健康保険では国保税の算定において以前からこのような土

地の売買収入等の特別控除額を控除する仕組みとなっております。 

  次に、イの施行時期ですが、平成29年４月１日でございます。 

  なお、米印に記載のとおり、介護保険料は原則として３年間同一の保険料率を用いることと

しており、本来は平成30年度から見直しを行いますが、条例で定めることにより、特例的に平

成29年度に限り、特別控除額を控除することができるものでございます。 

  本市は、被保険者の負担軽減を図るため、今回この特例を採用するものでございます。 

  これが改正条例の第１条の平成29年度の改正でございます。 

  次に、（２）の改正条例の第２条ですが、アの内容につきましては、（１）の平成29年度分

と同様に、土地などを売却した場合における売買収入等について特別控除額を控除するもので

す。 

  イの施行日は、平成30年４月１日です。 

  なお、米印に記載のとおり、この平成30年度からの本来の制度上の見直しにつきましては、

平成29年度の特例分と合わせて今回条例改正を行わせていただくものでございます。 

  以上が条例改正の概要でございますが、19ページから22ページは、新旧対照表ですので、後

ほどご参照をお願いいたします。 

  議案第21号の説明は以上でございます。 

  続きまして、議案第23号「塩竈市地域支え合い推進協議体設置条例」についてご説明いたし

ます。 

  恐れ入ります。資料№２の16ページをお開きをお願いいたします。 

  このたび生活支援サービス及び介護予防サービスの体制整備に向けまして、塩竈市地域支え

合い推進協議体を設置するためにこの条例、第１条の設置から次のページ17ページの第９条の

委任までに構成される新たな条例を制定しようとするものでございます。 

  また、附則では、協議体の委員の報酬を新たに設定させていただくため、特別職の職員の給
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与に関する条例の一部改正をあわせて行おうとするものでございます。 

  条例の施行日は、平成29年４月１日でございます。 

  続きまして、条例の内容を説明させていただきますので、お手元の資料№13の26ページをお

開きをお願い願います。 

  まず、１の概要であります。高齢者が介護が必要な状態となっても住みなれた地域で自分ら

しい暮らしを続けることができるよう、医療・介護・住まい・生活支援が一体的に提供される

地域包括ケアシステムの構築が重要な課題となっています。 

  このことから、介護保険法に基づきます生活支援サービス及び介護予防サービスの充実を図

るとともに、地域における支え合いの体制づくりを推進するため、塩竈市地域支え合い推進協

議体を設置するものでございます。 

  ２の協議体の役割ですが、介護予防日常生活支援総合事業、いわゆる総合事業での新しいサ

ービスや地域での支え合いを担っていただく事業者や住民組織、ＮＰＯなどの多様な主体間の

情報共有とネットワーク構築、担い手や通いの場などの資源開発等を推進して、生活支援体制

の整備を図る目的を担っていただきます。 

  主な所掌事務としましては、①生活支援等サービスの体制整備に係る情報の共有及び連携の

強化に関すること、②生活支援等サービスの資源開発に関することなど、記載のとおりでござ

います。 

  協議体のイメージ図でございますが、第１層の協議体は全市域、第２層の協議体は各地域包

括支援センターの担当地域です。それぞれ多様な主体による生活支援体制の整備に向け、情報

の共有、ネットワーク構築、支援開発等の推進を図る役割を担っていただきます。 

  第２層の協議体の活動状況や検討状況につきましては、必要に応じまして市全体の第１層の

協議体の会議に報告して、そのうち市全域で取り組むべき課題や資源開発などについては、第

１層の協議体で検討、意見をいただきまして、市が実施に向けて取り組んでまいります。 

  また、米印に記載の役割を担っていただきます生活支援コーディネーターは、第１層のうち

委託の４つの地域包括支援センターは、包括の職員が従事し、第１層及び浦戸の包括支援セン

ターは、本市の非常勤職員が本市職員を補助する形で活動します。 

  このように、それぞれの役割を果たしながら相互に連携して、本市全体の生活支援サービス

などの体制整備の推進を図っていきます。 

  ３の協議体の構成については、委員は15人以内とし、下に記載のとおり、地域活動団体の代
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表者などの方々で構成いたします。 

  この協議体設置を通じまして、地域の支え合いの体制づくりをさらに進め、高齢者が安心し

て暮らせる町にしてまいりたいと考えております。 

  議案第23号の説明は以上でございます。よろしくお願いします。 

○今野委員長 並木水産振興課長。 

○並木産業環境部水産振興課長 水産振興課からは、議案第24号「塩竈市農業委員会の委員の定

数条例」についてご説明いたします。 

  資料番号２の19ページをお開きください。 

  本条例の提案理由でございますが、ページの下段に記載しておりますとおり、農業委員会等

に関する法律の一部改正に伴いまして、新たな条例を制定しようとするものでございます。 

  本条例に定める委員の定数につきましては、現行と同数の７名としておりまして、施行期日

につきましては、附則１に記載のとおり、平成29年４月１日からとしております。 

  なお、現行の塩竈市農業委員会の選挙による委員の定数条例は廃止となりますが、経過措置

といたしまして、現に在任する農業委員会の委員の任期満了の日までは従前のとおり身分を保

証するものとしております。 

  また、本条例の制定に伴いまして、市の行う選挙等における選挙長等に対する報酬及び費用

弁償に関する条例の一部につきましても附則４のとおり、あわせて改正をするものでございま

す。 

  次に、条例の内容についてご説明いたしますので、資料番号13の27ページをお開きください。 

  １の概要といたしまして、農業委員会等に関する法律の一部改正の内容ですが、大きく２点

変更がございます。１点目は、これまでの農業委員会の委員の選任に当たりましては、公選制

及び各種団体、議会等からの推薦というものでやっておりましたが、こちら推薦を廃止いたし

ます。公選・推薦を廃止いたします。それで、公募という形になります。公募により候補者を

選定の上、市町村長が議会の同意を得て任命するものと変更になっております。 

  また、２点目といたしましては、遊休農地の解消等の促進のために農地利用最適化推進委員

というものが新設されております。 

  ２の農業委員の選出方法の変更でございますが、表に記載しておりますとおりとなっており

ます。 

  なお、括弧内の数字につきましては、本市の現在の定数について記載しておるものでござい
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ます。 

  ３の農地利用最適化推進委員についてですが、農地等の利用の最適化のための現場活動を行

うために新設されたものでございます。委員の任命につきましては、農業委員会が行うものと

なります。本市におきましては、農地面積が200ヘクタールに満たないということから、農地

最適化推進委員を設置せず、その業務については農業委員が兼務することとしております。 

  議案第24号についての説明は以上でございます。よろしくご審議くださいますようお願いい

たします。 

○今野委員長 末永財政課長。 

○末永市民総務部財政課長 それでは、議案第28号「平成29年度塩竈市一般会計予算」から議案

第38号「平成29年度塩竈市藤倉地区復興土地区画整理事業特別会計予算」について概要を説明

いたします。 

  説明の都合上、議案資料№13をご用意願います。議案資料№13の53ページをお開き願います。 

  この表は、一般会計及び特別会計当初予算の総括表でございます。平成29年度の一般会計当

初予算額は283億6,000万円で、前年度比109億3,000万円、27.8％の減となっております。 

  主に、災害公営住宅整備事業や下水道事業特別会計への繰出金など、災害復旧・復興関連の

大型事業予算が大きく減となりましたことから、前年度に引き続き減少しております。 

  次に、特別会計ですが、10の特別会計の予算総額は209億8,750万円、前年度比26億1,400万

円、11.1％の減となっております。 

  一般会計、特別会計合わせた総額は、下段にありますように、493億4,750万円で、前年度比

135億4,400万円、21.5％の減となっております。 

  次の54、55ページをお開き願います。 

  一般会計の歳入についての前年度比較表でございます。主な歳入の内容は、予算説明書にて

説明いたしますので、増減額の大きい内容を説明いたします。 

  費目１の市税は２億4,470万8,000円の増で、主に固定資産税の増及び収納率の増となってお

ります。 

  費目６の地方消費税交付金は、１億9,450万円の減で、従来分・引き上げ分それぞれ前年度

から減となっております。 

  費目10の地方交付税は12億7,705万8,000円の減で、主に各種復旧・復興事業の財源でありま

す震災復興特別交付税の大幅減によるものであります。 
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  費目14の国庫支出金は14億3,238万1,000円の増で、主に漁港施設災害復旧事業費の財源であ

ります国庫補助金が大幅に増となったものであります。 

  費目18の繰入金は101億9,000万3,000円の減で、震災関連事業の財源として東日本大震災復

興交付金基金からの繰入金の減によるものであります。 

  費目21の市債は９億4,270万円の減で、災害公営住宅整備事業に係る土木債が減となったが

ためでございます。 

  次の56、57ページをお開き願います。 

  一般会計の歳出につきまして、目的別に前年度と比較しておりますが、主な内容は後ほど予

算説明書で説明いたします。 

  次の58、59ページをお開き願います。 

  主要な財政指標に影響する義務的経費の動きについて説明いたします。まず、費目１の人件

費ですが、定年退職等によります平均給与の減のほか、災害派遣職員負担金の減や放課後児童

クラブの指定管理委託に伴います非常勤職員人件費の減などによりまして、前年度から２億

8,382万9,000円の減となっております。 

  費目４の扶助費は、福祉サービス費や障がい児通所給付費の増などによりまして、前年度か

ら１億3,876万6,000円の増となっております。 

  費目８の公債費は、借換債が増となったことにより、前年度から１億5,406万9,000円の増と

なっております。 

  次に、投資的経費の主な予算では、費目６の普通建設事業費でございますが、内訳にござい

ますとおり、補助事業が大幅に減となったことにより、全体で109億2,165万8,000円の大幅な

減となっております。災害公営住宅整備事業や新魚市場整備事業の減などが主な要因でござい

ます。 

  費目７の災害復旧費は、主に漁港施設災害復旧費の増により、前年度から19億479万6,000円

の増となっております。 

  次の60、61ページをお開き願います。 

  平成29年度一般会計当初予算の投資的経費の内訳一覧表でございます。61ページの合計の下

の内訳にございますとおり、普通建設事業費が６億4,337万8,000円、復興交付金事業が19億

2,095万2,000円、災害復旧事業が29億5,079万6,000円、合計55億1,512万6,000円と、前年度か

ら90億1,686万2,000円の減となっております。 
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  続きまして、一般会計予算の内容につきましてご説明いたします。 

  恐れ入りますが、資料№９をご用意願います。 

  資料№９の１ページでございます。 

  第１条では歳入歳出の総額を283億6,000万円と定めるものであります。 

  第２条の債務負担行為及び第３条の地方債につきましては、後ほどご説明いたします。 

  第４条一時借入金でございますが、平成28年度に引き続き50億円と設定しております。 

  第５条は、人件費の各項間の流用について規定しております。 

  次の２ページから５ページは、歳入歳出予算の款項ごとの区分でありますので、詳細は後ほ

ど予算説明書でご説明いたします。 

  次の６ページをお開き願います。 

  第２表 債務負担行為は、中小企業振興資金損失補償など、例年と同様の内容となりますが、

計12件、限度額合計１億6,487万円となりまして、前年度の限度額１億1,734万5,000円から

4,752万5,000円の増となっております。 

  ７ページの第３表地方債につきましては、本庁舎ガスヒートポンプ改修事業4,500万円から

最下段の臨時財政対策債７億2,010万円まで計15件を計上しております。公営住宅整備事業が

11億2,600万円の減となりましたことから、限度額の総額は、前年度から９億4,270万円の大幅

な減となっております。 

  続きまして、平成29年度一般会計予算説明書についてご説明いたします。 

 恐れ入ります。資料№10をご用意願います。１ページ、２ページをお開き願います。 

  こちらは、一般会計歳入歳出予算事項別明細書の総括表であります。１ページが歳入の前年

度比較、２ページが歳出の比較となっております。 

  まず、こちらで当初予算の大きなくくりでの特徴点を説明いたします。２ページの歳出、比

較の欄の一番下、合計欄をごらんください。マイナス109億3,000万円でありまして、非常に大

きな減額となっております。大きな特徴点としましては、中段あたりの第６款農林水産業費が

マイナス13億1,780万円、２つ下の第８款土木費がマイナス112億2,288万円となっております。

これは、新魚市場整備事業でマイナス８億1,179万5,000円、災害公営住宅整備事業でマイナス

87億2,557万7,000円、下水道事業特別会計の繰出金でマイナス15億4,123万8,000円となったこ

とが大きな要因であります。 

  ともに復興事業の減となっております。それに連動し、１ページの歳入でございますが、中
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段あたりにあります第10款地方交付税が主に震災復興特別交付税の減で、マイナス12億7,705

万8,000円、第18款繰入金が主に復興交付金基金からの繰入金の減でマイナス101億9,000万

3,000円、第21款市債が主に公営住宅整備事業債の減でマイナス９億4,270万円となっておるも

のでございます。 

  また、２ページにお戻りいただきまして、第11款災害復旧費でございますけれども、19億

479万6,000円の大幅増となっております。これは、主に野々島などの漁港施設災害復旧費が増

となったことによるものでありまして、それに連動し、１ページの歳入、中段より少し下の14

款国庫支出金が主に災害復旧費補助金の増によりプラスの14億3,238万1,000円となったもので

あります。 

  平成29年度当初予算は、前年度当初と比較して予算規模の変動が大変大きゅうございますが、

これらの要因が大きな理由となっております。 

  では、改めまして、平成29年度の特徴点を各款ごとに説明いたします。３ページ、４ページ

をお開き願います。 

  第１款市税ですが、58億1,228万7,000円を計上し、前年度から２億4,470万8,000円の増とし

ております。これは、全体的な市民税の収納率の向上のほか、第２項固定資産税が家屋の新増

築の増により増収を見込んだことによるものであります。 

  ５ページ、６ページの第２款地方譲与税から次の７ページ、８ページの第９款地方特例交付

金までは、国の地方財政計画の内容や県通知額に基づきまして試算した数値となっております。 

  第６款地方消費税交付金につきましては、８億3,320万円を計上し、通常分が４億7,660万円、

引き上げ分が３億5,660万円となっておりますが、前年度から１億9,450万円の減と、大変厳し

い見通しとなっております。 

  ９ページ、10ページをお開き願います。 

  第10款地方交付税は70億6,289万8,000円と、前年度から12億7,705万8,000円の減を見込んで

おります。これは、先ほど申し上げましたとおり、復旧事業の財源であります震災復興特別交

付税が大幅な減となったことが主な要因であります。 

  13ページ、14ページをお開き願います。 

  第14款国庫支出金は54億9,846万3,000円で、14億3,238万1,000円の増となっております。こ

れは、恐れ入りますが、17ページ、18ページをお開きください。 

  第２項第７目農林水産業費国庫補助金の比較欄にありますように、新魚市場整備事業の減に
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よります４億9,353万円の減がありますものの、１つ上の第６目災害復旧費国庫補助金が19億

5,266万5,000円の大幅増により、全体で増となっておるものでございます。 

  飛びまして、25ページ、26ページをお開き願います。 

  第18款繰入金につきましては、44億7,193万8,000円を計上し、101億9,000万3,000円の大幅

な減となっております。 

  次のページ、27、28ページをお開き願います。 

  第１項第８目東日本大震災復興交付金基金繰入金で、先ほど説明しましたとおり、災害公営

住宅整備事業や下水道事業特別会計の繰出金の減などに伴いまして、前年度から98億1,188万

1,000円の減となっております。 

  33、34ページをお開き願います。 

  歳入の最後であります。第21款市債につきましては、15億9,010万円を計上し、９億4,270万

円の減となっております。第１項第５目土木債のうち公営住宅債が大幅減となったことから11

億7,210万円の減となったことが主な要因となっております。 

  次に、歳出につきましてご説明いたします。 

  35、36ページをお開き願います。 

  第１款議会費は２億2,748万2,000円で、前年度から2,564万7,000円の減でございます。これ

は、前年度に議会中継事業としまして、工事請負費などで2,415万5,000円の予算計上をしてい

たことによるものであります。 

  なお、平成29年度におきましても、議会放送業務委託料、インターネット映像配信業務委託

の予算をそれぞれ計上しております。 

 39、40ページをお開き願います。 

  第２款総務費は24億7,187万7,000円で、前年度から２億6,106万9,000円の減となっておりま

す。主な理由としましては、40ページの右端、事業内訳の一番上、職員人件費ですが、10億

8,793万3,000円で、前年度から１億920万6,000円の減となっております。 

  また、下から２つ目の災害派遣職員関係費２億5,260万9,000円につきましても8,078万7,000

円の減であります。これは、職員の退職に伴います職員人件費総額の減のほか、他自治体から

の派遣職員見込み人数の減によるものでございます。 

  65、66ページをお開き願います。 

  第３款民生費は77億5,741万9,000円で、前年度から7,088万6,000円の減となっております。



-14- 

民生費は、各目ごとの数値の変動が大きいことから、順を追って説明いたしますと、まず、第

１項第１目の社会福祉総務費ですが、９億7,721万5,000円で、前年度から２億7,934万8,000円

の減であります。 

  66ページの事業内訳の中段あたりであります国民健康保険事業特別会計繰出金ですが、被保

険者数の減、療養給付費の減により、前年度から6,161万5,000円の減となりますほか、３つ下

にあります津波被災住宅再建支援事業が需要見込みの減によりまして、前年度から１億4,742

万3,000円の減となっております。 

  また、こちらには記載されてありませんが、前年度予算計上していた臨時福祉給付金給付事

業につきましても8,729万3,000円の皆減であります。 

  次に、73、74ページをお開きください。 

  第８目障害者総合支援費ですが、10億4,398万4,000円で、前年度から7,095万7,000円の増で

あります。これは、主に生活介護などの扶助費の増によりまして、福祉サービス費が前年度か

ら6,347万2,000円の増となったことによります。 

  また77、78ページをお開きください。 

  一番上の第12目障害児施設給付費では放課後等デイサービスなどの増によりまして、予算額

１億2,823万5,000円、前年度から5,859万9,000円の増となっております。 

  同じページの第２項第１目児童福祉総務費では、子ども医療助成費の対象年齢拡大によりま

して、予算額４億1,899万6,000円、前年度から2,730万3,000円の増となっております。 

  たびたび恐れ入りますが、81ページ、82ページをお開きください。 

  81ページ、下段の５目子育て支援費ですが、予算額１億6,943万円で、前年度から6,512万

8,000円の増であります。これは、84ページの事業内訳にございますとおり、藤倉児童館及び

放課後児童クラブの指定管理者制度導入に伴いまして、事業費が増となったものであります。 

 また、国の地方創生推進交付金を活用して実施します塩竈アフタースクール事業も同じく計上

しておるものでございます。 

  87、88ページをお開き願います。 

  第４款衛生費は16億9,153万1,000円で、前年度から418万7,000円の減であります。内容とし

ましては、同じページの第１項第１目保健衛生総務費で職員人件費の減及び前年度予算で計上

しておりました被災者健康支援事業が減となりましたことから、予算額１億7,979万5,000円で、

前年度から2,835万3,000円の減となっております。 
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  一方で、93、94ページの第４目環境衛生費につきましては、広域火葬場運営負担事業が塩釜

地区消防事務組合に対します塩竈斎場管理負担金の増によりまして、当初予算額１億2,016万

1,000円となり、前年度から4,444万6,000円の増となっております。 

  105、106ページをお開き願います。 

  第５款労働費は6,703万4,000円で、前年度から3,139万3,000円の減となっております。これ

は、県支出金を原資として取り組んでまいりました重点分野雇用創造事業の減によるものであ

ります。 

  次のページ、107、108ページをお開き願います。 

  第６款農林水産業費は12億5,161万2,000円で、前年度から13億1,780万円の大幅減となって

おります。主な理由としましては、111、112ページの下段にございます第２項第６目漁港建設

費で、野々島漁港海岸保全施設整備事業費が前年度から8,000万円の増となったものの、その

次の第７目復興交付金事業費が各事業費の減によりまして、当初予算額６億7,452万5,000円で、

前年度から５億5,332万5,000円の減となったものであります。 

  また、次のページ、113、114ページの中段にございます復興事業費におきましても、高度衛

生管理型荷さばき所整備事業の減によりまして予算額が5,400万円、前年度から８億1,179万

5,000円の大幅減となっております。 

  次に、115、116ページをお開き願います。 

  第７款商工費は６億2,872万1,000円で、前年度から1,364万7,000円の減となっております。

主な理由は、同ページの中段の１項２目商工振興費におきまして、みなと塩竈・ゆめ博開催事

業や塩竈水産品ＩＣＴ化事業が新規計上された一方で、前年度計上しておりました割り増し商

品券事業が減となったことにより、当初予算額４億8,080万6,000円で、前年度から1,932万

4,000円の減となったものであります。 

  次に、121、122ページをお開き願います。 

  第８款土木費は62億462万9,000円で、前年度から112億2,288万円の減でございます。恐れ入

りますが、125、126ページをお開き願います。 

  まず、第２項第２目道路維持費につきまして、道路維持費及び道路維持補修工事費の増額に

より、1,817万7,000円の増でございまして、あわせて次のページ、127、128ページであります

が、第３目道路新設改良費が前年度から2,998万2,000円の増となり、道路関係予算を増額で計

上しております。 
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  一方、第４目橋梁整備費につきましては、主に一本松大橋の大規模修繕更新事業が減となっ

たことにより、前年度から7,200万円の減となっております。 

  飛んで133、134ページをお開きください。 

  第５項第４目下水道費につきましては、下水道事業特別会計における復興交付金事業予算の

減に伴いまして、繰出金が前年度から15億4,123万8,000円の大幅減となっております。 

  また、同じページ、下段の６目土地区画整理費は、北浜地区、藤倉地区復興土地区画整理事

業特別会計繰出金の減により、前年度から１億7,753万9,000円の減、次の７目復興交付金事業

につきましても主に港町地区津波復興拠点整備事業の減によりまして、前年度から７億1,288

万9,000円の減であります。 

  土木費の最後としまして、137、138ページをお開きください。 

  中段にあります第６項第２目復興交付金事業費ですが、予算額１億5,750万3,000円で、前年

度から87億7,807万7,000円の大幅減であります。これは、先ほども申し上げましたとおり、主

に災害公営住宅整備事業が大きく減となったものでありまして、平成29年度予算につきまして

は、災害公営住宅に附帯する共同施設や外構工事といった環境整備分のみの計上となっており

ます。 

  次に、139、140ページをお開きください。 

  第９款消防費は６億3,922万6,000円で、前年度から8,033万6,000円の減となっております。

これは、ページ下段の第１項第３目防災費におきまして、前年度予算に計上しました指定避難

所マンホール・トイレ整備や体育館トイレ整備を目的とした防災体制整備事業が減となったこ

とによるものでありまして、予算額4,076万8,000円、前年度から6,968万2,000円の減となった

ことによるものであります。 

  次に、143、144ページをお開き願います。 

  第10款教育費は15億4,309万7,000円で、前年度から3,801万1,000円の増となっております。

まず、第１項第２目事務局費では、予算額３億3,675万円で、前年度から908万6,000円の増で

あります。主に、ページをめくっていただいて、146ページの事業内訳の２つ目にあります小

中一貫教育推進事業2,468万6,000円が前年度から増になったことによるものであります。 

  また、ページが飛んで恐縮でございます。165、166ページの下段、第５項第１目保健体育総

務費でございますけれども、予算額が１億7,354万8,000円で、前年度から4,233万8,000円の増

となっております。これは、全国高等学校総合体育大会及び総合文化祭の開催事業費の計上と
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ともに、競技会場となる塩釜ガス体育館の設備改修や補修工事費を計上したものであります。 

  171、172ページをお開き願います。 

  第11款災害復旧費につきましては、29億5,079万6,000円で、前年度から19億479万6,000円の

増となっております。内容としましては、第１項第１目漁港施設災害復旧費が野々島の防潮堤

復旧などによります災害復旧費が前年度から18億7,841万6,000円の増となったことが大きな理

由でございます。 

  173、174ページをお開き願います。 

  第12款公債費は26億9,678万9,000円で、前年度から１億5,406万9,000円の増となっておりま

す。これは、元金償還のうち借り換え分が５億4,950万円で、前年度から１億9,960万円の増と

なったことが主な要因でございます。しかしながら、借り換え分を除いた純粋な元利償還金に

つきましては、前年度から4,553万1,000円の減であり、前年度に引き続き公債費の減となって

おります。 

  175、176ページをお開き願います。 

  第13款諸支出金は２億1,478万7,000円で、前年度から96万9,000円の増となっております。

これは、公共用地先行取得事業特別会計の繰出金が前年度から90万円の減となった一方で、交

通事業特別会計の繰出金が前年度から186万9,000円の増となったことによるものであります。 

  179ページ以降は、給与費明細書、債務負担行為、地方債現在高の調書ですので、後ほどご

参照いただければと思います。 

  一般会計予算の内容につきましては、以上でございます。 

○今野委員長 村上浦戸振興課長。 

○村上産業環境部浦戸振興課長 それでは、私から議案第29号「平成29年度塩竈市交通事業特別

会計予算」についてご説明をさせていただきます。 

  資料№10、予算説明書の194、195ページをお開きいただきたいと思います。 

  こちらが平成29年度交通事業特別会計の歳入歳出予算事項別明細書となります。 

  表中の本年度予算額の欄にありますとおり、歳入歳出ともに３億4,270万円を計上してござ

います。前年度と比較いたしまして１億4,940万円の増となるものでございます。 

  続きまして、各予算の主な内容についてご説明をいたします。説明の都合上、歳出からご説

明いたしますので、同じ資料の198、199ページをお開き願います。 

  第１款事業費に３億4,270万円を計上しております。前年と比較いたしまして１億4,940万円
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の増となっております。増加の主な内容についてご説明させていただきます。 

  200ページ、201ページをお開き願いたいと思います。 

  第１款第２項第１目船舶建造費といたしまして１億4,775万円を計上してございます。 

  次に、各項目につきましてご説明をいたします。 

  198、199ページにお戻りいただきたいと思います。 

  第１款第１項第１目総務管理費に１億5,751万7,000円を計上しております。前年度と比較し

て132万8,000円の減となり、その主な理由は、非常勤職員にかかる報酬の減によるものでござ

います。 

  次に、200、201ページをお開き願います。 

  第１款第１項第２目の運航費に3,743万3,000円を計上してございます。前年度と比較しまし

て297万8,000円の増となっておりますけれども、主な内容といたしましては、船舶の各種検査

に伴う修繕費が増加したものでございます。 

  続きまして、歳入予算についてご説明いたします。 

  196、197ページをお開きください。 

  第１款事業収入には8,025万8,000円を計上しております。前年度と比較しまして485万1,000

円の減となっております。その主な理由は、桂島海水浴場への観光客入り込み数の減少等を踏

まえまして、昨年度実績を参考としながら普通乗船料を減額としております。 

  第２款国庫支出金は4,228万7,000円を計上しております。前年度より478万2,000円の増とな

っております。これは、離島航路補助金の算定基礎となる「標準単価」及び補助率が変更にな

ったため増額となったものでございます。 

  第３款繰入金には7,218万7,000円を計上してございます。前年度より186万9,000円の増とな

ってございます。これは、船舶の修繕費等の運航費が増加したことにより増額となったもので

ございます。 

  第４款諸収入には、36万8,000円を計上しております。内訳は、広告料収入として２万4,000

円、海上交通バリアフリー施設整備助成金として34万4,000円を計上してございます。当該助

成金につきましては、寒風沢桟橋に常備いたしますアルミ製タラップの整備費用43万円のうち、

助成対象となります80％分を計上したものでございます。 

  第５款市債には１億4,760万円を計上してございます。これは、平成29年度に予定しており

ます小型船建造事業に充てるものでございます。内訳は、辺地対策事業債といたしまして
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7,380万円、交通事業債といたしまして7,380万円、それぞれ50％の割合となってございます。 

  以上で交通事業特別会計予算につきましてのご説明を終わります。よろしくお願いいたしま

す。 

○今野委員長 志野保険年金課長。 

○志野健康福祉部保険年金課長 続きまして、私から、議案第30号「平成29年度塩竈市国民健康

保険事業特別会計予算」についてご説明いたします。資料番号９番及び10番をご用意願います。 

  初めに、資料番号９番の12ページをお開きください。 

  平成29年度塩竈市国民健康保険事業特別会計につきましては、第１条に記載のとおり、歳入

歳出予算の総額をそれぞれ72億7,390万円と定めております。 

  第２条につきましては、一時借入金の借入額の最高額を７億円と定めております。 

  次に、主な内容についてご説明させていただきます。 

  資料番号10番をご用意ください。資料番号10番、208ページ、209ページをお開き願います。 

  こちらに記載しております歳入歳出予算事項別明細書の総括を使いましてご説明させていた

だきます。 

  初めに、主な歳出からご説明いたします。209ページをごらんください。 

  第１款総務費につきましては、平成30年度の国保財政運営都道府県単位化に向けました電算

システムのシステム改修費用を要因といたしまして3,207万9,000円増となります7,745万6,000

円を計上しております。 

  第２款保険給付費につきましては、１人当たりの医療費は増加傾向が続くものの、被保険者

数の減少幅が大きいことから、全体としては減額していく傾向にありまして、前年度と比べま

して1,800万円減となります46億1,447万5,000円を計上しております。 

  第３款後期高齢者支援金等につきましては、１人当たりの後期高齢者支援額は増加するもの

の、被保険者数の減少幅が大きいこと、過年度の精算などにより、前年度より5,105万1,000円

減となります７億237万5,000円を計上しております。 

  次に、第６款介護納付金につきましては、国保に加入し納付を要する２号被保険者数が減少

しているものの、１人当たりの納付額の増加幅が大きいことから、前年度と比べまして842万

5,000円増となります２億9,834万1,000円を計上しております。 

  第７款共同事業拠出金につきましては、事業運営をしております宮城県国民健康保険団体連

合会からの通知額により、前年度より6,109万6,000円の減となります14億878万円を計上して
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おります。 

  第８款保健事業費につきましては、人間ドック、脳ドック、特定健診などの既存事業に加え

まして、平成29年度新たに65歳未満の被保険者に対しますインフルエンザ予防接種助成事業を

実施することに伴う経費を計上いたしましたことから、前年度より1,160万2,000円増となりま

す１億2,667万1,000円を計上しております。 

  以上が主な歳出の内容となります。 

  続きまして、主な歳入についてご説明させていただきます。 

  隣のページ、208ページをごらんください。 

  第１款国民健康保険税につきましては、収納率の現年度分91.5％、滞納繰越分25％と設定し

て計上しております。税率につきましては、平成28年度と同様ではありますが、被保険者数の

減少から、前年度より4,506万5,000円の減となります11億9,735万3,000円を計上しております。 

  次に、第４款国庫支出金につきましては、被保険者数の減少に伴います保険給付費、後期高

齢者支援金負担金は減少しますものの、歳入でご説明させていただきました平成30年度の国保

財政運営都道府県単位化に向けました電算システム改修費用を国が負担するということがあり

ますので、前年度より5,311万4,000円増となります16億7,644万6,000円を計上しております。 

  第５款療養給付費交付金につきましては、退職被保険者制度が平成26年度をもちまして廃止

され、現在加入者が65歳に達するまでの間のみ対象となる交付金でありますことから、引き続

き減少傾向が続いており、前年度より6,631万7,000円減の8,897万2,000円を計上しております。 

  第６款前期高齢者交付金につきましては、65歳から74歳の被保険者の加入割合が国内の保険

者平均より多い場合に交付されるものでございます。こちらにつきましては、前年度より

3,115万3,000円の減となります16億8,142万4,000円を計上しております。 

  第７款県支出金につきましては、被保険者数の減少に伴う保険給付費、後期高齢者支援金負

担は減少いたしますが、高額医療費共同事業負担金の増加などがありますので、前年度より

6,693万2,000円増となります３億6,251万3,000円を計上しております。 

  第８款共同事業交付金につきましては、歳出で述べさせていただきました歳出の第７款共同

事業拠出金と対となるものでございます。歳入の第７款でご説明させていただきましたとおり、

事業運営をしております宮城県国民健康保険団体連合会からの通知額により、前年度より

6,109万6,000円減となります14億877万円を計上しております。 

  第10款繰入金につきましては、被保険者数の減少に伴います保険基盤安定繰入金の減額はあ
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りますものの、国保会計の単年度赤字分を補塡いたします財政調整基金繰入金の増加に伴いま

して518万5,000円の増となります８億4,510万3,000円を計上しております。 

  第12款諸収入につきましては、保険税延滞金分などの実績を踏まえ、200万円増となります

1,201万6,000円を計上しております。 

  以上、歳入歳出とも前年度より7,640万円減の72億7,390万円を計上しております。 

  国民健康保険事業特別会計についての説明は以上となります。よろしくご審査くださいます

ようお願いいたします。 

○今野委員長 並木水産振興課長。 

○並木産業環境部水産振興課長 続きまして、議案第31号「平成29年度塩竈市魚市場事業特別会

計予算」につきましてご説明いたします。 

  同じ資料番号10の249ページ、250ページをお開きください。 

  こちらに歳入歳出予算の事項別明細書を記載してございます。歳入歳出とも平成29年度魚市

場事業特別会計予算につきましては、前年度に比べまして7,640万円減となります１億8,140万

円を計上してございます。 

  次に、歳出の内容についてご説明いたしますので、255ページ、256ページをお開き願います。 

  第１款市場費といたしまして、１億6,839万8,000円を計上してございます。こちらの内訳で

ございますが、第１項の市場管理費には施設の維持管理等に係る経費といたしまして、前年よ

り1,354万円の増となります１億2,421万8,000円を計上しております。こちらは、新施設の供

用に伴います維持管理経費等の委託経費等の増によるものが主な内容となってございます。 

  １ページお進みいただきまして、257、258ページをごらんください。 

  第２項の漁船対策費といたしまして、水揚奨励支援補助金等の費用といたしまして１億

1,158万円を計上してございます。 

  第３項の市場建設費といたしましては、前年度より9,250万円の減となります3,260万円を計

上してございます。平成29年度につきましては、魚市場の一般来場者用の駐車場ゲートであり

ますとか、南棟２期の完成にあわせまして、事務用品、事務用の備品等の購入費用を計上して

ございます。 

  １ページお進みいただきまして、259、260ページをごらんください。 

  第２款公債費につきましては、前年より255万8,000円増となります1,300万2,000円を計上し

てございます。 
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  次に、歳入の内容についてご説明いたしますので、251ページ、252ページにお戻り願います。 

  第１款使用料及び手数料につきましては、前年より1,822万7,000円の増となります8,464万

3,000円を計上しております。増加の要因といたしましては、第１項第１目魚市場使用料を例

年計上しております水揚げ100億円ベースから105億円のベースに引き上げたことによりまして、

こちらの使用料が5,250万円としております。 

  また、中央棟や南棟１基の完成に伴いまして、貸事務室等を供用しております。この供用開

始に伴いまして、第２目貸事務室使用料を1,451万円の増見込んでいることによるものでござ

います。 

  第２款の県支出金といたしましては100万5,000円、第３款財産収入につきましては、科目設

定といたしまして1,000円、第４款繰入金といたしましては、一般会計からの繰入金といたし

まして718万9,000円の減となります6,018万9,000円を計上してございます。 

  第５款諸収入といたしましては、前年より556万1,000円増となります856万2,000円を計上し

ております。増額の要因といたしましては、貸事務室等の使用に伴います共益費でありますと

か、排水処理料の増加によるものでございます。 

  １ページお進みいただきまして253ページ、254ページをごらんください。 

  第６款市債といたしまして、一般来場者用の駐車場ゲート設置に係ります市の負担分といた

しまして、市債に2,700万円を計上してございます。 

  魚市場事業特別会計の説明は以上でございます。よろしくご審議くださいますようお願いい

たします。 

○今野委員長 佐藤下水道課長。 

○佐藤建設部下水道課長 続きまして、議案第32号「塩竈市下水道事業特別会計予算」につきま

してご説明申し上げます。 

  同じ資料、資料番号10の268ページ、269ページをお開き願います。 

  歳入歳出同額といたしまして、62億7,720万円を計上してございます。前年度と比較いたし

ますと復興事業の進捗により26億820万円の減となってございます。 

  まず、歳出予算のほうから説明を申し上げますので、274ページ、275ページをお開き願いま

す。 

  第１款総務費といたしまして７億6,160万5,000円を計上いたしてございます。13節委託料に

おきまして、ポンプ場等の施設管理、管渠等の汚泥清掃に係る委託料などとしまして１億
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9,023万5,000円を計上してございます。 

  次のページにお進みください。 

  19節負担金補助金及び交付金でございますが、３億1,218万円を計上してございます。これ

は汚水の最終処理に係る仙塩浄化センターの下水道維持管理負担金３億1,110万3,000円が主な

内容となってございます。 

  続きまして、次のページ、278ページをお開き願いたいと思います。 

  第２款事業費といたしまして、１億3,010万円を計上してございます。前年度と比較します

と1,219万円の減となってございます。 

  次のページにお進みください。 

  第３款公債費でございます。35億4,180万4,000円を計上してございます。前年度と比較いた

しまして1,272万9,000円の減となってございます。主に、元利償還金の減によるものでござい

ます。 

  次のページお開き願います。 

  第４款災害復旧費といたしまして2,000万円を計上してございます。 

  次のページにお進みください。 

  第５款復興事業費といたしまして18億2,369万1,000円を計上してございます。15節の工事費

には17億703万6,000円を計上してございます。中央第二ポンプ場や越の浦ポンプ場などの完成

に向けた工事費を計上してございます。 

  次に、歳入についてご説明申し上げます。 

  270ページ、271ページにお戻り願います。 

  第１款分担金及び負担金でございますが、下水道受益者負担金といたしまして69万4,000円

を計上してございます。 

  第２款使用料及び手数料でございますが、12億5,369万9,000円を計上しております。 

  第３款国庫支出金でございますが、社会資本整備総合交付金といたしまして300万円を計上

してございます。 

  第４款繰入金でございます。一般会計繰入金といたしまして30億9,279万2,000円を計上して

おります。復興交付金事業に係ります交付金基金繰入金、また震災復興特別交付税等も含まれ

る内容となってございます。 

  第５款諸収入でございますが、7,801万5,000円を計上いたしております。隣接の多賀城市、
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利府町からの汚水に係る公共下水道相互利用負担金及び利府中インター線の道路工事に伴いま

す汚水管の移設工事の補償金を計上しております。 

  次のページにお進みいただきまして、第６款市債でございますが、18億4,900万円を計上し

てございます。 

  さらに、290ページ、291ページには債務負担行為調書、292ページには年度末におきます地

方債の残高見込額をお示しさせていただいております。 

  下水道会計については以上でございます。 

○今野委員長 並木水産振興課長。 

○並木産業環境部水産振興課長 続きまして、議案第33号「平成29年度塩竈市漁業集落排水事業

特別会計」についてご説明いたします。 

  議案資料の10の293ページ、294ページをお開きください。 

  歳入歳出の合計額でございますが、前年度と比べまして１億1,070万円減となります2,890万

円を計上してございます。 

  次に、歳出の内容についてご説明いたします。 

  297ページ、298ページをごらんください。 

  第１款総務費といたしまして、総務管理費及び水洗化普及費として741万6,000円を計上して

おります。 

  次のページにお進みください。299ページ、300ページでございます。 

  第２款公債費といたしまして1,958万4,000円を計上しております。 

  また次のページにお進みいただいて、301ページ、302ページでございます。 

  第３款災害復旧費といたしまして、野々島・寒風沢島の管路復旧等の費用といたしまして、

前年度より１億1,160万3,000円減となります190万円を計上してございます。これは、防潮堤

等の復旧事業など、他の工事との調整のために、また、今回平成28年度で工事発注しましたが、

不調になったことなどから、平成28年度分の復旧工事の予算を繰り越しをお認めいただいたた

めに、平成29年度といたしましては、不明水の調査費用のみを計上しているということでござ

います。 

  次に、歳入の内容でございますが、295ページ、296ページにお戻りください。 

  第１款使用料及び手数料といたしまして226万4,000円を計上してございます。 

  第２款繰入金といたしまして、一般会計からの繰入金2,663万円を計上してございます。 
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  第３款諸収入といたしまして6,000円を計上してございます。 

  漁業集落排水事業特別会計については以上でございます。よろしくご審議くださいますよう

お願いいたします。 

○今野委員長 末永財政課長。 

○末永市民総務部財政課長 それでは、議案第34号「平成29年度塩竈市公共用地先行取得事業特

別会計」についてご説明いたします。 

  同じ資料№10で説明させていただきます。 

  資料№10の305ページ、306ページでございます。 

  平成29年度の予算額は１億4,260万円でありまして、前年度比較で90万円の減となっており

ます。 

  説明の都合上、歳出からご説明いたします。 

  311ページ、312ページをお開き願います。 

  第２款第１項第１目の公債費利子では、公共用地の取得に係る長期債償還利子として65万

9,000円を計上しております。第２目の元金は１億4,194万円でありまして、元金均等償還であ

りますことから、前年度と同額の予算となっております。 

  なお、財源内訳にございますとおり、元金、利子ともに一般財源でありまして、一般会計繰

入金が充てられております。 

  次に、歳入でございます。 

  307ページ、308ページにお戻りください。 

  第１款第１項第１目一般会計繰入金では、長期債償還利子及び償還元金の財源として一般会

計から１億4,260万円の繰入金を計上しております。 

  説明は以上でございます。 

○今野委員長 鈴木長寿社会課長。 

○鈴木健康福祉部長寿社会課長 続きまして、議案第35号「平成29年度介護保険事業特別会計予

算」についてご説明いたします。 

  同じく資料№10の314ページ、315ページをお開き願います。 

  初めに、介護保険事業勘定に関する歳入歳出予算事項別明細書であります。この勘定は、介

護保険の保険者としての事業勘定でありまして、歳入歳出合計それぞれ53億2,310万円を計上

してございます。前年度と比較しますと２億8,440万円、5.6％の増であります。 
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  説明の都合上、歳出の主なる部分からご説明させていただきます。恐れ入りますが、324ペ

ージ、325ページをお開き願います。 

  第２款介護給付費でございます。上段の数字でありますが、本年度は48億6,481万2,000円、

前年度と比較して１億7,086万3,000円、3.6％の増を計上しております。主なるものとしまし

ては、施設介護サービス給付費や地域密着型介護サービス給付費などの利用増を見込んでいる

ものでございます。 

  続いて、330ページ、331ページをお開き願います。 

  こちらは、第５款地域支援事業費でございます。上段の数字、本年度３億4,657万5,000円、

前年度と比較しますと9,782万3,000円、39.3％の増です。これは、平成28年度から介護予防・

日常生活支援総合事業を開始しまして、要支援認定者が利用している介護給付費の中の介護予

防費の部分がこの地域支援事業に移行しているため、大幅な増額となっているものでございま

す。 

  続きまして、334ページ、335ページをお開き願います。 

  同じく、第５款第４目在宅医療・介護連携推進事業から第６目の認知症総合支援事業費まで

の部分につきましては、特に地域包括ケアシステムの構築を見据えた経費の計上でございます。 

  次に、歳入の主なる部分につきましてご説明いたします。 

  恐れ入りますが、316ページ、317ページをお開きをお願いいたします。 

  まず、第１款保険料でございます。10億3,536万8,000円で、前年度と比較しますと1,275万

4,000円、1.2％の増を見込んでおります。これは、65歳になる方、年齢到達者の増加によるも

のでございます。 

  次に、第３款国庫支出金、第４款支払基金交付金、第５款県支出金ですが、それぞれ歳出の

介護給付費並びに地域支援事業費の法的負担割合により計上いたしております。 

  次に、318ページ、319ページをお開きお願いいたします。 

  第７款繰入金をごらんいただきたいと思います。まず、第７款第１項第１目一般会計繰入金

でございますが、７億7,934万7,000円で、前年に比べて4,966万8,000円の増額でございます。

これは、歳出の介護給付費・地域支援事業などにかかわる本市の負担割合分になります。 

  また、第２項第１目の財政調整基金繰入金は6,243万5,000円と、前年度と比較しまして

4,954万1,000円の増額でございまして、歳入歳出の補塡財源として計上するものでございます。 

  続きまして、恐れ入りますが、飛びまして、350ページ、351ページをお開きをお願いいたし
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ます。 

  介護サービス事業勘定に係る歳入歳出予算事項別明細書でございます。この勘定は、本市直

営の浦戸地区地域包括支援センターが実施しております、要支援１・２で認定された方に対し

ます介護予防支援事業としてのケアプラン作成に係る事業勘定でございます。歳入歳出合計そ

れぞれ130万円を計上しまして、前年度と比較しますと10万円の増額となってございます。 

  介護保険事業特別会計の予算は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○今野委員長 志野保険年金課長。 

○志野健康福祉部保険年金課長 それでは、続きまして、私から議案第36号「平成29年度塩竈市

後期高齢者医療事業特別会計予算」についてご説明させていただきます。 

  資料番号10番の365ページ、366ページをお開き願います。 

  こちらに記載しております歳入歳出予算事項別明細書の総括を使いましてご説明させていた

だきます。歳入歳出総額は、前年と比べまして220万円増の７億3,890万円としております。 

  初めに、主な歳入からご説明させていただきます。 

  第１款後期高齢者医療保険料につきましては、平成29年度保険料改定はないものの、高齢者

人口の増加に伴う被保険者数の増加が見込まれますことから、前年度より306万円増となりま

す５億6,256万5,000円を計上しております。 

  次に、第４款繰入金につきましては、歳出の一般管理費の減額により、一般会計からの繰入

金が前年度より86万円減となります１億7,522万7,000円を計上しております。 

  次に、主な歳出についてご説明いたします。 

  第１款総務費につきましては、一般管理費の減額によりましての91万9,000円減額によりま

して2,708万4,000円を計上しております。 

  第２款後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、歳入の第１款後期高齢者医療保険料

などと連動しており、被保険者からお納めいただいた保険料に保険料軽減分繰入金を加えまし

て、宮城県後期高齢者医療広域連合へ納付するものでございます。歳入同様、平成29年度保険

料改定はないものの、高齢者人口の増加に伴います被保険者数の増加が見込まれますことから、

前年度より311万9,000円増となります７億1,021万5,000円を計上しております。 

  以上のことから、歳入歳出ともに７億3,890万円を計上しているものでございます。 

  後期高齢者医療事業特別会計についての説明は以上でございます。よろしくご審査ください

ますようお願いいたします。 
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○今野委員長 鈴木復興推進課長。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 議案第37号「平成29年度北浜地区復興土地区画整理

事業特別会計予算」についてご説明いたします。 

  同じ資料の378、379ページをお開きください。 

  歳入歳出それぞれ４億6,370万円を計上いたしており、前年度より3,130万円の減となってお

ります。 

  382、383ページをお開きください。 

  まず、歳出予算からご説明いたします。 

  第１款事業費といたしまして４億6,370万円を計上いたしており、前年度と比較し、移転補

償に係る経費の減により3,130万円の減となっております。主な内容といたしまして、15節工

事請負費に３億4,150万円、22節補償補塡及び賠償金に7,680万円を計上いたしております。 

  380、381ページにお戻りください。 

  歳入予算をご説明いたします。 

  第１款繰入金ですが、一般会計繰入金４億6,370万円を計上いたしており、一般会計繰入金

につきましては、東日本大震災復興交付金基金及び震災復興特別交付税で全額が国費措置とな

ります。 

  次に、議案第38号「平成29年度藤倉地区復興土地区画整理事業特別会計」についてご説明い

たします。385、386ページをお開きください。 

  これも歳入歳出それぞれ２億1,380万円を計上いたしておりまして、前年度より１億4,620万

円の減となっております。 

  389、390ページをお開きください。 

  歳出予算からご説明いたします。 

  第１款事業費として２億1,380万円を計上いたしており、前年度と比較し、移転補償に係る

経費の減によりまして１億4,620万円の減となっております。 

  主な内容といたしまして、15節工事請負費に１億4,765万9,000円、22節補償補塡及び賠償金

に3,000万円を計上いたしております。 

  事業内訳欄に記載しておりますけれども、藤倉二丁目土地区画整理事業分として、１億

5,800万円、区画整理事業関連分の新浜町杉の下線道路事業として5,580万円となっております。 

  387、388ページにお戻りください。 
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  歳入予算についてご説明いたします。 

  第１款繰入金、一般会計繰入金２億1,380万円を計上いたしております。一般会計繰入金に

つきましては、北浜区画と同様に、東日本大震災復興交付金及び震災復興特別交付税で全額が

国費措置となります。 

  両、北浜地区・藤倉地区土地区画整理事業特別会計予算については以上でございます。よろ

しくお願いいたします。 

○今野委員長 鈴木市立病院事務部業務課長。 

○鈴木市立病院事務部業務課長兼経営改革室長 続きまして、議案第39号「平成29年度塩竈市立

病院事業会計予算」についてご説明させていただきます。 

  資料番号11をご用意願いたいと思います。資料番号11の１ページをまずお開き願いたいと思

います。 

  こちらには、新改革プランに掲げました数値目標をもとに、平成29年度の業務の予定量を記

載してございます。 

  まず、第２条（１）の病床数でございますが、一般病床123床、療養病床38床、全体で161床

とするものでございます。（２）の年間患者数ですが、入院患者数は５万5,207人、外来患者

数は６万7,417人を予定してございます。（３）の１日の平均患者数ですが、入院の診療日数

につきましては、平成29年度は365日になります。365日で１日当たりの患者数は151.3人、病

床利用率は93.9％を予定してございます。外来の診療日数につきましては244日ということで、

１日当たりの患者数は276.3人を予定してございます。（４）の主要な建設改良でございます

が、平成29年度におきましては、医療器械購入費といたしまして2,160万円を予定してござい

ます。 

  ２ページをお開き願いたいと思います。 

  第３条は、収益的収入及び支出の予定額でございます。収入は、第１款病院事業収益として

29億5,392万2,000円を予定してございます。 

  支出は、第１款病院事業費用といたしまして29億2,440万3,000円を予定してございます。こ

の結果、予定損益では、当年度純利益2,942万6,000円を見込んでいるところでございます。 

  第４条は、資本的収入及び支出の予定額でございます。収入は、第１款資本的収入といたし

まして5,813万1,000円を予定してございます。第１項の他会計補助金につきましては、一般会

計からの繰入金でございます。第２項の企業債につきましては、医療機器購入の財源となるも
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のでございます。 

  支出は、第１款資本的支出といたしまして１億246万4,000円を予定してございます。第１項

の建設改良費は、医療機器の購入の予算でございます。 

  第２項の企業債償還金は、企業債の元金償還分でございます。 

  第３項の長期借入金償還金は、一般会計からの長期借入金に対する元金償還金分となってご

ざいます。この収支の差し引きといたしまして4,433万3,000円が不足いたしますが、当年度分

損益勘定留保資金のほうで補塡することとしてございます。 

  第５条は債務負担行為でございます。医療機器のリース等３件に係る期間、限度額等を定め

てございます。 

  ３ページをごらんください。 

  第６条は企業債でございます。建設改良費の財源といたしまして、限度額、起債の方法等を

定めるものでございます。 

  第７条は、一時借入金の限度額で、10億円と定めてございます。 

  第８条は、予定支出の各項の間で流用ができる範囲を定めるものでございます。 

  第９条は、議会の議決を経なければ流用することができない経費を定めているものでござい

ます。 

  第10条は、たな卸資産の購入限度額を定めるものでございます。 

  恐れ入ります。４ページ、５ページをお開きいただきたいと思います。 

  ４ページにつきましては収益的収入及び支出の予算実施計画を、５ページのほうには資本的

収入及び支出の予算実施計画のほうを記載してございます。収益的収入と資本的収入の備考欄

に括弧書きで一般会計繰入金の額を記載しております。これらを合計いたしますと、平成29年

度の一般会計繰入金の合計は４億2,700万円となるものでございます。 

  次に、６ページをお開きいただきたいと思います。 

  ６ページには平成29年度のキャッシュ・フロー計算書が記載してございます。 

  １の営業活動によるキャッシュ・フロー、そのところの当年度純利益のところをごらんいた

だきたいと思います。先ほどご説明申し上げました予定損益による当年度純利益2,942万6,000

円がこちらに記載されてございます。 

  次に、12ページ、13ページをお開き願います。 

  12ページ、13ページにつきましては、平成29年度末の予定の貸借対照表となってございます。 
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  続きまして、14ページをお開きいただきたいと思います。 

  14ページにつきましては、平成28年度の予定損益計算書となってございます。 

  続きまして、15ページ、16ページをごらんいただきたいと思います。 

  こちらにつきましては、平成28年度末の予定の貸借対照表となってございます。 

  なお、予算編成の取り扱い方法などを注記として、22ページ、23ページのほうに掲載してお

りますので、後ほどご参照願えればと思います。 

  以上で市立病院事業会計予算の説明を終わらせていただきます。ご審議賜りますよう、よろ

しくお願いいたします。 

○今野委員長 菅原水道部業務課長。 

○菅原水道部業務課長 私からは議案第40号「平成29年度塩竈市水道事業会計予算」についてご

説明させていただきます。 

  資料№12をご用意願います。資料№12の１ページをお開き願います。 

  第２条は、平成29年度の経営目標とする業務の予定量を記載しております。内容としまして、

給水戸数を２万6,182戸、年間総給水量を724万8,167立方メートル、１日平均給水量を１万

9,858立方メートルとしております。また、主要な建設改良事業としまして、第６次配水管整

備事業5,646万1,000円、老朽管更新事業１億8,539万5,000円、災害復旧事業２億6,000万円、

排水処理施設及び電気計装類更新事業２億5,714万8,000円を予定しております。 

  次に、第３条は収益的収入及び支出の予定額でございます。 

  収入は、第１款水道事業収益が前年度比較で7,648万9,000円減の16億4,160万5,000円を予定

しております。第１項の営業収益として、水道料金、水道加入金などで15億5,943万7,000円、

第２項の営業外収益として他会計補助金、受託工事収益などで8,215万7,000円を予定しており

ます。 

  支出は、第１款水道事業費用が前年度比較で6,520万8,000円増の16億3,632万1,000円を予定

しております。 

  第４条は、資本的収入及び支出の予定額でございます。収入の第１款資本的収入は、６億

4,302万8,000円で、建設改良事業の財源として企業債、負担金、補助などを予定しております。 

  支出の第１款資本的支出は12億3,507万7,000円で、主要な建設改良事業の第６次配水管整備

事業費、老朽管更新事業費、災害復旧事業費や企業債償還金などを予定しております。 

  この結果、収支として不足する額５億9,204万9,000円は、当年度分消費税及び地方消費税、
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資本的収支調整額、当年度分損益勘定留保資金、減債積立金、建設改良積立金で補塡する内容

のものとなっております。 

  次に、２ページをお開き願います。 

  第５条は、債務負担行為でございます。公用車両賃借及び梅の宮浄水場運転管理業務委託な

どを定めております。 

  第６条は、企業債です。第６次配水管整備事業費及び老朽管更新事業費などの財源としまし

て、限度額、起債の方法等を定めるものです。 

  第７条は、一時借入金の限度額で、１億円としております。 

  第８条は、予定支出の各項目で流用ができる範囲を定めるものでございます。 

  第９条は、議会の議決を経なければ流用することができない経費を定めるものでございます。 

  第10条は、災害復旧事業などのための一般会計からの補助金を受ける金額でございます。 

  第11条は、たな卸資産の購入限度額を定めるものでございます。 

  ３ページ以降は予算に関する説明書となっております。 

  ６ページをお開き願います。 

  ６ページは、キャッシュ・フロー計算書となっております。 

  続きまして、11ページをお開き願います。 

  11ページ及び次の12ページにつきましては、平成29年度予定貸借対照表となっております。 

  続きまして、13ページをお開き願います。 

  13ページは、平成28年度予定損益計算書となっております。 

  続きまして、14ページをお開き願います。 

  14、15ページは平成28年度予定貸借対照表となっております。 

  16ページ以降は、予算説明資料となっております。 

  以上で水道事業会計予算の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いい

たします。 

○今野委員長 以上で各議案及び各会計予算の内容説明は終了いたしました。 

  委員各位に申し上げます。資料要求がありましたらご発言願います。 

  志子田委員。 

○志子田委員 市民クラブから12点、資料要求いたします。 

  １点目、平成27、28年度における県内各市の生活保護率の表。 
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  ２点目、平成27、28年度における生活保護扶助別支給一覧表、受給者数及び年齢構成表をお

願いいたします。 

  ３点目、平成27、28年度における小中学校学年別の要保護・準要保護児童生徒数及び不登校

児童生徒数一覧表。 

  ４点目、平成28、29年度における繰出金の一覧表、これは基準内と基準外に分けたものをお

願いいたします。 

  ５点目、平成28、29年度において補助金・助成金の交付を受けた団体及び当該団体に交付し

た補助金・助成金の一覧表。一般会計分お願いいたします。 

  ６点目、平成26、27、28年度において追加工事を発注した入札工事に係る件名、金額及び業

者名、また、当初価格に対する落札率をお願いいたします。 

  ７点目、臨時的任用職員、非常勤職員の人数と支給額、これは平成27年度から平成29年度分

お願いいたします。 

  ８点目、塩竈市の人口の推移、過去５年分、これは、１つは転入・転出した人数、２つは出

生・死亡した人数、３つ目は世帯数、４つ目は外国人の推移について浦戸分がわかるものをお

願いいたします。 

  ９点目、塩竈市職員の障害者雇用率、採用年月をお願いいたします。 

  10点目、市内建設事業者のランク別一覧表をお願いいたします。 

  11点目、子育て支援センター（市内３カ所）の利用状況を過去５年分を月別でお願いいたし

ます。 

  12点目、宮城ケーブルテレビ株式会社及びエフエムベイエリア株式会社の決算書を平成25年

度から平成27年度をお願いいたします。 

  以上、12点、市民クラブから要求いたします。 

〇今野委員長 小野委員。 

〇小野委員 では、公明党より３点、資料要求をさせていただきます。 

  １点目、各公立保育所及び私立保育園の年齢別入所人数、平成28年度でお願いいたします。 

  ２点目、各公立保育所及び私立保育園申し込み人数（平成29年度）でお願いいたします。 

  ３点目、未熟児養育医療費の給付申請及び自己負担金納入手続のフロー図をお願いいたしま

す。 

  以上、３点よろしくお願いいたします。 
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〇今野委員長 阿部委員。 

〇阿部（か）委員 それでは、オール塩竈の会から４点資料請求をいたします。 

  １点目、私立幼稚園の定員及び年齢別入園状況、これは平成26年から28年度。 

  ２点目、市営住宅の空戸数及び災害公営住宅の空き戸数の状況。これは、平成29年１月31日

現在でお願いいたします。 

  ３点目、放課後児童クラブの入級案内時の配布資料、これは抜粋で結構でございます。 

  ４点目、市内小・中学校要保護・準要保護児童生徒数と要保護・準要保護支援費の内訳と支

給額、これは平成27年度で結構でございます。 

  以上、４点お願いいたします。以上です。 

〇今野委員長 伊勢委員。 

〇伊勢委員 それでは、日本共産党市議団のほうから全部で38項目資料請求をしたいと思います。 

  １つ目は、塩竈市復興交付金事業計画（第１回から第17回まで）の採択状況。 

  次は、平成29年度復旧事業と復興事業予算の状況について（震災関連事業含む）ということ

です。 

  それから、地方交付税（普通交付税・特別交付税・震災特別交付税）及び臨時財政対策債の

平成27から29年度の金額と増減率です。 

  ４点目、条例定数と配置数（平成28年度）これは市の職員ということですね。平成28年度、

そして配置見込み数（平成29年度）。 

  ５つ目、職員の年齢構成（平成29年１月１日現在）。 

  ６点目、技能労務職（学校用務員・清掃工場・公園）の職員配置数（平成29年１月１日現

在）でございます。 

  ７点目、公立保育所・私立保育園の定員及び年齢別入所（園）状況並びに年齢別入所（園）

申し込み状況（平成28年２月１日現在、平成29年２月１日現在）。 

  ８点目、公立保育所職員の年齢構成（正職員・非常勤職員・臨時的任用職員）。 

  ９点目、塩竈市認可保育所保育事業補助金交付要綱。 

  10点目、塩竈市障害児保育実施要綱。 

  11点目、各放課後児童クラブの入級児童数と支援員・補助員数（平成29年２月１日現在）で

ございます。 

  12点目、平成29年市内小中学校の児童生徒数と教員数、これは見込みということになります。 
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  13点目、市内小中学校の学区割、これは地図で示していただきたいと思います。 

  14点目、平成29年度小中学校の修繕予定箇所と工事予定箇所。 

  15点目、学校給食調理職員の配置数（正職員・非常勤職員）と年齢構成（平成28年５月１日

現在）でお願いをいたします。 

  16点目、市内各学校の自校方式調理・一部委託学校と委託事業所（平成27年度、平成28年度、

平成29年度）で出せればお願いをしたいと思います。 

  17点目、小中学校の学校司書及び図書整備員の配置数（県内14市）の比較で出していただき

たいと思います。 

  18点目、全国・県内・市内小中学校のいじめの数及び不登校児童生徒の数（平成23年度～平

成27年度）ということです。 

  19点目、①市内小中学校教職員における心のケア及び図書整備業務員の配置数（平成28年

度）、②市内小中学校の特別支援教育支援員配置事業の比較（平成27年度・平成28年度・平成

29年度予定）、③市内各小中学校のスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配

置数（平成28年度）。 

  20点目は、①小学校の各科目の授業時間（単位）数、②各小学校の教員数と中学校の教員

（数学・英語・美術・体育）の免許取得者数。 

  21点目は、①中学校の各科目の授業時間（単位）数、②各中学校の科目ごとの取得教員数と

小学校教員免許取得者数。 

  22番目は、市内小中一貫教育について全教職員、保護者への説明の取り組み状況。 

  23点目は、災害公営住宅入居者世帯数と特別家賃低減対象者世帯数及び減免世帯数（平成29

年１月現在）のものでございます。 

  24点目は、平成28年度県内市町村国民健康保険料（税）率についてです。 

  25点目は、県内市町村の国保における１人当たりの国保税調定額及び順位（平成27年度）。 

  26番目は、平成27年度における国保税滞納世帯の所得階層別分布ということです。 

  27点目は、二市三町における過去５年間の国保の短期被保険者証及び資格証明書の発行状況。 

  28点目は、国保の資格証明書発行状況（所得階層別）。 

  29点目は、国保税の過去５年間の滞納世帯数と滞納額。 

  30点目は、東日本大震災の被災者に対する国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療の一部

負担金免除措置の対象者数と免除額（免除額については、国や保険者の負担額がわかるもの）
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（平成27年度～平成28年度）でございます。 

  31点目は、平成27年度特別調整交付金及び平成27年度国保財政調整基金額。 

  32点目は、介護保険要支援・要介護保険認定者数の推移（平成26年から29年まで・各年１月

末現在）ということでお願いをしたいと思います。 

  33点目は、市内特別養護老人ホームの入所待機者数（平成28年１月末現在と平成29年１月末

現在）。 

  34点目は、塩竈市介護保険事業財政調整基金について、平成28年度における残高見込み、そ

して、平成28年度における介護保険事業財政調整基金の取り崩しについて。 

  35点目は、市内中心市街地商業活性化事業の実績（平成24年度から平成28年度）までです。

そのうち、塩竈商人塾並びにシャッターオープン・プラス事業ということになります。 

  36点目、市内の公園数と維持管理（市・町内会）状況（平成27年度、平成28年度）及び年間

管理費（平成28年度、平成29年度）でお願いをしたいと思います。 

  37番目は、市道の数と管理道路延長（平成27年度・平成28年度）と維持管理予算（平成28年

度、平成29年度）でございます。 

  38番目は、県内14市の防災担当部署名及び配置職員数。 

  以上でございます。 

〇今野委員長 土見委員。 

〇土見委員 つなぐ会からは、続きまして、５点について資料要求させていただきたいと思いま

す。 

  まず１点目、みなと塩竈・ゆめ博の実施概要（イベント開催日、イベントごとの観光客動員

数）（平成27年度、平成28年度）。 

  それから２点目として、過去５年のシャッターオープン・プラス事業活用実績と事業対象店

舗の現在の営業数。そして、平成29年度の新規採用予定の事業者数。 

  そして３点目、町内会や市民活動団体に対する支援内容。 

  ４点目、地方債残高の推移（平成20年度から平成29年度まで）。 

  そして５点目、地方債償還額の推移（平成20年度から平成29年度）までとなります。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

〇今野委員長 ほかにご発言はございませんか。志賀委員。 

〇志賀委員 先ほど市民クラブから資料要求させていただきましたけれども、10番目に要求した
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市内建設業者のランク別一覧表、これ、平成26年度から平成28年度までということで、各年度

ごとにお願いしたいと思います。 

〇今野委員長 ほかにご発言はございませんか。（「なし」の声あり） 

  ただいま資料要求がありましたが、当局において内容の確認をお願いいたします。内形副市

長。 

○内形副市長 ただいま資料請求のあった部分につきまして、確認させていただきます。 

  まず、市民クラブさんのほうから12項目にわたる要求がございました。 

  まず、１番目の生活保護率表につきましては、各年度11月末現在で提出させていただきます。 

  また、２番目の生活保護扶助別支給一覧につきましては、平成28年度は見込みの内容で提出

いたしますし、また、年齢構成表につきましては、各年度11月末現在で内容の提出をさせてい

ただきます。 

  次に、７番目でございます。非常勤職員等の資料でございますが、平成27年度からの要求で

ございますが、こちら、資料作成を平成24年度からしておりますので、できますならば平成24

年度からの資料として出させていただきたいと存じます。 

  次に、今要求のございました10番目の内容が要求でございました。平成26年度からというこ

とでございますので、今現在調製可能でございますので、その手続について今対応させていた

だきたいと存じます。 

  また、12番目の決算書等につきましてでございます。各年度とも貸借対照表、損益計算書、

株主資本等変動計算書、その他資本剰余金及びその他利益剰余金の内訳書を提出させていただ

きたいと存じます。 

  次に、公明党さんのほうから３項目ございました。 

  そのうち、１、２番目につきましては、他の会派のほうから要求出ておりますので、あわせ

て調製させていただきたいと思います。 

  また、３番目の未熟児養育医療費等の手続のフロー図につきましては、申請者に対して配布

しております説明資料の手続フローが記載されておりますので、それを提出させていただきた

いと存じます。 

  次に、オール塩竈さんのほうから４項目ございました。このうち、４番目の資料でございま

すが、要保護・準要保護につきましては、市民クラブさんと同じような要求ございましたので、

これであわせて調製させていただきたいと存じます。 
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  次に、日本共産党塩釜市議団さんのほうからは38項目にわたる資料がございました。 

  まず、１番目の復興交付金に関する資料でございますが、17回分につきましては、申請額を

記載させていただきたいと思います。その他につきましては、実績を対策の額を提出させてい

ただきます。 

  また、10番目並びに９番目の資料につきましては、既に塩竈市のホームページで公開されて

ございますので、これを提出させていただきたいと存じます。 

  次に、13番目の学区割でございますが、浦戸の部分を除いて全て提出させていただきます。 

  次に、35番目のシャッターオープン事業関連でございますが、平成28年度の実績につきまし

ては、年度末の見込みで提出させていただきたいと存じます。 

  次に、つなぐ会さんのほうから５項目提出ございました。そのうち、３番目の町内会や市民

活動団体に対する支援内容でございますが、これにつきましては、町内会や市民活動団体に対

します財政支援制度及び利用可能な市有施設について提出させていただきたいと存じます。 

  また、４番目、５番目の地方債残高、地方債償還の出納につきましては、平成29年度は見込

みで提出させていただきたいと存じます。 

  以上であります。 

  なお、これら資料につきましては、明日、３月１日の予算特別委員会の冒頭に提出させてい

ただきます。よろしくどうぞお願いします。 

○今野委員長 お諮りいたします。資料については、ただいま市当局から回答のありました内容

で要求することにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○今野委員長 ご異議なしと認め、さよう取り扱うことに決定いたしました。 

  お諮りいたします。本日はこれで会議を閉じ、明３月１日午前10時より再開いたしたいと思

いますが、ご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○今野委員長 ご異議なしと認め、さよう決定いたします。 

  なお、明３月１日は、審査区分の１より審査を行いますので、所管の部課長の出席をお願い

いたします。 

  本日の会議はこれで終了いたします。ご苦労さまでした。 

   午後０時２２分  終了 
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  平成２９年度予算特別委員会第２日目 

 平成２９年３月１日（水曜日）午前１０時開議 
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  午前１０時００分  開議 

○今野委員長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから平成29年度予算特別委員会２日目の会議を開きます。 

  これより、審査区分１の一般会計の審査に入ります。 

  当局に要求しておりました資料について、副市長から報告をお願いいたします。 

  内形副市長。 

○内形副市長 昨日の予算特別委員会において要求のございました資料につきましては、資料№

15といたしまして取りまとめお手元にご配付申し上げておりますので、よろしくお願いをいた

します。私からは以上でございます。 

○今野委員長 これより質疑を行います。 

  委員各位のご発言をお願いいたします。ご発言のお一人の持ち時間は、答弁を含めておおむ

ね50分以内とさせていただきますので、ご協力のほどお願い申し上げます。 

  なお、質疑の際には、資料番号、該当ページなどをお示しの上、ご発言くださるようお願い

いたします。 

  菅原善幸委員。 

○菅原委員 おはようございます。 

  今回予算特別委員会の質問、第１番目を務めさせていただきます公明党の菅原でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。これから始まります一般会計及び特別会計、企業会計の質

問に対しまして、誠意あるご答弁をよろしくお願いいたします。 

  それでは、資料№10の80ページから質問させていただきます。 

  今定例会で地域おこし協力隊による浦戸産業担い手づくりについて質問いたしました。やは

り、浦戸の人口は大変厳しい問題であると思います。浦戸地区の定住人口増加を図るために、

国の制度、地域おこし協力隊がスタートいたしましたが、昨年の予算とほぼ同じ予算で２年目

を迎えます。そして、平成29年度予算として地域おこし協力隊は８人予定されたと聞いており

ます。済みません、48ページでございます。 

  ８人予定して2,442万3,000円ということが予算化されましたが、現在協力隊員は２人と聞き

ました。昨年初年度は何人の予定を目標にされたのか伺いたいと思います。また、何人応募さ

れたのかもお聞かせください。よろしくお願いします。 

○今野委員長 相澤政策課長。 
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○相澤市民総務部政策課長 地域おこし協力隊についてご質問いただきました。 

  今、委員がおっしゃいましたとおり、現在２名でございます。応募につきましては、当初公

募の目標人数でございますが、平成28年度は６人を予定してございました。そのうち、応募が

ありまして、２名を今採用させていただいているということでございます。新年度につきまし

ては、その２名の方は継続するということで、そこを前提にさらにプラス６名ということで、

新たに公募する人数としましては平成28年度と同じ６名ということで考えておりました。残り

８名引く２名分につきましては、継続分として予定させていただいているものでございます。

よろしくお願いします。 

○今野委員長 菅原善幸委員。 

○菅原委員 １人の予算でいきますと、１人につき約400万円が予算化されたと思います。また、

地域おこし協力隊の隊員募集の内容について、担い手としての公募なんかもホームページなん

かでされていると思うんですけれども、その公募の中で、私もホームページを開いたことがあ

るんですけれども、今ちょっとそこまでたどり着いていないといいますか、応募内容が入って

こないということなんですけれども、その辺、お尋ねしたいと思います。 

○今野委員長 相澤政策課長。 

○相澤市民総務部政策課長 今、応募につきましては桂島のノリ養殖、それから寒風沢のカキ、

その他刺し網につきましては一旦応募を停止させていただいております。 

  というのは、桂島地区につきましては前段も申し上げましたとおり、一応今現在、地元で協

力隊として漁業支援に従事しまして、その後地元の会社、ノリの会社で就業として受け入れて

いただけるという、最大のケースが４名ということになっておりますので、現在の２名、来年

４月からの２名を合わせると今のところは定数に達しているということになります。今後は、

地元の方とお話をさせていただいて、どういった形で、新たなスキームといいますか、ひとり

立ちできるようなスキームが構築できないかということを、平成29年度同時並行的に検討して

いくという課題が一方であります。そういったことを、平成29年度取り組んでいきたいと考え

ております。 

  寒風沢地区につきましては、昨年台風等の被害もあったことで受け入れが難しくなったとい

うことが一つございますが、改めて受け入れにつきまして今協議させていただいて体制を整え

ているということで、地元の方とお話をして一旦整ってからまた公募しましょうということで

進めておりますので、そういったことで29年度引き続き募集してまいりたいと思います。よろ
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しくお願いします。 

○今野委員長 菅原善幸委員。 

○菅原委員 わかりました。 

  そういった中で、募集内容も資料なんかも募集の内容があると思うんですけれども、やはり

都市部から見た場合に桂島は松島に近いということで、そこで仕事をしたいという方も中にお

られると思うんですけれども、その募集の中身で内容がちょっとハードルが高いじゃないかと

思う部分とか募集を受けた時点で面接とかするかと思うんですけれども、そういった内容をお

聞きしたいんですけれども、いかがでしょうか。 

○今野委員長 相澤政策課長。 

○相澤市民総務部政策課長 現在、ノリ養殖業として２名応募いただいていますが、そのお二方

からはノリ養殖業につきましては、そういったハードルが高いといった話は聞いてございませ

ん。ただ、制度上市の非常勤職員としての採用というのが協力隊員のスキームでございますの

で、やはり就業時間帯というのが漁業とかみ合わないところが一部ございますので、そこは地

元の方と工夫させていただきながら協力隊という制度をうまく活用して、地域の担い手、漁業

の担い手を育成していきたいということでございますので、今後も協力隊の制度を上手に活用

しながら地元の方と連携して進めていきたいと考えてございます。よろしくお願いいたします。 

○今野委員長 菅原善幸委員。 

○菅原委員 わかりました。 

  それでは、別の話で続いてお聞きしたいんですけれども、先日も浦戸の人口減少が問題だと

いうことが出ていると思いますけれども、本市の具体的な対策などがございましたら、浦戸は

かなりの人口が減っているわけでございますので、主な対策等がありましたら、たくさんある

と思うんですけれども、浦戸の環境整備も必要ですし、また交流の体験も重視していると思い

ますので、どのように浦戸に呼び込む交流などがあったらお願いします。 

○今野委員長 相澤政策課長。 

○相澤市民総務部政策課長 浦戸の人口対策ということでご質問いただきました。現在浦戸ステ

イ・ステーション等を拠点に浅海漁業の、まずは今ご説明いたしました協力隊といった制度を

活用しました定住の促進を図っているというのがまず一つでございます。あわせて浦戸という

のは魅力のある地域でございますので、交流人口拡大ということで、例えば浦戸のウラガワだ

んべっこ船ツアーでありますとか当然ノリづくり、カキむき体験といった交流事業を展開しな
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がら交流人口の拡大というものにも努めているところでございます。 

  先日もご紹介しましたけれども、そういった交流人口が一定程度になると、定住人口１名と

いう効果があるということも観光庁等で言われておりますので、やはり交流人口の対策といっ

たものを基軸にしながら、１人ずつ定住人口をふやしていけるような地域おこし協力隊といっ

た制度をあわせて活用しながら、浦戸の人口対策ということに努めてまいりたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

○今野委員長 菅原善幸委員。 

○菅原委員 ありがとうございました。 

  ぜひとも、やはりＰＲも必要だと思いますので、都市部にも発信していただきましてまた、

今まで住んでいた人が戻れるような体制を、環境整備もしていただきたいと思います。 

  次のほうにいきます。 

  資料№10の16ページでございます。その中で下から２番目の児童虐待、ＤＶ対策などの総合

支援事業補助金のことでお聞きしたいと思います。 

  ＤＶに関する、今現在の市の現状をお聞きしたいと思います。 

○今野委員長 木村子育て支援課長。 

○木村健康福祉部子育て支援課長 今回、塩竈市のＤＶの状況ということでございます。ドメス

ティックバイオレンスということで平成27年度の数値にはなりますが、相談件数としては９件

となっております。ほとんどが配偶者の方のＤＶによるものになります。 

  以上でございます。 

○今野委員長 菅原善幸委員。 

○菅原委員 ９件あるということでございました。 

  私も、ＤＶに関しては相談を受けたことがありまして、大変デリケートな部分だと思ってお

ります。そういう形で専門的な対処をしていかなければ、大きな問題になってしまうというこ

とがＤＶの問題だと思っております。ＤＶは年齢も問わないということですね。子供から高齢

者までＤＶの問題を抱えているということが挙げられると思います。 

  そこで、本市はどのような対策をしているのかお聞きしたいと思います。 

○今野委員長 木村子育て支援課長。 

○木村健康福祉部子育て支援課長 ＤＶに関しましては、まず相談者の相談内容をよくお聞きす

るということになります。その相談内容に応じまして早急に対応が必要ということであれば女
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性相談所とか、そういった部分とつなげていくという形がございます。 

  以上でございます。 

○今野委員長 菅原善幸委員。 

○菅原委員 話は多分聞かれると思って、その次の段階で専門的なものとか多分要求されると思

うんですけれども、そういう中で専門的な人がカウンセリングされているのか、その辺をお聞

きしたいと思います。どういった問題が一番ＤＶの問題で、年齢的にあるのかお聞きしたいと

思います。 

○今野委員長 木村子育て支援課長。 

○木村健康福祉部子育て支援課長 まず、ＤＶの場合お子さんがいらっしゃる場合には児童虐待

にもつながる、面前でのＤＶということであれば児童虐待にもつながってくる部分がございま

す。そういった部分では、児童相談所も関係したり、あるいは現在塩竈市でスーパーバイザー

として臨床心理士の先生に頼んで相談に乗っていただいております。そういった部分で対応す

るという部分もございます。そういった児童相談所、臨床心理士の先生に相談しながら実際に

進めているということが現状でございます。 

○今野委員長 菅原善幸委員。 

○菅原委員 わかりました。 

  本当に、ＤＶだけはあってはならない問題だと思いますので、ぜひともその問題に積極的に

つなげて連携を、いろいろな形で連携が必要ではないかなと思いますのでぜひともよろしくお

願いしたいと思います。 

  次に行かせていただきますので、資料№10の10ページでございます。 

  塩竈市の塩釜地区の休日急患診療センターの使用料ということでお話しさせていただきたい

と思います。 

  現在、診療センターの土日の受診数はどのくらいあるのかお聞きしたいと思います。 

○今野委員長 草野健康推進課長。 

○草野健康福祉部健康推進課長 休日急患センターの受診状況についてのお問い合わせでござい

ましたので、お知らせしたいと思います。 

  まず、急患センターの診療ですけれども、いわゆる日曜、祝日、休日の診療、土曜の準夜帯

の診療と、２種類ございまして、これは27年度の実績になりますけれども、日曜祝日の受け入

れ患者数が3,192人、土曜の夜間準夜帯が474人ということでございますので、約3,600人ぐら
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いのお客様にご利用いただいておるという状況になります。 

  以上でございます。 

○今野委員長 菅原善幸委員。 

○菅原委員 この休日の急患診療センターというのは私も何度か受診させていただきました。本

当に便利でございまして、どうしてもやはり病気というものは、多分私だけかわかりませんけ

れども、土日に多いという精神的なものもあるのではないかなと、風邪を引いても平日は自分

の気が高まっている場合があって、なかなか病気であることがわからないですけれども、土日

になると病気になってしまって、さあどこに医者に行こうとなると医者が診療していないとい

うのがありまして、そこで休日の診療センターが身近にあるというのがいいかなと思います。

これは多分二市三町でやられていると思いますけれども、日曜日の延長などは時間帯など今後

考えられないのかお聞きしたいと思います。 

○今野委員長 草野健康推進課長。 

○草野健康福祉部健康推進課長 委員ご指摘のように、病気というのはいつかかるというのは待

ってくれないということもございまして、土日には急患センターが大きな役割を担ってござい

まして、例えば土曜日の夜間の診療の場合約９割が10歳以下のお子様となってまいりますし、

日曜についても６割が10歳以下ということで、小さなお子さんの利用が多いということでござ

います。 

  ご指摘の時間帯の延長についてなんですけれども、基本的に急患センターの運営、塩釜医師

会と覚書提携しまして、ご協力をいただいておるんですが、実はなかなか医師の確保というの

が医師会でも難しいという状況がありますので、現在のところはこの時間帯で手いっぱいと申

しますか、状況でやっていかざるを得ないかなという状況ではございますが、なお医師会とも

意見を踏まえてご意見等聞いてみたいと思ってございます。 

  以上でございます。 

○今野委員長 菅原善幸委員。 

○菅原委員 ありがとうございました。 

  大変、時間帯等延ばすのは先生方本当に大変だと思います。そういった中でやはり赤ちゃん

なんかは抱えていると、どうしても医者にすぐ相談したりするために行かなくちゃいけない部

分がありますので、ぜひとも延長を考えていただきたいと思います。 

  それでは、次の質問をさせていただきます。資料№13の70ページでございます。脳と身体の
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健康づくり事業についてお尋ねいたします。 

  脳と身体の健康づくり事業についてですが、災害公営住宅に入居されている高齢者、周辺の

住民の閉じこもり防止や健康生活を送るために支援を行うための、さまざまな事業内容になっ

ておりますが、脳と身体の健康づくりの教室で活用するタブレットを配布するとありますが、

タブレットを使ってどのような健康づくりをされるのかお伺いします。 

○今野委員長 鈴木長寿社会課長。 

○鈴木健康福祉部長寿社会課長 資料13の70ページ、脳と身体の健康づくり事業についてお答え

させていただきます。 

  この事業はご質問にありましたように、被災者支援総合交付金を活用させていただきまして、

災害公営住宅に入居の高齢者の方、周辺の住民の方を対象に展開させていただく事業でござい

ます。この事業内容で、脳と身体の健康づくり教室におきましてはタブレットにソフトを入れ

ましてゲーム感覚で、例えば数字と色の組み合わせで数字を答えてくださいというところなど

を手で押しながら操作をしていただくこと、そうした脳トレーニングのところをタブレットを

使ってやっていただくことを取り入れていただくということを考えてございます。よろしくお

願いします。 

○今野委員長 菅原善幸委員。 

○菅原委員 結局、タブレット、ゲーム感覚で遊ばせるということでございましょうか。わかり

ました。 

  タブレット、数台でやられるのか、１台で回しながらやられるのか、どういった遊び感覚で

タブレットを利用されるのかお聞きしたいんですが。 

○今野委員長 鈴木長寿社会課長。 

○鈴木健康福祉部長寿社会課長 タブレットでございますが、教室には10台ほど用意させていた

だきながら、その教室には参加していただく方には２人で１台をお使いいただくことを考えて

ございます。交代で使いながらでございますが、タブレット操作、教室でタブレットを使った

脳トレだけではなくて体を動かします体操を取り入れた、これもまた言葉と動作を組み合わせ

た認知症に効果があると言われるような体操などを取り入れていきたいと考えてございます。

よろしくお願いします。 

○今野委員長 菅原善幸委員。 

○菅原委員 わかりました。 
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  本当に、災害公営住宅で暮らしている方はコミュニティーが大変少ない部分があると考えま

す。そういった中でみんなで集まって集会所なんかでゲーム感覚で遊べるというのは大変有意

義なことだと思います。 

  また、災害公営住宅の住民のほかに、地域の人も取り入れてやるということで書いてあるん

ですけれども、これは皆さんに告知とか、地域の方にされるんでしょうか。 

○今野委員長 鈴木長寿社会課長。 

○鈴木健康福祉部長寿社会課長 せっかくの事業でもございますし、周辺の住民の方も対象にさ

せていただきたいと思います。住宅を中心に１キロといいますとかなり広くはなるかなとは思

うんですが、もともと認知症対象などともいうことでございますので、対象になる方など広く

告知をするところと対象になる方に働きかけなどしながら進めていきたいと思っています。 

○今野委員長 菅原善幸委員。 

○菅原委員 ありがとうございます。 

  集会所等を活用した多世代健康サロンというのもございますけれども、サロンなんですけれ

ども、委託という形で、多分ＵＲでもコミュニティーでそういった形でやられたと思うんです

けれども、どういった形の委託にされるのかお尋ねいたします。 

○今野委員長 鈴木長寿社会課長。 

○鈴木健康福祉部長寿社会課長 お答えさせていただきます。 

  ただいまのサロンでございますが、この事業全体、委託の部分と市の主催でそこに先ほどの

タブレットとか、教材、いろいろな活動をするためのものを提供していただく委託の部分と、

主催のところがございます。教室も全体的には市の主催で、そこにタブレットなどの教材の部

分の提供であったり、内容の提案ということを委託しまして、サロンも主体的には市で各集会

所、災害公営住宅の集会所を週１回ずつ回りながらの展開を考えてございますが、前段教室を

使いまして後半でサロンということの展開を考えております。そこに、タブレットをまた教室

と同じものを活用して、教室に入った方がそれぞれの集会所で自由にやっていただく、それか

ら、周辺の住民の方も、こちらは少し広く高齢者に限らず来ていただいてそこでの交流、災害

公営住宅、コミュニティー形成支援もこのあたりで行っていきたいという考え方でございます。 

  よろしくお願いします。 

○今野委員長 菅原善幸委員。 

○菅原委員 ありがとうございます。 
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  認知症なんかでも支援されていくのかお聞きしたいと思います。 

○今野委員長 鈴木長寿社会課長。 

○鈴木健康福祉部長寿社会課長 サロンでも認知症なども意識しながら先ほどのタブレット活用、

体操も時折していただきながらということで交流をしていただくことを考えております。 

○今野委員長 菅原善幸委員。 

○菅原委員 ぜひ、そういったものを認知症の方にも健康づくりということでしていただければ

と思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  次の質問にさせていただきます。資料№10に戻りますけれども、16ページでございます。 

  その中の生活困窮者就労準備支援事業ということで質問させていただきたいと思います。 

  生活困窮者自立支援費ということでありますが、生活困窮者自立支援法に基づきまして、自

立の相談とか支援の実施、住居確保支給金の支援等の措置を講ずることにより、経済的にも困

窮し最低限度の生活を維持することのできなくなるおそれのある生活困窮者の自立を図る事業

として、現在相談件数、それから支援の開始件数はどのくらいあるのかお聞きしたいと思いま

す。 

○今野委員長 川村生活福祉課長。 

○川村健康福祉部次長兼社会福祉事務所長兼生活福祉課長 生活困窮者自立支援相談支援事業に

係ります現在の相談件数等というお話でございます。 

  平成28年度でございますが、１月現在でございますが、相談件数は98件ございます。そのう

ち、支援を開始、計画をつくりながら支援を行っていくわけですけれども、そのうち支援を開

始した件数、実施件数ということでは31件でございます。また、そのほかの方につきましては、

プランの策定前に例えば専門機関をご紹介するとか相談した時点で一定の方向づけができて、

解決できているという方々でございます。 

  ちなみに、今年度、昨年度の実績を上回る件数を既に達成している状況でございますので、

今後とも地域の民生委員さん等にいろいろな情報提供を行いながら、さらに幅広い相談件数を

受け付けるように対応してまいりたいと考えてございます。 

○今野委員長 菅原善幸委員。 

○菅原委員 ありがとうございます。 

  やはり、相談件数も多分多いかなという部分もありますけれども、その中で、どのような相

談が多かったのか、内容の部分に入ってきますけれども、多い相談の内容が多分あるかなと思
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いますけれども、ありましたら教えていただきたいと思います。 

○今野委員長 川村生活福祉課長。 

○川村健康福祉部次長兼社会福祉事務所長兼生活福祉課長 相談の内容でございます。基本的に

は生活困窮者の方の御相談ということでございますので、就業についてのご相談等もございま

す。また、病気等で働けないという中でのご相談、あるいは借金というんですか、そういった

部分でのご相談、家計に関するご相談等、幅広くご相談受けていく中でどういう支援の方法が

あるかというご相談を親身に受け付けさせていただいております。 

  以上でございます。 

○今野委員長 菅原善幸委員。 

○菅原委員 わかりました。 

  多分、就労支援が一番多いかなと思われます。その中で、本市の広報紙があると思うんです

けれども、そこにもさまざまな相談窓口が挙げられると思います。多分、50ぐらい項目で相談

窓口ということで広報紙にも私も目を通したことがありますけれども、その中で困窮者に対す

る相談窓口は書いてなかったんですけれども、それには何か理由があるんでしょうか。 

○今野委員長 川村生活福祉課長。 

○川村健康福祉部次長兼社会福祉事務所長兼生活福祉課長 相談窓口についての周知ということ

でございますが、広報紙の中でさまざまな暮らしの相談窓口がございますが、そちらには現在

掲載はしていないような状況でございます。先ほども申しましたように、地域の中で民生委員

さん等から情報提供いただきながら相談に結びつけていくという個別の状況もございます。た

だ、委員から今ご指摘がございましたように、幅広く皆さんにご利用いただける観点から広報

紙に相談窓口の１行に掲載を検討させていただいて、多くの皆様に知っていただけるように取

り組みを進めさせていただきます。 

  よろしくお願いします。 

○今野委員長 菅原善幸委員。 

○菅原委員 ありがとうございました。 

  最後になりますけれども、資料№13の74ページでございます。 

  私も一般質問の中でも質問された中で、予算に関することでございますけれども、海岸通子

育て支援施設事業の中で、先日質問させていただきました。予算の中で1,188万円予算計上さ

れているわけですけれども、この予算は設計費とお聞きしておりますが、設計の積算はどのよ
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うになっているのかお聞きしたいと思います。 

○今野委員長 木村子育て支援課長。 

○木村健康福祉部子育て支援課長 海岸通子育て支援施設整備事業の中で1,188万円の設計費を

組ませていただきました。1,188万円の積算の内容ということでございますけれども、まず設

計といたしまして基本設計と実施設計の部分が含まれています。基本設計についてはどういっ

た配置にしていくかという部分が入ってきますし、詳細の部分については例えば電気設備ある

いは施設に必要な給排水あるいは設備関係、そういった部分の設計も入ってくるという形にな

ります。 

  以上でございます。 

○今野委員長 菅原善幸委員。 

○菅原委員 ありがとうございました。 

  この間、私もこの部分に関しては質問させていただきましたので、この辺で終了させていた

だきます。ありがとうございました。 

○今野委員長 土見大介委員。 

○土見委員 引き続きまして、私から質問させていただきたいと思います。 

  資料としましては主に№10、そして№13の２つを使わせていただきたいと思います。 

  まず初めに、質問に先立ちましてというところなんですけれども、１つ私このたび№13の事

業内容の詳細な説明、そして№10の予算の説明書というところを見比べながら事業を自分の中

で検討というのを行ってきたんですけれども、途中にこの事業は歳入においてどの費目に入る

んだろうかとか、歳出においてはどうなのかというところを見失ってしまうところというのが

結構、多々ありました。 

  その中で、これだけの資料をつくっていただくこと自体、非常にご苦労されているというこ

とは重々承知ではあるんですけれども、例えば歳入のほうに歳出のどこの款項目にこの事業入

りますと、予算入りますということを、ちょっともし記載していただくことができれば私たち

としても審査するときに非常に楽になるような気がするんですが、その点についてどうでしょ

うか。ご検討いただけないでしょうか。ご回答願います。 

○今野委員長 末永財政課長。 

○末永財政課長 今のご質問、資料№10の歳入もしくは歳出のほうで、歳入歳出と連動している

場合わかりやすくというご質問だと思います。予算書を調製しているのは財政課ですので、私
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から答弁させていただきますけれども、一応申しわけございません、今現システムでもってデ

ータを入力したやつを帳票として出してきたものがこういう形なので、今すぐ対応というのは

なかなか正直難しい部分ではございます。なるべく、補足資料とかそういったものでわかりや

すくお示ししたいなとは考えておりますけれども、申しわけございません、急に対応するかど

うかという点におきましては現状では難しい部分でございます。 

  以上でございます。 

○今野委員長 土見大介委員。 

○土見委員 ありがとうございます。 

  急にというのはシステム上難しいというのは承知しておりますので、ぜひお時間のあるとき

にご検討願えればと思います。 

  早速、質問に入らせていただきたいと思います。まずは資料№10の３ページから始めたいと

思います。 

  この中で、歳入の部分について、市税について書かれていますけれども、そのうちの第一項

市民税第一目個人というところにおいて、市長の施政方針の中でも今後歳入という面では減少

という傾向があり、それでいて社会保障の部分ではやはり歳出が結構多くなっていくという傾

向があるという話をされていたと思うんですけれども、今回市税、市民税の部分、個人のとこ

ろを見ると昨年度から比較して5,416万4,000円の増となっております。 

  この傾向、施政方針の中でおっしゃった傾向とは違うような状態になっているんですけれど

も、これはどのような見積もりによるものでしょうか。 

○今野委員長 武田税務課長。 

○武田市民総務部税務課長 お答えいたします。 

  平成28年度当初予算に比べまして、平成29年度予算、特に個人の市民税の部分が上がってい

るということですけれども、まず第一に挙げられますのが収納率の向上の部分があります。実

は、28年度予算段階での収納率なんですけれども、市税全体で93.9％で設定しておりましたが、

28年度、まだ決算までは時間がありますけれども、このままでいけばそれを上回る見込みでご

ざいます。平成29年度はこの部分の伸びを計算に入れまして、さらなる伸びといいますか、そ

ういうことを考えまして96.1％に設定させていただいておりますので、この伸び分が上げられ

ます。 

  また、調定も少し上がっておりまして、実は28年度当初で見込んでおりました調定額よりも
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現時点での調定額というのが上がっております。こういったことを考えますと昨年度分の収入

に関しましては27年度収入額につきましては26年度収入よりは上がっていたのではないかと考

えております。 

  以上でございます。 

○今野委員長 土見大介委員。 

○土見委員 ありがとうございます。 

  既に収納率が96％ということで、かなり高いレベル。もちろん100％というのがベストだと

思うんですけれども、かなり高いレベルである意味だんだん頭打ちに近づいてくるのかなとい

うところもあります。ぜひぜひ、この数値を達成できるようによろしくお願いいたします。 

  次の質問に移らせていただきたいと思います。 

  せっかくなので、いただいた資料から進めていきたいと思います。資料№10の116ページと

いうところと、本日いただいたところで資料15の106ページについてお伺いしたいと思います。 

  今回、みなと塩竈・ゆめ博の実施状況についてお伺いいたしました。まず初めに、本日いた

だいた資料からお伺いしたいと思いますが、資料№15の106ページに各実施したイベントの中

身と、次の107、108ページですね。そこに実施したイベントの中身とそこに対する来場者数と

いうのが記載されています。平成27年度分と28年度分です。これをまず見ますと両年度とも大

体10万人強の客入り数があったと書いてあるんですけれども、この費目をずっと見ていきます

と例えば各イベントとは別に循環バスの利用者数が入っていたりとか、マリンゲートの来館数

が入っていたりというふうにお客さんが重複する部分が大分あるようにうかがえます。また、

各イベントの客の入り数ということを考えても、かなり日によってたくさんの人が市内を歩か

れた日と、全然歩かれていないというが見受けられます。 

  こうすると、実はこの総合の人数というのはかなり重複して数えられていると思うんですけ

れども、このデータを市役所としてはどのように分析していたのか。そして、各日にどのよう

に人が流れて、実際のところ実質何人ほど町なかを歩かれているのか、そこら辺の分析は行っ

ているのでしょうか。ご回答願います。 

○今野委員長 佐藤商工港湾課長。 

○佐藤産業環境部次長兼商工港湾課長 各イベントの来客人員についてはそれぞれの主催者から

の情報をまとめたものがこの一覧表という形になります。ゆめ博を実施した際に、私どもで国

の補助金を活用する際に、国に対してＫＰＩを示しております。その際には、10万人を目標に
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ＫＰＩを示しながら実施してきたということになりますけれども、その際に既存のイベントの

合計については５万7,740名というデータを抑えております。５万7,740名というデータについ

ては、主要イベントであります、例えば海のイベントとか神々の月灯り、あるいはどっと祭り、

それからマリンゲート塩釜での主要なイベントになります塩竈の醍醐味、そういうものを合わ

せたものが５万7,740人という形になります。 

  それに対して、今回10万人を超える人数については、対比をしましてそれぞれのイベント、

このようにふえるだろうという予測をさせていただきました。例えば、一番象徴的なものにつ

いてはどっと祭りについては３万3,500人について、２倍ぐらいにふやせないかという形で見

積もりをしてきたというところでありますけれども、およそは５万7,000の２倍以上の数字に

持っていきたいということがありましたので、まずは10万人、平成28年が10万5,000人、29年

が11万人という形で取り組みをさせていただいたところです。 

  結果として平成27年度は10万6,000人ということで、私どもがもくろんだ数字に近づいたと

いうことがありますけれども、確かに委員のおっしゃるとおり重複しているデータとか、そう

いったものがあろうかと思いますけれども、私どもがつかんだ当初もくろんだ人数からします

と、例えば先ほど言われましたマリンゲートとか、そういった分についても既存のデータとし

て５万7,000人の中に含んだ形として入れておりますので、そういった点からすると５万7,740

人からの10万6,877人という形になると、結果として５万人程度の伸びはあったのかなという

評価をさせていただいております。 

  残念ながら個別の実際の町なかを見たとか、そういった分についてはなかなか把握はし切れ

ない部分がございますので、その点は当然、評価としては単純にイベントの相乗効果と全体数

を把握させていただいたところでございます。 

○今野委員長 土見大介委員。 

○土見委員 ありがとうございます。 

  一つは、客の来場者数は数値としてわかりやすい数値としてあるんですけれども、この３年

間でこの事業各年度2,000万円ずつ、合計6,000万円が出費されているわけなんですけれども、

非常に大きなお金が動いていると考えているんですが、みなと塩竈・ゆめ博に対してお金を助

成する、補助するという目的をもう１回確認させていただきたいと思います。 

○今野委員長 佐藤商工港湾課長。 

○佐藤産業環境部次長兼商工港湾課長 この事業については、資料№15の106ページから記載を
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させていただいておりますけれども、基本的には本市の地域資源が持つ魅力とその活用方策を

近隣の市町、特に仙台市民の方々に発信してそれが継続的に塩竈を訪れていただくという機会

にしたいと、そのために関係団体、あるいは商店、そういったものと連携して、塩竈一丸とな

って取り組むということも大事な視点という形で捉えています。一つは、仙台圏から来ていた

だく、それから市民とかそういった方々がまとまって取り組むということが大事だと考えてお

ります。 

○今野委員長 土見大介委員。 

○土見委員 ポイントの１つとして日常的に塩竈にご来場いただこうと、ふだん使いのというこ

とを商工会議所でも使われていますが、日常的に来ていただくことがポイントだと思うんです

けれども、ゆめ博の間においても、今ゆめ博ってやっているんだっけっていう日も多々見受け

られている状況ではありました。日常的に使っていただくというところに対してなかなか到達

できていないのかなというところを感じていますが、地元の参加者、団体様たちもこの点につ

いては問題として持っていらっしゃると思うんですけれども、地元の商工会議所さん以外のと

ころからの意見、例えばアンケートというものは確認されているんでしょうか。 

○今野委員長 佐藤商工港湾課長。 

○佐藤産業環境部次長兼商工港湾課長 基本的には、イベントを実施した際にはパビリオンとい

う形でイベントに参加していただいた団体のアンケートもとらせていただいております。その

際に、イベントごとの広報活動について、例えば各イベントの参加者がどういった広報をやっ

たかといったということのものであったりとか、あるいは魅力発信ができたかといったアンケ

ートもとらせてはいただいております。 

○今野委員長 土見大介委員。 

○土見委員 ありがとうございます。 

  塩竈、イベントごとにはお客さんたくさん来ていただけるんですけれども、なかなか日常ま

でそこが到達できないというところがあります。時間も余りありませんので、アンケートの内

容にまで踏み込むことはしませんけれども、アンケートの結果を通して市役所として今後平成

27、28、29年度でこの事業というのは一段落すると思いますが、その結果も踏まえて今後各地

元の団体、事業者さんたちにどういう支援をやっていかなければいけないというところをお考

えでしょうか。 

○今野委員長 佐藤商工港湾課長。 
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○佐藤産業環境部次長兼商工港湾課長 まず、１年目の反省点として、イベント間の連携とか含

めて情報不足があったという点については、各参加者からもいろいろ言われた部分がありまし

たので、そのために会議所さんと我々も相談しながら、その周知の仕方については工夫をさせ

ていただいたということになります。今年度、29年度もまた実施をしていきますけれども、そ

の中でいろいろまた課題が見えてくるかと思っています。少なくとも３カ年の実績を踏まえて、

改めて点検をさせていただいて、会議所さんからはシティーセールスそのものは、塩竈市が取

り組んでいただきたいということになりますので、私どもとしてどういった周知啓発の仕方が

望ましいか、あるいは支援も含めてどういった形で今後これにかわる事業を継続していけるか

といったところを整理していきたいと思います。 

○今野委員長 土見大介委員。 

○土見委員 ありがとうございます。 

  イベントのときアンケートをとりますと、大体イベントの反省点についてというのは出てき

やすいんですけれども、それをどうお客さんたちの日常に落とし込んでいくのかということに

対してはなかなか答えが出てこないというところがあります。目的としてはふだん使いの塩竈

にしていただくというところがありますので、ぜひこの３年間で一つ区切りをつけたならば、

日常としてどういうふうに扱っていけるのかというところを深く検討していただきたいと思い

ます。 

  続きまして、同じく資料要求させていただいたところから、シャッターオープンについてお

伺いしたいと思います。資料№15の45ページになります。 

  まず、シャッターオープンプラス、また昔のシャッターオープン事業というのがスタートし

てから合計で27件が採択されている。そのうち、現在営業されているのが22件ということなん

ですけれども、５件、既に営業をやめてしまわれた５件はどういう理由があって今営業されて

いないのでしょうか。 

○今野委員長 佐藤商工港湾課長。 

○佐藤産業環境部次長兼商工港湾課長 まず、営業、今の段階では市内で営業を継続していない

事業者の方という形になりますけれども、お示ししたように５つの事業者の方がその後営業を

やめているという状況になっています。震災前と震災後で若干違いがありまして、震災前にシ

ャッターオープン、前のシャッターオープンを活用してオープンいただいた方については、２

社が市内での営業をやめたという形になります。事情としては、やはり震災による事情という
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のが大きくて、１つは市内で被災して物件を探したんだけれども、なかなか見つからなくて別

の場所に移ってしまった、それから市内での営業はなかなか難しいということで別な場所で営

業をなさったという形になります。 

  逆に、震災後に営業なされた方については、やはり少し震災の影響があるのかなと感じます

けれども、一つは事業を縮小したりしなきゃなくて、塩竈のお店は閉めなきゃないという事情

が生じたり、あるいは今の販売形態を別な場所でという部分を事業の再開を模索しながら一時

休止するとか、あるいは外商といったら変なんですけれども、店舗営業をやめて外商で生計を

立てるという部分、それぞれの事業者ごとの事情があって店舗営業をやめたという状況になっ

ているかなと思います。 

○今野委員長 土見大介委員。 

○土見委員 ありがとうございます。 

  それぞれ震災を含めてそのような事情があるということなんですけれども、やはりお話を聞

いているとどうしても塩竈で事業を継続していくのが難しい、単純に言ってしまえば一つある

と思うんですが、今回この結果を通して、シャッターオープン事業、一つは新しく事業を始め

る方々に対する挑戦のためのチャレンジ資金というところもニュアンスとしてはあると思うん

ですけれども、３年間補助をする、そして５年間はたしか最低でも継続してほしいというもの

があったと思います。今回の５件の廃業というか、ここでの営業をやめてしまわれた方の経験

を踏まえた上で新年度３件採択予定だということなんですけれども、新しく要綱とかには変更

はあったんでしょうか。 

○今野委員長 佐藤商工港湾課長。 

○佐藤産業環境部次長兼商工港湾課長 シャッターオープン制度、もともと設置当初平成19年度

に制度を始めたんですけれども、その際にはどちらかというと商店会の振興策という形で取り

組みをさせていただきました。震災を受けて平成23年には市内のエリアに範囲を広げまして、

塩竈市内であればどこでも事業が可能だという形で取り組みさせていただいております。 

  今、事業の見直しということなんですけれども、基本的には制度そのものについては29年度

も同じ制度の中で実施はしたいなと思っております。ただ、事業の選定というものを、実は予

算の範囲内で支援をするという仕組みになっていますので、応募が、例えば私どもとしては29

年度に２ないし３社を予定していますけれども、５社ぐらいになってしまえばどういった形で

事業を選択するんだということになります。その際には、できれば当初の私どもが目的とした
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中心街の活性に資するような事業者に対して支援をするという形で取り組みをしていきたいな

と思っております。 

  また、家賃関係の補助もこの中で取り組んでいるわけなんですけれども、比較的家賃の支援

というのは継続的に続く部分というのがありますが、実際の営業等の見込みを踏まえてどちら

かというと初期段階、設備投資の事業支援にシフトしてきているという状況がございますので、

家賃支援という部分を少し抑えぎみにして、幅広といったら変ですけれども、設備投資を支援

しながら数多くの事業者の方が採択できるように工夫はしていきたいと思っております。 

○今野委員長 土見大介委員。 

○土見委員 ありがとうございます。 

  ぜひ、多くの事業者さんにこのまちで仕事をされるチャンスを与えていただきたいと思うん

ですけれども、実は要綱というのを、私としては非常にしっかりつくり込まなきゃいけないも

のと思っています。 

  理由としては、もちろん市役所としてお金を出すのだからというのもあるのですけれども、

やはり要綱をしっかりつくることによって事業者の皆様の成功率を上げていくというところも

あると思っています。というのも、よい方向へコンサルティングではありませんが、導いてい

く最初の手段が要綱だと思っています。なので、ぜひこれまでの経験も含めた例のつくり込み

を行っていくことが、それを使用する事業者さんたちのためにもなると考えていますので、ぜ

ひよろしくご検討願いたいと思います。 

  続きまして、同じく15番の資料の109ページです。 

  私から、町内会及び市民団体に対する支援内容について資料要求をさせていただきました。

財政支援の制度としてはさまざま書いてあるんですけれども、ほとんどこの資料を見ていただ

くとわかるんですけれども、基本的には町内会のサポートがメーンとなっております。また、

施設の利用はもちろん町内会に限ることはないのですが、具体的な支援内容としてはやはり市

民大体というよりは町内会に対するものに偏って大きいのかなと考えております。 

  今後、今海岸通地区で行われている再開発も含めて、まちづくりを行っていくときに市民協

働でやっていかなければいけないということはもちろん皆さん認識されていると思いますが、

そのときの対象の市民としては町内会だけではなくて、各事業者さんの団体、そして文化系も

含めた上での市民団体の方々も広く協力していかなければならないという状況があると、私と

しては考えております。 
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  先ほどから何回も、市民団体もしくは事業者さんたちにどうやっていくかということを投げ

かけさせていただいたので、ここについてはぜひ市民団体ももっと手厚くという形でおさめさ

せていただきたいんですけれども、時間もあと26分ほどしかないので、次の質問も内容が重複

する部分があるので、一緒に質問させていただきたいと考えています。 

  この資料も踏まえた上で、次の質問にいきたいと思います。 

  資料№10の９ページ、下のほうですね、第13款使用料及び手数料の中の第１項第４目ですか。

商工使用料というところで駐車場の使用料が入っております。駐車場使用料324万円というの

はどこの駐車場のことを指していらっしゃるんでしょうか。 

○今野委員長 吉岡観光交流課長。 

○吉岡産業環境部観光交流課長 駐車場使用料、どこの駐車場かというご質問だったかと思いま

す。こちらにつきましては海岸通にございます駐車場、ちょうど場所でいいますと壱番館の東

側にありますトイレも併設されている駐車場になります。 

○今野委員長 土見大介委員。 

○土見委員 ありがとうございます。 

  再開発地区のほうの事業としても１つ、駐車場というのが入っていると思いますので、今後

としましては駐車場使用料の中にそこも含まれてくるのかなと考えていますけれども、新しく

再開発事業の中で建て直す駐車場を完成することによって、どの程度の収入の増加を見込んで

いらっしゃいますか。 

○今野委員長 佐藤商工港湾課長。 

○佐藤産業環境部次長兼商工港湾課長 再開発の事業区域内には以前、塩竈市営の駐車場、４階

層の駐車場がありましたけれども、その管理については私どもで所管をさせていただいており

ます。組合の事業で整備をされた後、私どもが所管をしながら維持をしていくとなりますけれ

ども、今どういった形で管理運営という部分をしていくかということは少し検討させていただ

いているところです。 

  従前は、特別会計で駐車場会計は別に会計を持たせて管理をさせていただいていましたけれ

ども、駐車場独立した会計で運営をしていったほうがいいのか、一般会計で管理をしていった

らいいのか、その整理も含めて対応していきたいなと思っています。資金的なものについては、

収支見通し等も含めてどういった形になるかという整理がまだつき切れていませんので、そこ

は少し内部で整理をさせてからということでお願いしたいと思います。 
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○今野委員長 土見大介委員。 

○土見委員 ありがとうございます。 

  これまでも、各議員の先生方からも実際あそこの駐車場、どれくらい使えるのか、どれくら

い台数とめてくれるのかという話は大分懸念されている点があると思います。その点は市民の

皆さんからもよくお伺いする点でありまして、この再開発事業というものに対して、市として

ある一定、協力というかお金を出して、お金を出すことによってどれほどの市政に対して影響

といいますか、よい影響があるのかというところは、一つわかりやすい例としてはこういう駐

車場としてどれくらいのお金を稼ぐことができますよというものが目に見えやすい格好として

あると考えておりますので、ぜひ塩竈が盛り上がるんだよということはもちろん私たちとして

理想とは思っているんですけれども、それを実際の数値に落とし込むというのは結構難しいと

ころがあります。 

  なので、わかりやすい形としてぜひこういうところでお金出すんだからもちろん戻すという

か、市政に戻ってこなきゃいけないので、それに対してどういう見返りがあるんだよというと

ころは明確に、私たちも含めて市民に対して発信していかなきゃいけないと思うんですけれど

も、その点についてはどうお考えでしょうか。 

○今野委員長 佐藤商工港湾課長。 

○佐藤産業環境部次長兼商工港湾課長 駐車場含めて収入の見込みがあれば、どういったにぎわ

いの創出につながっていくか、それは一つの評価ができるかなと思っております。 

  私どもも、まず例えば再開発の事業区域内で店舗側でどのくらいの需要があって、居住者側

でどれくらいの需要があってといった部分の整理をさせていただいて、それでその周辺の駐車

場の利用実態等もございますので、まずはその辺の見きわめをしてから、駐車場の整理という

のはしていきたいなと思っております。 

  それ以外の部分につきましては、全体的なまちづくりということがございますので、ほかの

課とも協力しながらにぎわい創出の部分についてはもう少し、子育て支援の関係でありますと

かあるいは事業区域内で計画されているような広場の活用とか、そういった部分なんかも含め

て魅力の発信については整理していきたいと思います。 

○今野委員長 土見大介委員。 

○土見委員 ありがとうございます。 

  魅力の発信というところなんですけれども、魅力というのを感じるか感じないかというのは、
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ある程度その人の思いとかいる場所というのに影響するものだと思っています。なので、海岸

通の皆様とか市役所の方々、もしくは私たちもそうなんですけれども、魅力というのを感じる

からこそ頑張ってほしい、協力してほしいと考えるんですけれども、少し関心がない方々から

すれば、何でそこにそんなにお金をつぎ込むのということになると思いますので、実は数値と

して文言として明確にやっていくというのが理解を得る上で重要なんじゃないかなと思ってい

ます。 

  続きまして、資料№13の74ページ、先ほど子育て支援施設というお話があったので、海岸通

の子育て支援施設について、ここは簡単に１点だけお伺いしたいと思います。 

  まず、確認したいこととして、この子育て支援施設というのがまずは壱番館に入っています

ここるんと新浜町保育所の２つを集約してということなんですけれども、新浜町保育所とここ

るん、それぞれ今現状利用者数として何人ずついらっしゃるのでしょうか。 

○今野委員長 木村子育て支援課長。 

○木村健康福祉部子育て支援課長 子育て支援センターの利用者数でございますが、平成27年度

の数値でいきますと１万3,235人ということになります。１月当たり1,100から1,200人前後と

いう形になります。 

  それから、新浜町保育所の利用人数でございますが、現在新浜町保育所には四十二、三人の

児童が入所している形になります。 

○今野委員長 土見大介委員。 

○土見委員 ありがとうございます。 

  資料と数値がちょっと違うんですけれども、大体四十数名と把握しておきます。 

  そうした場合、新しくつくる海岸通の子育て施設で定員が保育所としては40名。一時預かり

がさらに10名となっているのですが、敷地面積、延べ床面積も含めて、だいぶここるんと新浜

町保育所を集約するには非常に手狭な状態になっているのではないかと考えており、一時預か

りとか相談とか、そういう新しい事業をやるスペースが本当にあるのかというところが非常に

心配なところなんですけれども、その点についてはどうお考えでしょうか。 

○今野委員長 木村子育て支援課長。 

○木村健康福祉部子育て支援課長 海岸通の子育て支援施設でございますが、保育施設と子育て

支援センター、一時預かりということで計画しているところでございます。 

  保育施設、それから子育て支援センターの部分につきましては施設２階部分を利用する形に
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なりますので、ここの設計の中でスペースを有効に利用できるように共有で利用する部分につ

いては共有できる形にしていきたいと考えております。 

  方法としましては、保育所の保育室につきましては各クラスごとに仕切りが必要になります

が、例えば可動式の仕切りを利用することで全体を大きく利用することができるのではないか

というところも考えているところでございます。以上でございます。 

○今野委員長 土見大介委員。 

○土見委員 ありがとうございます。 

  今、ここるんの状況を、私も何度かお伺いさせていただいたりするんですけれども、ここる

んだけと考えても意外と場所が少なくて、部屋を仕切れずに間仕切りを使って部屋を区分けし

て活動しているという状況です。そうすると、どうしてもプライバシーを守りにくかったり、

なかなか手狭で苦労しているというお話はよくよくお伺いします。ぜひ、事業の内容、もちろ

ん欲しい機能をたくさん書くのはいいんですけれども、ちゃんと本当にできるのか、そのスペ

ースを使ってというところは今後も精査していただきたいなと思います。 

  今、ご回答いただいていく中で、各委員さんから随分ざわざわお話がありました。お話しさ

れているところがありました。皆さん、やはりここの施設がちゃんと活用できるのか、もしく

はあの場所につくるのが本当に必要なのか。県も含めて再開発事業どうなっていくのか、さま

ざまな視点から疑問に思われている部分というのがあると、私も同僚議員さんたち見ていて思

っています。 

  その理由の一つとして考えられるものとして、まず再開発組合に対してどうなのか、それに

対し、お金とか支援をする市役所に対してどうなのか、市役所の事業所に対してどうなのか、

それぞれ議員としての思い、そして個人としての思い、さまざまなものが今ごちゃまぜの状況

で市役所が今再開発問題というところに対して投げかけられているのかなと。非常に私たちも

どういうふうに対応していけばいいのか難しいなというところを感じている状況であります。 

  その中で、私としてお伺いしたい件なんですけれども、この再開発事業、今ちょうど子育て

施設のところから入ったわけなんですけれども、この再開発事業に対して私たちごちゃごちゃ

したものを解消する一つの方法として、やはり役割分担というものが必要なんじゃないのかな

と。再開発組合と市役所、どのように役割分担していくのか。そこが必要な部分じゃないのか

なと思います。 

  再開発組合の事業、市側の中で言えば初めての民間主導型になります。あそこが開発が成功
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する、そしてその後本町やら門前町、あちらまで全部続いていかないと成功にはならない事業

ですので、ある意味あそこの成功はまず第一の鍵になる、これは間違いない話です。 

  そこで、あそこが実際事業をやられてみたときに海岸通の方々、いや大変だったよ、本当に

つらいわ、この事業とおっしゃってはその後に続くものも続かないわけなんですよね。なので、

ぜひとも私たち混乱のところから原因がいっているわけなんですが、市役所としてそして再開

発組合、その後まちづくり会社としてどのような役割分担をしていくかというのを明確にして

いかなきゃいけないと考えているんですけれども、一つ例として調べていただいたところの中

にあるんですけれども、東京の国分寺市ですと市街地再開発事業の中の補助金を出すことに対

して、要綱を出すのをかなり明確に定められているというのがありますが、塩竈市としては今

回再開発にかかわるときのかかわり方としてある程度の要綱や規則というものはちゃんと定め

ているのでしょうか。お伺いします。 

○今野委員長 鈴木復興推進課長。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 組合に対しての補助金に対する要綱等でございます

けれども、今塩竈市から３本、組合に補助金を支出しております。５分の４の分の国からの復

興交付金の分、市の独自分の５分の１の部分、また事務局の支援補助金の部分、３つございま

して、いずれおのおの補助の要綱をつくりまして、それに基づいて組合にご支援をしていると

いう状況でございます。 

○今野委員長 土見大介委員。 

○土見委員 ありがとうございます。 

  今、要綱があったということで、ぜひ私たちにも提示していただけると我々がどういうルー

ルにのっとってお金を出しているのかというところがわかり、お金を出すことに対しての不安

も解消されるのではないかと考えておりますので、ぜひ要綱を後日でいいので私たちにも提供

していただけたらなと思っております。 

  この再開発事業、先ほども申し上げたのですけれども、成功というのは塩竈の復興に対して

の第一歩になります。この後、この事業の成功例を見て本町であり南町、神社のほうに向けて

どんどん各地元の事業者さんたちが、俺たちも俺たちもと新しく市民主導型の事業再開発を行

っていくのが理想の形になると思いますので、ぜひ要綱をしっかりつくった上でそれぞれの役

割分担を非常にクリアにして、問題はその中で明確にしながらやっていっていただきたいと考

えております。 
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  続きまして、同じく資料№10の39ページ、40ページからお伺いしたいと思います。 

  職員の人件費、一般管理費のことが書いてあるんですけれども、その中の一つとして人材育

成費というもの、329万4,000円が計上されております。40ページ、上のほうですね。事業内訳

の上のほうに人材育成費というのがあります。 

  私、一般質問でも人材育成どうやっていくかという話をしたんですけれども、人材育成費と

いうのは具体的にどのような使われ方をするものでしょうか。 

○今野委員長 佐藤総務課長。 

○佐藤市民総務部次長兼総務課長 お答えさせていただきます。 

  資料№10の40ページ、事業内訳の中の人材育成費329万4,000円ということでございますが、

まず内訳を簡単にご説明させていただきたいと思います。まず、１点目といたしましては40ペ

ージの中の旅費2,200万円ほどございますが、そのうちから約60万円、研修とかに赴く場合の

旅費ということでございます。ここの部分はことし若干でございますが、予算を足させていた

だきまして関西方面での研修の受講の旅費という部分も少し見込ませてはいただいているとい

う状況になります。 

  次の42ページにお進みいただきまして、13節委託料がございますが、この中の各種研修講座

等の委託費ということで、主に人事評価の関係の研修の委託ということで、外部講師を招いて

の研修を行う際の委託料ということで17万2,000円。19節負担金補助及び交付金ということで

その中で宮城県自治振興センターの負担金並びにそのすぐ下自治振興センターの宿泊負担金、

これの合計で329万4,000円となってございます。 

  この自治振興センターの負担金というものは富谷市にありますセンターに通って研修する際

に、派遣する人数に応じまして１人当たり幾らという部分でいただけるものと、宿泊を伴った

場合にはその宿泊の料金ということで出すものとなってございます。 

  以上でございます。 

○今野委員長 土見大介委員。 

○土見委員 ありがとうございます。 

  今、大きく３つについてご説明いただいたわけなんですけれども、もう既に事業を行うのが

当たり前というのがあるかもしれないんですけれども、実はもう使途が決まっている、特に一

番最初に私が挙げさせていただいた329万円という一番大きな額なんですけれども、もう既に

センターでの宿泊費や研修費というところでほぼ、実は用途が決まっているのかなと。 
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  その中で一般質問の中でも質問させていただいたんですけれども、今後これほど多様化する

問題というのがあり、市民と協働してやっていかなきゃいけない。すばらしいアイデアももち

ろん出していかなきゃいけない。さまざまな、これからの人材に求められることはふえてきて

おり、マネジメントというものに対する研修ということもさることながら、アイデアソースで

あったり子供たちに求められているようなコミュニケーション能力、もしくは主体性、能動性

を高めるものに対する研修というものも、実は我々も含めて大人の我々にも求められているも

のだとも考えていますが、そういう点についての研修としてはどういうものを予定しているの

かお伺いしたいと思います。 

○今野委員長 佐藤総務課長。 

○佐藤市民総務部次長兼総務課長 お答えさせていただきます。 

  先ほど、ご説明申しました宮城県自治振興センター、市町村職員研修所ということでござい

ますが、こちらは若干施政方針の説明の際にも触れさせてはいただいていると思いますが、各

階層別の研修というものがございます。これは、例えば新しく市役所に採用されたときの年、

それから５年後、10年後、係長職になったとき、管理職になったとき、大きく分けるとこうい

うときの階層の部分になりますけれども、毎年その年ごとに行く人間が変わってまいります。 

  そういったところが、これは大体４日間ぐらいの集中研修となるんですが、その中には今委

員おっしゃいましたコミュニケーション能力を上げるために、スキルアップをするためには、

あるいは接遇をやるためには、よりよい接遇をするためにはとか、あるいは今のトレンドはま

さにどういう状況にあるのか、自治体を囲む状況、民間を囲む状況はどういったものがあるの

か。そういったものを４日間にわたっての集中研修ということでやらせていただいております。 

  特に、臨んだ職員は帰ってきてかなり刺激を受けてくるということになりますし、さらには

ほかの自治体の職員との交流というのもございます。塩竈市だけの職員を派遣して塩竈市の職

員だけでやるのでなくて、県内の自治体職員、市町村職員が集まってやりますので、やはり他

市の状況であるとか、そういったところもつぶさにお話を聞くことができるということでかな

りの刺激を受けて帰ってくるということがございます。 

  そういうところを継続してやっていきたいということになっています。 

  それから、単独の部分で考えてみれば研修の費用という部分では出てこないかもしれません

が、この間の施政方針の答弁でも申し上げましたように、私たちは数多くの種まきをしなくち

ゃいけない。そこはまちに出ていこう、市民と話そう、塩竈では何が起こっているか、そうい
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うことをやはり勉強していこうという声がけを引き続き行っていきたいと考えています。 

  以上でございます。 

○今野委員長 土見大介委員。 

○土見委員 ありがとうございます。 

  そうですね。329万円何がしのお金を使っている研修事業なんですけれども、ほかの市町村

と一緒ということで刺激の多いものだと感じてはいるんですけれども、実は１つ問題がありま

して広くさまざまなところから人がいらっしゃった人たちに対して研修するというのは、焦点

が絞れない、漠然としたものになりかねないということがあります。その点について塩竈市の

持っている事情があると考えておりますので、その部分に特化した事業も行っていただければ

なと思います。セミナー、講師の方々はうまいので、非常に刺激的なものですばらしかったと

持ってかえってくることもあるんですけれども実は２日、３日たってみると何だかよくわから

ない状況になっているということは、セミナー依存症と言われるんですけれども、よくありま

す。なので、そういうところがないように、ふだんから啓発活動も続けていただきたいですし、

ちゃんと持ってきたものを形にするというのが大切だと思いますので、やっていただけたらと

思います。 

  時間もなくなってきたので、最後に１問だけ質問させていただきたいと思います。 

  資料№13の70ページです。先ほど菅原委員からもご質問がありました脳と身体の健康づくり

事業について、私からは１件だけお伺いしたいと思います。 

  基本的に、この中の各事業内容、市が主体となってやっていらっしゃると、やっていくとい

うことなんですけれども、私としても気になったこととして行動変容と健康面の検証というも

のが70ページ一番右下に書かれています。多世代健康サロンにおいての。 

  ここで、２つ疑問が出てきました。１つは、多世代、この事業において高齢者の方々の以外

の、若者、子供たちから私たちのような青年も含めてその世代に対しては、ここに対して参加

する動機というものはどういうものがあるんでしょうか。そして、行動変容と健康面の検証と

いうのはどのような形で行われるのでしょうか。 

  以上２点について、最後にご質問させていただきたいと思います。 

○今野委員長 鈴木長寿社会課長。 

○鈴木健康福祉部長寿社会課長 脳と身体の健康づくり事業についてお答えさせていただきます。 

  ただいまご質問ありました多世代健康サロンのところでございますが、こちらにつきまして
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は、各災害公営住宅の集会所を拠点といいますか、そこを中心としましてそこに入居者の方、

周辺の住民の方、12戸お集まりいただくような機会を週１回程度持ち回りでやっていこうと。

そこで先ほど教室でご説明させていただきましたタブレットを子供さんも使っていただいたり

ということで、子供連れの親御さんなども来ていただくような、いろいろな世代の方が集って

いただければなということで組み立てを考えてございます。 

  もう一つの検証でございますが、こちらは高齢者の方を対象とさせていただきながら、認知

症の面などでも教室、それからサロンの取り組みのところ、参加した参加の前と後でどのよう

に変化が出るかということを後々にも生かしていくために行っていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○今野委員長 小野幸男委員。 

○小野委員 それでは、私からも平成29年度一般会計につきまして質問させていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

  まず初めに、今回の予算の中で資料№８、41ページから主要事業が書かれておりまして、新

規事業も19事業余りでその中でもまた小学校入学準備支援事業、また子ども医療費助成事業、

また子どもの学習支援事業とか国保インフルエンザ予防接種助成事業等、我々も公明党として

も推進を掲げてきたところでありますけれども、こういった点を含めまして子育て、教育の充

実という点も図られているのかなという点で、その点評価をさせていただきながら資料を使い

まして質問させていただきますので、よろしくお願いしたいと思っております。 

  まず初めに、資料№10、28ページから質問させていただきます。 

  説明の中に、防災備蓄事業ということで342万円ということで資料№10ですね、資料№10の

28ページ。防災備蓄事業ということで342万円ということでおります。私も以前町内会でも備

蓄関係の予算というか、そういった点も苦労しているというお話も質問の中でしておりますけ

れども、こういったところ、これまでと市の備蓄事業からというテーマもありますけれども、

そういった点、どういうことなのかお話を聞かせていただきたいと思います。 

○今野委員長 伊藤市民安全課長。 

○伊藤市民総務部市民安全課長 今回の備蓄事業として組ませていただいておりますのは、指定

避難所の備蓄倉庫の入れかえ分として今回予算計上させていただいております。各町内会、こ

の分については、避難者、東日本大震災時に8,770人ほどいたんですが、その方が２日間食べ

られるというものを常に用意しているというところでございます。町内会の方も基本的にそこ
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に来ていただければものはお渡しはできるんですが、我々の防災計画とか防災マップにつきま

しても、基本的２日か３日ぐらいはまずは地域もしくは個人で用意していただきたいというこ

とを常々お願いしていますので、そういった部分での対応をお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○今野委員長 小野幸男委員。 

○小野委員 避難所ということで、そこに町内の方も来ていただければ渡されるという形をとっ

ておられるということで、私も町内会等の防災関係の打ち合わせ、協議とか行ってみますと備

蓄の日がわりの分、大変なお金がかかるといった悩みも１つありますので、こういったところ

を活用しながらという考えであると思いますので、そういった点も今後も検討させていただき

たいなと思っております。また、この備蓄の内訳、内容的なものを教えていただきたいと思い

ます。 

○今野委員長 伊藤市民安全課長。 

○伊藤市民総務部市民安全課長 今回の備蓄品については、平成29年度中に期限切れをする水と

食料、そういった分でございます。 

  以上でございます。 

○今野委員長 小野幸男委員。 

○小野委員 わかりました。 

  震災のときは、トイレとかそういった関係も大変だったというところがあるわけですけれど

も、本市においては簡易トイレの備蓄というものはされていて、どのくらい備蓄、大体でわか

る範囲でいいですのでその点お聞かせください。 

○今野委員長 伊藤市民安全課長。 

○伊藤市民総務部市民安全課長 済みません、数的には把握していないんですが、全指定避難所

に組み立て式の簡易トイレは設けております。それについては既に設置しておりまして、これ

についても防災訓練とか組み立ての訓練とかさせていただいているという形でございます。 

○今野委員長 小野幸男委員。 

○小野委員 わかりました。 

  そのトイレが震災時、種類としては簡易トイレ、仮設トイレ、本市においてはマンホールト

イレを設置されているということで、マンホールトイレの件ですけれども、資料№10の139ペ

ージの防災費の中で減額になっている部分で比較の減額でマンホールトイレの減というお話を
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聞いたわけですけれども、大体28年度で指定避難所的なところにはマンホールで設置完了され

るというお話も聞いてはおりますが、そういった点、今までの設置状況とまた新たに考えられ

る、また検討されるというお話も聞いているわけですけれども、その点の状況につきましてお

話を聞かせていただきたいと思います。 

○今野委員長 伊藤市民安全課長。 

○伊藤市民総務部市民安全課長 マンホールトイレにつきましては、平成25年度から28年度まで

基本的に指定避難所に全てにつけようという思いでやってきていますが、一旦浦戸地区と指定

避難所の市有施設以外、例えば塩釜高校とか合同庁舎とか武道館とか、そういった分について

は土地の形状とかを変える部分がございますので、それについては管理者、所有者と協議した

中で可能な限り検討してまいりたいと思っております。 

  以上でございます。 

○今野委員長 小野幸男委員。 

○小野委員 わかりました。 

  震災時のトイレ環境整備もたくさん災害時に声が聞かれた点ですので、本市ではそれを解消

するためにマンホールトイレ設置進められて、大体のところは完了しているということですの

で、そういった点も今後検討を重ねながらどうぞよろしくお願いしたいと思います。 

  次の質問にいかせていただきますけれども、同じページで資料№10の28ページでいきますと

復興教育・防災教育支援事業ということで８万4,000円でしょうか、この点書かれております

けれども、どういった内容となっているのか。その内容について具体的にお話聞かせていただ

きたいと思います。 

○今野委員長 遠山学校教育課長。 

○遠山教育委員会教育部学校教育課長 それでは、防災教育の予算についてお話ししたいと思い

ます。 

  ここのところにおきましては市の防災訓練のときに各学校でさまざまな計画を行っておりま

して、その際に今年度でありましたら南三陸町から講師を呼ぶとか、仙台管区気象台から講師

を呼ぶとか、その講師の謝金として使っておりますし、またそのほかに防災主任または防災主

幹というのがおりまして、その方たちの研修の旅費としても使わせていただいております。 

  以上でございます。 

○今野委員長 小野幸男委員。 
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○小野委員 そういった職員というかメンバーの講習的な部分の事業ということですね。こうい

ったところで、今学校等でも防災ジュニアリーダーとか子供たちの救急救命士の展開とか、子

供たちの防災リーダー的な取り組みを行っている自治体等が出てきていて、広がりを見せてい

るわけですけれども、こういった子供たちの防災リーダーという取り組みはどういう考えでい

るのかお聞かせ願いたいと思います。 

○今野委員長 遠山学校教育課長。 

○遠山教育委員会教育部学校教育課長 市の防災教育につきましては、まず集中的に行う市の防

災訓練とあわせての体験活動研修、それとあわせて１年間を通して県の作成した防災教育副読

本、また市のつくった副読本を使いながら１年間を通して防災教育をやってきております。そ

してまた、先ほどの防災ジュニアリーダーにつきましては県の新規事業として来年度計画して

いろいろありますけれども、あの事業は高校生を対象としてジュニアリーダーを育てるという

事業になっております。しかし、子供たちは自助だけでなくて公助というところで地域に出て

活動することが大切となってきておりますので、これまでもやってきておりますけれども、こ

れからも地域の防災訓練等に積極的に参加するように声がけをしてまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

○今野委員長 小野幸男委員。 

○小野委員 わかりました。 

  そういった点、学校教育の中で万が一震災とかまた起きたときに子供たちの行動、そういっ

た点も大切なことかなと思いますので、機会あるごとに何か考えていただいてお願いしたいと

思っております。 

  次にいかせていただきます。 

  同じ資料№10の32ページ、下のほうに使用済小型電子機器等売払い料ということで５万円あ

りまして、また同じ資料№10の98ページにはリサイクル推進費ということで１億3,811万5,000

円ということで載ってありますけれども、こういったことで2016年から小型家電の回収事業を

始められていると思いますけれども、そういった点、利用状況等、内容の状況をお聞かせ願い

たいと思います。 

○今野委員長 菊池環境課長。 

○菊池産業環境部環境課長 小型家電についてご質問いただきました。 

  歳入については小野委員がお示ししたところでございますが、歳出については98ページ、委
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託料98ページの委託料の各種事業委託料というところ、上２つ目になりますが、これが今回の

次年度の小型家電のリサイクルの経費と見積もっているところでございます。 

  27年９月から小型家電回収を開始いたしました。主な回収方法は市内に５カ所、市役所玄関

にも回収ボックスを設置しております。27年度、７カ月ほど実施いたしまして、ＰＲも功を奏

したのか、あるいはご家庭にたまっていたパソコン等もあったんでしょうか。5.7トン回収し

て６万5,000円ほどの歳入として売り払いの歳入として調定しているところでございます。 

  年度として今２年目に入ってございます。２年目でございますけれども、今現在で回収した

実績の量としては今現在では2.5トンということになってございます。引き続き、ＰＲに努め

たいと思いますし、いろいろな回収の方法も考えていきたいと思っております。 

  以上でございます。 

○今野委員長 小野幸男委員。 

○小野委員 わかりました。 

  この点、小型家電、いろいろございますけれども、お金になるというか収入的にお金に換算

できるというものは、やはりパソコンとか携帯電話とか、そういう点に限られてくるんでしょ

うか。その点、どのようなこととなっているのか、お聞かせ願いたいと思います。 

○今野委員長 菊池環境課長。 

○菊池産業環境部環境課長 環境省が認定しております小型家電のリサイクル事業所に売り払い

をするわけですけれども、現実的に小型家電今28品目という形で回収を受け入れしております

が、金額がやはりつきますのはパソコンと携帯電話のみという実態になっております。今、１

キロ20円ということになっております。そういう動向も見ながら進めていくということになっ

ております。よろしくお願いします。 

○今野委員長 小野幸男委員。 

○小野委員 わかりました。 

  小型家電のボックスに持ってくることができなくて集積所というか、そういうところに出し

ているものもあると思うんです。そういったところはどのような対応の仕方というか、そのま

まそちらで処理されるのか、それとも小型家電としてきちんと処理されているのか、その点お

話を聞かせていただきたいと思います。 

○今野委員長 菊池環境課長。 

○菊池産業環境部環境課長 今現在の回収方法は、回収ボックスというお話をさせていただきま
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した。それ以外では工場や中倉への直接持ち込みということにしておりますが、やはりなかな

か持っていけないという方々もいらっしゃると思います。ちょっとまだＰＲが不足しているこ

ともあろうかと思うんですけれども、通常の収集ごみの不燃ごみ、燃やせないごみに入れてい

ただいても、中倉で破砕するときに、破砕前にそういったピックアップ回収して回収量をふや

しているというところもございますので、そういったことで今の段階では対応しているという

ことでございます。 

○今野委員長 小野幸男委員。 

○小野委員 わかりました。今後もどうぞよろしくお願いをしたいと思います。 

  次にいかせていただきます。 

  同じ資料№10の58ページですけれども、コンビニエンスストア証明書自動交付サービス事業

ということで1,400万円ほどございますが、これ、２月から開始されていると思いますけれど

も、この利用状況についてお聞きをいたします。 

○今野委員長 伊藤市民安全課長。 

○伊藤市民総務部市民安全課長 今、委員おっしゃるとおり、先月１日からちょうど１カ月にな

ります。２月27日現在の数字で大変恐縮なんですが、利用者件数は51件となっております。市

外ではそのうち10件が利用されたという形の中でございます。 

  また、そういった証明書関係は窓口の本庁の玄関脇にある自動交付機で交付されるんですが、

コンビニエンスストアの朝６時半から８時、また夜８時から11時という時間はコンビニエンス

ストアしか利用できないんですが、その部分の中で６件使っていただいたということでござい

ます。わずかではありますが、徐々に当事業の効果というものが出てきているのかなと思って

おります。 

  以上です。 

○今野委員長 小野幸男委員。 

○小野委員 わかりました。関連してお聞きしますけれども、この間マイナンバーカードの番号

通知カードの部分ありましたけれども、そういった番号通知カードについてどのような、まだ

とりに来ていらっしゃらなくて処理したとか、その処理のあれも若干延びたというお話も聞く

んですが、そういったところの状況はどうなっているんですか。お聞きします。 

○今野委員長 伊藤市民安全課長。 

○伊藤市民総務部市民安全課長 通知カードについては、マイナンバーを周知するために各世帯
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ごとに通知しているものという形で、去年10月から送っている形になりますが、これにつきま

してはもう99％の世帯に対してもう通知カードは渡しているという状況でございます。ただ、

あと１％につきましては事務所に残っているという状況でございます。 

  以上でございます。 

○今野委員長 小野幸男委員。 

○小野委員 わかりました。 

  コンビニエンスストア証明書自動交付サービス事業ということでマイナンバーカードによっ

て発行されるということですけれども、マイナンバーカードについて申請の推進というか、そ

ういったところ、どれくらいのところまで行っているのか。また、今後どういった方向で進め

られようとしているのか、この点確認いたします。お聞かせください。 

○今野委員長 伊藤市民安全課長。 

○伊藤市民総務部市民安全課長 マイナンバーカードにつきましては、身分証明書のかわりにも

なるということで市民が直接申請する形になっているんですが、今の人口、１月末の人口に比

較して大体6,220人ほどが情報システム機構に申請されて、11.3％の方が市民の11.3％が申請

しているという形になっております。これについてはコンビニ交付とかが始まりましたので、

そういったものが利用できるということも一つのＰＲ材料にしながらまた推進していく、当然

広報等でＰＲしていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○今野委員長 小野幸男委員。 

○小野委員 わかりました。 

  マイナンバーカードも推進されることをお願いしておきたいと思っております。 

  それでは、次の質問にいかせていただきます。 

  同じ資料の66ページです。 

  生活困窮者自立支援事業費ということで848万4,000円ということで書かれております。私も

一般質問で生活困窮者自立支援事業の中で２事業の中で学習支援事業ということでさせていた

だきました。その答弁では、市長も必要性とかそういったものを判断しながら29年度の事業実

施に向けた検討ということでございます。こういった答弁もいただいておりまして、今回予算

書等見せていただきましたところ、同じ66ページの下に子どもの学習支援事業ということで

800万円ということであります。この点、進めていただいたのかなということで考えておりま
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して、資料№13の71ページに子どもの学習支援事業ということで掲載されておりまして、説明

は私も読ませていただきましたけれども、この事業に当たりまして実施方法ということで具体

的にお聞かせ願えればなと思います。よろしくお願いします。 

○今野委員長 川村生活福祉課長。 

○川村健康福祉部次長兼社会福祉事務所長兼生活福祉課長 子どもの学習支援事業につきまして、

具体的な実施方法というご質問でございます。資料№13の71ページでございますが、一番下段、

５スケジュールのところにこの事業の委託をまずは考えてございまして、プロポーザル方式に

よりまして受託者を今後選定して、企画提案を具体的に求めていくというスケジュールで考え

てございます。 

  また、現段階、先進事例含めて想定しております事業の内容でございますが、まずは小学校

高学年４年生から５年生ぐらいのお子さんを対象としながら、放課後３時から５時ぐらいでの

時間帯での学習支援活動、その後中学生あるいは高校生も対象としながら６時ぐらいから８時

ぐらいまでの学習支援事業という基本的な枠組みを１週間のプログラム。平日ですけれども、

プログラムを組みながら実施をしてまいりたいと考えてございます。 

  以上でございます。 

○今野委員長 小野幸男委員。 

○小野委員 わかりました。 

  生活困窮者自立支援事業ということで、子供の貧困的な点も課題となっているところでござ

いますけれども、国等でアンケート調査行った際にこうした充実した支援が行政としては考え

られるんだけれども、そういった点がなかなか行政情報が伝わりにくいという点が上がってお

りまして、そういった学習支援だけではないですけれども、生活保護であったりそれに伴うい

ろいろな対策等がありますけれども、そういうときにそういった支援が必要な家庭とかに、ど

うやってこの支援情報をきちっと伝えて本当に支援策を行き届かせるかという点が課題ともな

ってきているところですが、本市においてはその点はどういうことで進められようとしている

のかお聞きしたい。本市においてもワンストップということで進められているともお聞きして

いますけれども、今後どういったことで進められようとしているのかお聞かせ願いたいと思い

ます。 

○今野委員長 川村生活福祉課長。 

○川村健康福祉部次長兼社会福祉事務所長兼生活福祉課長 子どもの学習支援事業も含めた中で
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の広報周知というご質問でございました。 

  まず、子どもの学習支援事業につきましては事業実施に当たりまして29年度でございますが、

広報等を通してのＰＲ周知を行わせていただきたいと考えてございます。また、対象として考

えております小学校あるいは中学校の各ご家庭につきましては、今後相談をさせていただきな

がら教育委員会等のご協力も得ながら周知を図ってまいりたいと考えているところでございま

す。 

  また、前段菅原委員からご質問のありました自立支援の関係でございますけれども、そちら

につきましては子どもの学習支援事業のＰＲとあわせまして、制度についての周知等も図りな

がらやってまいりたいと思いますし、相談窓口としては常時掲載できる対応を広報と相談して

対応してまいりたいと思っております。 

  以上でございます。 

○今野委員長 小野幸男委員。 

○小野委員 そういった困窮世帯というか、そういった家庭を把握するというのも大変難しい状

況もあるわけですけれども、またそういった行政の情報を認知されないという、わからないと

いうか、そういったところもあるみたいですので、そういった点もいろいろ協議をしていただ

きながら、せっかくの施策を使っていただいて幾らでも負担軽減、緩和されることを進めてい

ただきたいと思っておりますのでよろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、次の質問にいかせていただきます。 

  同じ資料№10の128ページ、土木費ということで質問させていただきますが、今回土木費の

予算編成でありますけれども、どういった点を重点としたこういった予算編成となっておられ

るのか、この点お聞きしたいと思います。 

○今野委員長 本多土木課長。 

○本多建設部土木課長 土木費という中で、特に道路関係とかについて私からご説明させていた

だきますが、これまで震災から道路整備に関してはやはり道路の災害復旧を中心にしまして、

復興交付金事業で例えば北浜沢乙線でありますとか新浜町の大通りとか、復興交付金でできる

幹線の主な道路を中心にずっとやらせていただいてきていました。ただ、道路災害復旧もある

程度めどがつきまして、復興交付金事業の道路事業についての大きいところもある程度めどが

ついてきましたので、できれば来年度からは、これまでどおり舗装の傷んでいる部分は計画的

にやらせていただきますが、生活道路に少し比重を置いてやりたいという形での予算を計上さ
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せていただいております。 

○今野委員長 小野幸男委員。 

○小野委員 わかりました。 

  私たちもいろいろ相談受けるんですが、やはり土木についてはそういった関連するようなこ

とがかなり多くて、やはり市民の身近な悩みというか、そういったところも多いところではな

いのかなというところで、毎回常々私もそういった市民の方がここが不便を生じているとか、

そういった点もとにかくできる限り修正改修をしていただけるようなことも考えていただき、

進めていただきたいと思います。 

  側溝とかもかなり多い状況ですけれども、そうした側溝計画というのは今回どういったとこ

ろというか、どういったことについて推進されるのか、この点も聞かせていただきたいと思い

ます。 

○今野委員長 本多土木課長。 

○本多建設部土木課長 側溝整備は、２つの考え方ということは前にご説明申し上げましたが、

１つはまず縞鋼板初め、まだ開渠といいますか、オープンな側溝もありますし、未整備な箇所

につきまして路線ごとに取り組んでいきたいという、具体的には来年度でいうと袖野田地区で

ありますとか藤倉地区の一部に手をかけていきたいと考えていました。 

  そのほかに、前も言ったんですが、30年くらい前からできている団地、昔の振興住宅、開発

でできた大規模な団地などの側溝もやはりかなり30年40年たって傷んできておりますので、そ

の辺のふたはついているもののかなりふたも劣化しているものがありますので、団地内の側溝

のリニューアルというのも考えていきながら両輪で側溝整備というのは考えていきたいと考え

ています。 

○今野委員長 小野幸男委員。 

○小野委員 わかりました。 

  ひとつ市民目線での対応をよろしくお願いしておきたいと思います。 

  同じ土木費の中で、132ページになりますけれども、この事業内訳の中には公園の維持管理

ということで公園関係お聞きしたいと思いますけれども、公園の遊具関係、今までですと遊具

を危険遊具等を撤去されるということで進められてきていると思いますけれども、撤去された

後の遊具、１つでもいいからと、そういった声もあるわけで……いいですか、質問進めます。 

○今野委員長 試験電波がね。 
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○小野委員 じゃあ、公園のことで今まで撤去ということでありましたけれども、そういった地

域の方の声を聞きながら健康遊具だったり子供の遊具だったりありますけれども、そういった

点お聞かせ願えればと思います。 

○今野委員長 本多土木課長。 

  暫時休憩します。 

   午後 ０時０１分  休憩 

                                             

   午後 ０時０３分  再開 

○今野委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  小野幸男委員。 

○小野委員 それでは、土木費の中で同じ資料132ページ、公園街路維持管理費ということで、

公園関係のところで質問させていただきます。 

  今まで公園といいますと撤去を進められてきた、危険な遊具等、そういったところで今度は

その撤去された後の遊具、１つでもいいからつけてほしいとか、高齢化社会になっておりまし

て、高齢者の方が散歩とかジョギングとかいろいろな形でした後に、公園に寄られてそういっ

た健康遊具も設置されているということで、声があるわけですけれども、そういった点どう考

えておられるのか、お聞きしたいと思います。 

○今野委員長 本多土木課長。 

○本多建設部土木課長 公園遊具につきましては、年１回の臨検という中で健全であるとか修理

が必要だとか撤去が必要だという中での対応をさせていただいておりますが、その中で特にこ

こ数年は伊保石公園の開設当時からの大型遊具がかなり古くて、あの撤去費用にかなりの費用

を投資しなければならなかったというところがあります。それが今年度までにある程度めどが

つきましたので、来年度は新設に係る費用は今回100万円ではありますが、今回新年度予算に

計上させていただいております。その活用につきましてはやはり今委員さんおっしゃいました

ように、地域によってニーズというのが違うと思いますので、地域の方の意見を聞いて児童の

遊具がいいのかあるいは健康遊具がいいのかという地域性に合わせてできれば整備をしていき

たいと考えています。 

○今野委員長 小野幸男委員。 

○小野委員 わかりました。健康遊具に関しましては、28年度ぐらいまでには国でも健康遊具に
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ついて設置状況とかそういうところはあると思いますけれども、補助事業等を行っていたとこ

ろもございます。ですので、そういったところもしっかりとアンテナを張っていただきながら、

国での補助事業とかそういったところも見逃さないようにしていただいて進められれば、計画

的に進んでいかれるのかと思いますので、この点も私も一般質問でも質問させていただきまし

たし、大事な視点なのかなということもございますので、ひとつよろしくお願いしたいと思い

ます。 

  それでは、最後の質問にさせていただきますけれども、ＮＥＷしおナビバス100円バスとい

うことで、資料№８の施政方針の主要事業の中に、42ページ、ＮＥＷしおナビ100円バス運行

事業、そしてまた新規事業で見ますと今回の新しいルートでいくと44ページのＮＥＷしおナビ

100円バス運行調査事業というところにかかってくると思いますけれども、これは塩竈市震災

復興計画の中に入っているわけですけれども、この点どういう取り扱いになっているのかお聞

かせ願いたいと思います。 

○今野委員長 相澤政策課長。 

○相澤市民総務部政策課長 今、ＮＥＷしおナビ100円バス事業についてご質問いただきました。 

  資料№８の44ページ、塩竈市震災復興計画（１）の住まいと暮らしの再建の中段下に、ＮＥ

Ｗしおナビ100円バス運行調査事業ということで1,693万円が計上させていただいてございます。

こちらは、昨年７月15日から試験運行ということで実施させていただいております新ルート便

の新年度分の事業費ということで、この区分で記載させていただいておりますのは復興交付金

効果促進事業を活用して実施する事業ということで、予算上の区分としてこちらに位置づけさ

せていただいたものでございますので、よろしくお願いいたします。 

○今野委員長 小野幸男委員。 

○小野委員 新規事業について私もいろいろと提案というか、お話しさせていただいた点があり

ますけれども、乗り残し問題であれ、バス停のわかりやすい表示とかあとは以前はネーミング

ライツを活用するといったお話もあったわけでございます。また、市民の皆さんの声としては

土日の運行という声も多いということでお話をさせていただきました。土日の運行等に関しま

しては、交通関係の方との協議の上で大変厳しい声もある中ではありますけれども、そういっ

たところ、どういうふうに今回改善されたというか、今後の課題とされるのか、そういった点

をお聞きをしておきたいと思います。 

○今野委員長 相澤政策課長。 
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○相澤市民総務部政策課長 以前ご質問いただきましたときに、小野委員からバス停表示わかり

やすさとかネーミングライツ、そういったことにつきまして今回市民の皆様に時刻表を改めて

配布させていただきますが、バス停の位置について若干でございますが、わかりやすい表示に

させていただいて場所がわかりやすい形で表記させていただいております。こういった時刻表

で改善できないかというご指摘もいただいたので、今回はそういったことで一部対応させてい

ただいております。 

  土日につきましては、前回ご回答申し上げましたとおり、やはり通常のバス料金も低額にす

るために地域公共交通会議ということの合意形成のもとにやっておりますので、その中で他の

公共交通事業者からかなり厳しいというお話を承っております。やはり、まちづくりには民間

の力も残して共存していかなければいけないということになりますので、その点はご理解いた

だきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○今野委員長 小野幸男委員。 

○小野委員 そういったいろいろな声もあるのは確かですので、交通関係各位の方とお話をされ

ていく中で何かいい提案というか、知恵が湧くというか、そういったこともあろうかと思いま

すので、そういったときにはできる限り市民の要望に応えられるような方向性を考えていただ

いて、今後もＮＥＷしおナビ、大変人気のある施策でありますので、進められていただきたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

  済みません、最後って言ったんですが、１問忘れていましたので、最後にこの資料№８の施

政方針の事業施策の中で、市営住宅の改修事業としてエレベーター改修事業とあります。また、

資料№10の136ページには、市営住宅維持管理費そして市営住宅改修事業がありますので、ま

ずエレベーター改修工事についてお話をお聞かせいただきたいと思います。 

○今野委員長 佐々木定住促進課長。 

○佐々木建設部定住促進課長 エレベーター改修事業につきましては、母子沢にあります新玉川

住宅というがございます。エレベーターの耐用年数は20年から25年と言われておるんですけれ

ども、新玉川のエレベーターは設置から新年度で25年を経過しますので、今回改修をさせてい

ただくということになります。 

  ちなみに、ここで言っている改修工事はガス管の更新工事もさせていただきたいと思ってお

ります。これらの事業は、社会資本総合交付金ということで国の補助を用いてやる工事なんで

すけれども、その他にも小規模にフェンスを直したり擁壁を直したりという敷地環境の整備と
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いう工事はここで計上させていただいております613万3,000円の中でやっていきたいと思って

おります。さらに、小規模修繕については工事じゃなくて修繕費で対応させていただきたいと

考えております。 

  以上でございます。 

○今野委員長 小野幸男委員。 

○小野委員 わかりました。 

  最後に、市営住宅維持管理費等の中でいいますと、災害公営住宅で補助員の方と話し合って

浸透した形でというお話がございました。他の市営住宅でも補助員の方の働き方というか、そ

ういった位置的なところでいろいろな声がございますので、そういったところ災害公営住宅に

合わせて、そういったことも既存の市営住宅の補助員の方の中でもそういったことを検討され

ながら、市営住宅運営または入居される方のためになる、そういったことでしっかりとやって

いただきたいと思いますが、その点をお聞きいたしまして私の質問を終わらせていただきます。 

○今野委員長 佐々木定住促進課長。 

○佐々木建設部定住促進課長 災害公営住宅は入居者にまず自治会を組織していただきまして、

その自治会の中で代表者を決めていただくとともに、管理補助員もお願いしてきている状況で

ございます。あくまでも、入居者同士で話し合うことによって、話し合いを繰り返すとまとめ

役といいますか、リーダーシップを発揮してくれるような住民の方が出てきますので、そのよ

うな方にお願いしている状況でございます。 

  既存の公営住宅は何分管理がもう30年、40年となっておりまして、当初は同じように決めた

んですけれども、その後は自治会長さんの推薦やおやめになる管理補助員の推薦などによって

決めてきたり、直接的な任期を設けずに再度お願いするということを繰り返してしまったため

に、ちょっと住宅によっては高齢な方もいらっしゃるようなので、もう一度当方できちんとあ

るべき運用方針みたいなものを災害公営住宅の例に倣いながら整備いたしまして、次年度から

は管理補助員の方と話し合いながら、例えば任期を設けるとか年齢制限を設けるとか、その辺

の事情を勘案して適切に管理してまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

○今野委員長 暫時休憩いたします。 

  再開は13時といたします。 

   午後 ０時１３分  休憩 
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   午後 １時００分  再開 

○土見副委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  質疑を続行いたします。 

  なお、質疑の際には資料番号、該当ページ等をお示しの上、ご発言くださるようお願いいた

します。 

  伊勢由典委員。 

○伊勢委員 それでは、何点か確認とお尋ねいたしたいと思います。 

  主には資料№10、146ページのところと、提出していただきました資料№15を中心に進めた

いと思います。 

  資料№10の146ページのところに、歳出教育費で小中一貫教育推進事業が示されております。

去年予算化されて、さまざま調査をした上で今年度実施という運びのようです。 

  そこで、改めて確認という意味合いも含めまして、資料№15の30ページから34ページのとこ

ろから確認させていただきたいと思います。 

  一つは、さまざま１年間小中一貫教育を進めてきましたということでのお話がございました。

そこで、一つはわずか１年余りの準備期間の中で新年度というのはいささかスピードが速過ぎ

るのではないかなと思っているところです。 

  そこで、33ページのところで保護者の皆さんへの説明について書かれております。例えば、

平成28年６月21日の子供会育成連合会の総会、あるいは市Ｐ連会の研修会、これをもって全て

の父兄の方々の皆さんへの小中一貫教育の周知と捉えているのかどうか、まずその辺から確認

させていただきたいと思います。 

○土見副委員長 遠山学校教育課長。 

○遠山教育委員会教育部学校教育課長 ただいまの小中一貫教育を実施するに当たって、保護者

への周知どうなっているのかというご質問をいただきました。 

  33ページの一番下に書いてはありますけれども、１番２番というところは教育委員会からの

ご説明というところでございまして、大きくは３番目のところになっております。32ページ、

１の（１）のところで５回と記載されておりますけれども、これまで校長等と一緒に推進委員

会または校長会を通して小中一貫について大分議論を重ねてまいりました。その都度、校長ま

たは職員には周知しておりますけれども、それを通して校長みずからがＰＴＡの本部会議であ
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るとか入学説明会、学校評議員会等で保護者の皆様にも周知しているところでございます。 

  以上でございます。 

○土見副委員長 伊勢由典委員。 

○伊勢委員 そういう形で、学校長さんを通じて本部役員、入学の際というお話です。その際、

こういった小中一貫教育について、父兄の方々から意見等は出ましたでしょうか。 

○土見副委員長 遠山学校教育課長。 

○遠山教育委員会教育部学校教育課長 特に、具体的にこういう意見が出たというところはまだ

承知はしておりません。しかし、この後４月には小中一貫を実施するに当たって本格実施の最

初の年度ということで、保護者の皆様にも子供たちにも全てアンケート調査をすることにして

おります。そのアンケート調査をしながら保護者のご意見、子供たちの意見を取り入れながら

推進をしてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○土見副委員長 伊勢由典委員。 

○伊勢委員 アンケートで４月以降ですね。意見も特に出なかったと。大体、新しい教育制度で

すので、恐らく、ご父兄の方々、どんな仕組みなのかというのはほとんどわかっていないのか

なと思うんです。今の回答をもって考えてみますと。そこで、実は前段、たしか総括質疑だか

質疑だったかの関係で、総合教育会議というのが去年第３回総合教育会議が開かれたはずです

ね。教育大綱というものが新たにつくられて、そこを踏まえての新しい教育制度に移行するん

だということでしたが、その際第３回総合教育会議のときに出席した保護者は何人だったでし

ょうか。 

○土見副委員長 渡辺教育総務課長。 

○渡辺教育委員会教育部次長兼教育総務課長 昨年、第３回目の総合教育会議の中で、教育大綱

を作成するに当たって関係者から意見を聴取したいと、意見交換したいということで教師４名、

保護者４名、アドバイザーの方４名、計12人に集まっていただき意見交換を行っています。 

○土見副委員長 伊勢由典委員。 

○伊勢委員 第３回目のそのときの出席したＰＴＡの方々のご意見の主な特徴はどういうところ

でしょうか。 

○土見副委員長 渡辺教育総務課長。 

○渡辺教育委員会教育部次長兼教育総務課長 保護者の意見というよりも、全体的な意見という
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ことで説明させていただきます。 

  会議の進め方は、長期総合計画の教育分野、特に学力向上と不登校について、今までの具体

的な数値を示しながら意見をいただいたということでございます。特に、不登校の原因の話の

中で、中１ギャップが不登校の一因となるのではないかという意見が出されまして、その関係

で浦戸で行っている小中一貫教育あとは各小中学校でも小中の連携の取り組みというものを行

っておりますので、そういった話なんかがいろいろ出されて、対策の一つとして小中一貫教育

というのもあるのでないかという意見が出されております。 

  以上でございます。 

○土見副委員長 伊勢由典委員。 

○伊勢委員 インターネットに載っているそのときの保護者の方のご意見でいいますと、前段の

説明があったと思うんです、小中一貫教育、総合教育会議の議論がその前にありましたので、

１回目、２回目。その際出た意見の中で情緒不安の子供さんがいますよということで心配する

向きのお話、それから不登校、そのとおりだと思うんですね、現実あると。 

  言っているのは、要するに一般的な話なんですね。学校現場での対応が非常に重要だ、保護

者の方からの相談の多さが問題の大きさを物語っている。あるいは、ＰＴＡの役員という立場

があるので他の保護者への情報を発信していきたい。そのほかはＰＴＡの関係で、研修会、Ｐ

ＴＡとしてやっているけれども、同じメンバーでしか参加していないので十分保護者の声が届

いていないという状況にあると、あるいは地域で子供を育てることが重要と。 

  大体こんな形の意見でして、つまり小中一貫教育について例えばこれはどういうことかとい

うことについてはほとんど捉えられないというか、無理からぬ話かと思います。やはりそうい

う点で、保護者の周知という点でも私は１年、総合教育会議、先ほどの学校長を通じて折々や

っていますよとは言うものの、しかしそれが必ずしも保護者の皆様の共通認識にはなっていな

いのではないかなと思うんです、会議を見ますと。 

  やはり、１つは保護者自身の周知の徹底という点で、私たち自身はやはりいささか早過ぎる

のではないかと。入間市では、たしか文部科学省の委託事業でモデル校をやった上で３年前に

やった上でモデル校をつくって、それでたしかやっているのかなと思うんですけれども、それ

でよろしいのかどうかわかれば。 

○土見副委員長 遠山学校教育課長。 

○遠山教育委員会教育部学校教育課長 ご質問では、実施については早計ではないかと、モデル
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校等をつくってはいかがかというお話だったと思いますけれども、お答えしたいと思います。 

  これまで、総合教育会議も含めてさまざまな会議の中で本市の学校教育課では学力向上、不

登校、いじめもあるんじゃないかというご意見は、さまざまなところで出されておりました。

そこを集約したところで、この塩竈市の子供たちの課題は何かということでまとめまして、そ

こについてはまずは人とかかわる力が育っていないんじゃないか、社会性が弱いなと。もう一

つは、学びに向かう力、または何かあったときに乗り越える力、立ち直る力、そういう心のエ

ネルギー、生きる力のエネルギーがちょっと弱いんじゃないかというところで集約させていた

だいております。 

  この背景としましては、家庭や地域での社会性を育成する教育力がちょっと弱まっていると

いう現状もありますし、また子供たちも昔の遊びの中でさまざまな学びましたけれども、今現

在はスマホ、メディア、またはゲーム等に遊びの手段が移っていまして、異年齢での遊び等が

できなくなっておりました。そこで、今回の小中一貫教育では活躍、交流を通して子供たちに

しっかりとした経験の場を与えて、社会を生き抜く力をつけてやりたいと考えているところで

ございます。 

  さまざまなお考えはあるかもしれませんけれども、今現在塩竈市の子供たちにこれは必要だ

と判断しましたので、スタートしたところでございます。 

  以上でございます。 

○土見副委員長 伊勢由典委員。 

○伊勢委員 モデル事業をしないまま今回この制度が必要だという認識にたどり着いて、今後実

施しましょうという意味合いのご回答だったと思うんです。 

  そこで、保護者の皆様への１年余りの周知という点でも不備なのかなと、私はそう思うんで

す。モデル事業みたいなの一切なくて、市内全域でやっていきましょうということで進めてい

こうとしていますので、やはりこれは問題点が今後生じはしないのかなという懸念はございま

す。 

  そこで、それらも踏まえて、しからばもう１つ、保護者の皆さんへの周知はそういう手はず

をとっていて、十分か不十分かはわかりませんが、そうやっているということなんですが、全

教職員という形でこの件についてどのような形で周知を図っているのか確認させてください。 

○土見副委員長 遠山学校教育課長。 

○遠山教育委員会教育部学校教育課長 この教育制度ですけれども、子供たちに力をつけるとい
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うのが一番の目的ではありますけれども、これを実現するためには教職員の皆さんへの周知と

深い理解と協力、そして教員皆さんが授業力を高めて児童生徒理解力を高めるというところが

必須となってきております。 

  そこで、資料番号15番の32ページ、33ページにも書かせていただいておりますけれども、先

ほど申し上げましたように、教育委員会と校長等でつくる推進委員会の決定内容については逐

次職員会議等で職員の皆様にお話ししておりますし、これまで研修視察年２回研修会を５回、

このほかにも中学校ごとに多くの会議を開いておりますし、学力向上プランの作成、アプロー

チスタートカリキュラム作成につきましては、教員の皆様が主体となってつくり上げたもので

ありまして、このように塩竈市の先生方としっかりと力を合わせながらこの事業を進めてまい

りたいと考えておるところでございます。 

  以上でございます。 

○土見副委員長 伊勢由典委員。 

○伊勢委員 具体的には、32ページのところの平成28年８月23日第２回小中一貫教育に関する研

修会、全教員と。これ、進めている方々は小中一貫教育についての推進委員会をやっているの

はわかります。ここに書かれているとおりですが、私が質問したのは全教職員のそういった研

修会はいつやったんですか、何回やったんですかということをお聞きしています。 

○土見副委員長 髙橋教育長。 

○髙橋教育委員会教育長 全教員対象のものは１回でございますが、学校という組織は学校長を

中心としながら学校独自に研修体系であるとか学校のマネジメントであるとかそういったもの

を実施していく組織になっております。そういう意味で、校長、教頭、それぞれの学校の運営

を牽引する主幹教諭であるとか教務主任等の研修を入れることで、牽引していく方々をまずは

研修を受けていただいて、それを各学校で広めていただくということを考えております。また、

研修で行った内容につきましては、「蒼空」という便りを各学校全職員に配って、その都度小

中一貫について啓蒙を図っているところであります。 

  また、学校によってではありますけれども、既に小中一貫教育を実施しているところもあり

ます。つまり、乗り入れ授業をやったり合同の活動をしてみたり、本来本年度実施するものを

前倒しで実施することで、その効果等について職員で検証を行っている学校もございます。 

  以上であります。 

○土見副委員長 伊勢由典委員。 
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○伊勢委員 学校ごと広げているというお話です。 

  やはり、そういうことも含めてやっていることは各学校ごとの組織の体系の中で進めている

と思うので、それはそれで教育委員会側も教育長の答弁の中に含まれているのでそれは確認さ

せてもらいます。 

  それで、具体論に入らせていただきたいと思うんですが、そうするとこの資料№15の30ペー

ジから31ページを中心に質問させてもらいます。 

  乗り入れ授業ということで、この中に具体的に書かれております。例えば、小学校の各教科

科目の授業時間数が書かれているということです。１単位というと、45分でいいんですよね。 

○土見副委員長 遠山学校教育課長。 

○遠山教育委員会教育部学校教育課長 小学校は45分、中学校は50分となっております。 

○土見副委員長 伊勢由典委員。 

○伊勢委員 全体で、小学校でいうとここの表に書かれているとおり、１年、２年、３年、４年、

５年、６年850単位から高学年の６年生で980単位となっておるようです。そこで、乗り入れで

すので、小学校の先生が中学校に行くということで、この表でいうと前段確認させていただけ

ば、小学校の数学の教師の方が中学校に行くということでよろしいんですか。 

○土見副委員長 遠山学校教育課長。 

○遠山教育委員会教育部学校教育課長 小学校は学級担任制をとっておりますので、小学校の教

員は全ての教科を担任しております。考えておりますのは、小学校五、六年生の学級担任が中

学校１年生の数学に入ることを想定しております。 

○土見副委員長 伊勢由典委員。 

○伊勢委員 五、六年生ですね。五、六年生の先生が行くと。そうすると、その表の行く先生は

つまり、例えばここの下段に教職員の数で小学校137人、隣のページでいうと数学で免許をと

っている方というのが、中学校に行くことができる免許の取得者ということなんでしょうけれ

ども、５人となっています。この限られた人数で行くんですか。それとも五、六年生の全ての

先生が行くんでしょうか。 

○土見副委員長 遠山学校教育課長。 

○遠山教育委員会教育部学校教育課長 私たち、今実施している乗り入れ授業ですけれども、小

学校の教員が中学校に行って２人体制でチームティーチングで指導することになります。また、

中学校の教員が小学校に入って２人体制、やはりチームティーチングで授業をすることになり
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ます。この際には、どちらかの教員が免許を持っていればいいということになっておりますの

で、小学校の教員が中学校の免許がなくても授業ができるという制度となっております。 

○土見副委員長 伊勢由典委員。 

○伊勢委員 どちらかですね。問題は、当然小学校は例えば１年生の先生が１年１組を担任する

と、例えば具体例でいうとそういう形になって、五、六年生の方々のところで先生を送ってい

くというか、中学校に行くということですが、そうすると五、六年生の小学校の先生は中学校

に行って主に教えるのは数学だと行っていますが、その教員免許はなくてもできるということ

ですか。 

○土見副委員長 遠山学校教育課長。 

○遠山教育委員会教育部学校教育課長 そのとおりでございます。 

○土見副委員長 伊勢由典委員。 

○伊勢委員 ＴＴという回答がございましたので、チームティーチングという話です。 

  そこで、私たちが一番心配しているのは、先ほど小学校の五、六年生行きます。そうすると

空き時間が出ますね。当然、中学校に派遣されるわけですから、あく時間が出てまいります。

それを補うための補助教員というのは小学校でいうと何人ぐらい宛てがうんですか。 

○土見副委員長 遠山学校教育課長。 

○遠山教育委員会教育部学校教育課長 お答えします。 

  各小学校には１名の非常勤講師を配置すると考えております。１日６時間で週５日間週30時

間の非常勤講師を配置してまいります。 

○土見副委員長 伊勢由典委員。 

○伊勢委員 そうすると、各校１名配置して６時間とご回答がございました。 

  例えば、私たちが一番心配しているのは、あいた時間、当然非常勤講師の先生が担当すると

いう仕組みは今回予算の中に盛り込まれているわけですよね。そうしますと、問題は小学校の

一番、４年生、５年生、６年生とある意味例えば、算数でいくと数字的な受けとめ方からだん

だん抽象的な分野でさまざまな、算数に置きかえるとさまざまな難しい課題が出てくるんだと

思うんです。問題は、そういった学級担任として受け持っている先生がすぽっと抜けていくと、

当然移動時間が生じてまいりますね。そうすると、どのぐらいあくんですか。教育委員会とし

てカリキュラムの編成の過程だと思うんですが、どのくらいの時間があくのか。その辺お確認

させてください。 
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○土見副委員長 遠山学校教育課長。 

○遠山教育委員会教育部学校教育課長 先ほど申し上げましたように、非常勤講師については週

30時間を配置するとなっております。２つの小学校で１つの中学校の中学１年生の授業に入る

場合には大体週に３回程度は入れると計算しております。そこで、小学校に配置する非常勤講

師の持つ教科等でございますけれども、小学校五、六年生の国語算数につきましては担任の先

生にしっかりと教えていただく、また配置する非常勤職員の得意、不得意もありますのでその

得意、不得意に合わせて社会科であるとか体育であるとか図工であるとか、その辺を専門的に

持っていただくというすみ分けの中で時間を生み出したいと考えております。 

○土見副委員長 伊勢由典委員。 

○伊勢委員 そうすると、社会、体育、図工とこれが非常勤の先生の扱う中身ですね。 

○土見副委員長 遠山学校教育課長。 

○遠山教育委員会教育部学校教育課長 済みません、国語算数以外の教科で非常勤の得意なとこ

ろを持っていただくとなります。 

○土見副委員長 伊勢由典委員。 

○伊勢委員 そこで、そういう国語算数以外。国語算数は要するに教科担任の先生、ちゃんと教

えるということで捉えていただきたいと思いますが、そうすると例えば学期末、いろいろ点数

つけがあるでしょう。当然ながら学期末にこの子供さんはこうでした、ああでしたと。生活態

度も全部通信表というか、そういうものに反映させられると思うんですけれども、例えば主に

国語算数を除いたところは教科担任の先生が教えてそれ以外のところを教えますよと、３つぐ

らい、さっきお話があったけれども、こういうものの点数の評価採点というのはスムーズにい

くんでしょうか。 

○土見副委員長 遠山学校教育課長。 

○遠山教育委員会教育部学校教育課長 お答えいたします。 

  このような非常勤講師には１年間を通して理科または社会等を持っていただくことになりま

す。評価もこの非常勤講師が行うことになりますけれども、評価につきましては担任と十分連

携をとりながら評価するというところで考えております。 

○土見副委員長 伊勢由典委員。 

○伊勢委員 そういうことで十分やっていこうということなんですが、ただ何だろうな、小学校

から中学校に行く先生は聞くところによると３時限ぐらい、中学校の授業を持つような話を聞
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いたものですから、そうすると、小学校の担任のクラスでいうと何年何組、五、六年生のどこ

かの組の授業について、３つぐらいの単位があくということなんですか。ちょっとその辺がわ

からない。 

○土見副委員長 遠山学校教育課長。 

○遠山教育委員会教育部学校教育課長 お答えいたします。 

  小学校に、例えば５年生２クラス、６年生２クラス、４クラスあったとすれば非常勤講師は

それぞれの学級にまたがって教科を持つようになります。ですから、大きな時間が１つの学級

からあくとはなり得ません。 

  以上でございます。 

○土見副委員長 伊勢由典委員。 

○伊勢委員 ２クラスぐらい持つということです。そういう担任ですみ分けをしていく仕組みで、

言ってみれば例えば今まで、私的に考えると同じ先生で５年生６年生でずっと来た、教科担任

でいた先生がその時間帯抜けてしまう、ほかの先生が来る。子供さんの成長の度合いの関係で

非常に何ていいますか、あれ、何でこの先生来るのかなという、そういうことも拭えないのか

なと思うんです。やはり、同じ先生だったら同じ目線で同じ会話して子供さんのいろいろな生

活状況もトータルで読めると思うんです。１学期、２学期、最終の学期のときにいろいろな評

価につながっていくと思うんですが、一番懸念するのはまずそこが１つ、私たち一番この問題

について懸念するところなんですけれども、スムーズにいくんでしょうか。 

○土見副委員長 遠山学校教育課長。 

○遠山教育委員会教育部学校教育課長 お答えいたします。 

  中学校に入れば、子供たち全て教科担任制ということで、それぞれ別の教員が担当すること

になります。この制度は、専科という言葉使って私たち表現しておりますけれども、ある教科

だけ専門的に持つ、５年生６年生が専門的な教科を持つというところは全国的にやられていく

ところでありますし、それによって子供たちは先ほどから申し上げますように、人とかかわる

力、１人の担任が持つメリット、デメリットがありますので、その辺をしっかりとメリットを

生かしてまいりたいと考えております。 

○土見副委員長 伊勢由典委員。 

○伊勢委員 わかりました。 

  では、もう一方のデメリットは何が一番懸念されますか。 
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○土見副委員長 遠山学校教育課長。 

○遠山教育委員会教育部学校教育課長 説明不十分で申しわけありませんでした。 

  １人の担任が持つことによって、子供たちを朝から晩まで全て見られるというメリットはあ

ります。またしかし、１人の担任と35人、または40人の子供たちが１日ずっと同じ教員とやり

続けるという、メリットになることもあるし、またデメリットになるところもあります。その

辺をうまく中学校の教科担任制につないでいきたいと考えているところであります。 

○土見副委員長 伊勢由典委員。 

○伊勢委員 私的には、同じ先生にやはりきちんとそれこそおはようございますから帰りの挨拶

を含めて同じ教師、教員の目線で丁寧にやっていただいたほうが、十分な教育効果を上げるん

じゃないかと、私素人ですから、教育分野、素人的に考えてそう思いますので、やはり小中教

育一貫教育についてはそういう問題も含めて慎重に取り扱うべきではないのかと思うところで

す。 

  もう一つ、学区割の資料を出してもらいましたので、丁寧な資料をありがとうございました。

22ページから23ページという市内全域での学区割が書かれております。前にも課題としていろ

いろお聞きをしたんですけれども、中学校と小学校移動の時間がかなりあるということですよ

ね。そうすると、移動の時間の関係でやはり小学校の先生が行く、中学校の先生が行くと時間

差が出てくるでしょう。そこはどうなっているんですか。 

○土見副委員長 遠山学校教育課長。 

○遠山教育委員会教育部学校教育課長 小中の教員が相互に乗り入れする時間ですけれども、３

時間程度と考えております。それは移動時間だけでなくて教材研究の時間、準備の時間、また

評価をする時間、合わせて３時間と考えております。 

○土見副委員長 伊勢由典委員。 

○伊勢委員 ３時間。 

  例えば、こういう例があったらどうなのかと私的に考えた。例えば、小学校の先生がある中

学校に行きます。行く途中で事故があった。あるいは、ある先生が朝の仕事にさあ行こうかな

と思ったときに体調が悪くなったとか、最悪のケースを考えなきゃないですよね。やはり、授

業保障しなきゃならないから。そうすると。そういうときの対処はどういうふうになるんです

か。 

○土見副委員長 髙橋教育長。 
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○髙橋教育委員会教育長 当然、公務でありますので、公務災害の対象になります。 

  行く約束をしていて相手方の学校に行けない、これは人間生身ですから、当然あることであ

りますが、その場合には本来の担任が本来の教員が授業をすると。こういったことは電話のや

りとりで済むわけですので、その辺は柔軟に進めてまいりたいと考えております。 

○土見副委員長 伊勢由典委員。 

○伊勢委員 公務災害はわかります。それはそれで公務についての中で起きることですから。た

だ、やはりそういうことも含めて考えなきゃいけない。当然、安定して教育するためには、学

校担任制、中学校は教科担任ですから、小学校とは意味合いが違うと思いますが、そこは十分

検討していただいて、やはりそういうことがないように、やはり教育を受けるのは子供さんで

すから、それを万全に保障していく必要があると思いますので、その辺はひとつよろしくお願

いしたいと思います。 

  この問題についてさまざま、実は入間市から何点か教組のアンケートを寄せていただいたん

ですよ。時間もありませんので、端的にお話だけしますが、やはり小中一貫教育についての意

見ということで自由記載で入間市の教組のアンケートを取り寄せていただきました。その際、

小中一貫教育についての意見で負担が大きいと、派遣された教師の、そういうことがありまし

たし、なかなか教師として赴く意味が見出せない、粗々でいうとそういう意見などもあります。 

  やはり、望むところは小学校でこの間総務教育常任委員会があって鎌田委員も適切なことを

言ったなと思うんですが、小学校で４年、５年、６年といくとやはりわからないと、そうする

と３年生、２年生かな、そこに戻って勉強しなさいと指摘されたと鎌田委員が言っていらっし

ゃるので、私的にはむしろそういう年代の子供さんをしっかりと支援する、その仕組みのほう

がよほど教育効果としてはあるんじゃないかなと思います。 

  これは、これ以上議論しても小中一貫教育を進めていくのが市教委の立場ですので、ただそ

ういう現状もあるということをしっかりと踏まえていくことが大事じゃないかなと思いますの

で、これはある意味慎重に、私的には取り扱うべき事案、案件なのかなとは考えているところ

です。 

  これでずっと議論するわけにいきませんので、この辺に終わらせていただきます。 

  次に、再開発事業についてちょっと触れさせていただきます。 

  先ほど、再開発事業について土見委員からも非常に大事なことが、私は述べられたのかなと

思うんですよ。再開発事業をめぐって、資料№13ページの再開発事業の関係で海岸通の子育て
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支援施設、74ページ、これに関連しながら質問させていただきたいのと、あわせて再開発事業

の関係で同じ説明資料の90ページをひもときながら確認させていただきたいと思います。 

  念のためにお聞きしたいんですけれども、実は去年の２月定例会の際に、市議会として附帯

決議を出したとなっております。一番は要するに身の丈に合った再開発、もう一つは金融とい

うか、それについての透明化という、大筋、もうちょっとあったかとも思うんですが、そうい

う点も含めて、もう一つ、事業について議会にも市民にもわかりやすくきちんと明らかにして

いくべきだというお話がされたかと思うんです。 

  そこで前段の議論でもう少し発展させていくと、いずれは今回の予算を見ると全部で６億

4,500万円ですよね。そうすると、91ページのところでいえばオレンジで塗られた部分が今回

主に６億4,500万円となっておりますが、そうすると、平成30年度、つまり今年度新年度に向

けてどのぐらいの事業規模を考えていけばいいのか、その辺だけ確認させてください。 

○土見副委員長 鈴木復興推進課長。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 お答えいたします。 

  資料91ページのこのパースに色を塗ってございます。29年度事業分の大体組合で今回施行す

る部分を、イメージとして記載してございます。大体住宅等で40％、２番地区で記載している

部分の20％部分が入ってくるというところで、色を塗っていないところのほうが残り30年度に

なってきますので、大体この間の組合総会で事業費39億円ということで削減してございます。

そのうちの29年度の総事業費といたしまして、およそ14億円程度が今回事業費に29年度で実施

する事業費でございまして、残り30年度で建築工事、建設工事もほぼ終わりますので、大体残

りの19億円ぐらいが30年度で工事する部分かなということで予定してございます。 

  以上でございます。 

○土見副委員長 伊勢由典委員。 

○伊勢委員 そうしますと、新しい各事業、海岸通再開発事業についてこの間臨時総会開いて39

億円何がしに縮めたということですが、そうすると今回29年度の14億円というのは再開発事業

そのもののどの部分に当たるんでしょうか。まずそこから確認。 

○土見副委員長 鈴木復興推進課長。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 この赤で記載している部分が、29年度の14億円の事

業費の部分です。 

それに対して市で出す補助金が、これに記載してございますこの事業費に対して６億4,000
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万円ほどの補助金を出すということでございます。 

○土見副委員長 伊勢由典委員。 

○伊勢委員 そうすると、来年の19億円と事業規模をふやしていくということですので、おおむ

ね、粗々で結構ですけれども、来年度の市から出すべき予算はどのくらいの規模になるんでし

ょうか。 

○土見副委員長 鈴木復興推進課長。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 お答えします。 

  大体９億円弱ぐらいではないかということで予定していまして、ここが29、30が事業のピー

クだと見てございます。 

○土見副委員長 伊勢由典委員。 

○伊勢委員 そうすると、９億円と今回の６億円と総じてという話になってまいります。 

  これは補償費が今回含まれているのは２番地区の補償費ですよね。１番地区は来年度と予定

されているんですか。補償費は。 

○土見副委員長 鈴木復興推進課長。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 補償費につきましては、１番地区２番地区とも今回

の29年度がほぼ全額でございまして、30年度につきましては工事費が主なものかと思います。 

○土見副委員長 伊勢由典委員。 

○伊勢委員 わかりました。 

  前段、議会の附帯決議あるいは予算特別委員会委員長の報告はるる述べましたので、繰り返

しは避けますが、要するに補償費を１番地区、２番地区出してそうすると今回と来年度をもっ

てほぼ、何ていいますか、再開発事業としての建設の費用、予算について大体ほぼ完結してい

く予算だと捉えていいんでしょうか。 

○土見副委員長 鈴木復興推進課長。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 今の組合のスケジュールですと29、30で建設を終わ

って31年の初夏には全て手続を終わって竣工、まち開きみたいな形のイメージで今進んでいる

状況でございます。 

○土見副委員長 伊勢由典委員。 

○伊勢委員 それで、先ほど大事な指摘を土見副委員長がした、大事なポイント最後くだりだっ

たと思うんです。といいますのは、今後再開発事業の中にもう一つ組まれているのは公共駐車
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場ですね、公共駐車場もつくっていく。これはどのくらいの予算規模として考えられればいい

んですか。 

○土見副委員長 鈴木復興推進課長。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 駐車場につきましては、組合で建設をして市に取得

の申し出があるという状況でございまして、その取得時につきましては30年度から建設が始ま

りますので、その取得時については組合と市で今後協議していくという状況でございまして、

現在の権利変換計画の中では1億9,000万円弱ぐらいで市に取得を要請されるのではないかとい

うことで、組合の権利変換計画の中で保留床の額を今決めている状況でございます。 

○土見副委員長 伊勢由典委員。 

○伊勢委員 建設にかける予算というのはおおむねどのくらいなんでしょうか。 

○土見副委員長 鈴木復興推進課長。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 大体、４億2,000万円ぐらいが駐車場に係る事業費

となっております。 

○土見副委員長 伊勢由典委員。 

○伊勢委員 そうしますと、先ほど４億2,000万円。いずれは、前段の質疑もございまして今ま

での公共駐車場ですと特別会計でやってきて、繰り上げ需要で赤字になった分について前倒し

をしてきた。これはもうなくなりましたのでこれ以上言いませんが、そうしますと、先ほど商

工港湾課長からも、一般会計でやっていくのか特別会計でやっていくのか、まだ収支見通しが

立たないというお話があったんですよね。そうすると、収支見通しが立たないということは事

業そのものの採算がいまだもってはっきりしない。公共駐車場についても明確ではない。それ

から、建物をつくっていくということでどんどん事業展開をするものの、今後まちづくり会社

というんですか、そういうところで公共駐車場の管理をしていくということになるのかなと思

うんです。 

  そうしますと、いわば実際上の、例えば収支というのが公共駐車場についてもまだ明確では

ないということで、建ってみなければわからないというのかな、そういう感じの回答だったと

思うんです。私的に受けとめると。 

  実際、一番懸念しているのは例えば一般会議を開いて組合員の皆さんからこういう計画書と

いうかスケジュール表をもらいました。そうすると、公募についてはテナント募集は大体平成

29年４月からテナントの選考会は８月と、こうなっているんですね。簡単に言うと、物は建て
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る方向で予算は組まれている。来年度もそうなっている。ところが、一番基本となるべきテナ

ントが、どこが入るのかというものがないままのスタートなのかなと思うんです。 

  そうすると、保留床についてテナントが入らないままの形で進むとすると、つまりは再開発

事業の形として事業がどこかで資金ショートする、パンクしちゃうんじゃないかと、わかりや

すく言うと、そういうところが一つあるのではないかなと思うんですが、それはどうでしょう

か。 

○土見副委員長 鈴木復興推進課長。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 お答えいたします。 

  再開発事業と組合である事業と、まちづくり会社でテナント募集する事業はまた別なもので

ございますので、再開発事業としてはこの建設をしてやっていく資金計画についてはもうでき

て県の認可を受けているという状況でございます。それを受けてまちづくり会社がテナントを

募集していくということがこの間の一般会議の中で、４月以降具体的に募集をしていくという

話があったのかなと思います。 

  その辺につきましては、水面下でいろいろテナント交渉をしていって、実際の契約に至るの

が４月以降ですよということですので、まさか当てもなくまちづくり会社も動いているわけで

はないところですので、実際の契約が今度年度明けて動き出していくことですので、その辺に

つきましてはまちづくり会社もそれが民間のやり方というのはやはりものができ上がってきて

から、きちんとしたもので契約をするというのがまちづくり会社の方針でございますので、そ

の辺はそこの中で担当でやっていただいて事業を進めていっていただきたいと思います。 

○土見副委員長 伊勢由典委員。 

○伊勢委員 つまり、４段構えくらいになっているのかなと、今の話聞くと。１つは再開発組合

あります、建物をつくっていきます、事業費が39億円ですと、資金あるいは権利変換というも

ので、それぞれ土地を持っていらっしゃる67人の方々の権利変換をしていくと。 

  そうすると、いずれは開発組合は解散しますから、まちづくり会社の責任が大きくなっちゃ

うんですよね。管理するわけですからね。まちづくり会社そのものの募集もかけるし、テナン

ト自身の維持管理も出てくるので、一番そこら辺が私たち議会としてはようわからんわけです

よ。つまり、去年の決議で上げてそういうところでそういうふうに透明化してくださいよとは

言うものの、せいぜいやってこの間の一般会議で私たちが知り得たのはこの情報ぐらいなもの

です。 
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  そうすると、再開発組合自身で事業を行って海岸通の更地をきっちりまちづくりを進めて、

これは何も否定するものは何物もございません。何も否定する意思もございませんし。ただし、

私たち議会の側で言えば、私たち議会の側の説明責任が発生しますし、当然ながら組合自身は

組合として事業を一生懸命議論して組み立てをしてその方向ということなんですが、問題は塩

竈市との関係でそういうなかなか議会の側でも判断に苦しむような説明なり対処なりになって

いるので、各議員からもそういう声が出てくるんですよ。その辺について、今後どうされるの

か、そこだけ確認させていただきたい。 

○土見副委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 再開発事業についてご心配いただきまして感謝申し上げます。 

  今、伊勢議員からお話しいただきましたように、この事業、本来は第１種市街地再開発であ

ります。基本的に組合施行であります。 

  今回、東日本大震災の制度を活用しても、５分の４の補助という状況であります。そちらに

ついては、議員の皆様方にもご説明させていただきました。その後、資機材の高騰が想像以上

を超えるという中で、なかなか組合施行としてこの事業を完遂していくことについては、大変

困難が発生してきているというお話をさせていただく中で、５分の４の差額の５分の１につい

て塩竈市として補助できるようなことをお願いできないかということで、議会にご説明させて

いただきました。 

  その際に、議会の皆様方からその部分だけで本当にいいんですかと、そのほかに塩竈市が支

援を考えている部分があるのであれば、全体像をまずしっかりと説明すべきではないですかと

いうお話をいただきました。我々も全くそのとおりだと思っておりましたので、これから先、

今塩竈市として考えている支援メニューについてということで、大きくは今申し上げました５

分の４の積み残し分の５分の１を補助させていただければということであります。２点目とい

たしましては、今都市施設として計画決定をいたしております公共駐車場を、組合で今担当が

申し上げましたように今後施工いたしてまいります。でき上がった後に、塩竈市として施設を

引き取らせていただきたい。そのために、これぐらいの事業費が必要でありますというお話を

させていただきました。３点目といたしましては、新たな子育て支援施設として当時は４階建

てでありました。業務棟が４階建てでありまして４階部分を子育て支援施設として活用させて

いただきたいと、それに要する費用についてはこれこれこういうことですということを議会の

皆様方にも明らかにさせていただいてまいりました。その後に、組合としては前の計画ではや



-99- 

はり保留床処分価格とかその他資金計画、さまざまな視点からもう１回全体事業費の見直しを

したいというお話が組合員の中で発生いたしまして、先ほど申し上げましたとおり、２月初旬

にようやく計画変更の内容を、当然のことでありますが、組合員の方々にお諮りをされたとい

うことであります。組合の中でも、約39億円であります、44億円からたしか５億円引き下がっ

たかと思いますが、39億円で今後事業を進めていくということが了承得られたわけであります。

その後、そういった計画に基づきまして今県と引き続き事業調整を図らせていただいています

ということを、申し上げさせていただきました。 

  私どもといたしましては、早急に39億円という事業費を組合から確認させていただき、この

事業計画をご説明した際にしっかりとその内容等についても議会に報告をするようにというご

指導をいただいておりますので、39億円の内容についてまず議会の皆様方にご報告をさせてい

ただきたいと考えているところでございます。よろしくお願いいたします。 

○土見副委員長 鎌田礼二委員。 

○鎌田委員 私からはまず市長に質問させていただきます。 

  平成29年度の当初予算の概要ということで見やすいやつをつくっていただきました。これを

使いたいなと思います。 

  29年度当初予算のポイントということで、予算の特徴ということで３項目記載をされている

わけですけれども、１つは人口減少に歯止めをかけ定住促進につながる取組に重点配分、２つ

目に、「復興まちづくりの総仕上げ」に向け着実な復興を実現するための事業を予算化。３つ

目に安心できる暮らしの実現とまちの活力を生み出す事業の推進ということで、この３つの項

目が挙げられているわけです。 

  やはり、力の入れられているところというか、方針としてはこれでよろしいんですか。 

○土見副委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 再三申し上げますが、定住、交流、連携という重点施策で展開させていただいてお

りますが、再三ご報告させていただいておりますとおり、さきの国勢調査で目標人口が既に５

万5,000人を下回ったということについては、我々も大変深刻な問題であるということで、こ

この①で人口減少に歯止めをかけ定住促進につながる取組に重点配分ということを、まずは１

番目に持ってきたということでございます。よろしくお願いいたします。 

○土見副委員長 鎌田礼二委員。 

○鎌田委員 わかりました。 
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  それで、３項目についてそれぞれ市長として力を入れているといいますか、今回の目玉とい

うか、それぞれの項目についてどういったものが挙げられるのか挙げていただきたいなと思い

ます。 

○土見副委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 それらの実は具体的なものにつきましては、ごらんいただいております資料４ペー

ジに、例えば人口減少対策の推進の重点戦略であります定住ということの中で、子育て支援の

充実、学校教育の充実、快適で便利なまちづくりといった項目について今回予算計上させてい

ただいております。 

  もちろん、この多岐にわたる分野について予算を計上させていただいておりますが、そうい

った中でも今回新規にということで塩竈アフタースクール事業の実施でありますとか、あるい

は放課後児童クラブの指定管理、これは実際の中身は継続でありますが指定管理者にというこ

とであります。それから、小中一貫教育といったものもこの中身として学校教育の充実のとこ

ろに盛り込ませていただいております。その他、快適で便利なまちづくりということで議員の

皆様方からも大変なご指導をいただいております市道整備の促進、あるいはいよいよ拡大分の

ＮＥＷしおナビ100円バスの運行といったことが、平成29年度新たな形で予算計上させていた

だいておると考えているところでございます。 

○土見副委員長 鎌田礼二委員。 

○鎌田委員 ありがとうございます。 

  今回新規事業も何個か乗っかっているわけでございますけれども、取り入れたかったが断念

した、予算的に問題もあって、と思うんですが、そういった項目はありますか、何か。 

○土見副委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 人口減少対策という視点ではないのかもしれませんが、同じ質問を志子田議員から

いただきました。取り残した部分というのはどういった分野でしょうかというときに２つぐら

いこういったものも本来はということでお話をさせていただきましたが、その中で、特にとい

う思いがございますということで申し上げましたのは、やはり商業者の皆様方も大変な震災復

旧復興で悪戦苦闘されております。 

  過去におきましても、割増商品券という形で３年間連続して取り組みをさせていただきまし

た。今回は、残念ながらそういった部分については予算計上ができなかったということをご答

弁申し上げさせていただいたかと思っておりますが、全く今でも同じ気持ちでございます。 
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  以上でございます。 

○土見副委員長 鎌田礼二委員。 

○鎌田委員 ありがとうございます。 

  次に、実施計画の見やすくまとめられているので、これを使って質問を進めていきたいと思

います。 

  この中の21ページに自殺対策緊急強化事業があるわけですけれども、これは27年度から書い

てありまして、29年度、それから今後の計画でしょうか、31年度まで掲載をされているわけで

すが、27年度が100万円、28年度が70万円、29年度が約30万円弱ですか。ということで、下が

りに下がってきているんですけれども、やはり交通事故より自殺が多い中でなぜこれが下がっ

てきているのか。もっと力を入れるべきじゃないのと。いわゆる命の大切さを訴えて活躍して

いただく、貢献していただくというところが私は大切だと思うんですが、なぜこんな少ないん

ですか。 

○土見副委員長 草野健康推進課長。 

○草野健康福祉部健康推進課長 ただいま、ご質問いただきました実施計画の計上予算の中で29

年度の分ですね。なぜ30万円計上になっているのかというお話です。 

  実は、正直に申し上げますと、我が課としましては約70万円ほどの要求をしたところですが、

予算編成の中でこういった仕上がりになってしまったというのが実直なお話であります。ただ、

組織として予算全体の配分の中でそう決まったということでございますので、それを踏まえこ

の与えられた30万円の範囲の中で、例えば一般の方向けのメンタルヘルス講習会とか相談事業

等を、この中で頑張っていきたいと考えてございますので、ご理解をお願いします。 

○土見副委員長 鎌田礼二委員。 

○鎌田委員 そうですか。 

  寿命で亡くなるなら仕方ないというところはあるわけですけれども、これはみずからという

ことになると、本当に社会的にもったいないという表現はいいのか悪いのか、思うわけですね。

ことしに懲りずに私の質問を題材でいいですから、上げていただくように強く要望していただ

きたいなと思います。 

  次に、ページ数が移りまして28ページ、木造住宅耐震対策事業ですけれども、これまたずっ

と忘れたころに強い震災がやってくるのかもしれないですけれども、きのうえらい強い地震が

あってびっくりしたんですが、そんな中でこれもまた先ほどと同じように下がりに下がってき
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ているんですけれども、これはこんなものでいいのか、いわゆる耐震化がみんな進んでいるの

か。私は進んでいるとは思えないんです。やはり、助成を上げてやるとか、割合を、上限を上

げてやるとかすればもっと利用してくださる、まだ耐震強化おくれているという方はおられる

とは思うんです。この辺についてはいかがですか。 

○土見副委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 木造住宅耐震対策事業についてご質問いただきました。 

  実は、本市におきましては木造住宅耐震化を平成27年度まで90％という目標で取り組んでま

いりました。もう27年度でおかげさまで目標の90％達成ができております。次の段階が95％達

成するということの計画を策定させていただいております。平成28、29年度と、引き続き95％

を達成するための必要経費を計上させていただいたところであります。もし間違っていました

ら、担当課長からも補足をいたさせます。よろしくお願いいたします。 

○土見副委員長 鎌田礼二委員。 

○鎌田委員 わかりました。 

  この耐震補強、ある程度進んでいるにしろ、また本来耐震化がされている建築基準法で何年

以降というやつは、でもこの間の震災とたび重なる地震で緩んできているところはという状況

にあると思うんです。やはり、その建築基準法、新しいのができた以降のやつではこれは利用

できないんですか。 

○土見副委員長 佐々木定住促進課長。 

○佐々木建設部定住促進課長 お答えいたします。 

  新しい耐震基準になったのが、昭和56年でございます。今回の熊本の地震の例での報告なん

ですけれども、やはり56年以前の建物の被害が大きかったということで、おおむね56年以後に

建てられた建物の被害は最小限に抑えられたと報告を受けております。 

  当市といたしましても、宮城県の耐震化促進委員の協議会に参加しているんですけれども、

その中でも56年以前に建てられた建物の耐震化を急ぐべきだとなっておりますので、当面は56

年以前の建物に対して補助を行ってまいりたいと考えております。 

○土見副委員長 鎌田礼二委員。 

○鎌田委員 そういうふうにはなっているんでしょうけれども、やはり旧来の基準法で建てられ

た家については補強を進めていただく、それを今95％、市長が言われていましたけれども、早

急に進めていただいて、なおかつ並行してそう頭をかたくせずに緩みがあるわけですから、か
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なり、流用という表現は悪いんですけれども、使えるような、使い勝手のいいものに、市独自

でやられたらいいのではないかと思います。これは論議するとだめなんでしょうから、次に移

らせていただきます。 

  30ページの市道整備事業の中の側溝いろいろ、次のもう少し後にも出てくるんですよね。道

路の維持補修工事費とか。この金額を見ますと、道路維持補修工事費については29年度、

1,000万円プラスされてこっちはほぼ変わりない、30ページのほうは。総括質疑で質疑をさせ

てもらいましたが、トータルするとふえているという解釈なんですか。またほかにあるわけで

すか。 

○土見副委員長 本多土木課長。 

○本多建設部土木課長 こちらに載せているのは、役所の中の政策経費と言われている部分で通

常の維持経費、道路の維持補修経費というのは予算書には載っておりますが、こちらには載っ

ておりません。維持経費でも、今回増額をさせていただいておりますので、今回実施計画だけ

でも1,000万円ぐらいふえていますが、維持経費でもまたふえておりますので、全体的に道路

整備予算に関してはふえているという見方をしていただいて構わないと思います。 

○土見副委員長 鎌田礼二委員。 

○鎌田委員 わかりました。 

  とは言うものの、需要がいっぱいありますので、なおかつふやす方向で考えていただきたい

なと思います。 

  次に、38ページの私道等整備補助金交付事業についてです。これを見ますと、ここにある資

料上27年度からそして29年度も一緒、予定であろう31年度まで全部100万円という考え方なん

ですね。これは何回か私も言わせてもらっているんですけれども、道路は私道であろうが市道

に皆つながっている、国道にもつながっているという考え方からいくと、整備が私は必要だと

思うし、全体的に塩竈市に住みたいという要素になる一つでもあると思うので、これはやはり

少しでも進めてほしいところなのですが、これは考え方としてずっと変わりない。これは私不

満きわまりないわけですけれども、この間の総括質疑、いつか、大分前のやつではいわゆる利

用者がこの程度ですよという話でしたけれども、やはり利用の補助率を上げれば利用する人は

かなりふえると思うんです。その考え方、ふやす気はないのか。補助率を上げてやる、そうい

う方向的な考え方はないのか、そこをお伺いしたいと思います。 

○土見副委員長 本多土木課長。 
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○本多建設部土木課長 鎌田先生おっしゃるとおり、道路はつながっているということは私も維

持を担当している者として理解をしております。ただ、守備範囲論ではありませんが、まず

我々が守備範囲として守るべき路線が当然ありまして、特にちょうど同じページの37ページに

も、今回専決等でもご報告させていただいておりますが、我々が本来守るべき路線でちょっと

した事故が続いているということで、やはり予算のかけ方といたしましては我々はやはり守る

べき路線をまず最優先にやらせていただきたいということで、申しわけないんですが、私道の

方は現状でとどめているという形です。 

  なお、執行率が低いというところでその辺についてはやはり一つの要因としては補助率もあ

るんですが、複数で持っているケースが多くて皆さんの合意形成というのが難しいということ

がありますので、その辺のご相談なんかにも乗せていただきながら整備できることでのアドバ

イス等をしていきたいと考えています。 

○土見副委員長 鎌田礼二委員。 

○鎌田委員 言おうとしたところを言われちゃったんですが、いわゆる補助率が、執行率ですか、

低いというのは要素として助成率が低いところが一番大きい要因だと私は考えるんですね。 

  どうせ、そこで執行率も低くて予算が100万円とっても残るという状況であれば、比率をぽ

んと上げてあれば、ちょっと様子見たらいかがかなと。ちょっと毎年変わるんじゃ困るんでし

ょうけれども、ことしは比率をちょっと上げてあげる。少しでも予算の範囲内でやれる範囲と

いうのはある程度出てくると思うので、そういった検討もぜひ、予算100万円しかとれないの

であれば、その100万円をきっちり使っていただく、喜んでいただくという考えで、比率を助

成率を探っていただきたいなと思います。 

  これも、これだけ話していると時間がなくなるので、今度は62ページ、塩竈市けやき教室設

置事業についてお伺いします。 

  これについても予算がずっと、27年から変わらないという状況なんですが、392万円、約400

万円。この内訳、どうなっているのか。それから、教えてくださっている教師の方々にある程

度、交通費程度のはあるんだろうと思うんですが、それはどうなっているのか。その辺の内訳

を簡単でいいですから、教えてください。 

○土見副委員長 遠山学校教育課長。 

○遠山教育委員会教育部学校教育課長 まず、けやき教室ですけれども、多賀城市、利府町、塩

竈市で負担金を割りながら予算は計上しておりまして、中身としましてはほとんど非常勤職員
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の報酬となってございます。 

  以上でございます。 

○土見副委員長 鎌田礼二委員。 

○鎌田委員 そうすると、事業内容の黒印で専門指導員２人を確保するための経費と、これがも

う大半ということでよろしいんですか。（「そうでございます」の声あり）わかりました。 

  次に、そうですね、低いなという声も出ましたけれども、ある程度やりがいを持っていただ

いてそれで子供たちがお世話になっているわけですから、少しでも考えていただければなと。 

  次、77ページ、塩竈市スポーツ施設整備事業についてお伺いいたします。 

  これについては、ことしインターハイが少林寺拳法種目であるということでお世話になって

大変ありがたく思っているわけですが、この整備事業、ずっと見ると平成27、28年度、今まで

はここ３年間だけですけれども、何らないんですが、体育館の設備でふぐあいはなかったのか。

計画的に例えば５年に１回総合的な整備をやられてきているのか。その辺の管理状況をお伺い

したいと思います。 

○土見副委員長 本田生涯学習課長。 

○本田教育委員会教育部生涯学習課長兼生涯学習センター館長 それでは、お答え申し上げます。 

  確かに、来年度このようにスポーツ施設の整備事業ということで予算化させていただいてご

ざいますけれども、今までも修繕についてはやはり体育館につきましても20年以上たってござ

いますので、修繕については適宜やってこられました。 

  しかし、今回インターハイということで全国から高校生をお招きするということになりまし

たものでしたから、今回は今まで修繕で少しずつ修理をしてきたところを一気にといいますか、

少し大仕掛けに整備するということになってございます。 

  今後、おっしゃるように、ぜひ計画的にスポーツ施設を修繕だったり補強だったり、そうい

うことをさせていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○土見副委員長 鎌田礼二委員。 

○鎌田委員 ありがとうございます。 

  それから、インターハイ予算として約400万円幾ら、たしか計上されていると思うんですが、

使い道の主なところといいますか、本当に概要で結構なんですけれども、どういうふうなお金

の使われ方をしているのかなという、その辺を教えていただけたらなと思います。 
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○土見副委員長 本田生涯学習課長。 

○本田教育委員会教育部生涯学習課長兼生涯学習センター館長 お答えいたします。 

  この予算につきましては、塩竈市で実行委員会を運営するわけなんでございますが、こちら

の実行委員会に補助金として予算化をさせていただくものでございます。大きな部分につきま

してはまずメダルですとかレプリカとか子供たちのための入賞メダル等、印刷製本費としまし

てプログラムとかそういったものを印刷するということで数々の大会運営、教育的な環境整備

ということで、実行委員会にこのような額の補助ということになってございます。 

  以上でございます。 

○土見副委員長 鎌田礼二委員。 

○鎌田委員 ありがとうございます。 

  今回インターハイということですけれども、塩竈市を会場に何年前でしたっけ、大分前にな

りますけれども、国体の種目としてバドミントンで私のところも民泊を引き受けて、たしか香

川県と熊本県から選手がうちに宿泊して体育館で出場したと記憶があるんですが、今回は少林

寺拳法であれなんですが、宿泊設備が塩竈市は余りないんですが、問い合わせとかあったかど

うか。 

  宿泊するのであれば仙台とか松島に行っちゃうのかなと思うんですが、普通は何日か前に来

て宿泊して、市内やらなんやらでそういった設備があれば前もって総仕上げをして大会に臨む

というのが普通の大会かなと思うんですが、そういった宿泊の問い合わせやら実際はどこかに

泊まってどこかで借りてどうのこうのというのは、そういうことも耳にはすることなんでしょ

うか。どういう状況なのかお聞かせください。 

○土見副委員長 本田生涯学習課長。 

○本田教育委員会教育部生涯学習課長兼生涯学習センター館長 確かに、委員おっしゃいますよ

うに、民泊をあっせんした時代もございましたけれども、今回インターハイとしましてはエー

ジェントに一括で宿泊の手配をという形になっております。これはさまざまなご意見、反省が

ございました中で、生徒さんたちの選手としてのコンディションの統一化といいますか、それ

ぞれに均等にといいますか、不公平感が出ないようにということでこのような取り扱いになっ

ていると伺ってございます。 

  以上でございます。 

○土見副委員長 鎌田礼二委員。 
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○鎌田委員 では、よろしくお願いします。 

  次の質問に入らせていただきます。 

  109ページの先ほどもありましたが、海岸通地区の震災復興市街地開発事業についてお聞き

します。資料はあともう一つは資料№13の、先ほども話題に出た74ページ、それから90ページ、

この部分を使って質問をしていきたいと思います。 

  海岸通については、私も去年のちょうど１年前私も予算特別委員会の委員長をやらせていた

だきましてこれについて結構意見がいろいろ出まして附帯決議をしました。その附帯決議から

チェックをしていきたいんですが、ここで項目を５項目、大きく細かく砕けば５項目について

決議をしたわけですが、その中で１番目、海岸通地区震災復興市街地再開発事業の事務事業を

執行するに当たっては、ビジネスとして当該再開発事業を組み立て、事業後予測されるキャッ

シュフローを銀行団とも調整し、開発可能な採算ラインを理解できるようにすべきであるとい

う項目がまず１項目乗っかっているんですが、これについてはこれに該当することをやってこ

られましたか。 

○土見副委員長 鈴木復興推進課長。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 附帯決議につきましては、組合にもお渡しいたしま

して共通認識を持ちまして取り組んでいこうということでやってまいりました。組合では、ま

ずは事業可能な事業の推進のために事業費を圧縮、削減しようということで今回ずっと検討し

てきたんですけれども、業務棟の削減でありますとかそういったことをして44億円から39億円

に事業費を削減してきたと。それを含めて、銀行団等、いろいろな金融機関と資金計画を調整

しながら今進んでいるという状況の中で、そこについては実行していると認識してございます。 

○土見副委員長 鎌田礼二委員。 

○鎌田委員 さらに、市当局は公的支援及び保留床処分等に係る経過について情報公開の基本監

視の今日、常に問題を正確に把握し問題を先送りせずに、速やかに市民及び議会に報告するこ

とということがありましたが、余り報告されていた覚えはないし、どういうふうになっていた

のかなと思っているところに、一般会議やら総会の案内が届きました。その間は全然そういっ

た、何もなかったように私は感じているわけですけれども、これについてはまずどうですか。 

○土見副委員長 鈴木復興推進課長。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 私どもも、協議会、各議会前の協議会に再開発事業

の現状報告ということで組合からご報告がありましたテナントの状況、保留床状況含めて逐一
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ご報告をしていたという認識でございます。 

  ただ、最終的な保留床が決まりましたのが、今回の総会で最終決定になりましたので、そう

いったものにつきましては、直接主催者の組合と議会の皆さんと意見交換をしていただいたほ

うが理解も深まるだろうということで、お願いをさせていただいて時間をとっていただいたと。

組合の方は１回ではなかなか理解が深まらないので、定期的にこういった一般会議のような意

見交換の場を設けていただいて、定期的に情報交換をしていきたいという思いを持ってござい

ます。 

○土見副委員長 鎌田礼二委員。 

○鎌田委員 それから、大きな項目で２番目になりますけれども本町、一番町の再開発において

は過去に大型テナントの撤退による事業救済のため、本市が行政床として活用するなど財政負

担が拡大した反省を踏まえ、再開発組合によるリーシングにおいては、同様のことを繰り返さ

ないよう留意することということがあるわけですけれども、今回のこの間の一般会議やらなん

やらで聞いていて危ういなと私は思いでいるわけですけれども、最終的に尻拭いを行政でやる

ようなことがないのかなという心配もあるわけですけれども、そういう心配やら全然心配なし

という考えで、現在のところいるのでしょうか。行政としては。 

○土見副委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 前段、本市として基本的にどういった支援をしていくかということについては明確

にすべきではないかという議会の皆様からのご指導がありまして、今鎌田委員からお話をいた

だいておりますような５分の１の補助金だけでなくて、繰り返しになりますが、駐車場につい

ては再開発組合で整備したものを塩竈市が引き取りますという中身の支援内容。３点目といた

しましては、４階建てでありました事務棟の最上階を活用して子育て支援施設というものを立

ち上げたいということをご説明させていただきました。 

  全体事業費がどれくらいになるのかということで、その段階での塩竈市として支援する金額

については、議員の皆様方にもお知らせをさせていただいたと記憶いたしております。 

  それを受けて、今お読みいただきましたような指摘をいただきまして今担当からご報告させ

ていただいた内容でありますし、全体事業費については改めてまた39億円の内訳を詳細にご説

明させていただく機会をとらせていただきたいと思っております。 

  以上でございます。 

○土見副委員長 鎌田礼二委員。 
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○鎌田委員 私としては、何ですか、事業を始めるに当たって補助って買い取るのも補助かもし

れないけれども、それが本来の補助なのかなという思いがあるんですね。建物が一体化されて

いて、その中の一部を買うというのもまた話はわかるんですけれども、駐車場については離れ

ていて、敷地は同じ敷地にはありますけれども、離れていて建設するわけで、こういった場合

は早い話が組合でつくったものを補助も与えてつくったものをまたそこで買い取るというのは

ダブルでお金を出すような、私は経済観念がないのかもしれませんけれども、そういうイメー

ジが私はあるわけですね。ですから、それなら塩竈市も何らかの補助金やらなんやら使って、

駐車場はそれとは切り離してそれにマッチングした形でつくったほうが、もしかするとお金の

面ではもっと有利に使えるのではないかと思うのですが、その辺はそういうことはないでしょ

うか。 

○土見副委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 確かに、例えば公共駐車場ということでお話をさせていただければ、再開発事業と

切り離して塩竈市がという手法もあるかとは思います。ただし、都市計画決定をする際に私ど

もは駐車場も含めて一体として進めていきますということを議員の皆様方にもご説明させてい

ただきまして、その方法でいいだろうということでご了解をいただいて今日まで来たわけであ

りますので、都市計画決定という手続きを踏んでおりますので、そちらについてはぜひご理解

をいただければと思いますし、都市計画決定という形で区域をお示しさせていただいてきてお

りますし、塩竈市の都市計画審議会にもそういったことを諮らせていただいてきたつもりであ

ります。 

  ただ、費用について、単独であった場合とということについて特段の今まで比較はいたして

おりません。適正な価格であとは引き取りをさせていただくものと思っておりますが、なお詳

細についてはチェックをさせていただきたいと思っております。 

  以上でございます。 

○土見副委員長 鎌田礼二委員。 

○鎌田委員 あとの２項目については海岸通１番２番地区において、本市の今後の発展に中心的

な役割を担う地区であることから、交流人口の拡大に向け公共交通機関のさらなる環境整備を

図るため、関係機関との協議に努めること。これはやられているかなと思います。 

  それから、最後になりますけれども、市当局は経済的合理性、施設経営の持続可能性に基づ

いて本事業が進められ中心市街地の活性化を推進するために、責任を持って事業執行に努める
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ことと。この中で、最初の項目で経済的合理性が出てくるのと施設経営の持続可能性という項

目が入ってきて、それに対する事務執行に責任を持って進めなさいよということですけれども、

これについてはどう考えていらっしゃるんでしょうか。このとおり、私たちはやっているよと

いうことであればそれでもいいんですが。 

○土見副委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 先ほど申し上げていますとおり、39億円という全体事業費の圧縮結果については、

私も総会の席に出ておりますので、全体事業費が約５億円圧縮されたということについては了

知をいたしております。ただ、その詳細の中身をいずれ担当で組合の皆様方とお話をされた上

で、どこがどう変わったのかということについては議会の皆様方にしっかりとお示しをしなけ

ればならないという話はしておりましたので、そちらについては今からそういった作業を進め

させていただきますということでございます。 

  その他、適正な管理云々につきましては、まだ建設にも残念ながら入れない状況であります

ので、今後例えば施工業者というのが今から決まってくるものと思っております。具体的な詳

細な絵姿も今から決まってくるもの、多々ありますので、そういったもの適宜適切に議会にも

ご報告させていただきたいと思っております。 

  以上でございます。 

○土見副委員長 鎌田礼二委員。 

○鎌田委員 あと、細かいところに入っていきたいと思っているんですが、資料13の74ページ、

ここで子育て支援の施設についてですけれども、午前中でしたっけ、今の副委員長が質問され

た内容に同じ内容になるわけですけれども、新浜に46人でしたっけ、49人でしたっけ、今入っ

ているの。これは40名だと。そして10名分が何でしたっけ、何かのためにとってある。それか

らここるんも一緒になるという話でしたよね。 

  ですから、どう見てもどう考えても狭いし無理だし本当にそうなのというところがあるんで

すが、本当にできるのと心配をするわけですね。そして、何より私は、言葉は悪いですけれど

も、頭に来るのは、何で減らすのと。今、人口増加策をいっぱい上げているんでしょう。それ

で、上げられる自信があるなら人もふえるはずだし子供もふえるはずだ。それなのに何で減ら

すのと。キャパシティーはある程度多く持っておくべきだと私は思うんです。その考え方につ

いていかがですか。 

○土見副委員長 木村子育て支援課長。 
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○木村健康福祉部子育て支援課長 まず、新浜町保育所の人数、児童数ですけれども、先ほど四

十二、三名ということでお答えしましたが、実際には資料からいきますと43名でございます。 

  今回、海岸通子育て支援施設、保育施設の部分では40名の定員を予定しているところでござ

います。ですので、実際の保育人数からしますと３名程度の減少という形にはなります。一時

保育の部分につきましては現在も10名を定員として実施しておりますが、今回の子育て支援施

設の中でも10名を定員としてやっていきたいと考えているところでございます。 

  なぜ減少させるのかということではございますが、現在新のびのび塩竈っ子プランの中では、

実際には子供数が減少しているという中で、保育提供量の部分については緩やかに減少してい

くということで見込んでおります。そういった部分で今回の海岸通子育て支援施設の部分では

43名入っている部分を40名程度にしたということでございます。 

  以上でございます。 

○土見副委員長 鎌田礼二委員。 

○鎌田委員 だから、塩竈は何人減ってもいいんだ、半分になってもいいんだ、将来なくなって

もいいんだというんだったらこういう施設で私はいいと思うんです。もちろん、今の人数がぎ

りぎり何とか入ればいいんだから、あと減っていくんだから。それでいいんですよ。それは。

だけど、その考え方でいいんですかということなんです、私、言いたいのは。 

  今から人口ふやそうといって、さっき市長も言ったじゃないですか。施政方針に対する質問

も同じなんですけれども、さっき言ったじゃないですか。こういう施策とっているんですよ、

こういうふうにとっているんですよ、人口増加策をねと、力入れているんですよと言いながら

も、本来は腰が引けていてつくるものは小っちゃい。定員も40名だと、前よりも少ない。その

考え方が、私は根本的にずれているんじゃないのという思いがあるんですよ。 

  ですから、本当にやる気があって人がふやす気があるならふえるんだから、大きいものつく

っておけばいいんじゃないですかねと思うんですよ。皆さん、どうですかね、わからないけれ

ども。特に、これ聞いている人とか市民の人が、聞いてほしいんだけれども、最初から小っち

ゃいものつくろうと言っているんだもの、人ふやそうっといって。その考え方が私はわからな

いですよ。これ、何考えたって、結局この施設が建物が狭いからその人数にしたのとは違うん

ですか。 

○土見副委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 こういう形に落ちついた経過については、桜井健康福祉部長からもご答弁させてい
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ただいたかと思っておりますが、今回は復興交付金事業を活用させていただいているわけであ

ります。復興交付金事業については、当然被災に遭った施設をつくりかえすることについて復

興交付金が使えるという大前提であります。 

  したがいまして、まずはここるんをそちらに移しますという論旨を組み立てさせていただき

ました。あわせて、私どもとしては新浜町保育所を今一応定員では40名という形になっていま

す。新浜町保育所をこちらに移設して一緒につくるということであれば、それは復興交付金事

業としての対応を認めますということを復興庁と話をさせていただいてまいりました。 

  確かに、受け皿としてもっと大きいものがということであることについては我々真摯に受け

とめをさせていただいています。ただ、子育て支援については今現在市内に公立保育所が５カ

所、民間保育所が５カ所、計10カ所で定数がたしか720名という形で運用させていただいてお

ります。過不足が出る部分については今後ほかの施設で対応させていただきたいということを、

担当部長からもご答弁させていただきました。我々は最小の経費でできるだけ効果を上げたい

という思いで、今日まで取り組ませていただいたものと考えているところでございます。何と

ぞご理解いただければと思います。 

○土見副委員長 鎌田礼二委員。 

○鎌田委員 復興交付金といえどもやり方があるんじゃないかなと思うんです。ですから、早い

話が人数ふえた広いスペースを確保するということはその中でできないんですか。私はできな

いということはないなと思いますよね。いろいろな手法があると思うんだけれども、何で10人

か20人ぐらいふやすスペースをふやせないのかなと。 

  そうすると、今のここるんでしたっけ、あそこはもう空になるわけですか。どういうふうに

なるんでしょうか。 

○土見副委員長 木村子育て支援課長。 

○木村健康福祉部子育て支援課長 今現在、入っております壱番館１階のここるんのスペースに

つきましては、その部分についてはあくという形になります。その後の活用方法についてはま

だそこまでの検討は至っていない状況でございます。 

○土見副委員長 鎌田礼二委員。 

○鎌田委員 それなら、今のこれを40名、一時保育10名と限らずにこれをもってふやせるじゃな

い、例えばそれを移さなければ。ここるんそのままであればと私は思いますよ。何かどうも考

えられないですね。 
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  あとは、新浜町保育所に何年前でしたっけ、３年前ぐらいに浦霞さんから立派な遊具をいた

だいたりしましたけれども、ああいった遊具とかは屋上に持ってこられるんですか。そのまま、

あのままになっちゃうんでしょうか。その行く先はどうなるのかまず。 

○土見副委員長 木村子育て支援課長。 

○木村健康福祉部子育て支援課長 まず、新浜町保育所に寄贈されました滑り台につきましては、

今回の新しい施設で使えるのであればそちらに持っていくような形になりますし、持っていく

ことが無理ということであればほかの施設で利用するという形になります。 

  以上です。 

○土見副委員長 鎌田礼二委員。 

○鎌田委員 こればかりやっていると、ほかも聞くところがあったんですけれども、施政方針に

対する質問で、最後で海岸通地区でこれについてテナントの確保と保留床処分についてはいろ

いろ私は危ういなと思っているわけですけれども、それについて大丈夫なのという質問でやっ

たわけですが、いろいろ論議する時間がなくて、施政方針ではなくて途切れたわけですけれど

も、この間の一般会議でも組合の方々に対しいろいろ質問を行いましたが、保留床やらテナン

トは大丈夫なのと言ったら、ある程度確証はあるのと言ったら、表現悪いですけれども、そん

なの設備ができてからでないとそんなのできないという言い方をしていましたけれども、普通

はマンションやらなんやら売り出したりなんだりする場合は、ある程度の計画出して予想図出

して、間取りやら出してこれで何ぼと出して、ある程度お客さんを確保してそれで進むと私は

考えているんです。これはできてからでないとだめだという話でしたが、行政当局ではそうい

った危うさを感じてはいないんでしょうか。 

○土見副委員長 鈴木復興推進課長。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 テナントの誘致につきましては、マンション部分に

つきましては専門のデベロッパーさんがずっと入っておりますので、ノウハウの中で戦略を練

っているということでその辺については大丈夫かなと思います。組合が処分するといいますか、

まちづくり会社が最大にテナント誘致することになります300坪のテナント部分がその考え方

としてまちづくり会社では４月以降に具体的に動いていくということを考え方として持ってお

りますので、それにつきましては専門の方たちがそういった形で考えておりますので、そこは

そういった形で進んでいくという状況でございます。 

○土見副委員長 鎌田礼二委員。 
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○鎌田委員 今の中で専門的な人がどうのこうのという話をされましたけれども、そういった専

門的なことが中に入っていてアドバイスされていて、いわゆる建物つくればみんな大丈夫だよ

という、つくればテナントやらなんやら心配するなよということを言われているんですか。 

○土見副委員長 鈴木復興推進課長。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 この間の一般会議の中でお邪魔させていただいたと

思います。その方が組合でずっと商業コンサルタントとしてアドバイスをいただいている方で

ございますので、その方たちと組合の方が商業計画をつくって進めているという状況でござい

ます。それが一般的な民間のテナントの入れ方ということで伺ってございます。 

○土見副委員長 鎌田礼二委員。 

○鎌田委員 そうすると、あそこにおられたアドバイザーやあの方たちのアドバイスでそれは十

分確保できると、あの人たちはそれで納得していると。そういう形態については行政当局は何

ら心配ない、任せていて大丈夫という考えでよろしいんですか。 

○土見副委員長 鈴木復興推進課長。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 心配がない云々ではなくて、私たちはそういうノウ

ハウを持っておりませんので、その専門家の方々がまちづくり会社の方々とそれで進めていく

ということですので、組合に対してはいろいろ私たちは指導助言する立場にありますけれども、

まちづくり会社につきましては直接市で関与できるかできない含めてあれなんですけれども、

強い指導といいますか、できない立場にありますので、その方々のノウハウを生かして頑張っ

ていただいているという状況にあります。 

○土見副委員長 鎌田礼二委員。 

○鎌田委員 マンションは、さきに言われていましたけれども、それと同じ方法が必要だと思う

んです。ですから、アドバイスはどういうアドバイスになっているのかわかりませんけれども

どういうテナントとしてどういう広さがあってどういう形に仕上げる予定だと、これに対して

幾らですよと、坪単価幾らでどうのこうのとか、そういうのを出して前もってある程度出して

それでお客さんがある程度集まって、完成したら決定しましたよとか、そういう段階が普通の

形ではないかと私は思うんです。 

  そんな意味で、私は市はそれなりの責任を持って、その辺を監視していかないといけない立

場ではないのかなと思うわけです。時間が来ましたので、これで質問を終わります。 

○土見副委員長 小高 洋委員。 
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○小高 洋委員 それでは、私からも資料を見ながら３点お伺いしていきたいと思います。 

  施政方針に関する質問でもお伺いしましたが、その立場からも深める意味合いも込めて質疑

をさせていただきます。 

  最初に保育所施策の関係でありますが、資料№15の14、15ページ、あとは№10の80ページ、

予算の関係といったところからまずお聞きしたいと思います。 

  №15の関係でありますが、資料請求の中でいただきましたいわゆる公立保育所、私立保育園

の入所状況並びに申し込み状況ということでありますけれども、入所に関しましては定員に対

してこういった定員に満たない数字であるということはわかるんですが、一方で申し込み状況

というところを見ますと昨年度が715名の定員に対して761名の申し込みがあると。今年度、現

在に至ってはさらにふえて715に対して775という数字がここに載っているわけであります。 

  そういった状況を見ますと、やはり基準上の議論というのはありますが、保育のニーズとし

ては大変大きなものが見受けられるなと思うわけであります。 

  施政方針の中でもさまざま述べられておりましたけれども、低年齢児の受け入れというとこ

ろで年度中には基準上待機児童というものが発生をしてしまっていたという現状が一つあった

上に、今全国的にも議論、話題となっておりますが、国の基準というものが実態に即していな

いのではないかなと議論もある中で働きたいのに働けない、預けないと働けない、しかし預け

られないと、こういった部分、施政方針の中でも質問でお聞きしましたように抜本的にこうい

った部分をどう考えていくかというところが重要な課題になるのかなと思っております。 

  その中で、保育所の確保策というところではいわゆる基準上の待機児童ゼロの推進というと

ころで、506万7,000円の予算がついているということがありまして、内容を見ますと実施計画

の12ページのところで保育士２名確保のための事業費となっておりますが、これの使い道をお

聞きしたいと思います。 

○土見副委員長 木村子育て支援課長。 

○木村健康福祉部子育て支援課長 まず、待機児童ゼロ推進事業の506万7,000円でございますが、

この予算のほとんどは保育士２名を確保するための人件費になります。そのための予算という

形になります。 

○土見副委員長 小高 洋委員。 

○小高 洋委員 ２名の人件費ということでございますが、実際に時給といいますか、もう少し

細かいところをお聞きしたいと思います。 



-116- 

○土見副委員長 木村子育て支援課長。 

○木村健康福祉部子育て支援課長 臨時保育士になりますので、時給は1,100円での雇用という

形になります。 

  以上です。 

○土見副委員長 小高 洋委員。 

○小高 洋委員 やはり、臨時で1,100円というところが引っかかるということがございます。

そして、これで前年度と比較してみますと予算的にはなかなか変わらないといいますか、解決

に向けての決意というものが見えてこないという感じもしますが、果たしてこの額で確保とい

うところになるのかどうか、前年度との取り組みの違いといいますか、そういったところも含

めてお聞きしたいと思います。 

○土見副委員長 木村子育て支援課長。 

○木村健康福祉部子育て支援課長 臨時保育士の確保の部分については、塩竈市では時給1,100

円として決めてございますが、近隣の市町を見ましてもやはり公立の場合は大体このくらいの

金額となっているところでございます。 

  以上です。 

○土見副委員長 小高 洋委員。 

○小高 洋委員 ありがとうございます。 

  となると、近隣と比較して変わらないということでこの金額をもってすれば確保していける

という捉え方でよろしいでしょうか。 

○土見副委員長 木村子育て支援課長。 

○木村健康福祉部子育て支援課長 保育士の確保の部分につきましては、まずはクラス担当の保

育士の部分は確保していきたいと優先的に考えていますので、クラス担当保育士は年度当初に

向けては確保してまいります。 

○土見副委員長 小高 洋委員。 

○小高 洋委員 しっかりと見せていただきたいと思います。 

  保育需要の関係でありますが、いかに保育需要の盛り上がりといいますか、少子化が進みま

しても共働きというところがどんどん進んでいく中で、保育所の需要というものが非常に大き

くなっていく。この切実な事情、この予算で果たしてかなうのかどうか、ぜひ確保すると決意

を述べていただきたかったわけですが、今後見せていただきたいと思います。 
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  続きまして、障がい児保育の分野に移ってまいりたいと思います。№10におきましては78ペ

ージに予算が載っております。また、№15、資料請求した関係だと、17ページにその補助金関

係の要綱といったものを要求いたしました。そして、次から次と資料が移って申しわけないん

ですが、資料13の73ページのところにもいって、そういったものが載っているということで予

算でいいますと1,112万2,000円というところで、若干増額になっていることであります。150

万円ぐらいでしょうか、増額になっているということでありました。 

  障がい児保育の受け入れ年齢の対象を拡大するということがございますが、人的な体制、ハ

ード面、ソフト面、こういったところの対策についてお伺いしたいと思います。 

○土見副委員長 木村子育て支援課長。 

○木村健康福祉部子育て支援課長 障がい児保育事業、３歳以上とこれまで規定しておりました

が、年齢の引き下げを行うということでございます。保育士の対策ということでございますが、

障がい児保育の受け入れ先につきましては公立も私立もどちらも対象となります。ですので、

受け入れとなる各施設に確認をさせていただきまして、その上での受け入れが可能かどうかと

いう確認をしながら実施していくという形になります。 

  以上です。 

○土見副委員長 小高 洋委員。 

○小高 洋委員 かなうかどうかの確認ということでありますが、それほど多い人数でないとい

うこともあっての確認にとどまるということなのかもしれませんが、仮にうちでは受けられな

いという状況が発生した際にそのことに対する対策があるのかどうかをお聞きしたいと思いま

す。 

○土見副委員長 木村子育て支援課長。 

○木村健康福祉部子育て支援課長 仮に、施設で受け入れが難しいということであれば、やはり

一番最初に聞くのが第１希望の保育園、保育所ということになりますけれども、それ以降第２

希望、第３希望の保育所についても受け入れの可能性について確認しているという状況でござ

います。 

○土見副委員長 小高 洋委員。 

○小高 洋委員 先ほど、申し上げました待機児童に入らない基準の中には、やはりさまざまな

事情があって希望する保育園が第１あるいは第２までなんですという事情もさまざまあるかと

思います。そういったところで、せっかくの引き下げというところが、また基準外の隠れ待機
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児童というところにつながりかねないという懸念もございますので、そこをぜひしっかりとや

っていただきたいと思います。 

  障がい児保育に関する私立保育園の助成の部分に関して、もう少し具体的にお話を聞かせて

いただきたいと思いますが、これまでの助成の関係でいいますと１人頭2,600円掛ける人数と

いうところで一定の助成を出していたと思っておりますが、これが大体どのように変わるのか

というところでお聞きしたいと思います。 

○土見副委員長 木村子育て支援課長。 

○木村健康福祉部子育て支援課長 こちらが資料№13の73ページにも記載してございますように、

これまでの認可保育所保育事業補助金の部分につきましては小高委員がおっしゃるように、こ

れまでは2,600円掛ける入所人数ということで計算させていただいておりました。今回の内容

につきましては障がい児保育への補助としまして、中度重度の障がい児保育に対しても補助を

行っていきたいと考えています。 

  あわせて、今回低年齢児特にゼロ歳児と１歳児の部分の入所希望が多い部分を受け入れ支援

するために、低年齢児保育への補助を行っていきたいと考えているところでございます。 

○土見副委員長 小高 洋委員。 

○小高 洋委員 制度としてのあり方には理解をしているつもりなんですが、大体具体的な額と

いいますか、そのあたりもし答えられるのであればお答えをください。 

○土見副委員長 木村子育て支援課長。 

○木村健康福祉部子育て支援課長 現在、こちら側で考えている額につきましては軽度の障がい

児の部分につきましては県の市町村振興総合補助金と同額の１人につき月額４万9,000円、中

度、重度の部分につきましては障がい児１人につき月額で７万円を考えております。低年齢児

の部分につきましてはゼロ歳児の部分につきましては１人につき月額9,000円、１歳児につき

ましては１人につき月額5,300円を考えているところでございます。 

○土見副委員長 小高 洋委員。 

○小高 洋委員 ありがとうございます。 

  大体７万円ということになってくると近隣の市町村に近い額になってくるのかなという思い

もありますので、これは一定の前進なのかなと受けとめさせていただきました。 

  一方で、こういう形で障がい児を受け入れるに当たってのしっかりした助成が今進みつつあ

るという一方で、この予算の総額というものが150万円増額になったということもありますが、
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枠としては広がってはいないというところで減る園も出てくるということで、激変緩和の措置

がとられるというところまではこの間お聞きしてまいりましたが、こちらも具体的にどういっ

たないようになるのか、額というか仕組みといいますか、そういったところもお答えできるの

であればお願いしたいと思います。 

○土見副委員長 木村子育て支援課長。 

○木村健康福祉部子育て支援課長 補助金額の増減を緩和する措置ということでありますけれど

も、この部分につきましては平成29年度低年齢児の部分の入所人数に寄りまして計算されてい

るものになりますので、実際どのくらいの人数になるかはこれから計算する形にはなるかと思

います。それとあわせて障がい児保育の補助の部分につきましても、こちらもどの保育所にこ

の障がいを持っておられるお子さんが入所されるかどうかによっても変わってくる部分でござ

いますので、その辺を見ながら増減するこれまでの補助金と比較しまして、増減が出てくる保

育所につきましてはそれなりの緩和措置をとっていきたいと考えているところでございます。 

○土見副委員長 小高 洋委員。 

○小高 洋委員 わかりました。 

  その人数を確定しないとなかなか具体的なお話ができないということで、そこは一定理解し

ているつもりでありますが、そういった状況の中で私立保育園の運営状況というものに関して

市ではどういった捉え方をしているのか。その補助の内容、枠で十分、安定した運営ができて

いると見ているのかどうなのか。その辺の考え方を教えていただきたいと思います。 

○土見副委員長 木村子育て支援課長。 

○木村健康福祉部子育て支援課長 こちらの認可保育所保育事業補助金の部分につきましては、

市の単独補助という形になります。その部分では額の部分というのは検討が出てくる可能性は

ございますけれども、私立認可保育所の運営がどうかというところでございますが、平成26年

度から27年度にかけまして子ども・子育て支援新制度、27年度からスタートしましたが、27年

度に支給しました委託費でございますけれども、この部分については26年度に比べてかなり増

額になっている部分があるかと思います。その部分では、私立保育園の部分ではやっていける

のではないかなと思っております。 

  以上です。 

○土見副委員長 小高 洋委員。 

○小高 洋委員 時間もあれですので、最後にお願いさせていただきたいと思いますが、増額に
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なったという事情、事実はあるのかもしれませんが、実際お話をお聞きしますと、やはり保育

士の生活という部分あるいは保育の質という部分を担保するためにはなかなか苦しいというお

話がございますので、そのあたりにつきましては今後ぜひ拡充といった方向も検討していただ

きたいと思います。 

  続きまして、これまで何名もの委員さんから質問もございました海岸通の再開発事業につい

てお伺いしたいと思います。 

  資料№13の74ページ、90ページというところになってくるかと思います。この事業におきま

して、私としては細かい点をさまざま皆さんお聞きになっていたようですけれども、もうちょ

っと全体のお話を少ししたいなと思っておりまして、この事業においては塩竈市の中心市街地

のある種命運をかけたような事業になるのかなと捉えております。 

  そうでなくても、塩竈市の経済というものを考えるに、さまざまな地域において今後施策と

いいますか、そういったところでは幅広いものが必要となるわけでありますけれども、その議

論の一環として塩竈市のまちづくりを考えるに当たってもこの事業をどうしていくるかという

ことはやはり大きな比重を占めるということは間違いないと考えております。 

  そういう点で動き出した以上、これは必ず成功させなければいけないと考えておりますし、

そのために組合員の皆さんの昼夜を問わない血のにじむような努力といいますか、その努力に

対していかに市が一緒になって覚悟を持って取り組んでいくかということで、そのために何を

どうすればいいのかということを考えているわけであります。 

  その一方でさまざま５分の４、５分の１、交付金、特別交付税で措置されている部分の支援

もございますけれども、一方で国民の税金ということもあるわけであります。そういった観点

から見た場合に、まちづくりといった観点で見た場合にこれまでの議論の中で建物が建つとこ

ろまでは見通しといいますか、一定枠が見えてきたのかなという気もしておりますが、その後

というところが私たちはなかなか捉えられてないところがございます。 

  建物ができて実際にまちが開いていくという中で例えば再開発区域、海岸通、まちが存続し

て発展していけるのかどうかというところを、市としては考えて責任を負っていかなくてはい

けないのではないかと考えるわけであります。 

  このことを議論の前提としてお聞きしたいわけですが、さまざまな委員さんおっしゃってお

りましたけれども、市としてこの事業の資金計画の詳細というところまでは一定お聞きをした

わけですが、組合が解散した後の全体的な財政上の見通しを一定持っているのかどうか。ある
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いは損益の考え方だったり、建物の維持管理、コスト試算、こういったことも含めて見通しと

してどの程度つかんでいるのかと、市としてそこにどうかかわっていくのかというところを、

今現在ある部分で構いませんのでお聞きしたいと思います。 

○土見副委員長 鈴木復興推進課長。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 お答えいたします。 

  最終的に組合が全部建物を建てまして床といいますか、建物、売れるものは全て売りました

ら組合は解散するという状況でございます。マンション等についてはマンションの個別の方が

買いますので、そういったことになってくる、マンション管理組合ができているだろうという

ことでございます。 

  また、駐車場につきましては市が取得いたしますので、その市の管理になって具体的な管理

方法を協議していく。子育て支援施設の部分につきましては市の持ち分の部分、また組合解散

後のまちづくり会社がどの部分まで管理部門を担うかあれですけれども、この間の一般会議の

中でもご説明あったようですけれども、まちづくり会社と施設を管理する組合、いろいろ検討

しているようですので、そこが具体的に組合が解散した後に１番地区、２番地区の管理をして

いく、担っていくとなりますので、そこが今後どういった形でなるかを協議を継続していくと

いう状況だと思います。 

○土見副委員長 小高 洋委員。 

○小高 洋委員 まちづくりということを考えたときに、一定プランニングといいますか、そう

いった部分においては市でもしっかりとつかんでいるのかなという気もいたしますが、実際そ

こに一定程度、なかなか難しいところかもわかりませんが、数字というものの根拠が一定ある

ともっと説得力があるといいますか、まちづくりにおいてこういうふうにやっていくんだとい

うところがもう少し見えてくるかと思っております。 

  そういった点でさらに言うならば、このまちづくりというものを考えたときに実際に建物が

動き出した後に例えば市外から市内から人の流れをいかにつくっていくのかと、あるいは周辺

地域も巻き込んでトータル的なまちづくりにつなげていくというところも含めて、具体的な考

えを持った上で市としてかかわっていかなければ、これは行く行くはどうなってしまうのかと

いうところでは、やはり不安な部分というところもあるわけでありますが、その人の流れある

いは周辺地域も含めてというところでの現時点でのお考えがあれば、ぜひお聞きをしたいと思

います。 
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○土見副委員長 鈴木復興推進課長。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 ２番地区には市の土地を集約いたしまして、広場的

なものをつくり、その辺の管理方法、運営方法等含めて今後市の担当と組合と協議が始まって

いくという段階ですので、現時点で具体的なお話はまだできないんですけれども、そういった

方向の中で29年度がそういった整備をする期間かと思いますので、29年度30年で建物が建ちま

して31年のオープンに向けてその辺の打ち合わせを始めていくという段階でございます。 

○土見副委員長 小高 洋委員。 

○小高 洋委員 私も経営に携わった経験というものがないものですから、なかなかそのあたり

の考え方というものが理解するのが私にとっては難しいといいますか、もう少し数字的な裏づ

けというか、そういったところがございますと事業の展望といいますか、そういった部分が私

の中で開けてくるような気がしていますが、まだ少し、なかなか難しいのかなという感じもし

ております。 

  子育て関連施設の部分も、今議論としてさまざま上がっておりましたけれども、恐らくどこ

かで回答なさったように記憶しているんですが、改めてお伺いしますが、子育て関連施設とい

うところで発案に至る経緯というものをもう一度確認したいと思います。 

○土見副委員長 木村子育て支援課長。 

○木村健康福祉部子育て支援課長 子育て関連施設ですけれども、これまでいろいろとご説明し

てきた経過もございますけれども、再開発組合から市に対してまずは子育て支援施設をという

ことで話があったということで伺っております。その後、こちらとしましても子育て支援施設

をどういったものにしていくかということで、いろいろと検討させていただきました。 

  今回の保育施設、子育て支援センター、一時保育といった部分の事業内容を決めていくにし

ても、これまで何回かいろいろな議論をしながら決定した経過がございます。そういった意味

では、当初組合側では４階建て施設ということでございましたけれども、４階建て施設の４階

部分ということでございましたけれども、その後実際には２階建てで２階部分に子育て支援施

設という形で徐々に縮小されてきた経過がございましたので、そういった部分で考え方も徐々

に変わってきた部分がございます。そういった意味では、なかなか皆さんのところにご説明す

る機会というのができなかった部分はございますけれども、そういう部分で検討してきたとい

うことでございます。 

  以上でございます。 
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○土見副委員長 小高 洋委員。 

○小高 洋委員 子育て関連施設に関して具体的な内容という部分で考えましたときに、どちら

がどういうふうに言った言わないという部分はなかなかわからないといいますか、そこはそう

いった部分があるんだろうと思いますが、やはりああいった場所に子育て関連施設が必要だと

いう声があっての発案に至る経緯といいますか、そういった部分があったんだろうなと想像を

いたすわけでございます。 

  そういった状況の中で確認だったんですが、新浜町保育所の今の定員60名でよかったんでし

たっけ。 

○土見副委員長 木村子育て支援課長。 

○木村健康福祉部子育て支援課長 現在、新浜町保育所の定員については60名でございます。 

○土見副委員長 小高 洋委員。 

○小高 洋委員 そういった状況の中で、先ほど鎌田委員もお聞きしておりましたけれども、復

興交付金を使っての施設のつくりかえという意味では、同規模に縛られたとしても一定40名以

上のものはつくる条件はあるのかなという気もいたしておりますが、そういったところはこれ

までさまざま議論もありましたので、そういったことだということであります。 

  ここるんと共有スペースを、ここるんと言ってしまっていいのかあれなんですが、共有スペ

ースを設けて一定、混然一体となった活動を行うような案というものが示されておりますが、

いわゆるここるんに来られる子供たちと保育を受ける子供たちが一体となって活動するような

状況が生まれるということでよろしいでしょうか。 

○土見副委員長 木村子育て支援課長。 

○木村健康福祉部子育て支援課長 恐らく、先ほどの説明の中で共有スペースとここるんとの保

育施設との共有スペースということでそのような考え方になったと思いますが、保育所の中で

も各クラスの部分、各クラスのスペースを共有して使うという意味での共有スペースというこ

とでございます。もう一つの考え方としましては、小高委員がおっしゃった子育て支援センタ

ーと保育施設の部分を一緒に使うという部分も考えられます。その部分については今後の設計

の中で行っていきたいと考えております。 

  それから、屋上園庭でございますけれども、そこにつきましては子育て支援センターに来ら

れた方々につきましてもそこでの活動をしながら使っていきたいと考えているところでござい

ます。 
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  以上です。 

○土見副委員長 小高 洋委員。 

○小高 洋委員 そこで、ちょっと懸念するところがありまして、人数的な国の法的な保育所に

おける基準といいますか、面積の部分、人数の部分といったところを含めて、そこに若干の問

題が発生してしまうようなことはないのかということを懸念しておりますが、そのあたりにつ

いてはいかがですか。 

○土見副委員長 木村子育て支援課長。 

○木村健康福祉部子育て支援課長 まず、国で定めております基準を超える人数となればそれは

難しいかと思いますけれども、その範囲内であれば可能ではないかなと思います。 

○土見副委員長 小高 洋委員。 

○小高 洋委員 そうですね。範囲内であれば可能ということにはなるわけでありますが、そう

いった懸念があることが１つ明らかになったわけであります。 

  さらに、細いところを聞いていくわけなんですが、現在新浜町保育所、公立と、ここるんは

委託といいますか、そういった形でやっているわけでありますが、そういった部分においてま

じり合った状況の中で、誰が責任を持って保育に当たるのかという部分ではどういったお考え

でしょうか。 

○土見副委員長 木村子育て支援課長。 

○木村健康福祉部子育て支援課長 子育て支援センターの部分につきましては、現在市の直営で

行っております。ただ、土日の開所については委託という形で行っておりますので、基本的に

そこの管理の部分を土日、土曜日は保育所行っておりますので、実際には日曜日の部分をどう

するかという部分になってくるかと思いますので、その辺は今後考えていきたいと思います。 

○土見副委員長 小高 洋委員。 

○小高 洋委員 土曜日の関係にとどまるのかもしれませんが、なかなか大きな問題をはらんで

くる可能性があるのかなと懸念をいたしております。さらに、簡単にお聞きしたいんですが、

支援を必要とする児童の関係では、そういった部分で誰がどの時間どう見るのかという混乱も

懸念されるわけですが、そのあたりについてはいかがでしょうか。 

○土見副委員長 木村子育て支援課長。 

○木村健康福祉部子育て支援課長 支援が必要なお子さんの保育ということでございますが、保

育所部分についてはこれまで新浜町保育所で行っていた内容と変わらないと考えておりますの
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で、その部分については大きな問題はないと考えております。 

  以上です。 

○土見副委員長 小高 洋委員。 

○小高 洋委員 もうちょっと具体的にお聞きしたかったなという感はいたしますけれども、時

間の関係もありますので、次に移ってまいりたいと思います。 

  放課後児童クラブの指定管理の関係につきまして、資料№10番でいいますと84ページ、さら

には資料№15の20ページというところを使いながらお聞きをしておきたいと思います。 

  放課後児童クラブの入級児童数というところを見て、さらには申し込み数というところ前段

別の質問の中でお聞きしておりましたけれども、申し込み数でいいますとたしか、397名の昨

年同時期比でプラス39名ということでお答えをいただいておったかと思います。 

  全て受け入れる方向だとご答弁いただいたように記憶いたしておりますが、これに関しては

移行するに当たって体制の面で大丈夫という状況なのかどうかお聞きしたいと思います。 

○土見副委員長 木村子育て支援課長。 

○木村健康福祉部子育て支援課長 今回の放課後児童クラブの受け入れ人数ですけれども、三百

九十数名ということでございますが、その部分については受け入れ側の指定管理者と協議しな

がら行っているところでございます。実際に、１日当たり登級される児童数というのは全員が

登級されるわけではないということもございまして、その部分では受け入れ可能ではないかと

いうことで協議させていただいているところでございます。 

  以上です。 

○土見副委員長 小高 洋委員。 

○小高 洋委員 その１週間のルーチンを考えたときに、毎日誰が来るということは恐らくつか

まない状況で運営なされるのかと思うので、そのあたりについては１日１日の登級児童数とい

うものが予想以上になるということもあるのかなと思っております。そういう状況については

ぜひ市でも一緒になって取り組んでいただきたいと考えるわけであります。 

  従来の支援員、補助員を勤めていただいていた方の雇用というものに関して、27名というこ

とで協議会では報告をいただきましたが、改めて今現在ではどのようになっているでしょうか。 

○土見副委員長 木村子育て支援課長。 

○木村健康福祉部子育て支援課長 協議会の中での報告では、27名ということは希望されたとい

うことでございます。実際にその後いろいろと動きがございまして。今現在希望されている方
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が17名から19名の間で推移しているという状況でございます。 

  以上です。 

○土見副委員長 小高 洋委員。 

○小高 洋委員 希望なされている方の数字ということでありましたが、これはまだ正式に決定

していないということでしょうか。 

○土見副委員長 木村子育て支援課長。 

○木村健康福祉部子育て支援課長 17名につきましては現在採用の方向で進めているということ

でございます。残りお二方につきましては、指定管理者へ入るかどうかという部分を回答保留

されている方がいることになります。 

  以上です。 

○土見副委員長 小高 洋委員。 

○小高 洋委員 当初といいますか、直営であったときから大分少ない数字になってしまうとい

う感じもいたしますが、雇用継続という観点から見た際にこの数字というのは果たしてどのよ

うに捉えたらよろしいんでしょうか。 

○土見副委員長 木村子育て支援課長。 

○木村健康福祉部子育て支援課長 私どもといたしましては、できるだけ多くの方に継続して引

き続き放課後児童クラブに残っていただきたいということでは考えておりましたが、実際に当

初希望とった時点ではやはり二十数名ということで希望はございましたが、その後徐々に減少

したという状況で、先ほど申し上げました人数になったということでございます。 

  以上です。 

○土見副委員長 小高 洋委員。 

○小高 洋委員 希望に対して10名以上減ってしまうというのは、おかしいことのような感じも

するんですが、その原因といったものはつかんでおりますでしょうか。 

○土見副委員長 木村子育て支援課長。 

○木村健康福祉部子育て支援課長 今回指定管理者となりましたワーカーズコープでございます

けれども、そちらにつきましては労働者協同組合ということでございます。入るに当たりまし

ては出資金というものが必要になってきます。入るときの出資額というのが１口５万円という

ことです。それにつきましては分割で支払うことができまして、例えば退職する際には出資金

分については戻ってくるということでございます。ですので、その辺の出資金の考え方に賛同
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できるかできないかということで希望者が減ったのではないかとこちらでは見ております。 

  以上です。 

○土見副委員長 小高 洋委員。 

○小高 洋委員 プレゼンテーションの際も一定額の出資金ということは私も出席した中で聞い

たように記憶しておりますが、その点に関しましてさまざまいろいろな考えがあってのことな

んだろうかと思うわけでありますけれども、５万円の出資金が引っかかってしまってというと

ころではなかなか残念といいますか、経験、スキルというものを生かしていただくという点で

は残念だなという感じがするわけであります。 

  そういった中で、質問というよりはお願いをしますが、この間さまざま聞いた話によります

と実際雇用を継続された職員の方々の移行というところに関して、若干トラブルではないんで

すが、いろいろあるようだというお話も聞いていますので、そういう点のフォローアップも含

めながら新年度のスタートに向けてはぜひ万全な体制でやっていただきたいとお願いを申し上

げたいと思います。 

  続きまして、塩竈アフタースクール事業というところについて簡単にお伺いしたいと思いま

す。資料№13の75ページです。およそ2,300万円ほどの予算となっておりますけれども、その

小中一貫教育のところの考え方でもございましたとおり、子供たちの社会を生き抜くための力

づくり、力をつけていくということに関しましてはアフタースクール事業の目的にもありまし

たとおり地域を巻き込んだ子育てといいますか、そういったところが必要になってくるという

のが私自身大変な田舎で育ったものですから、どうしても地域のかかわりが強い中で育ってき

た中で、一定必要なことなんだろうなとは考えているわけであります。 

  そういった状況の中で、先日あるシルバー世代の方とお話をしておりまして、実際お仕事を

やめられたとか、そういった後に生きがいという部分では何か子育てにかかわっていきたいな

というお話をなさっている方もいたわけなんですが、地域とのかかわりをつくっていくという

状況の中で、シルバー世代を巻き込んだ取り組みというところで考えているところがあればお

聞かせをいただきたいと思います。 

○土見副委員長 木村子育て支援課長。 

○木村健康福祉部子育て支援課長 アフタースクール事業、シルバー世代を活用しての事業を何

か考えていらっしゃることはないかということでございます。29年度に実施していく事業につ

いては、現在アンケート調査を回収させていただきましてその分析をしているところでござい
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ます。 

  その分析結果に基づいて次年度以降の事業、どういった形で進めていくかということで決め

ていく形になりますが、実際に例えばの話でございますけれども、子供食堂といった部分が必

要になれば子供食堂で食事をつくられる方々でボランティアなりそういった部分で活動してい

ただくということは考えられると思います。 

  以上です。 

○土見副委員長 小高 洋委員。 

○小高 洋委員 ありがとうございます。 

  まさに、お話をいただいた方も最近新浜町のところで子供食堂というところのお話もお聞き

になっておられましたようで、そういったところでぜひ私たちベテランの力を生かしてほしい

ということもおっしゃっていましたので、さまざま基準だとか安全安心、衛生面さまざまな守

るべきところはあるかと思いますが、ぜひ幅広い経験といいますか、力といいますか、そうい

うところはご活用いただくといいのかなと思っております。 

  全国的に保護者の共働きがふえていく中で多忙感でありますとか核家族化、地域でのかかわ

りなどが薄れていくという状況の中で、私自身子育て世代ということもありますが、なかなか

子育てそのものに対する意識が薄れていってしまっているんじゃないかなと。そういう危機感

が私自身あるわけでありまして、その中で子供たちが置き去りになってしまっているという状

況の中で、学力といった部分あるいは不登校といった部分にそこがつながってきているのでは

ないかという思いもあるわけであります。 

  そういった点におきましてはまだ具体的な部分が見えてこないところで何というのか、何と

言っていいのかわかりませんが、実際この事業を成功させていくためには相当な覚悟を持って

取り組まければいけない事業だと考えております。 

  例えば、私先ほどシルバー世代と申し上げましたが、例えば学童保育にいってそういったと

ころの方をミックスしてやっているところにお話をお伺いしたこともございますが、やはりそ

こでは大きな困難を伴っていたと。何で子育て終わって仕事も終わって引退したのに、まだ子

供たちの相手しなきゃならないんだというところからスタートしていくわけであります。だか

らといって、そこで手を離してしまったらこの事業は絶対成功しないわけでありまして、やる

かどうかというのはありますけれども、そういった点においては覚悟を持ってつかんで離さな

い勢いで取り組んでいただきたいと考えております。 
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  次に移ってまいりますが、緑地公園の整備についてというところで時間もあれですので簡単

にお伺いしたいと思います。資料№10番の132ページで予算措置がされておるほかに、資料№

15の46ページというところで、整備管理において町内会との関係の資料を提出していただいた

わけでございます。 

  46ページの数字を見ますと、公園数というところでは平成28年度見込みで130カ所に対して

直営が83、町内会が47、31団体というところで、なかなか町内会の方々に一定程度お任せをし

ているという状況があるわけであります。そういう中でお話をお聞きしますと、やはり高齢化

の中でこういったところの整備管理と言われても、なかなか厳しいんだよというお話も頂戴す

ることがございます。 

  そういったところがあるほかに、緑地の管理というところでこちらもさまざま個別の事案で

ご相談いただいてきたと。例えば、家の裏側にある市の緑地、ここの木が伸びて雨どいに当た

るんだと。あるいは、落ちた葉が雨どいに詰まって修理しなきゃいけなくなったというさまざ

まなご相談をいただく中で、その都度職員の方々お忙しい中でございますが、つなぎをとって

ご相談に当たっていただいたというケースがこの間大変多くございました。 

  そういった中で、市の宅地造成の事業、これまで数十年にわたってやられてきたかと思いま

すが、当然緑地整備もなさってきたかと思いますが、そろそろ計画的な整備時期に来ているん

じゃないかとこの間痛感をしたわけでありますが、職員の体制等含めて今年度と来年度という

ところに限らず、近いうちにぜひやりたいというところがあれば簡単にお答えいただきたいと

思います。 

○土見副委員長 本多土木課長。 

○本多建設部土木課長 議員さんから今お話があったとおり、市の緑地17カ所、今管理している

ところでございます。ほとんどが宅地の大規模開発に伴って帰属を受けた緑地でございます。

私ども、支障木、危険木の伐採の考え方、まず危険木を最優先に切らせていただいているとこ

ろ、それはその都度対応になっております。ただ、今お話があるのが落ち葉の問題であるとか、

宅地の民地をはみ出して木が伸びているというところが今問題になっているところです。我々

としてもそれを放置というわけではありませんが対応できていなかった部分がございましたの

で、新年度にそういった緑地17カ所を、少し計画的に剪定でありますとか伐採をさせていただ

きたいという予算を1,000万円ほど計上させていただいております。これは単年度でどれくら

いできるかというのを今回見たいと思いますが、できれば５カ年ぐらいのイメージを持ちまし
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て市内緑地を一度整理をかけたいと思っておりましたので、よろしくお願いします。 

○土見副委員長 小高 洋委員。 

○小高 洋委員 ありがとうございます。 

  1,000万円という金額に対しまして具体的な相場といいますか、そういったところがわから

ないもので、どの程度できるのかなというところはありますが、ぜひそこはしっかりと予算あ

るいは人員というところを確保した上で行っていただきたいと申し上げます。 

  残り３分ということで、小中一貫教育について簡単にお伺いしたいと思います。 

  資料№15で見ますと21ページあるいは30から32ページというところでお伺いしてまいります。 

  中１ギャップ、10歳の壁ということも言われておりますが、このギャップというものをどう

捉えるか。社会をたくましく生き抜く力をつけるという考え方におきまして、そのギャップと

いうものを見た場合に至るところにギャップというものがあるんじゃないかという思いもある

わけでございます。土見委員の質問の中で、高１クライシスという言葉もございますけれども、

実際社会に出ますと最大級のギャップにある意味ぶつかるということもございますが、そうい

った部分まで含めて小中一貫教育というものをどう捉えればいいのか、簡単にお答えいただき

たいと思います。 

○土見副委員長 遠山学校教育課長。 

○遠山教育委員会教育部学校教育課長 中１ギャップ、10歳の壁、高１クライシスというところ

でお答えいたしたいと思います。 

  今回の小中一貫教育、９年間の教育をというところでお話ししておりますけれども、９年間

というのは人間の一生を考えた場合に一番成長発達の大きい時期でもあります。この時期にし

っかりとした人とかかわる力、心のエネルギー、生きるエネルギーを獲得する力を身につける

ことによって高１クライシスまたは人生で何か壁にぶつかったときに立ち直る力、乗り越える

力が身につくと考えております。この義務教育のときにしっかりとしたエンジンをつくること

が大切だと考えております。 

  以上でございます。 

○土見副委員長 小高 洋委員。 

○小高 洋委員 その点につきましては私も実は全く同感でありまして、そういった力をつけて

いくためにどういったことをしていくのかというところで中途半端なことになってしまうので

はないかという懸念があるわけであります。 
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  時間があれですので、お話ししたいと思いますが。乗り入れ授業あるいは交流授業、確かに

一定効果はあるかもしれませんが、果たして力の醸成につながるかというところで見ますと、

効果は限定的になってしまうんではないかという思いがあります。方法論としまして、ギャッ

プ一つ一つありますが、そういうところをなだらかにしていく取り組みも必要だと思いますが、

細かく寄り添いながらともに乗り越えていくという姿勢がこれは必要なんでないかと思ってお

ります。 

  そういった状況の中で、浦戸のケースモデルということでお話もいただきましたけれども、

あれはちょっと比較になりづらいところがあるかと思います。むしろ、あの人数比というとこ

ろが全てではありませんが、先生と生徒の信頼関係といいますか、そういったところが非常に

強く生まれている中で効果が出ているのではないかと思うわけであります。 

  そこで、中途半端に予算をつけて乗り入れの空き時間を埋めるということをするくらいであ

れば、ちょっと制度的にできるかどうかわかりませんが、チームティーチングというのであれ

ば、例えばいっそ学年に１人、専任のフォローアップ教員みたいな方をつけていただいて、そ

の方が中学校に上がる際にはその先生も一緒に中学校に行くというぐらいのやり方、仕組みを

つくって、しっかりとその力をともに乗り越えながらつけていくといった取り組みをやれば私

としても一定納得する部分はあるのかなと思っております。 

  今の先生方にこれ以上の負担をお願いしながら、そして先ほど先生方に保護者の方に周知が

されていないんでないかということもありましたけれども、そういった先生方、保護者が置き

去りのままで、トップダウンで小手先にやることになりはしないかと懸念をしているわけであ

りまして、その点についてもし何かあればお答えをいただいて、おしまいにしたいと思います。 

○土見副委員長 遠山学校教育課長。 

○遠山教育委員会教育部学校教育課長 ご質問ありがとうございました。 

  このたびの小中一貫教育でありますけれども、限られた予算の中で限られた教員の中で最大

限の力を発揮したいと、最大限の力を子供たちにつけさせてやりたいと考えております。これ

については乗り入れ授業等がクローズアップされていますけれども、これには大きな柱が３つ

ありまして、学力向上プラン、幼保小連携授業、中学校区ごとの交流授業、これらを総合的に

フルに回転させて力をつけるということでございますので、乗り入れ授業のみではございませ

ん。全てを通して子供たちにできる、わかった、受け入れてもらった、そしてみんなで協力し

て達成できた、満足できた、そのような成功体験を連続的に味わわせることによって身につけ
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る。そのようなことを考えておりますので、どうぞご協力をお願いします。よろしくお願いし

ます。 

○土見副委員長 暫時休憩いたします。 

  再開は15時50分といたします。 

   午後 ３時３４分  休憩 

                                             

   午後 ３時５０分  再開 

○今野委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  質疑を続行いたします。 

  なお、質疑の際には資料番号、該当ページ等をお示しの上、ご発言くださるようお願いいた

します。 

  阿部眞喜委員。 

○阿部（眞）委員 本日最後の質問をさせていただきます阿部眞喜でございます。よろしくお願

いします。 

  資料番号10番、46ページの質問をさせていただきます。第２款総務費第１項総務管理費第７

目企画費の部分でございます。 

  企画費352万2,000円とありますけれども、この内容を教えていただけますでしょうか。 

○今野委員長 相澤政策課長。 

○相澤市民総務部政策課長 ただいま、資料番号10、46ページ、企画費352万2,000円についてご

質問いただきました。 

  こちらでございますが、まず政策課で所管しておりますのが294万7,000円、この点について

お答えしたいと思います。 

  こちらにつきましては企画係で事務補助をお願いしております非常勤職員１名分の人件費、

浦戸等に行く関係の旅費、消耗品、各種広域等の取り組みがございますので、そういった関係

の負担金ということで合計294万7,000円ということで、政策課で予算計上させていただいてい

るところでございます。以上でございます。 

○今野委員長 阿部眞喜委員。 

○阿部（眞）委員 ありがとうございます。 

  広域連携への負担金というのはどういうところでの広域なのか教えてもらっていいですか。 
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○今野委員長 相澤政策課長。 

○相澤市民総務部政策課長 こちらは、ページをおめくりいただきまして48ページをごらんいた

だきたいと思いますが、一番下段でございます。節で申し上げますと、19節負担金補助及び交

付金というところで記載させていただいておりますが、例えば塩釜地区二市三町で広域の連携

を図っておりますが、そういった連絡協議会等に対するおのおのの負担金、離島振興協議会等

も加盟しておりますので、そういった負担金。仙石線整備促進期成同盟会負担金。塩竈市は仙

台都市圏ということで広域の取り組みもしておりますので、仙台都市圏広域行政推進協議会と

して10万円等でございます。よろしくお願いします。 

○今野委員長 阿部眞喜委員。 

○阿部（眞）委員 こちら、ご質問させていただいたのは、最近例えば震災等あとはインフルエ

ンザで急に学校がお休みになったりとか、そういうリスクマネジメント的なところが、この中

から会計からなかなか見受けられなかったのでリスクマネジメント的なルールを市で決めたり

とか、そういうところがもしかしてここに入っていないかなということでご質問させていただ

いたんですけれども、もしこれが質問として間違っていたら大変申しわけないんですが、そう

いう塩竈市、何か起きた際のリスクに関して共有できている部分があるのかどうかというのを

もしよければ教えていただけるでしょうか。 

○今野委員長 千葉危機管理監。 

○千葉市民総務部危機管理監 ただいま、リスクマネジメントということでのご質問をいただき

ました。塩竈市、リスク危機ということの中で、１つ自然災害に対しましては塩竈市地域防災

計画を策定させていただいております。実際、地域防災計画に基づきまして、昨日夕方も福島

県沖を震源といたします地震が発生いたしましたが、それについての対応を実施させていただ

いているところでございます。 

  こういった本部関係のものにつきましても、災害対策本部運営要綱を定めておりまして、そ

れに基づきまして対応させていただいてございます。 

  また、国で国民保護法を定めてございましてこれに基づきまして、塩竈市国民保護計画を策

定させていただいているところでございます。また、今具体的に新型インフルエンザというお

話もいただきましたが、これらの対応ということにつきましても新型インフルエンザ等対策行

動計画ということで、27年７月に計画を作成させていただいてこれに基づいて計画を策定させ

ていただいている。 
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  その他、最近いろいろな危機リスクがございますので、こういったものについてはそれぞれ

必要に応じていろいろなマニュアル等の策定も一部実施しているものもございますし、まだ不

足しているものもございますので、それらについては適切に今後対応していきたいと考えてい

るところでございます。 

  以上でございます。 

○今野委員長 阿部眞喜委員。 

○阿部（眞）委員 ありがとうございます。 

  ぜひともその他、テロとかはないと思いますけれども、そういうことがあった際のことや自

然災害など、感染病など、そのほかに職員の皆様、ないとは思うんですけれども、横領があっ

たとかそういう際の市としてのルールを、リスクマネジメントの基本方針などをまとめるもの

を定めてはどうかなと思いますので、ぜひともご検討いただけたらなと思います。 

  ２つ目に入ります。 

  資料番号10番、32ページ、こちら説明のところの下から６番目ですか。命名権料の300万円

というものなんですけれども、塩釜ガス体育館という認識でよろしいかお答え願います。 

○今野委員長 末永財政課長。 

○末永財政課長 行政改革担当の財政としてお答えいたします。 

  塩釜ガス体育館分の300万円でございます。 

  以上でございます。 

○今野委員長 阿部眞喜委員。 

○阿部（眞）委員 その300万円というのは例えば体育館の何かに使っているとかそういうこと

は決まりがあるんでしょうか。教えてください。 

○今野委員長 末永財政課長。 

○末永財政課長 現在、塩竈市はネーミングライツの契約を塩釜ガス体育館１カ所でやっており

ます。平成22年からスタートしているんですけれども、毎年300万円の契約でございまして、

うち100万円についてはみなと塩竈まちづくり基金に対する積み立て。これは後年度一定程度

額がたまったら大きな事業をやりましょうということで、ルール化して100万円ずつためてい

る。残り200万円については主に詳しくは教育委員会側の話になるんですが、スポーツ振興関

係、具体的には学校の部活動関係ですとかスポーツ関係のイベントに対して当該年度に事業実

施の財源として使うという形でやっております。 
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  繰り返しになりますが、100万円が積み立て、200万円が事業化という形になります。 

  以上です。 

○今野委員長 阿部眞喜委員。 

○阿部（眞）委員 ありがとうございます。 

  仙台市も今、歩道橋に各会社がお名前を乗せたりとかネーミングライツを非常に強化してい

るということでニュースになっておりましたけれども、塩竈市で今後そのようにネーミングラ

イツを強化していくという取り組みを行うことは考えていらっしゃるんでしょうか。 

○今野委員長 末永財政課長。 

○末永財政課長 行政改革といいますか、そういったくくりの中で財源を確保するという意味で

は非常に有効な手段だとは捉えております。今後、塩竈市としても塩釜ガス体育館に限らず幅

広くそういった方向性は考えてもいいかなとは考えております。 

  以上です。 

○今野委員長 阿部眞喜委員。 

○阿部（眞）委員 ぜひとも、今回の定例会でも魚市場2,000万円ほど、これから大変になるん

じゃないかという議論も出ておりましたけれども、そういうネーミングライツとか形で少しで

も市として、自治体でできることってあると思うんですけれども、何とかお金を捻出するとい

う知恵を絞ってやっていく一つなのかなと思っておりますので、公募が、出すのは自由だと思

うんです。それに応募があるかどうかというのは企業側が決めることですので、なければない

でしようがないと。ただ、こちらから挑戦しないとチャレンジしないと可能性も生み出せない

わけなので、ぜひとも避難デッキ、マリンデッキ、そういう新しくできる魚市場に挑戦してい

ただきたいと思うので、そういう形で取り組んでいただけないのかお答えいただけると助かる

んですけれども、お願いします。 

○今野委員長 佐藤 昭市長。 

○佐藤市長 過去にも何ケースかネーミングライツの候補を挙げまして公募をさせていただきま

したが、今のところは残念ながら塩釜ガス体育館が唯一実現をしているということであります。

ただ、このほかに例えば市で活用いたします封筒に名前を記載させていただいたり、市のホー

ムページにも広告を掲載させていただく等、比較的市民の皆様の目にとまりやすい分野でこう

いったネーミングライツ的なものを今後さらに拡大をいたして、より市民の方々の活動が活発

にできるようなことに活用させていただきたいと思っております。 
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  以上でございます。 

○今野委員長 阿部眞喜委員。 

○阿部（眞）委員 前向きなご返答いただきましてありがとうございます。 

  財源を何とか確保していかなければいけないと思いますので、いろいろなことに挑戦をして

少しでも市民サービスがよくなるように、また市の負担が減るようにご検討いただきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、資料番号13番の81ページ、新魚市場展示施設等整備事業についてお聞きしたい

んですけれども、こちら読んでいくと小中学校の団体見学や市民観光客が集う交流の場所とし

てこちらを整備するというお話ですけれども、こちら私の考えとしては二市三町の小中学生は

やはり非常に足を運びやすい環境というか、新しくもできますし、お魚の勉強ができるという

ことで非常にすばらしい展示スペースをつくっていただきたいと思っているんですけれども、

私もいろいろインバウンドだという話もさせていただく中で、仙台のお客様を何とか塩竈市に

というのがまず先じゃないかというご意見も多く見られると思います。 

  そのためには、仙台圏の幼稚園、保育所の方たちに足を運んでもらえるんじゃないかなと思

います。仙台市の幼稚園ですと加瀬沼公園あたりまではバスで来て結構遠足で来られていると

いう事例もありますので、こちらに来てお魚を勉強できるということを考えると、小学生から

じゃなくて幼稚園からも学べる展示スペースがあったほうがいいんじゃないかと思うんですけ

れども、担当の方からぜひお答えいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○今野委員長 並木水産振興課長。 

○並木産業環境部水産振興課長 貴重なアドバイスありがとうございます。 

  私どもといたしましても、例えば小学生と限定しているという考えはございません。もっと

広く、例えば今委員おっしゃいましたように、幼稚園というのも非常にいいところかなと。加

瀬沼公園でお弁当を食べるのであれば、塩竈の魚市場のデッキでお弁当広げていただいてもい

いです。雨降っても対応もできますので。そういうところを広くアピールさせていただいて、

いろいろな世代の方に来ていただいて塩竈のよさとか楽しみ方というのを味わっていただけれ

ば。特に、仙台というのはゆめ博でもターゲットにしているところでもありますので、仙台圏

からのお客さんを引っ張ってくるということには積極的に取り組んでいきたいと思います。 

○今野委員長 阿部眞喜委員。 

○阿部（眞）委員 ありがとうございます。 
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  やはり、子供だけの遠足もありますけれども、大人も一緒についてくる遠足もありますよね。

その中で、子供がいて楽しかったというと土日に親が今度一緒にまた行こうという形でのケー

スが、多分多々あると思うんです。例えば、スギ製菓さんに行ったことがあるという子供たち、

仙台にもすごく多いんですよね。だから、そこのうまく連携をしながらお客様を呼び込むとか

つながると思っております。 

  先ほど並木課長からもお話があったとおり、雨が降ったときどうするんだというのがやはり

あるので、屋根がついていてお弁当が食べられるだったり、無料で入れるというところをやは

り幼稚園はすごく探していますので、新しい観光施設になるんじゃないかと思いますので、ぜ

ひとも広く、二市三町だけでなくて仙台圏も含めて遠足プランなんかをどんどん売り込んでい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、資料13の95ページのコラソンの子どもの心のケアハウス運営事業についてなん

ですけれども、こちらに通うことで通常の学校生活に戻れるようになったという生徒はいらっ

しゃるのか教えていただけますでしょうか。 

○今野委員長 遠山学校教育課長。 

○遠山教育委員会教育部学校教育課長 お答えいたします。 

  今現在、コラソンに通っている児童生徒は合わせて15名おります。そのほかに、学校に設置

している学び適応ルームに31名通っております。コラソンから直接学校に戻ったという子供は

現在のところおりませんけれども、学校に設置している学び適応サポートルームから12名、教

室に戻っております。以上であります。 

○今野委員長 阿部眞喜委員。 

○阿部（眞）委員 このようなご支援というのは、非常に定住促進につながりますし、教育の部

分でも強い部分だと思いますので、自立をすることが目的とした施設ですね。ということなの

で、一日も早く卒業というか、できるような形で、子供たちに負担がないような形で進めてい

っていただければと思います。ありがとうございます。 

  私がお願いしたわけではないですけれども、資料で生活保護についてお聞きしたいんですけ

れども、資料番号15の52ページ。こちらも見ると平成27年度よりも平成28年度が人数としては

ふえている状況になるのかなと思います。この中で、生活保護を自立をして受けなくなったと

いう方が何人かいらっしゃるのであれば、人数とどういう形で自立できたかというのを教えて

いただけますでしょうか。 
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○今野委員長 川村生活福祉課長。 

○川村健康福祉部次長兼社会福祉事務所長兼生活福祉課長 生活保護から生活保護の廃止と、自

立ができた方というお問い合わせかと思います。それにつきましては、年間ばらつきはござい

ますけれども、例えばですが、就業が始まった方あるいは仕送り等があるために自立なさった

方、収入のある方が同居されたというケースもございまして、いろいろな形で自立している方

がいらっしゃいます。年間に十何件という数字が出る場合もございますし、その辺は数字的な

ばらつきはございます。あとは、生活保護の廃止という形では、他市町村への転出というのも

その中には入ってまいります。 

  概要としては以上でございます。 

○今野委員長 阿部眞喜委員。 

○阿部（眞）委員 実際、二十数名ふえているということでございますけれども、この663名の

方たちの中でどのような、体が不自由だとか働けない理由というのがあるかと思うんですけれ

ども、一番多い割合というのはどういう理由が多いのか教えていただけますでしょうか。 

○今野委員長 川村生活福祉課長。 

○川村健康福祉部次長兼社会福祉事務所長兼生活福祉課長 割合というお尋ねでございます。基

本的に生活保護の統計上４区分されてございまして、その中で今お話がございました疾病等の

関係と高齢世帯という区分がございます。割合としましては高齢世帯が多いというのが現状で

ございます。 

  以上でございます。 

○今野委員長 阿部眞喜委員。 

○阿部（眞）委員 高齢ですとなかなか働くということも厳しいのかなと思いますので、20代か

ら50代ぐらいまでの皆様、自立できる人がいるならご支援を強化して、自立できるような形の

人がいるのであれば１人でも多く自立につなげるように活動をしていただきたいなと思います。 

  以上です。 

  次、６点目なんですけれども、ゆめ博についてお聞きしたいんですけれども、資料番号15の

106ページになります。 

  午前中、土見委員からもお話がありましたけれども、ゆめ博の人数大体10万人だと。平成27

年度、28年度と10万人を超えての来場者があったということでございますけれども、ちなみに

こちらの経済効果というのはどれくらいの認識なのか教えていただけますでしょうか。 
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○今野委員長 佐藤商工港湾課長。 

○佐藤産業環境部次長兼商工港湾課長 経済効果、出し方がなかなか難しいところがありますけ

れども、試算としては何通りかやらせていただいております。 

  まず、例えば28年度ですと10万6,913人が入込の客数になります。そのうち、ゆめ博をやる

以前のものについては５万7,440人という形で捉えていますので、増加した方々の人数につい

てそれを市内から来たお客さんを除くということで、市外から来た方を割合としてかけますと

大体３万9,776ということで４万人弱ぐらいの数値になります。 

  これに対して、宮城県が統計上使っています１人当たりのお土産を買うお金だとかあるいは

１日、日帰りのお土産単価、そういった部分が4,500円という単価がございますので、単純に

4,500円を掛けますと１億7,800円ほどの経済効果という形になろうかと思います。最大限10万

6,913人で4,500円という捉え方をすると、４億8,100万円という形になりますので、１億5,000

万円から５億円程度の部分で経済効果があるんだろうなという捉え方をしています。 

○今野委員長 阿部眞喜委員。 

○阿部（眞）委員 ありがとうございます。 

  2,000万円、市から今年度出している事業でございますので、2,000万円以上の効果がなけれ

ば意味がないのかなとは思っておりました。実際にアンケートを、いろいろな商店だったり飲

食店にとられているということで認識、大丈夫ですね。その中で、例えば10月は売り上げが上

がったとかという生の声というのは、実際聞こえているのか教えていただけますでしょうか。 

○今野委員長 佐藤商工港湾課長。 

○佐藤産業環境部次長兼商工港湾課長 アンケートそのものは、パビリオンという形でイベント

に参加した方々のアンケートという形になりますので、直接飲食店とかそういう形ではないか

もしれませんけれども、事業の実施により経済効果があったかどうかということを聞いており

ます。それについては、強く感じるというのが10.2％、感じるが57.1％という形になりますの

で、７割弱の方が経済効果があるという認識になっております。 

○今野委員長 阿部眞喜委員。 

○阿部（眞）委員 来年で、年度的に３年目となりますので、より一層の経済効果があらわれる

ように、商工会議所と連携を密にしながらすばらしい事業にしていただきたいなと思っており

ます。 

  53番目に循環バスがあります。循環バスが事業に入ってくるのかなと思いますけれども、事
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業数をふやして市民一体となって最後になるかわかりませんが、ゆめ博を一緒に盛り上げてい

けたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  次に移りたいんですけれども、資料番号というよりは、ずっと１日ご意見が出ている海岸通

子育て支援のことについてお聞きしたいんですけれども、先ほど鎌田委員がおっしゃったのは、

私も納得はいくなと感じさせていただいておりました。 

  定住、移住だと私も言っている中で、40名、新浜町保育所の人数をそのままにと。市長がお

っしゃっているように、そちらから復興資金を活用してそっちに持ってくるのであれば、それ

以上のものはできないというのも私も納得はしているんですけれども、であれば逆に聞きたい

んですが、新浜町保育所はその後どのように活用するのかということを教えていただけますで

しょうか。 

○今野委員長 木村子育て支援課長。 

○木村健康福祉部子育て支援課長 まず、新浜町保育所の機能移転後の活用ということでござい

ますが、新浜町保育所については廃止という形になります。 

  以上です。 

○今野委員長 阿部眞喜委員。 

○阿部（眞）委員 マンションもできるとなれば、60世帯ぐらい入るとお子様がいらっしゃるフ

ァミリー層の世帯も中に引っ越してくるのかなと。そうなれば、もちろん海岸通にできる保育

所にぜひとも通いたいという方がもちろんいらっしゃると思います。 

  その中で、新しいファミリー世帯が来たときにそこに20人来たらあと20人どこから来るんだ

となれば、もちろん市内から。でも、今現在で四十何名新浜に行っているのであれば、その分

どうしてもあぶれてくる子たちも出てくるのではないかなと、自然的に考えれば見えてくるの

かなと思いますので、本当に子育ての待機児童をなくしたいとかファミリー層を呼び込むんだ

となれば待機児童がうちはないよ、いつでも受け入れができるという体制を整えていくために

も、新浜町保育所を民間の保育園経営をされている会社さんにスペースとして提案するとか、

そういう形をとるべきなんじゃないかなと私は考えているんですけれども、その土地をどのよ

うに使っていきたいのかというお考えがあれば教えていただきたいと思います。 

○今野委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 ご案内のとおり、塩竈市の子育て支援を集約したものがのびのび塩竈っ子プランと

いうのがございます。実は、震災前まではそののびのび塩竈っ子プランの中では新浜について
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は廃止、たしか香津町保育所については民間委託等といった計画の内容にさせていただいてい

ました。その後、東日本大震災が発災いたしまして、想像以上に保育所を活用したいというご

父兄が多いということで急遽計画の見直しを行いまして、新浜についても当面継続をさせてい

ただくことについては、議会についてもご報告をさせていただいていました。 

  いずれ、一定程度東日本大震災の復旧復興が一段落いたしましたら、まずは塩竈市ののびの

び塩竈っ子プランというものを、これから先どういった形で運営していくかという基本的なこ

とを明らかにしなければならないと思っております。その際に、当然のことでありますが、今

海岸通１、２番地区に整備をさせていただく部分については基本的には40人という形になるわ

けでありますが、先ほども確認させていただきましたが、715人とありますか、今現在塩竈市

の公立、私立合わせまして715人という定員になっておりますが、それらについてもどのよう

な形で見直しをしていくかということについて、いずれ明らかにさせていただくということに

なるものと思っております。 

  以上でございます。 

○今野委員長 阿部眞喜委員。 

○阿部（眞）委員 これからの人口の推移などもいろいろとかかわってくることなので、何とも

言えない部分はございますけれども、ぜひとも新浜町保育所の跡地というものの活用も考えて

いかなければいけないのかなと思っております。例えばですけれども、加工業者さんで働く人

たちの専用の保育園などでの経営を民間の会社さんにやってもらうなどですか。箱屋さんの人

手不足の解消にもつながるのかなと思いますし、やはりここの場所、液状化、もしかしてして

いる可能性も高い場所なのかなと思いますし、避難経路としても杉の入小学校まで逃げるとい

うと大変な場所かと思うんですけれども、やはり子育て、いつでも受け入れる体制をとるため

に私はこのまま保育所でなく保育園として、あちらの地区をどこかに勧めて提案をして、子育

て施設の一環に使う場所として提供していてもおもしろいんじゃないかなと考えるので、ぜひ

ともただ更地になるのではなくて、その次どうするかというのも今から考えながら、新浜町保

育所の移転を考えていただきたいなと思うんですが、いかがお考えでしょうか。 

○今野委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 先ほどご答弁させていただいたことをまずは基本とさせていただきたいと思います。 

  震災復旧復興が一段落した後ののびのび塩竈っ子プランの中で、公立、私立保育所あるいは

その他の施設をどのように位置づけていくか。また、これから先現実には、市内の幼稚園で認
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定こども園的な利活用されている施設も出てきております。そういったことを集約する形での

びのび塩竈っ子プランの改定ということを行わせていただきたいと思っております。よろしく

お願いいたします。 

○今野委員長 阿部眞喜委員。 

○阿部（眞）委員 ぜひとも、更地になるのではなく市民の皆様に提供できるような場所になれ

るよう考えながら海岸通にも移行できるように努めていただきたいなと思います。 

  ちょっと早いですけれども、私からは以上でございます。ありがとうございました。 

○今野委員長 お諮りいたします。 

  本日は、これで会議を閉じ、明３月２日午前10時より再開し、審査区分１一般会計について

の質疑を続行したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○今野委員長 ご異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

  本日の会議は、これで終了いたします。 

  ご苦労さまでした。 

   午後 ４時２０分  終了 

                                             

 塩竈市議会委員会条例第２９条第１項の規定によりここに署名する。 
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  午前１０時００分  開議 

○今野委員長 おはようございます。 

  ただいまから平成29年度予算特別委員会３日目の会議を開きます。 

  それでは、前回の会議に引き続き審査区分１、一般会計の質疑を続行いたします。 

  なお、質疑の際には資料番号、該当ページ等をお示しの上、ご発言くださるようお願いいた

します。 

  阿部かほる委員。 

○阿部（か）委員 皆様、おはようございます。 

  予算特別委員会、審査２日目となりました。 

  それでは、10年にわたる復興期間の総仕上げ、今年度は７年目に入ることになります。平成

29年度の予算が示されました。着実に仕上げに向かって、官・民・議会ともに一丸となって復

興まちづくりの総仕上げに邁進したいと思っております。 

  平成29年度予算は、歳入歳出ともに283億6,000万円と示されております。前年比から27.8％

減ということで、これは復興事業などが着実に進んでいる、そして仕上げているということの

あかしではないかと思います。 

  そこで、ちょっと１つだけお伺いいたします。自主財源というのが大体40％ぐらいというふ

うに私も解釈したんですが、いかがでしょうか。今年度予算において、この自主財源のパーセ

ンテージをどのように受けとめたらよろしいかちょっとお聞きしたいと思います。 

○今野委員長 末永財政課長。 

○末永市民総務部財政課長 お答えいたします。 

  平成29年度の自主財源でございます。今回、歳入歳出ともにいまだやはり復旧・復興関係の

歳入も入ってございますけれども、総額283億6,000万円をベースとして見ますと、自主財源に

ついては41.4％となります。 

  なお、復旧・復興関連を除いた通常事業ベースでの、通常予算ベースでの自主財源比率にな

りますと40.8％ということになります。これは昨年度通常予算ベースだと39.7％でしたので、

ほぼ横ばいという形になっております。 

  なお、震災前の平成23年度ですとか平成22年度ですと、やはり38％ないし40％程度というこ

とで、ほぼ横ばい程度であるというふうに見ております。以上でございます。 

○今野委員長 阿部かほる委員。 



-146- 

○阿部（か）委員 ありがとうございます。 

  まず、財政の面から見ますと、やはり市としては自主財源という非常に大きなものがござい

ます。このパーセンテージが高ければ高いほど柔軟に、そして市民の要望を受けて、市独自で

いろんな事業ができるのではないかというふうに受けとめております。まだまだ交付金、ある

いは補助金をお願いしながらやらなければならないような財政運営をしていかなければならな

い部分があるということで、これからもひとつ努力をよろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、資料№10、資料№13、資料№15から質問をさせていただきます。 

  初めに、資料№10、20ページをお開きお願いいたします。 

  区分として、２節の生活保護費負担金として1,184万円という数字が出ております。この生

活保護費住所不定者分となっておりますけれども、これはどういう意味なのか教えていただき

たいと思います。 

○今野委員長 川村生活福祉課長。 

○川村健康福祉部次長兼社会福祉事務所長兼生活福祉課長 歳入の関係で、生活保護費住所不定

者分ということでのお尋ねでございます。こちらにつきましては、例えば行旅人というんです

か、点々と住所を移されているような方を本市におきまして保護をした場合に、本来であれば、

何というんでしょう、塩竈市にお住まいの方をというところでの取り扱いとなるわけですけれ

ども、それについては県のほうで支出を見ていただけるような形になりますので、それへの対

応の歳入ということで計上したものでございます。 

○今野委員長 阿部かほる委員。 

○阿部（か）委員 ありがとうございます。これは、他県でもこういったことはなされているわ

けですか。 

○今野委員長 川村生活福祉課長。 

○川村健康福祉部次長兼社会福祉事務所長兼生活福祉課長 この取り扱いにつきましては、同様

の取り扱いが行われているということでございます。 

○今野委員長 阿部かほる委員。 

○阿部（か）委員 それで、塩竈市としてはこれは何人ぐらいの予算として見ていらっしゃるの

でしょうか。 

○今野委員長 川村生活福祉課長。 

○川村健康福祉部次長兼社会福祉事務所長兼生活福祉課長 現在、８名程度の方がそういった形
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での保護を受けていらっしゃるというふうに捉えております。 

○今野委員長 阿部かほる委員。 

○阿部（か）委員 ありがとうございました。 

  次に、同じく資料№10の22ページ、１番下にあります県の支出金からですけれども、衛生費

県補助金ということで、区分としては３節の環境衛生費補助金として2,172万4,000円、これが

みやぎ環境交付金として出ていまして、金額としてはこの交付金は1,663万2,000円ということ

で、この内訳をお願いいたします。 

○今野委員長 菊池環境課長。 

○菊池産業環境部環境課長 みやぎ環境交付金、これはみやぎ環境税を活用した二酸化炭素削減

のための施策に使われる事業でございます。来年度につきましては、この内訳といたしまして

は、小学校の教室をＬＥＤ蛍光灯に切りかえるという内容。あとは、これは市民安全課のほう

の所管になりますが、町内会の防犯灯のＬＥＤ化というふうになっております。 

  あと、それ以外には市町村の提案型ということで、今の２つはあらかじめメニューが決まっ

ておりましてそこから選択するものでありますが、残りは市町村の提案型ということで、これ

は議会でもたびたび出ております新魚市場の電動フォークリフト導入支援事業に使われるもの

になっております。大きくはその３つでここに歳入として上げております。以上でございます。 

○今野委員長 阿部かほる委員。 

○阿部（か）委員 ありがとうございます。 

  それでは、資料№13の69ページをお願いいたします。ＬＥＤ防犯灯設置助成事業についてと

いうところです。お願いいたします。 

  県の交付金、みやぎ環境税といいますか、そういったものが充当されているということで、

こういったことに使っていただけるというのは大変ありがたいことだと思います。市内各町内

会の運営におきましては、防犯灯の維持管理費用というのは、費用としては大変大きいものが

ございます。ＬＥＤ防犯灯の新設、切りかえ、または交換することによって維持管理費の軽減、

消費電力削減による二酸化炭素の排出抑制ができるという大変メリットのある費用であるかと

思います。 

  ここでお尋ねしたいんですけれども、１灯当たり４分の３助成ということで大変歓迎するも

のであります。平成29年度の事業の見込みとして150灯ということが示されておりますが、前

段の質問のときに何か出たように思いますが、対象灯数はふやすことは対応できますというよ
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うなお返事があったように思っておりますが、一町内会での申請灯数、これは制限はあるので

しょうか、ないのでしょうか。お尋ねいたします。 

○今野委員長 伊藤市民安全課長。 

○伊藤市民総務部市民安全課長 ＬＥＤ灯の説明をさせていただきます。 

  今の段階では、詳しい制度の部分は今最終詰めになっておりますが、今のところ制限という

のは設けないと。ただ、150灯というふうな部分が今の予算ではありますので、今回どのくら

い整備、要望があるか。平成28年については107灯の要望がありましたので、基本的にその部

分はクリアしているという形で今回は当初予算に上げさせていただきました。 

  ただ、市長が２日目の総括質疑で答弁しましたように、要望が上がってきた段階でまたいろ

いろ検討することも必要だろうということがありましたので、そういった部分で今後対応して

まいりたいと思っています。以上です。 

○今野委員長 阿部かほる委員。 

○阿部（か）委員 ありがとうございます。やはり長い経費の節減を考えますと、本当にこのＬ

ＥＤに切りかえるということは大変大事なことですので、だんだんその話が広まってきますと

相当数応募数がふえてくるんではないかというふうにも思いますので、対応方よろしくお願い

申し上げたいと思います。 

  それで、これは見通しとしては、何年ぐらいの間で全町内会を見ておりますでしょうか。お

尋ねいたします。 

○今野委員長 伊藤市民安全課長。 

○伊藤市民総務部市民安全課長 現在、ＬＥＤ化されていない従来の防犯灯、蛍光灯とか水銀灯

については、約3,500灯ございます。ただ、それにつきましては順次やっていくというふうな

形、そうするとやっぱり二十何年かかっちゃうというふうな部分なんですが、やはりちょっと

平成29年度は一旦この予算で要望を受け付けた中で、あとそれがどのくらいでやれるのかとい

うものも含めまして再検討していかなくちゃいけないなというふうに思っております。よろし

くお願いします。 

○今野委員長 阿部かほる委員。 

○阿部（か）委員 ぜひ、よろしくお願いいたします。町なかが明るくなるかと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

  次に進みます。次は、同じく№13の71ページになります。 
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  子どもの学習支援事業についてというところでお尋ねしたいと思います。生活困窮世帯に対

する手厚い対応かというふうに思っております。子供たちの学習支援、あるいは進路相談、そ

してまた高校中退防止の支援ということで、大変いい取り組みではないかというふうに思って

おりますけれども、これは事業委託ということになりますけれども、大体３カ年事業というこ

とで、そして受託者選定ということにもなっておりますが、この福祉分野、教育分野、小学校、

中学校、高校、こういったことがこの事業の中に全部かかわってくる事業でありますけれども、

どういう事業者を選定しようとなさっているのか、ちょっと概要で結構でございます。お知ら

せください。 

○今野委員長 川村生活福祉課長。 

○川村健康福祉部次長兼社会福祉事務所長兼生活福祉課長 事業者の選定に当たりましては、今

後プロポーザル方式による公募によりまして選定をいたしてまいりたいというふうに考えてご

ざいます。県内で仙台市、岩沼市、石巻市が先行的に取り組んでございますが、そちらの受託

されている団体につきましては、ＮＰＯ団体が受けていらっしゃるというような状況もござい

ます。ＮＰＯ団体に特定するわけではございませんけれども、そういった団体も含めた中での

公募を、対応を行ってまいりたいと考えてございます。 

○今野委員長 阿部かほる委員。 

○阿部（か）委員 ありがとうございます。それで、３年間という事業なんですが、その３年後

の見通しとしてはどのように、３年でこれは終わるのか。それとも、どういうふうにそれを持

っていかれるかという先の見通しは見えていますか。 

○今野委員長 川村生活福祉課長。 

○川村健康福祉部次長兼社会福祉事務所長兼生活福祉課長 ３年間という期間でございますが、

委託に当たりまして、やはり事業の継続性というものがございますので、債務負担をお願いす

る中で３年間同一の事業所により継続をするという考えでございます。 

  また、この生活困窮者自立支援制度につきましては、法に基づいた中で制度化されてござい

ますので、継続という見通しは持ちながら、また３年後にそのときの制度に合わせた中での事

業継続というものを検討させていただきたいというふうに考えています。 

○今野委員長 阿部かほる委員。 

○阿部（か）委員 ありがとうございます。 

  それでは、同じく№13の74ページというところです。 
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  海岸通子育て支援施設整備事業ということで、総括質疑あるいは昨日の質問等でいろんなご

意見が出ました。それぞれに貴重なご意見かというふうには思っております。 

  ただ、私は震災後、大分新浜町保育所のほうに足を運んでおりました。あのときの状況をご

らんになっていれば、新浜町保育所の建物がいかに老朽化し、そして幼い子供さんを預かるに

は不適切なほど、やはり進んでいたと。震災後、既にあそこは廃止という形になっていたもの

ですが、震災でストップしました。そのために市のほうではいろんな手当てを施しました。大

変なことだったんですね。地盤沈下だけじゃない液状化ということもちょっとありましたので、

大変な状況を手当てをして、そして今日までどうにか建物を存続させてきたということで、本

当にどうしようもないと、移転しなければならないという状況。 

  そしてあと、新浜町保育所の地形的な面ですね。私は震災のときに保育所の先生方から大変

なお言葉をいただきました。子供たちを連れて逃げるのに、杉の入小学校なんだと。あそこま

で逃げなければならない。実は、リアカーまで借りていたんですね、その後。子供たちをリア

カーに、ゼロ歳児の子供たちを乗せてとにかく逃げなくてはならないというような、そういっ

た状況もお聞きしまして、やはり保育所というのはもっと安全なところに、子供たちの安全が

担保される場所になければならないというふうに切に思っておりました。 

  このたび駅前保育所というところで、支援センターとともに子育て支援の拠点として駅前に

設置されるということは、私は本当にこれはすばらしいことだと思います。仙台圏を見渡しま

しても、今仙台で待機児童はお手上げ状況ですね。そういった中で、お母さんたちがどこか入

れるところはないかと探している。できれば、もう少し塩竈は幅を持たせてほしいというのが、

私の実際の願いでございます。 

  こういった建物の中に、この記載されております施設の概要の中に１階のほかに商業スペー

スというところがあるんですが、これはどのくらい、店舗が入る予定なんでしょうか。それと

も、何か商業施設。ちょっと内容を教えていただければと思います。 

○今野委員長 鈴木復興推進課長。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 お答えいたします。 

  この１階部分の赤の部分、ここを組合のほうで今保留床といたしまして、１階部分ですので

商業施設を前提にテナント誘致活動といいますか、処分も含めてそれを検討している箇所でご

ざいます。何カ所か当たっている部分はあるみたいですので、まだ正式契約には至っておりま

せんけれども、商業床を基本とする部分でございます。 
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○今野委員長 阿部かほる委員。 

○阿部（か）委員 これは本当に私の考えですので、まず一提案ということで受けとめていただ

ければと思いますが、子供たちとお母さんたちがここるんに遊びに来ると。少なくともお腹が

すいたねといって何か食べようと思っても、塩竈市内、あの海岸通を見てもどこも入るところ

がないわけですね。それで、お母さんたちがおしゃべりして交流しながらお茶でも飲もうかと、

子供たちを遊ばせながらお茶しようかという、そういう場所がないという部分で、多くのほか

の他市の例を見ますと、そういったところに軽いレストラン、子供が入っても気兼ねをしない

ようなそういった施設もあって大変な大盛況であるということも調べてみますとわかりますが、

もしこの商業施設、利用可能であればそういったことも含めて、子供を持つ若い方たちの憩い

の場となるように、そういったこともぜひ考えていただければと思いますが、その辺のもしお

考えがあればお聞かせください。 

○今野委員長 鈴木復興推進課長。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 レストラン街は基本的には２番地区のほうに集約す

るという方向性で今進んでいるんですけれども、お話を受けまして、そうした利用というのも

十分考えられますので、組合のほうにお伝えいたしまして、テナント誘致の一つの考え方とし

てお伝えしたいと思いますので、どうもありがとうございます。 

○今野委員長 阿部かほる委員。 

○阿部（か）委員 ぜひ、どうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、次に同じく75ページをお願いいたします。 

  塩竈アフタースクール事業についてであります。これは、平成28年度に事業計画を策定して

いるようですけれども、どのような内容なのかちょっとお知らせください。 

○今野委員長 木村子育て支援課長。 

○木村健康福祉部子育て支援課長 塩竈アフタースクール事業の事業計画でございますが、２月

中に市内各小学校保護者の方々からアンケート調査を実施してございます。現在、そのアンケ

ート調査の内容を精査しております。そのアンケート調査の結果によりまして、今後どのよう

な事業計画にしていくかということを決めていくような形になりますので、詳細については今

後決定していくような形になるかと思います。ですので、今現在ではどういった内容になって

いくかというのはまだ決定していないところでございます。以上です。 

○今野委員長 阿部かほる委員。 
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○阿部（か）委員 何かちょっと余りはっきりわからないんですけれども、このコーディネート

事業者を募集ということは、これは委託になるわけですか。お聞きいたします。 

○今野委員長 木村子育て支援課長。 

○木村健康福祉部子育て支援課長 まず、平成29年度の事業につきましては、実際に事業をおこ

していくというような形になります。こちらのほうで事業者を選定しまして、その事業者が事

業全体をコーディネートしていくというような形を考えております。 

○今野委員長 阿部かほる委員。 

○阿部（か）委員 子供たちの放課後にいろんな地域とのかかわり、あるいは先輩後輩とのかか

わりの中で子供たちが育っていくような、そういった企画事業がなされることを私はこの文面

から一応希望を持ったんですけれども、もしできればきちっとしたそういった進め方、ちょっ

と遅いのではないかなと思います。平成29年度でも、４月に募集選定となっております。今、

事業が見えないということは、ちょっとこの辺はいかがなものかというふうに思います。とい

うのは、国からもいただきますけれども、一般財源からも結構1,149万5,000円という大きな事

業費が出されているものですから、これはちょっと４月の募集には非常に不安を感じますし、

またコーディネート事業者の事務所開設が５月ということなので、一体この予定はどうなって

いるのかなという感じです。その辺ちょっとご説明お願いいたします。 

○今野委員長 木村子育て支援課長。 

○木村健康福祉部子育て支援課長 まず、先ほど質問の中で申しておりませんでしたけれども、

平成28年度の部分の事業計画の部分につきましては、今年度中に策定する予定でございます。

ですので、その事業計画に基づいて、平成29年度につきましては事業計画に基づく事業者を選

定していくということになります。その際も、やはりそれなりの力を持った事業者が必要にな

ってきますので、やはりプロポーザルとかそういった形での事業者を選定してくということで、

やはり４月から開始するとなりますと、事業者の選定というのはやはり５月ぐらいになってき

てしまうというような状況でございます。以上です。 

○今野委員長 阿部かほる委員。 

○阿部（か）委員 どうぞよろしくお願いいたします。 

  次に参ります。81ページ、よろしくお願いいたします。 

  新魚市場展示施設等整備事業についてお尋ねをいたします。昨日もいろいろご意見が出てお

りました。４月から、整備事業の委託ということで始まるようですけれども、設計等は既にで
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き上がっているんでしょうか。お尋ねいたします。 

○今野委員長 並木水産振興課長。 

○並木産業環境部水産振興課長 設計等についてということでご質問いただきました。今回、こ

の整備事業につきましては、国の復興交付金の効果促進事業を使って整備を予定しております

が、４月、交付決定のほうの確定が受けられましたら、この設計を含めてプロポーザルという

形で発注をしたいと考えております。今、仕様の最終の詰め作業をしているところでございま

す。以上です。 

○今野委員長 阿部かほる委員。 

○阿部（か）委員 ありがとうございます。魚市場の展示スペース、ここは私は大変期待をして

おります。観光資源の拠点としての役割、それから市民の皆さんの活用によって生きる施設に

なるかというふうに期待をしております。ぜひ、よろしくお願いをいたします。 

  それでは、次に84ページ。塩竈市観光振興ビジョン策定事業についてお尋ねをしたいと思い

ます。 

  本市における地域資源の抽出及び整理ということで、２の事業内容のところで、地域資源発

掘のための現地基礎調査というのが入っておりますけれども、この下に本市入込客数に対する

動態調査、マーケティングですけれども、きのうもちょっと出たんですがもう一度お聞きして

もよろしいでしょうか。市場調査というのをやっていらっしゃると思いますが、いかがでしょ

うか。よろしくお願いいたします。 

○今野委員長 吉岡観光交流課長。 

○吉岡産業環境部観光交流課長 本市の市場調査ということのご質問であります。 

  本市におきましては、各観光拠点、例えば鹽竈神社、マリンゲート塩釜といったところとか、

あと主要な大きなイベントですね、みなと祭とか。そういったところの観光客の入り込みとい

うものを各施設の管理者でありますとか主催者のほうからお聞きしまして、県のほうには報告

しておりますが、具体的にどのぐらい観光客がお金を使ったんだとか、そういった細かい調査

につきましては、本市におきましては残念ながらないところです。宮城県におきましては３年

に１回調査をしていますので、その辺の数値を参考にしながら経済効果というのを割り出した

りとかはしている状況でございます。 

○今野委員長 阿部かほる委員。 

○阿部（か）委員 ありがとうございます。先日といいますか２月25日の日に松島で、100年後
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に残したい松島の美しさということで、松島の暮らしと観光に関するシンポジウムが開催され

ました。私もちょっと出向きましてお話を伺ってまいりました。大変参考になるところがたく

さんございました。これまで松島では、あれだけ年間200万人とも言われる観光客の方がいら

していて、一度も市場調査、動態調査というのをしていなかったということで、今回初めて調

査をして、その観光動態と経済波及効果ということにも、本当に基礎調査でびっくりしたとい

うことで、シンポジウムでいろいろ発表になりました。 

  観光というものは、数字では全てあらわせないと。しかしながら、その潜在価値を見きわめ

る大切さ、やはり調査はとても大切ですということをおっしゃられておりました。塩竈はどう

なのかなというふうにちょっと考えながら聞きました。 

  一つには、松島の観光に訪れる方々というのは塩竈も通過している部分がたくさんあります。

そしてまた、帰りも塩竈を通って帰られる方もたくさんいらっしゃるわけで、これは本当に１

つの町の調査というよりも、私たちも共有しながらこれを生かしていかなければならないんで

はないかというふうに思うわけです。 

  それで、観光消費、その町内への波及効果、分析をしたわけですけれども、町内産業全体に

及ぶ影響、これは全体で観光消費額が190億2,000万円だったんだそうです、調べたところ。観

光客の方に全部、一人一人聞き取り調査でこれを行ったということでした。そうしますと、大

体地域の中でお１人、人口が減少すると、そうすると年間121万円の消費がなくなるというこ

ともわかりましたと。 

  そしてまた、定住人口、この190億2,000万円という数字は定住人口２万3,111人の消費に相

当するという、本当にびっくりする数字をまとめられました。それで、観光消費額は町内総生

産41％に相当するということでした。 

  それで、今調べたところ、個人旅行というのが83.1％、これは塩竈でも当てはまるんではな

いかというふうに思います。もちろん、塩竈は宿泊というのはなかなかできませんものですか

ら、宿泊する方は松島に行くとか、あるいは松島でも調査して秋保とか、あるいは作並、あち

らに泊まる方が何か大分いらっしゃるということで、ちょっとショックだったようです。それ

で、パック旅行というのが14.8％に過ぎないということがわかりました。そして、日帰り、宿

泊、それから町外に泊まるというのが大体３割ずつです。そういった結果が出ております。 

  塩竈で、これからこういった調査も、松島町と一緒に調べていくというのも非常に有効かと

思うんですけれども、その辺のお考えがあればお聞かせください。 



-155- 

○今野委員長 吉岡観光交流課長。 

○吉岡産業環境部観光交流課長 まさに今回予算のほうに上げさせていただきましたこのビジョ

ン策定の中の動態調査というところは、平成28年度事業で松島町が行った今委員おっしゃられ

たような調査をやろうというところで上げさせていただいております。 

  それで、確かに私ども塩竈市においては、隣の松島町とか、あとは仙台市というのが全国的

にも国際的にも知名度が高いところでございますので、当然事業を進めるに当たっても連携し

てやらなければいけないですし、そういった調査の結果についても情報を共有しながら、お互

い連携し合えるような体制をつくっていくということで、今回ちょっと提案させていただいた

ということになります。よろしくお願いします。 

○今野委員長 阿部かほる委員。 

○阿部（か）委員 よろしくお願いいたします。それで、この84ページの下のほうに、今おっし

ゃられたように観光関連施設及び近隣市町との連携方策の検討ということが出ておりますけれ

ども、これは本当に今や観光は広域観光圏ということで広くお互いに協力しながらやっていか

なければならないということで、松島との関係というのをもう一回考えてみてもよろしいんで

はないかと思います。 

  来年６月、瑞巌寺で落慶法要がございます。奈良のお寺の大変高僧の方もいらっしゃると。

これは塩竈から船に乗って瑞巌寺へというお話を伺ってきました。ですから、「塩竈さん、本

当に関係があるんです、いろいろお世話になります」なんてお話をされておりましたけれども、

１年をかけてイベントを組んでおります。それで、発表してもいい時期になりましたら提供し

ますということをおっしゃっていただきました。このとてもいいチャンス、松島にどれだけの

お客様がいらっしゃるかわかりませんけれども、ぜひこういった松島のイベントの前後を通し

て、塩竈でもいろんな事業を組んで、何とか塩竈にも足をとめていただいて、そしておいしい

お寿司を食べていただくとか、いろんなおいしいものを食べていただくとか、あるいはお土産

を買って帰っていただくとか、そういった一つの地域型の観光のあり方というものを検討して

いただきたいと思っておりますけれども、その辺はいかがでしょうか。 

○今野委員長 小山産業環境部長。 

○小山産業環境部長 阿部委員のほうからいろいろとご提案いただきまして、ありがとうござい

ます。 

  今現在、塩竈市に訪れていただいております観光客数というのは、平成26年、平成25年あた
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りに一旦震災前に戻りまして、若干今少し減ってきているような状況がございます。それで、

よくよく私どもが分析いたしますと、やはり昔は塩竈まで国道45号線で訪れてバスでおりて、

マリンゲート塩釜から船に乗って松島に行くという方が結構いらっしゃったんですが、ちょっ

とそれが今減っておりまして、なかなかそれが戻ってこないという状況が一方で見てとれてお

ります。 

  それで、私どもはやはりそこをてこ入れしていかないとマリンゲート塩釜の集客も含めてな

かなか回復しないのかなというふうに思っておりまして、そういった折に松島の落慶法要の話

ですとか、あと今県のほうでは松島の水族館跡地、そちらのほうに２億円の補助金を設けて、

過去にはピーク時80万人があそこを訪れた水族館があったんですが、そちらにそういった水族

館にかわる施設を誘致しようということで動きがございますので、そういったやはり松島との

つながりというのは本当に塩竈の観光にとっては生命線でもありますので、そういった機会を

捉えて、やはり塩竈の観光客の誘致もますます進むように、数値が戻ってくるように進めてい

きたいというように思っておりますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。 

○今野委員長 阿部かほる委員。 

○阿部（か）委員 ありがとうございます。ぜひ、どうぞよろしくお願いしたいと思います。チ

ャンスを捉えてということで、何とぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、資料をせっかくいただきましたので、資料№15、53ページ。ここに要保護・準要

保護の児童生徒の人数をいうのを表示しております。これの認定の基準というのはどういうと

ころにありますか。教えていただきたいと思います。 

○今野委員長 遠山学校教育課長。 

○遠山教育委員会教育部学校教育課長 それでは、認定の基準についてお話しさせていただきま

す。 

  準要保護の認定基準につきましては、生活保護を受けている要保護に準じて行うというとこ

ろで基準を設けております。以上でございます。 

○今野委員長 阿部かほる委員。 

○阿部（か）委員 ありがとうございます。それで、要保護と準要保護の違いというのはどうい

うところにありますか。 

○今野委員長 遠山学校教育課長。 

○遠山教育委員会教育部学校教育課長 お答えいたします。 
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  要保護につきましては、生活保護を受けている世帯の子供たちというところでありまして、

また準要保護のほうはそれに準じる形ということで、さまざまな計算式がありますけれども、

その基準の1.3倍という数字を設けて、その辺では準要保護というところは認定しているとこ

ろでございます。以上でございます。 

○今野委員長 阿部かほる委員。 

○阿部（か）委員 ありがとうございます。 

  それでは、同じく103ページから105ページ、放課後児童クラブの入級案内時の配布資料とい

うところで、昨年の資料の中にもありましたけれども、抜粋という形で挙げていただきました。

この中にあります103ページの一番下にクラブ運営費というところがあるんですが、昨年度は

利用料金という名前でございました。そして、各行事やあるいはおやつ代、保護者会などの実

費等しっかりと費用をぴしっと表示してありましたけれども、今年度は何か運営費という名前

に変わっているんですが、入級決定時にお知らせしますということなんですが、これはちょっ

とご説明をお願いいたします。 

○今野委員長 木村子育て支援課長。 

○木村健康福祉部子育て支援課長 まず、放課後児童クラブの利用料金のうち、クラブ運営費と

いうことで記載してございます。昨年度は保護者会費としまして2,000円、別途保護者会のほ

うで徴収いたしますといった内容が記載されておりました。 

  それで、今回指定管理者制度導入に当たりまして、入級児童の募集を開始したのが11月でご

ざいます。その時点ではまだ指定管理者が決定しておりませんでしたので、協議することがで

きない状況でございました。その中で、今回保護者会費がどうなっていくかという部分につい

ては、その時点ではまだ決定しておりませんでしたので、この部分については後ほどの入級決

定時に詳細をお知らせしますということで記載させていただきました。 

  それで、今現在、指定管理者のほうとの協議の中では、保護者会費の部分についても継続し

て実施していきたいということでございますので、昨年同様な取り扱いになっていくと考えて

おります。以上です。 

○今野委員長 阿部かほる委員。 

○阿部（か）委員 ありがとうございました。その辺はきちっとよろしくお願いいたします。 

  この放課後児童クラブにおきましては、専門的な知識、経験に基づく新たな運営を図るため

に指定管理者制度導入ということになっております。放課後児童クラブ、ある意味では教育の
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場でございますので、しっかりとやっていただけるように期待を申し上げたいと思います。 

  それでは、資料№13の96ページ、お願いいたします。 

  小中一貫教育の件でございました。きのうから随分いろいろなお話も意見も出ておりました。

義務教育９年間、この９年の間にある２つの課題。10歳の壁、そして中１ギャップ。これはま

さしく思春期の始まりという、そういったことでは、塩竈市におきましてこの小中一貫教育推

進、とても私は大切だろうというふうに思います。ぜひ進めていただければと思っています。 

  なぜなら、塩竈は２つの小学校が中学校に上がったときに１つの学校になるんですね。それ

で、現場を見ますと、それぞれ小学校は校風がございます。また、地域のカラーもございます。

その子供たちが、思春期真っただ中の子供たちが一緒になるわけですね。そうしますと、先生

方はその２つの学校から来た子供を合同に扱うときに、大変やはりなじむという言葉が適切か

どうかわかりませんけれども、子供たちがしっかりとお友達になって学校生活を楽しんでくれ

るまでの期間というのは非常に難しい。これは本当に中学校の先生方は、私はご苦労だなとい

うふうに思っております。というのは、思春期というのは親でも本当に苦労が絶えない時期で

ございます。 

そんな時期に、やはり中学校へ上がる、そして全然知らない、今まで自分たちの学校とは全

然違う学校の子供と一緒にならなければならないという、子供もすごいあつれきですね。小学

校から中学校に上がったときに、新たなスタートを切って、そして初めての中学校に行って、

そして全然知らない生徒と一緒になるわけですね。そうしますと、落ちつくまで恐らく半年ぐ

らいかかるんじゃないかというふうに私は推測いたしますけれども、本当にこういったことの

条件だけを見ても、やはり９年間という、子供たちの成長においては幼稚園、あるいは小学校、

中学校と区切りのあるものではないんですね、成長期は。ですから、これは９年間を通して、

まずは手始めとして、ご説明いただきましたけれども、お互いの学校同士で交流し合うという

ことは大変大切なことだろうと思っております。 

  ただ、もう一つは、こういった一つの大きな節目というものは変わるものではなくて、これ

は一生の永遠の課題ではないかというふうにも思っております。それで、こんな生徒のコミュ

ニケーション、そういったことの重要性というのは、ちょっと小中一貫教育の中の大きな課題

になっているのではないか。 

  そうしまして、97ページにあります上段から交流関係、授業外の交流活動というのも非常に

よく考えて、非常に苦労されて計画を立てて進められているというのがわかります。 
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  それで、今の各中学校における生徒たちの状況というのはいかがなものでしょうか。お聞き

したいと思います。 

○今野委員長 遠山学校教育課長。 

○遠山教育委員会教育部学校教育課長 お答えいたします。 

  小中一貫教育についてご理解いただきまして、本当にありがとうございました。中学校の生

徒の状況ということでよろしいんでございましょうか。 

  中学校のほうですけれども、今、浦戸を含め５つの中学校がございます。よく荒れる学校と

言われますけれども、そういう状況の学校は１つもございません。子供たちは学習にも、行事

にも本当に精一杯取り組んでおりまして、本当に生き生きとして子供たち、頑張っております。 

  その反面といたしまして、本市の教育課題でもありますけれども、不登校になっている子供、

または不登校傾向ということで時々休む子供たちも本当にございます。そういう子供たちもあ

りまして、今回の小中一貫教育のところで、今回は不登校というか不登校傾向の子供たちだけ

ではなくて、全ての子供たちのために、９年間終わったら社会でちゃんと生きていく、そのエ

ンジンづくりをしたいと考えているところでございます。子供たちはすごく頑張っております。

以上でございます。 

○今野委員長 阿部かほる委員。 

○阿部（か）委員 ありがとうございます。本当に先生方のご努力を感謝申し上げたいと思いま

す。中学校、本当に大変な時期でございます。でも、中学校の先生ならでは、ともに苦労した

先生方ですので、一生のおつき合いがそこにできて、ＰＴＡも私たちも一生つき合っておりま

すけれども、本当にきずなが深まる。そして、同窓会というと中学校の先生が呼ばれるわけで

す。先生方も、どうぞやりがいを持ってぜひ頑張っていただきたいと思います。ともに涙を流

したり、怒ったり苦労したことが子供たちの心を開かせる、そういう先生方の熱意に期待した

いと思います。 

  以上で質問を終わります。ありがとうございました。 

○今野委員長 志子田吉晃委員。 

○志子田委員 では、私からも何点か質問させていただきます。 

  最初に、資料なんですけれども、別冊資料ということで平成29年度当初予算の概要という表

紙がカラーのもの。これの最初の１ページ、２ページのところに該当するんですけれども、今

年度の平成29年度の予算全体を見て、どういう特徴があるのか。その辺のところを、全体的な
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大まかなところをまずお聞きしたいと思います。特徴、よろしくお願いいたします。 

○今野委員長 末永財政課長。 

○末永市民総務部財政課長 お答えいたします。 

  平成29年度当初予算の特徴点、ポイントというところでございますが、大まかに挙げて政策

的見地からの特徴点と財政的見地からの特徴点が２つあるかというふうに捉えております。 

  政策的な特徴点につきましては、この１ページの（１）に書いてありますとおり、例えば重

点戦略に関連しまして定住促進につながる重点分野に対しての重点配分ですとか、復興まちづ

くりの総仕上げに向け着実な復興を実現するための事業予算化等々の特徴点というふうに捉え

ていいと思います。 

  それで、財政的な観点からの特徴点でございますけれども、今年度283億6,000万円というふ

うな予算規模でございますが、震災後初の当初予算というのは平成24年度になるんですけれど

も、平成24年度の当初予算が280億1,000万円というような数字でございました。つまり、震災

からことしで７年目を迎えますけれども、震災当時の予算規模にまでおおよそ戻ってきたとい

うふうなところが大きなところでございます。これは、理由としましては、再三申し上げてお

りますとおり、本市のいわゆる超大型のハード整備、新魚市場整備事業ですとか、災害公営住

宅の整備事業、あとは非常に大きいところでは下水道事業関係の復旧・復興事業に対する一般

会計からの繰出金、こういったものが大分当初予算比較で見ると落ちついてきた、額が大きく

下がってきたというようなところが要因になっております。 

  こういったところから、総じて言いますと、震災から７年目の当初予算でございますけれど

も、本市におきます復旧復興事業が一定程度収束しつつある、そういったのが見えてきた予算

ではないかというふうに捉えております。以上でございます。 

○今野委員長 志子田吉晃委員。 

○志子田委員 どうもありがとうございます。この２ページの棒グラフのところを見ると、そう

ですね、平成24年度と同じくらいの大体山場を越して下ってきたところで、でもまだ復興関係

が残っているというようなことしの予算かなというふうに思いました。 

  それで、１ページのところを見ると、一般会計平成29年度283億6,000万円のうち災害復興が

88億円です。これは110億円ぐらい、全体でいえば、震災関係は一番下のところ見ると増減、

ここでも増減があるけれども110億円ほど昨年度と比べて減っているから、相当進んできたと

いうようなそういう形になるかと思います。 
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  それで、今年度までの分、予算どおりにうまく事業を消化していくとすると、復興の復旧率

というんですか、被害総額は1,300億円と見込んでいるというところなんですけれども、どの

くらいまでの復興率になる予定なのか。その辺のところ、また同じことですけれどもお願いい

たします。 

○今野委員長 鈴木復興推進課長。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 お答えいたします。 

  過日行われました長期総合計画の進度報告会等で、復興事業の進捗率といいますか、発注率

でこのときは前期で大体76％ということでお話しさせていただいています。これは発注率です

ので、前期の分の大体この執行率というのが６割というふうに見ております。それで、これに

まだ平成28年度の決算というのはこれからですので、ほかの事業をちょっとまだ私どもは把握

しておりませんけれども、私どもが復興推進課で持っている事業の中でちょっとお答えさせて

いただきたいと思いますけれども、平成28年度の決算見込み、大体終わりますと78％ぐらいま

で執行が終わるかなというふうにおおよそ見ており、８割弱でございます。それで、仮に平成

28年度の決算が終わりまして、平成28年度の繰り越しと、この平成29年度の当初予算が全て執

行できたという仮のお話ですけれども、それでいくと大体90％ぐらいまで復興事業としては、

復興交付金の私どもの復興推進課の事業としてはほぼ終わるかなという見込みで今のところは

見ている状況で、本当に概算でございますのでよろしくお願いいたします。 

○今野委員長 志子田吉晃委員。 

○志子田委員 ありがとうございます。私が聞いたことをまた繰り返し聞いたのは、全体のとこ

ろがこのくらいまでいくよという全体的なことを市民の方にわかってもらいたいなと思って聞

きました。そういうことで、順調に進んでいる今年度の予算のペースだと思います。 

  そこで一つちょっと気になるのが、順調に復興のほうが進んで終わってきているんですけれ

ども、先ほど阿部委員が聞かれたんですけれども、依存財政、依存財源と自主財源ということ

で、この資料のさっき課長が言われたんですけれども、18ページに書いてあるんですよね。そ

れから、市税の状況とか諸収入とか、自主財源、依存財源ということで。 

  そこで、今自主財源は41.5％なんですけれども、昨年度は55.2％もあったんだけれども、こ

としは41.5％。それでも例年よりも、昨年度よりも実質内容は自主財源のほうがふえていると

いう説明でございました。そういうことなんですけれども、ちょっとここは大幅に自主財源が

昨年度より下がった理由というのをお聞かせ願いたいと思います。 
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○今野委員長 末永財政課長。 

○末永市民総務部財政課長 お答えいたします。 

  恐縮ですが、資料№10をちょっとごらんいただきたいと思います。資料№10の１ページです。 

  一般会計の歳入歳出の事項別明細書の総括の歳入の部分になります。まず、その自主財源は

何なのかというのをまず最初にちょっと説明させていただきますと、順番にいきますとまず１

番の市税、あとずっと飛びまして12番の分担金及び負担金、13番の使用料及び手数料、そして

16番の財産収入から17、18、19、20番の諸収入までの５つ、合計８項目です。これらがいわゆ

る自主財源と言われるものでございます。文字どおり塩竈市がみずから獲得するというか、そ

ういった財源のこと、自主財源でございます。 

  そうすると、先ほど委員からご質問があった部分としての大きな部分なんですが、実は18番

の繰入金です。これは基金からの繰入金が自主財源としてカウントされていると。それで、ご

承知のとおり東日本大震災の復興交付金からの復興事業に対する財源としての基金繰入金が非

常に大きかったので、この当初予算ベースで計算すると、ご存じのとおりの非常に大きな55.2 

％、平成28年度は55.2％の大きな割合比率になっているということです。 

  それで、これが震災分を除いて通常予算ベースで見ると、この復興交付金基金からの繰入金

はちゃんと除いて計算しますから、そうすると先ほど私が答弁したようにおよそ40％、39.7％

というのが平成28年度の自主財源比率ということで、ほぼ横ばいというような回答をさせてい

ただきました。以上でございます。 

○今野委員長 志子田吉晃委員。 

○志子田委員 どうもありがとうございました。そういうふうに説明してもらうと、わかりまし

た。 

  それで、この今の№10の１ページで繰入金のところを見ると、繰入金だけが101億円ですか、

大幅に減ったということで、それが今までの先ほどの平成29年度当初予算の増減の震災関連が

110億円減った大体の数字、その辺のところで繰入金の関係だということで、全体的なことが

わかりました。 

  それで、今課長に説明してもらったんですけれども、ちょっと私は１つだけ心配というか、

心配しなくてもいいことなのかもしれませんが、その結果、いろいろ今年度の予算を組んでみ

て、ここには書いていないんですけれども、財政調整基金というものは、今年度は昨年度より

もふえるのか減るのか。その辺のところだけちょっと気にかかるので、その辺の説明をよろし
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くお願いします。 

○今野委員長 末永財政課長。 

○末永市民総務部財政課長 お答えします。 

  今回の平成29年度の当初予算編成でもって財政調整基金は一番取り崩しをしております。そ

の辺も含めまして、平成29年度末というか、現在の見込みでございますけれども、残高がおよ

そ18億5,700円ほどとして見ております。それで、平成27年度、昨年の夏の決算で、平成27年

度決算額のときには比率でいいますと、財政調整基金残高比率でいいますと13.6％でした。そ

れで、今申しました平成29年度末が18億5,700万円、これで財政調整基金の現在高比率で見ま

すと15.4％ということになります。およそ1.8ポイントの上昇ということにはなります。 

  ただ、私は分析したんですけれども、昨年の決算特別委員会で提出した資料の中で、県内の

各市のランキング、財政調整基金残高比率のランキングをお示しさせていただきました。それ

で塩竈市が仙台に次いでワースト２位でございました。それで、もし仮にこの15.4％をそのラ

ンキングに当てはめてみますと、残念ながらやはりワースト２位です。ワースト３位が16.0％

ぐらいですのでぎりぎりですけれども、やはりこのように依然として他の各市に比較すると低

いことは低いのは事実なんだなというふうな分析結果でございます。以上でございます。 

○今野委員長 志子田吉晃委員。 

○志子田委員 ありがとうございます。喜んでいいのか、心配していいのか。でも、財政調整基

金が順調に伸びているということは、少なくても赤字決算は出ないという確信は大体持てまし

たので、今度の決算をやるところね。そういう黒字基調だよということはわかりました。どう

もありがとうございます。 

  それでは、全体的なことを聞きましたので、条例関係のことを聞きたいので、主に資料№13

から順次お聞きしたいと思います。資料№13の、まず16ページです。 

  塩竈市手数料条例の一部改正についてということでございました。それで、ここを読んでみ

ると、何かこれは新しい、今までなかったのにこういう条例が国の法律のことで新たにできる

のかなと思いました。その辺のところのちょっと説明をいただきたいんですが、結局そうする

と、今まではそういう手数料を今まで払わなくてもよかったのに、今度は建物を建てると新た

に手数料が取られるという条例になるのか。その辺、新規条例のご説明をお願いします。 

○今野委員長 佐々木定住促進課長。 

○佐々木建設部定住促進課長 お答えいたします。 



-164- 

  エネルギーの消費性能の向上に関する法律については、既にあった法律なんですけれども、

改正がされたことと、あと施行年月日が条項ごとにずれておりまして、来年度の４月１日から

新しく建物のエネルギー性能を義務化するという法律がスタートします。これまでなかった法

律で、これまでなかった規制でございます。その新しい規制をチェックするためにこの登録手

数料が必要となることになりました。以上でございます。 

○今野委員長 志子田委員。 

○志子田委員 今までだったら登録手数料なしでできたのに、そういうことで、この４月１日か

ら手数料がかかるということですか。もう１回確認します。 

○今野委員長 佐々木定住促進課長。 

○佐々木建設部定住促進課長 今まではエネルギー消費性能基準に適合させるという法律がなか

ったんですけれども、４月１日からは適合させなさいよということになりましたもので、手数

料が発生することとなります。以上でございます。 

○今野委員長 志子田委員。 

○志子田委員 わかりました。ということで、そういう国のほうの法律が強化されたので、そう

いう条例が必要だということは理解しました。 

  では、次の件を聞きます。資料№13の48ページ、塩竈市市税条例の一部改正について。この

48ページのところを見ると、法人市民税率の引き下げのところが現行法人税率の100分の12.1

から8.4へ引き上げますということになりましたけれども、これは塩竈市の新たな政策という

ことで、企業誘致に関することでこういうふうに変えられたのか。この一部改正についてのい

きさつについて、ご説明をよろしくお願いします。 

○今野委員長 武田税務課長。 

○武田市民総務部税務課長 こちらにつきましては、平成28年度の税制改正によるものでござい

まして、全国一律となってございます。この下がった分につきまして、米書きの一番下になり

ますけれども、同じ分が、地方法人税という国税のほうが上がる形になりますので、企業の負

担的には変わらないという形になります。以上でございます。 

○今野委員長 志子田委員。 

○志子田委員 ちょっと聞き漏らしたんですけれども、下がったんだけれども企業負担は変わら

ないというその辺のところの仕組みをちょっともう少し。これは下がって喜んでいいのか、変

わらないと言われたら、じゃあ優遇税制のための方策じゃないのかなと思ったりするので、そ
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の辺、塩竈にいる企業にとってはいいことなのか、悪いことなのか、変わらないのか。まあ、

変わらないということなんですけれども、その辺こうなのでというところをもう一度お願いし

ます。 

○今野委員長 武田税務課長。 

○武田市民総務部税務課長 申しわけありません。まず、こちらの引き下げの部分なんですけれ

ども、国のほうで新たにつくりました地方法人税ということがございまして、そちらの部分が

引き上げになります。そうしますと、企業負担としましては、法人市民税で下がった分が国税

で取られる形になりますので、プラスマイナスはゼロ、市としては引き下げますけれども、国

税のほうで上がるという形になります。それで、その上がった分がどうなるかという話なんで

すけれども、これは地方交付税のほうの原資になりますので、交付団体での塩竈市としては回

り回ってきてまた戻ってくるといいますか、そういった形になるのかなとは思っています。以

上でございます。 

○今野委員長 志子田委員。 

○志子田委員 どうもありがとうございます。何かややこしい仕組みですね。では、名目だけ国

のほうの取り分がふえて市のところが減ったと。市で下げましたといっても、国が上がったか

ら、そうすると持っていく市がとるか国がとるかと。そういうことでは、国の取り分のほうが

ふえたというお話は解釈するんですけれどもね。わかりました。じゃあ、この件は理解しまし

たので、別なことを聞きます。 

  皆さんが聞いている資料№13の69ページのＬＥＤのことなんですけれども、何名の方も聞き

ました。それで志子田、またお前も聞くのかと言うかもしれませんが、私も12月の一般質問で

聞いたものですから。 

  それで、今回予算措置していただいて、本当にありがたく思っていますけれども、今回予算

措置したそのいきさつについて、今回こういうふうにできるようになりましたというその辺の

流れのことについてご説明をお願いします。 

○今野委員長 伊藤市民安全課長。 

○伊藤市民総務部市民安全課長 この事業の予算化のいきさつでございますが、やはり町内会、

市議会のほうからもＬＥＤ化を進めろというふうな要望が非常に高かったものですから、今回

あえて補助率を高め、あと上限も上げるという形の中で予算措置をさせていただいたところで

す。例年、大体40灯から50灯というふうな対応をしてきたんですが、今回そういった形の中で
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150灯というふうな形に予定台数をふやさせていただいたというところでございます。 

○今野委員長 末永財政課長。 

○末永市民総務部財政課長 済みません、先ほど税務課長から説明をしました地方法人税につい

ての理屈をちょっと私のほうから説明させていただきます。 

  地方法人税が、その制度をそもそも国が設定した趣旨なんですけれども、本当に簡単に言い

ますと、例えば東京ですとか、あとは中京地域ですか、南のほうの非常に法人市民税が豊かな

地域があります。例えば大手自動車会社があるとか、物すごく裕福なところです。そういった

ところは交付税が不交付団体になっているわけですね。財源が超過していますから。それで、

そういったところで税収の格差が生じているんですよ、我々みたいな交付税交付団体とそうい

った不交付団体が。 

  それで、そういったところから法人市民税を、言葉が悪いですけれども吸い上げて、一部吸

い上げて、それを交付税の財源として交付団体に対してばらまきましょうと、財源としてばら

まきましょうというのが根本的なところでの地方法人税を設定した理屈なんです。そういった

意味で、先ほど税務課長が説明したとおり、法人市民税は市税としては下がりますよと。ただ

し、プラスマイナスゼロ、同額分は国税として持っていかれますよというのがそういった理屈

になります。以上でございます。 

○今野委員長 志子田委員。 

○志子田委員 どうもありがとうございます。そこまで聞いてから説明を聞くとうんとわかりま

したね。そういう意味では、地方自治体の格差是正をしてくれる税制変更だということがわか

れば、それは国に持っていかれたほうがいいんだなということがわかりましたので。 

  それで、ＬＥＤのことなんですけれども、皆さん聞いているから、私でもう何人目だかわか

りませんけれども。 

  それで、各町内会から申し込みが来ると思うんですけれども、そういう募集要綱とか、あと

来たときの選考基準とか、そういう申し込みについては先着順なのか。その辺のところ、どう

いうふうにして募集して、いつからどういうふうに、４月１日から始めるのか。そういう募集

のためのことは準備しているのか。あるいは、そういうことはしなくても、町内会から申し込

まれるところを待っているのか。その辺のところはどのように事業を進めていくのか、流れを

お願いします。 

○今野委員長 伊藤市民安全課長。 
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○伊藤市民総務部市民安全課長 先ほど、阿部委員のところでもご説明申し上げましたが、今制

度設計の最終段階というふうな形で進んでおります。 

  ただ、この制度について、議会のほうで予算等通ってからというふうなものもありまして、

３月９日以降、各地区の町内会長等にお集まりいただきまして、ご説明申し上げるという形に

なります。ちょっと制度が変わってきますので、新たな申請とか、そういった形の中でご理解

いただきたいというふうに思っています。説明の中で、十分に町内会にはご理解いただくよう

な形でご説明申し上げたいというふうに思っています。 

○今野委員長 志子田委員。 

○志子田委員 どうもありがとうございます。では、よろしくお願いします。 

  次のことを聞きます。資料№13の70ページ。脳と身体の健康づくり事業。これも皆さんいっ

ぱい聞いているのに、あんたまた聞くのかと言われるかもしれませんが、私がその該当者にな

りつつある状態なものですから、ぜひともと思いまして、70ページ。 

  それで、一般質問でも聞いたんですけれども、そういうことで、痴呆予防のためにそういう

ものがすごくいいことですからということで、私も一般質問で、こういう1,000万円の事業を

やるんだけれども、そのときにいろんなゲームなんかもあるとはいうんですけれども、音楽を

取り入れた療法というのが本当に改善になると。前の席で笑っている方がおりますけれども、

実際そうです。脳梗塞で半身麻痺した人が、結局は薬を飲んで治るというものではございませ

んので、自分で回復していく以外ないと。 

  そういうことで、カラオケ教室を病院内に建ててもらって５年間治療したら、５年間いたそ

この入院患者が全員健常者になって帰ったと。これは鳴子の療養所のことで、現実にあったこ

とでございます。 

  そういうことで、すごく、もしかかったとしても回復する治療法としてはすごく有効なもの

だということが医学的にだんだんわかってきたので、そういう音楽とかなんかも見直されるよ

うな時代になってきたと思います。そういうことでは、塩竈市でもそのところの企画にいっぱ

いあるでしょうから、音楽療法みたいなことを取り入れる計画とか、あるいは９月から何か講

習があるので、そういうところにこれから順次入れていくような計画があるのかどうか、その

辺のところをお尋ねします。 

○今野委員長 鈴木長寿社会課長。 

○鈴木健康福祉部長寿社会課長 お答えさせていただきます。 
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  ただ今、音楽療法についての認知症の予防などにつきましていただきました。今回、脳と身

体の健康づくり事業のほうでは、まず前回ご説明させていただいたようなタブレットを使った

りとか、あるいは音楽、体操、踊りなども取り入れながらというようなところを考えてござい

ます。 

  それで、音楽のところでございますが、これまでも各施設などで歌ったり踊ったりというよ

うなことなどをしていただいてございました。そのようなところで、今後のところにつきまし

ては、ほかの状況などもいろいろ勉強させていただきながら、また取り組み検討させていただ

きたいと思いますがというところで、今後ともよろしくお願いいたします。 

○今野委員長 志子田委員。 

○志子田委員 ぜひ、いろんな事業を進める中で順次取り入れていただきたいと思いまして、ご

要望いたします。 

  資料№13の77ページと78ページを聞きます。 

  浦戸のことなんですけれども、浦戸地区漁業集落防災機能強化事業ということで、これは議

案第28号でいいはずなんですけれども、聞きますので、それで地図のほうを見ていただくと、

78ページ。桂島地区のところなんですけれども、そういうふうに道路とか水路を復旧しても

らうということがございます。それで、その地図の水路があるところ周辺のところなんかは、

そのまんま今回の事業にはかからないんですけれども、その周辺の道路が直ったり、水路が

直ったりするということは、これからここに家を建ててはだめなんだよという地区に対して

のそういうこれから公園化されるのか。その辺のところの計画があるのか。今年度では予算

がある程度来ていないということはないのかもしれませんが、これからどのように、この事

業が終わった後はどうなのかをお聞かせ願いたいと思います。 

○今野委員長 鈴木復興推進課長。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 桂島の漁集事業で、平成29年度につきましては集落

道と避難路の整備を主にやっていきましょうということで、あと昨年からちょっと繰越事業で

残っている集落道もございますので、まず集落道の整備を第一に桂島石浜港をやっていきまし

ょうということで今、進めてございます。 

  港をおりまして、災害公営住宅まで行きますあの広い道路なんですけれども、あそこも今、

基盤、路盤までは整備しているんですが、まだ舗装までは終わっていないということもござい

ますので、ああいう繰越事業ともう一回つけ加える事業を含めて、平成29年度はここ、道路整
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備を桂島、重点的にやっていきたいというふうに考えてございます。 

○今野委員長 志子田委員。 

○志子田委員 どうもありがとうございました。順次、復興が進んでいくと、あと最後は済んで

いないところをどうするのかということなんですけれども、ことしの予算審議には該当しま

せんが、将来的にそこのところは、建物を建てられない地区でございましたら公園みたいに

なるとすれば、公園化ということでございますと、利用するために、一つは桂島にパークゴ

ルフ場をつくるという、パークゴルフ場というのは、パークということは公園でございます

ので、それをつくっても公園として認められるものだと思います。ちょうどいいくらいの広

さで、そうすると一つの桂島に来ていただく交流人口をふやすことと、地元の方の職場がふ

える、そういう事業にもなると思いますけれども、ぜひそういうことを検討していただきた

いと思いますが、きょうはそういうのには当局は答える義務はないのかな。 

○今野委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 今、志子田委員からご質問をいただいておりますのが、防災集団移転の網をかけさ

せていただきました。ただ、買い取りができる土地は、基本的には宅地並びに宅地周りの畑ぐ

らいまでということでありまして、残念ながらこの広く青で塗った部分の延長線上であります

が、野地的な位置づけであります。したがいまして、土地が、民有地がかなり残ってきており

ます。７割ぐらいが民有地という状況であります。 

  それで、このことにつきましても、実は塩竈市からもこういった防災集団移転跡地を復興交

付金で取得させていただけないかというご要望を上げてまいりました。ただ、個人の土地なの

でということで、残念ながら復興庁のほうでは、今制度としては跡地の買い取りは認めないと

いう方針であります。 

  したがいまして、我々ご提案のような、これから浦戸の方々の生活再建を考える上でも、や

はり空き地を有効活用して、さまざまな活動を行っていただくということは大変重要な課題で

はないのかなと考えておりまして、引き続きせめて土地を、土を入れるぐらいの部分はとか、

かなり小出しに交渉させていただいておりますが、復興創生期になりまして大分ガードがかた

いというのも実態であります。 

  しかしながら、我々はやっぱりあのまま土地を放置するというのは非常に今後の環境問題も

ありますので、一定程度どんな形かということについてはまだご容赦いただきたいんですが、

何か有効活用が図れる方策はないのか。場合によっては離島振興法の事業適用とか、さまざま
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な方策を今検討させていただいているところでございます。よろしくお願いいたします。 

○今野委員長 志子田委員。 

○志子田委員 どうもありがとうございます。そういうことで、いろいろ頑張っていただきたい

と思います。 

  時間も少なくなりましたので、資料№13の74ページで、海岸通子育て支援施設整備事業。こ

れも皆さんいろんな方が聞いていますけれども、私もあえて聞かせていただきます。 

  そこで、最初に私は、この海岸通に保育所を移転するということについてそのもの自体は、

私は反対ではありません。中心地に、やっぱり塩竈市としては本塩釜駅のところを中心に、中

心市街地にコンパクトシティとしていろんな施設を持ってくることによって中心市街地の活性

化を図ることがまちの発展になると私はそういうふうに思っていますので、いろんなものが本

塩釜駅周辺に来ることによって、まちが便利なまちになると思いますのでうんといいことだな

と思います。 

  ただ、１つ、新浜町保育所を移転という形になったそのいきさつ、この予算の関係で。その

ところをもう少し早目に皆さんに理解してもらえたら、やっぱり新浜に建てかえするよりも、

ずっとこっちに持ってきたほうがいいんだということがもっと早目にわかったと思うので、も

う一度聞きますけれども、移転のいきさつについてご説明よろしくお願いします。 

○今野委員長 木村子育て支援課長。 

○木村健康福祉部子育て支援課長 まず、新浜町保育所の移転ということでございますけれども、

まずこれまで平成26年度までののびのび塩竈っ子プランの中では、平成25年度で新浜町保育所

を廃止するという計画でございました。今回、震災が発生したことによりまして、その部分に

ついては延期するというような形で進めてきたわけですけれども、まず震災当時、先ほど阿部

かほる委員もおっしゃっていらっしゃいましたように、新浜町保育所は地盤沈下等によりまし

て、大分床の傾きとか、それから壁の亀裂とかが入った保育所でございます。そういった危険

性が伴う保育所でもございますので、その部分についてはやはり今後老朽化が進んでいる新浜

町保育所を海岸通子育て支援施設のほうに機能を移転させまして、そこで保育機能を代替する

というような形をとっていきたいということで考えた次第でございます。以上でございます。 

○今野委員長 志子田委員。 

○志子田委員 そのこともあるんでしょうけれども、私が聞きたかったのは、海岸通に新設じゃ

なくて移転だという考えです。それはやっぱりそのほうが、それで予算がつくからそういうふ
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うに、移転というふうな形にすればいいから、そういうふうに海岸通のほうに持ってくるとい

うそこのところが俺は大事なところじゃなかったかと思うんですけれども、その辺の予算づけ

のことでもう一度確認したいのでお願いします。 

○今野委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 前段、ちょっと昨年度のご説明をさせていただきたいんですが、昨年度、この海岸

通地区再開発事業については、第１種ということで、組合施行とはなっておりますが、もっと

もっと中心市街地のまちづくりということで、塩竈市もしっかり応援をしていくべきではない

のかという議員の皆様方から大変ありがたいお話をいただきました。 

  それをもって昨年度、まずは繰り返しになりますが、５分の４の残された５分の１をぜひ塩

竈市として負担させていただけないかというようなことを議会のほうに提案し、予算をお願い

したところであります。その際に、議員の皆様方から、本当にそれだけで終わりなのかという

ようなお話をいただきました。それで、我々もまずは全体図をお話ししてこなかったというこ

とで、昨年度、その話をさせていただく際に、塩竈市として今考えております支援策というこ

とで２つご説明をさせていただきました。 

  １つは、旧来からございました都市施設として位置づけております公共駐車場、これを再開

発事業の中で建設をしていただきまして、それをあと塩竈市が財産として引き取るということ

をやらせていただくということが１点目であります。 

  もう１点目といたしましては、これは地元の方々のテナントといいますか、利用促進という

意味合いもかなり強かったのかと思います。当初、ご案内のとおり４階建てと、業務棟を４階

建てということで考えておられました。それで、いろいろ今回でもご説明させていただいてお

りますが、いろいろな方に内々にお呼びかけを始めているのは私も確認をさせていただいてお

ります。 

  ただ、なかなかオープンにできるというところまでは今至っていないようでありますが、そ

ういった中で、４階層の業務棟を建てたときにそれを全部埋めるのは大変厳しいと。それで、

できますれば行政でも何か海岸通の活性化につながるような施設整備というものを検討しても

らえないかという話はスタート当時からあったわけであります。それで、我々も庁内でも、そ

ういった要請を受けたとするとどういったことができるかということで議論をさせていただき

ました。 

  そういった中で、子育て支援センターのここるんがご案内のとおり東日本大震災で建物が冠
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水をいたしました。それで、復興庁にいろいろ、例えば子育て支援施設的なものはということ

でご相談を申し上げました際に、まずはここるんについては被災されているという現実があり

ますので、そういったものを新しいテナントとして入っていくということについては、復興交

付金が使えるのではないのかというような内々のご相談でありました。 

  それで、そういったことにあわせまして、今新浜町保育所のほうが定員は60名であります。

ただ、40名ぐらいということでご活用いただいておりますが、大分老朽化しております。床も

傾いているということでは大変申しわけなく思っておりましたし、多くの議員の皆様方からも

塩竈市内の保育所は古いんではないのかと、建てかえをすべきではないのかというようなご指

導もいただいておりました。それで、我々も一方ではなかなか単独費というのが厳しい状況で

はありましたので、こういった建物を一緒にという話でしたらどうでしょうかということを復

興庁のほうに相談させていただいてまいりました。かなり厳しい時期もございましたが、今あ

るものであれば、それは総合的な子育て支援ということであれば、ここるんとそういった新浜

町保育所が合築でその敷地、建物の中に入るということについては、今後検討させていただく

というようなお話でありました。 

  それで、実は昨日、第十何回かな。（「７回」の声あり）第17回の復興交付金の配分の表が

出ておりましたが、あの中にようやく0.1、１億円単位でありますので、四捨五入なんですが、

これも0.1ということで、初めてああいう形で調査費を認めていただきました。 

  議員の皆様方のご心配、本当に我々も重々承知をいたしております。この施設が新しい塩竈

の子育て支援の一歩になるように、どういった施設整備とどういった利活用をしていくかとい

うことについては、早速調査を開始しながら、またその内容等については議会のほうにもご報

告をさせていただきたいと思っております。以上でございます。 

○今野委員長 志子田委員。 

○志子田委員 詳しい説明、どうもありがとうございました。 

  そういうことなんですけれども、それで今、市長も言ったように新浜町保育所は定員が60人

なのに何で40人の枠しかこっちはとらなかったのか。 

  それから、ここるんの利用率、表でいうと資料№15の64ページのところを見ていただくと、

利用率もうんと、年間１万3,235人ということになると、大ざっぱですけれども１日40人ぐら

い来たりする日もあるというくらいの利用者です。それを一緒にこの２階のスペースに入れる

のにちょっと狭すぎるような感じがしました。あるいは、このここるんのほうが入っていなけ
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れば、もうちょっと保育所の定数が40人じゃなくて60人のままで使えたんじゃないかと思うん

ですけれども、何で40人になってしまったのか。 

  それから、ここるんがあそこに一緒に２階に入ったら狭過ぎて、結局利用するのに不便です

から、ここるんの分が狭過ぎるので１階の商業施設があいているからそこに移転しますとか、

そういうことはないのかどうか。これからのちょっと定数のことを確認したいんですけれども、

40人よりももうちょっと多目に設定したほうがいいんじゃないかと思うんですけれども、いか

がでしょうか。 

○今野委員長 木村子育て支援課長。 

○木村健康福祉部子育て支援課長 まず、新浜町保育所でございますが、定員が60人に対して43

人しか入っていないということでございますが、新浜町保育所の施設の部屋の面積が影響して

いるところがございます。実際に60人としたいところではありますが、やはり部屋の面積が昔

の保育所ということで面積が小さい部分もございまして、やはり入り切らないということが一

つございます。 

  それとあと、ここるんの利用者数が伸びているということでございます。平成27年度あたり

ですと土曜日の開館業務が始まった……、土曜日の開館が平成26年度から毎週土曜日に開館す

るような形になりました。その関係で、平成27年度ですと1,500人ぐらい土曜日はふえたとい

う部分もございます。そういったことで、子育て支援センターここるんの部分については、平

成28年度になりますとやはり日曜日の開館ということもございますので、その辺は伸びてきて

いるというような状況はございます。 

  そういった中で、今回の海岸通の保育所の部分については、40人規模とした部分については、

やはり新浜町保育所、今回の復興交付金の部分については、現在ある保育施設を別な場所に機

能を移転するという部分につきましては、今ある保育所よりも大きいものにすることができな

いということでございます。それで、その部分もございましたし、実際に入っている人数が四

十数名ということでございましたので、今回の海岸通の施設については40名定員とさせていた

だいたところでございます。以上です。 

○今野委員長 志子田委員。 

○志子田委員 どうもありがとうございます。だからふやせないといっても、定数そのままの60

人の数だけでも、一応数字だけでも確保したほうがよかったんではないですかと聞いているの。

40人では足りないと思う。いっぱい、ほかのも使うから、ここるんのほうもいっぱいになって
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くるから、定数だけでも先に40人と決めないで、わざわざ下げないで、例えば50人とかそうい

うふうには決められないんですかということを聞いているんですけれども、その辺のところは

どうなんでしょうか、定数。もう、40人と決まったんですか。 

○今野委員長 木村子育て支援課長。 

○木村健康福祉部子育て支援課長 まず、今回の海岸通の部分につきましては、国の補助メニュ

ー、復興交付金のメニューとしまして、保育所等の複合化・多機能化事業というのがございま

す。それで、複合化というのが今回の子育て支援センターと保育所部分を複合させるというこ

とでの考えでございますので、そうしますとやはり限られたスペースの中で行うということが

必要になってまいります。そういった部分では、やはり40名というのが限度かなというところ

でございます。以上です。 

○今野委員長 志子田委員。 

○志子田委員 時間があとなくなってきたので。 

  課長ではなくて、40人しかできないと言っているけれども、だって今定数が現に60人なんで

すから、その辺の定数だけでも、新しく移るときにもうちょっと多い定数にしていただきたい

と思うんですけれども、それはできないんでしょうか。お願いします。 

○今野委員長 桜井健康福祉部長。 

○桜井健康福祉部長 海岸通の再開発地区の中の子育て支援施設についてご質問いただきました。

それで、定員の考え方でございますが、私ども５年に１回、子育ての基本的な考え方をまとめ

ている支援計画をまとめております。のびのび塩竈っ子プランという形でまとめておりますけ

れども、現在の計画によりますと保育需要というのは年々減少していくという考え方でござい

ます。ただし、震災発生後、これまでご説明申し上げましたとおり、一時的に保育需要が増加

しておりますので、前の計画で廃止を予定しておりました新浜町保育所については廃止を一時

見送りし検討しましょうという考え方で臨んでおります。私ども、今の計画が平成31年度まで

でございますが、その時点で新浜町保育所を廃止して当初見込んでおる需要に吸いつくという

考え方でございましたけれども、震災後の保育需要を見込みますと廃止というのは非常に困難

であろうということで、今回市街地再開発というそういう機会もございましたので、できれば

廃止を選択するのではなくて、存続する方向でどういう方法が考えられるかという中で、今回

さまざまな検討を行った経過がございます。 

  その中では、担当課長からご説明申し上げましたとおり、これまでの新浜町保育所の利用実
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績を見ますと、約40名程度と。それで、平成31年度に向かっては20人程度に減少するんではな

いかという見込みの中で、新たな人数、定員を設定したということでございます。もちろん隣

にマンションが建設されますので、新たな保育需要というものも当然考えられますが、それら

を加算しても40名あれば十分にやっていけるという見通しの中で定員40人というふうに設定を

させていただいた経過がございます。以上でございます。 

○今野委員長 志子田委員。 

○志子田委員 当局の説明はわかりました。だけれども、せっかく定数が60人あるんだから、定

数だけでも確保しておく。 

  それから、ここるんの利用者が多いから、いずれいっぱいになる可能性があります。それで、

最初から既成の事実でいっぱいになるからあと１階に行くというつもりじゃないんでしょうね

ということを聞いているんですけれども、そういうことはありませんね。それだけちょっとお

答え願いたいと思います。 

○今野委員長 桜井健康福祉部長。 

○桜井健康福祉部長 再開発事業そのものについては、これまで復興担当からご説明申し上げま

したとおり、全体として商業地域の振興という考え方がございます。１階については、利用目

的として商業施設の配置ということでございますので、私どもとしては２階部分、それからそ

の屋上を活用して子育て支援施設を運営していきたいというふうに考えております。以上でご

ざいます。 

○今野委員長 志賀勝利委員。 

○志賀委員 では、私のほうからも資料№13の90ページ、海岸通地区震災復興市街地再開発事業

のほうを重点的に質問させていただきたいと思います。 

  昨日もいろいろ、いろんな委員の方から質問が出されました。それで、昨年の２月の定例会

で、やっぱりこの４億3,000万円の補助金の議案が出てまいりまして、一応そこに附帯決議と

いう形で議会に対する報告というものをちゃんと密にするようにということでお認めしたわけ

ですけれども、残念ながらこういった情報は、細かい情報は我々のほうに届いていないという

現実があるわけで、何か事業の実態がいまいちちょっとつかめなかったのかなという感じがい

たします。 

  そこでまず、先日、２月８日に一般会議を海岸通の地区の方、組合の方とやりました。そこ

で、組合のほうから新たな資料として直近の資料を提示されたわけですが、その資料の内容が
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今まで提出されている資料と全然違っていると。要するに比較しようがない資料が出てきたん

ですね。判断がつかないんですよ。というのは、保留床にしても何にしても、ただ保留床とい

う全部の面積が出てきて、どこの建物がどれだけあるんだという明細が一切ないというような

ところが出てきたものですから、なかなか我々が検証するのに非常に難しい状況でありました。 

  そこで、まずちょっとお聞きしたいんですけれども、今回用地買収とかなんとかそういうも

のは除いて、一応私の計算したのは、工事費、実際に建物を建てるその費用が27億7,100万円

となっているわけです。その数字の根拠というか、当然誰かが算出したものだと思うんですが、

この数字が確固たる数字であるのか、これからまだ変更する可能性があるのか、上にぶれるの

か下にぶれるのか。その辺のところについて、市がどのように考えていらっしゃるのか、その

辺をちょっとお聞きしたいと思います。 

○今野委員長 鈴木復興推進課長。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 お答えいたします。 

  一般会議のあの資料につきましては、組合の総会を踏まえて一番新しい計画を議員の皆様に

ご報告するという考えのもとに出していますので、それが今までとは違う、去年の予算特別委

員会で出した部分、それは44億円でずっと進んでいた計画の中身で今まで進んでいましたけれ

ども、いろいろ時間をかけて平成28年度中はそういった事業計画の見直しをずっと進めておっ

て、それを決めたものが総会で決まって、それを議員の皆様にご報告をするというのが一般会

議のこの間の目的でございました。 

  それで、その中でその総会で決まった今の権利変換計画の中で大体27億円というのが今、組

合の中での工事費の算定でございます。これはあくまでも今の資料と予算額みたいなもので、

何といいますか、その中で組合は考えてはいるんですけれども、実際は今後権利変換が終わっ

て、年度が明けて、入札を実際しますと。その中で実際の金額が、建設費が決まってまいりま

すので、それが本当のといいますか、確定した数字だというふうに考えているところでござい

ます。 

○今野委員長 志賀委員。 

○志賀委員 当然まだ見積もりもしていないわけですから、工事費が決まるわけはないわけです

けれども、結局そういうところでの不確定要素もあると。昨今の東京オリンピックを控えた工

事費のアップと資材のアップということが、やっぱり新聞報道で伝えられているわけです。当

然ここにきてやや落ちつきは取り戻せるというものの、やはりオリンピックが終了するまでは、
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そういった人の奪い合いになることは、これは確実な状況下にあると思いますので、やはりこ

ういうところの建設事業費というものが非常にまだ流動的であるというふうに考えてよろしい

かと思うんですよね。その考えについては間違いないですか。 

○今野委員長 鈴木復興推進課長。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 それは当然流動的でございまして、まだそれは確定

は当然できません。 

  ただ、組合のほうではいろいろなゼネコンといろいろヒアリング等を行っておりまして、

内々のリサーチといいますか、現状の中で高どまりでだんだん下げつつあると。それで、ゼネ

コンによっては仕事の受注の一段落がして、新しい仕事が欲しいゼネコンが数社あるとか、そ

ういったことを組合のほうで今リサーチしておりますので、そういったことを踏まえながら、

年が明けて入札に臨んでいこうというふうな今の状況でございます。 

○今野委員長 志賀委員。 

○志賀委員 組合の方でやられているのはわかります。ただ、やはり塩竈市が補助金を出さない

ならいいんです。我々も責任はありません、国の補助金だけでやるのであれば。だけれども、

我々議会で４億3,000万円という補助金を認めたわけですよ。そういう中で、そういう状況が

不確定な中でこの結果としては不確定のまま進めなければいけないということに非常に危惧し

ているわけです。というのは、去年の４月に４億3,000万円を認めたのは、去年の３月までに

この結論を出さないとこの事業は成り立たないんだというような話だったから、我々としては

やむなくお認めしたという、私はそうですよ、お認めしたということなんですよ。 

  それで、議会でも市でも応援しろということは、お金だけで応援するんじゃなくていろいろ

な知恵を出して応援したらどうですかという思いも当然入っているわけです。そこのところを、

何か応援というのがイコールお金になって、結局は駐車場も２階部分を買い取るという話にな

ってきたと思うんです。 

  それで、あと一番大事な行程表の中に、入札の行程というのが明らかになっていないんです

けれども、建設のほうではいつから着工となっているんですけれどもね。これは入札というの

は、大体いつごろやる予定にされているのか、市のほうでは把握されていますか。 

○今野委員長 鈴木復興推進課長。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 具体的な入札云々について、まだ把握してございま

せん。組合のほうで今まだ決定しておりませんので、今後の状況を踏まえてわかってくるかと
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思います。 

○今野委員長 志賀委員。 

○志賀委員 あと、当然入札をやる場合は、参加企業というものもあるわけですけれども、組合

さんではこの前何者かあるというお話でしたけれども、その辺の参加企業が確実に参加しても

らえそうだという何か確実なものはあるんでしょうか。というのは、これはちょっと大分前で

すけれども、半年ぐらい前ですけれども、建設業界の方に聞いたらなかなかあの事業は難しい、

入札等難しいんじゃないのというようなことを言われている方もいらしたものですから、その

辺でそのところも非常に心配なるわけです。ですから、その辺のところも市としては確認はさ

れていないわけですね。 

○今野委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 まず、ちょっと１つだけ確認させていただきたいんですが、塩竈市の負担金、今は

４億数千万円ということでお願いをいたしております。これは先ほど来申し上げておりますと

おり、もともと44億円という金額をベースに塩竈市として……（「わかっていますけれども」

の声あり） 

○今野委員長 不規則発言はしないように。 

○佐藤市長 じゃなくて、その金額も当然のことながら国費の５分の４も全体事業費が変わりま

すと変わってまいります。額の確定じゃなくて、変わってまいりますので、今現在の金額とい

うことでまずご理解いただければと思います。 

  ２つ目であります。もちろん塩竈市も一定程度負担はさせていただいておりますが、５分の

の４というのが国費でありますので、当然国費が入ったこういった再開発事業につきましては、

入札執行等についても国なり県なりが実施、あるいは塩竈市が実施している方法に準用すると

いうことが決まっておりますので、あくまでも一般競争入札的な形で事業が執行されると思っ

ております。しがたいまして、希望される企業の方々がおられれば手を挙げて参加をいただく

というのが原則になるものと思っています。以上でございます。 

○今野委員長 志賀委員。 

○志賀委員 私の問いかけに対して、答えていないんですよね。市で確認していますかというだ

けの話であって、そういう確認をしていなければ確認していませんということでいいんです、

参加事業者がね。そういうことをお聞きしているわけですから。 

○今野委員長 市長、市長に申し上げます。挙手の上、指名を受けてから発言願います。 
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○志賀委員 ちゃんと時間が、ここは質問時間と応答時間も全部入っているわけですから、質問

に対して答えていただきたいと思います。端的に。次に、いろいろあと質問しますので。余計

なことを言わないでください。 

  ですから、今言った市としては確認、業者のあれは確認、する業者の確認はできていないと

いうことですよね。当然、公共的な事業入札でもどこが入札に応ずるかというのはわからない

わけですから、これは不確定なところだということでよろしいわけですか。 

○今野委員長 鈴木復興推進課長。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 その辺につきましては、昨年組合のほうで、他の入

札に先立ってその建設費を前段把握したいということで、公募見積もりという形を行っており

ます。その際に、３者のゼネコンが参考見積もりという形で全部出していただいたというのは、

そういう事実がございます。そしてその後、そのゼネコンも含めて、そのほかのゼネコンも含

めて組合のほうで今鋭意当たっておるというところです。 

  それで、確かに入札にならないとそのヒアリングというか当たっているゼネコンが実際入る

かどうかは、一般競争入札ですので、その段階にならないとわからないというのが現実でござ

いますので、その辺よろしくお願いしたいと思います。 

○今野委員長 志賀委員。 

○志賀委員 最初からそういう答えでいいわけですね。 

  あと、まずこの建設資金の部分なんですが、これは全額というか、一応住宅金融支援機構の

融資で賄うという、組合さんがね。ここからお金をお借りして賄うというふうな考え方でよろ

しいんでしょうか。 

○今野委員長 鈴木復興推進課長。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 どの部分、金額を幾らお借りする、しないは、ちょ

っと私どもは把握していないんですけれども、補助金以外の部分は全て組合で調達しなければ

いけないということですので、住宅金融支援機構とは今やりとりをしていると。その後、市中

の金融機関からも申し出があったので、今その辺をどちらから幾ら借りようかということは、

組合のほうで協議をしているという状況かと思います。 

○今野委員長 志賀委員。 

○志賀委員 ということは、要するに組合として、組合に対して市中の銀行から融資もあります

よ、それからあと住宅金融支援機構ですか、ここからもありますよという段階なわけですね。 
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  それで、この資金の融資の金額の割合というのは、市のほうでは把握されていないんですか。 

○今野委員長 鈴木復興推進課長。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 その金額を幾ら協議しているかは、把握しておりま

せん。 

○今野委員長 志賀委員。 

○志賀委員 じゃあ、ここも不確定要素があるということだね。 

  それから、当然今わからないということになると、この融資額に、事業に対する融資額の上

限があるとかないとかということもわからないわけですね。ただ、何で聞くかというと、結局

は入札によって価格が上がった場合、結局、いやその額ではやっぱり融資できませんよという

ふうになりかねはしないのかなと思いますし、やはり貸す側も、これは一応無担保無保証で貸

すわけですけれどもね。そういうところが、そうするとその辺も確認はとれていないというこ

となわけですね。それでいいんですか。 

○今野委員長 鈴木復興推進課長。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 組合の皆様の考え方は、基本的に入札を行って、こ

の計画に合わせた金額まで近づけたいというのが基本的な考えです。 

  それで、入札が、もし仮に高い入札になったら、何回か入札を繰り返して、この計画の事業

費に合わせていきたいというのが今の考え方のようでございます。当然、役所のほうとやっぱ

り民間での入札は若干違う部分があって、やっぱりそのノウハウの中でこの金額ぐらいまでだ

ったら落ちるだろうということで、今組合のほうでは検討しているという状況です。 

  そういったことも踏まえて、今住宅金融支援機構のほうと、また市中銀行と含めて、その辺

の状況もお話ししながら融資についてのお話を進めているという状況でございます。 

○今野委員長 志賀委員。 

○志賀委員 それと、一応あと建設資金については組合が一応借りることになりました。それで、

今度は組合が建てて、ある程度保留床部分については販売しますよということになるわけです

ね。ところが、今の予定ですと、それが全部販売できるのはなかなかちょっと難しいのかなと

いうところで、組合の解散時期もありますから、結局その残った物件については新たにつくっ

た175万円ですか、９人の方がつくったまちづくり会社が買い取りますよということですよね、

流れ的に間違いないですね。はい。 

  それで、そうしたら今度はそのまちづくり会社が当然これは買い取るための資金を、融資な
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り出資なりを受けなければいけませんよというところで、この前の一般会議の中では、先日も

お話ししましたけれども、ＭＩＮＴＯ機構という機関が無担保で出資してくれるという話があ

りました。それで、そのＭＩＮＴＯ機構という機関が出資をしてくれるというのがわかったの

はいつごろなのかわかりますか。 

○今野委員長 鈴木復興推進課長。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 ＭＩＮＴＯ機構については相談中ということで、ま

だ出資が決定ではないとの認識でございます。当然、いろいろな条件がございますので、その

辺については一機関として組合のほうで、まちづくり会社のほうでＭＩＮＴＯ機構という出資

についての相談中という認識でございます。 

○今野委員長 課長、いつごろその話が出てきたかわかるかという話、質問。そのＭＩＮＴＯ機

構という話がいつ出てきたのかという質問。そこのところを答弁願います。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 ＭＩＮＴＯ機構につきましては、早い時期から相談

はしてございます。何年……、私が来る前からもう、ＭＩＮＴＯ機構とは協議はしております

ので、その辺については、私もご挨拶に行ったことがあるんですけれども、その中でやはり事

業の確度が上がらないと……（「いいです」の声あり）はい。 

○今野委員長 志賀委員。 

○志賀委員 本当、質問に答えてください。何回も言います。それで、次の質問に今の答えが。 

  結局、今課長が先走ってお話しされましたけれども、この出資は別に今相談の段階であると。

何も確約もない段階ですよということですよね。 

  それと、先日私の総括質疑の中で、市長が市内の７行に行って融資をお願いしてきたという

ご発言がございました。それで、これはいつごろのお話なのか。それと、その市内の７行とい

うのはどこどこなのか。それで、うち３行が感触がよかったよというのがどこどこなのか、も

しよろしければ教えていただければと思います。 

○今野委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 今、手元にその私の日程の資料がないんですが、記憶では昨年の夏前後かと記憶い

たしております。もし必要でしたら、スケジュール表がございますから、回った銀行をご報告

できるかと思います。 

  それから、市内にある銀行については、ご訪問させていただきました。その中で、本日はこ

ういうことで参りましたというときに、比較的前向きなお話をいただいたのが３行ぐらいあり



-182- 

ましたから、こちらですと、３行ぐらいございましたということであります。具体的な名称に

ついては、控えさえていただきます。よろしくお願いいたします。 

○今野委員長 志賀委員。 

○志賀委員 ありがとうございます。 

  今度は、また鈴木課長にお聞きするものなんですが、私の総括質疑の中で、まちづくり会社、

ＭＩＮＴＯ機構の出資で足りない場合は市内の５行の共同融資を受けられますというお話をさ

れたのはご記憶ですか。 

○今野委員長 鈴木復興推進課長。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 それにつきましては、組合のほうにやるか、まちづ

くり会社にやるか、ちょっと把握していませんということもお話ししました。それで、確認い

たしましたけれども、５行のほうで、市中銀行のほうで今お話ししているのは、組合のほうへ

の融資ということでお話を聞いております。 

○今野委員長 志賀委員。 

○志賀委員 そうすると、組合のほうの融資という話であって、まちづくり会社の融資ではない

わけですね、じゃあ。 

○今野委員長 鈴木復興推進課長。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 まちづくり会社についていえば、まだ具体的な協議

は始まっていないようでございます。 

○今野委員長 志賀委員。 

○志賀委員 そう答えればつじつまが合うんです。というのは、私も一応確認させてもらいまし

た。金融機関では、まちづくり会社に対する融資話は、去年の３月以来、融資の依頼の話は一

切ありませんということでしたので、ということは、まだまだ雲をつかむような計画の上にあ

ると。建つことはわかったけれども、その最終的な引き受け先であるまちづくり会社が、結局

ＭＩＮＴＯ機構からお金を借りるにしても、まちづくり会社が例えば４億円の金を用立てする

には、まちづくり会社が出資者を募って２億円を集めなければいけない。それで、残りの２億

円がＭＩＮＴＯ機構から借りられる。それで、これが１億円しか集まらなければ、１億円を借

りる。そうするとＭＩＮＴＯ機構から１億円出る。そうすると、市内の金融機関から２億円の

出資を仰がなければいけないということになろうかと思うんですが、そういうことで間違いな

いでしょうか。課長、ちょっとお答えを。 
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○今野委員長 鈴木復興推進課長。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 ちょっと幾ら出資が集まるかどうかも含めて、まだ

スタートしておりませんので、ちょっとその辺私どももお答えしにくいんですけれども、まず

……（「考え方、間違いないのか」の声あり） 

○今野委員長 手を挙げて、指名を受けてから発言してください。今、答弁中です。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 その考え方でございます。 

○今野委員長 志賀委員。 

○志賀委員 時間がもったいないですからね。 

  それと、そういうことで、結局まだそういうものも難しいと。それで、銀行さんにもちょっ

と聞いたわけですけれども、一番問題はまちづくり会社から事業計画が出されていないと。結

局出されていないのに、融資も何もないと。それでまた、市内の銀行さんなんかでは、これも

２行しか聞いていないですけれども、結局協力はしたいと。しかし、協力するに当たっては条

件が必要だと。その条件は何かというと、そこで事業計画を、きちんとした事業計画を出して

もらうこと、それとやっぱり連帯保証ということも、これはやっぱりただ貸すわけにいかない

のでこいつも条件になるんですかねというお話でした。 

  ところが、先日の一般会議の席上では、まちづくり会社の方々は一切連帯保証ということは、

自分たちはやっぱり避けたいというようなお考えもあるようですから、そうするとなかなかそ

の金融機関との話もまとまりにくいんじゃないのかなというふうに、非常に心配をしているわ

けです。 

  それで、先日、青森のアウガが同じようにこういうのをつくって、結局運営会社が破綻して、

結局行政のトップから議員までそれなりの責任を負うような状況にもなっているわけですし、

こういったことを見たときに、やはりそういうものを我々はちゃんと糧にして、その先をきち

んと判断していかないと後々大変なことになりはしないのかなというふうに心配するわけです。

だから、その辺、いやそんなことないんだというふうにお考えなのか、佐藤市長のお考えをお

聞かせください。 

○今野委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 繰り返し申し上げますが、この海岸通地区の震災復興市街地再開発事業をどうする

かというお話をしたときに、権利者の方々は自分たちが進めたいまちづくりをやりたいと。し

たがいまして、第１種再開発事業を選択させていただきたいというようなお話がありました。
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それは我々、地元の方々の思いを多としてきたところであります。 

  ただ、今までの第１種市街地再開発事業でありましても、私もいろんなところを勉強させて

いただきました。やはり一定程度、行政側の支援というのも必要であるということは、私はそ

う認識をいたしております。したがいまして、どういった支援ができるかということについて

は、行政内部でも話をさせていただいてまいったと思っています。 

  また、役員会には、私も五十数回出席をさせていただきまして、この再開発事業の大切さと

いうことについては折々に触れてお話をさせていただいてまいりました。今、志賀議員のほう

からお話しいただいている部分も大切なポイントであります。 

  これから先、そういったことを、まずは組合がと言いながら、我々行政もどういった方向で

解決していくのかということについては、場合によってはアドバイスなりご指導なりをさせて

いただくべきだと思っております。 

  また、解決のために組合と本市の職員もさまざまなところに足を運んでいろいろな制度活用

等もお願いをさせていただいておりますし、私もさまざまなところに、この今立ち上げました

海岸通１番２番地区の再開発事業についていろいろご支援をいただきたいということをお願い

させていただいてきております。困難はおっしゃるとおりでありますが、それは解決しなけれ

ばならないと思っております。以上でございます。 

○今野委員長 志賀委員。 

○志賀委員 いろいろ説明をいただきましたけれども、結局こういう事業というのは、やっぱり

誰かが責任をきちんと明確にした上でこれを取り組んでいかないと、結局国の補助金だけでや

っている事業だけだったらいいんですけれども、結局塩竈市がやっぱり塩竈市の税金を使って

４億3,000万円、あとは今３億何がし、３億8,500万円に減りました。だけれども、３億8,500

万円を投じるわけで、そして本来補助金、丸々補助金でできた建物を２億何がしか出してまた

塩竈市が買い取るという事業なわけでありまして、６億円近いお金を塩竈市の税金から負担す

る事業なわけですよ。そうすると、組合事業だからそこまで突っ込めないんだ、突っ込めない

んだと言っていていいのかなと心配するわけです。それで、結局は何かあったときに、議員何

やってたんだと言われるのは我々なわけです。そうですよ。だけれども、佐藤市長はあと10年

も市長を務められるかどうかわかりませんけれども、結局この結果が出るのが５年、10年先な

わけですね。例えば事業を立ち上げてね。そうすると、誰が責任をとるんですかといったとき

に、誰も責任者がいない。 
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  結局、今までこういった事業、例えば一番簡単な例が諫早湾の開拓ですか、干拓ね。あれな

んか2,000億円以上投入して、結局あのときの役人さんの責任逃れの言葉ですよ。「いや、私

はもう引退しましたからわかりません」と。そうすると、今現にやっている人は、「いや、前

任者しかわかりません。私はただ引き継いだだけです」という形で、結局は誰も責任をとらな

い形になって終わってしまっているというところもありますし、そういう、どうしても公共事

業というものが箱物、特に箱物ですね。これが責任の所在がないままにいろんな名目でどんど

んつくられて、結局５年、10年たって破綻して誰も責任をとらないまま終わってしまっている

というところにその危うさが非常にあるわけで、そういうところも私はいろいろ懸念して、一

応いろいろ確認させていただいております。 

  それとあと、先ほど来から保育所の問題もいろいろ議論されております。確かにそういう方

法でしかやり方がないのかもしれないけれども、ただ私からすると、子供というのは土に足を

つけてはだしで遊んで泥んこ遊びをして、そういった生活が幼児の情操教育を育む最大の手段

なのかなと私は思っていたわけですけれども、今回のように箱物の中に子供たちを押し込めて、

果たしてそういった面で子供が健やかに育つものかどうか、私は心配しているわけでございま

す。そこだけです。 

  それと、もう一回確認したいんですけれども、市長は我々議員がこの保育所と駐車場を買う

ことにもう賛同しているというような意味合いのお話しをされていましたけれども、私は市長

からこういうのをつくるからいいですねと、それに賛同した覚えがないんですよ。それで、駐

車場にしても、駐車場をつくりたいと上がっていたときに、一番最初に私は言ったんです。

「収支計画ができてあるんですか。また前と同じような市営駐車場のようなことにならないん

ですか」と。そうしたら、そのときは「いや、これから試算します」と。これから試算します

と１年以上たっています。いまだに出てきません。 

  そういった中で取得だけが決まって進んでいって、先日の話でも市営駐車場の赤字は当然市

が負いますというお話でした。何かこの辺、私には納得いかないですよ。誰が買うと決めたん

ですかということなんです、この駐車場を。これをまずお聞きしたいと思います。 

○今野委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 先ほど来、昨年に５分の１の負担をさせていただきたいというお話をさせていただ

いたときに、予算特別委員会であったかと思いますが、それだけで終わるんですかと。我々に

理解を求めるんだったら、これから先どういったことを塩竈市として支援をしていくのかを具
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体的な形を出してくださいということでご要請がありまして、負担金のほかに駐車場と、それ

からいわゆる保育的な施設、子育て支援センターという形にしていましたかどうか、そこは私

も資料を改めて確認をさせていただきますが、そういう資料を委員会のほうに提出させていた

だきました。 

  それで、こういったことを踏まえて４億2,000万円でしたか、概数で恐縮です。そういった

ものをぜひご理解いただきたいということのお話をさせていただき、昨年度の事業予算が６億

五、六千万円でしたかね、というのをお認めいただいたわけであります。ですから、今回ご議

論いただいている部分というのは、平成28年度の補正予算のときにも、ある議員の方からなぜ

繰り越しを繰り越しているか、一回基金に戻すというようなことをしなければならなくなった

のかというご質問もいただきました。それで、るるご説明をさせていただきまして、今回は平

成28年度として計上させていただいた分を、つけかえをさせていただいて新年度に予算計上を

させていただいたという経過をたどっていますことをご理解いただければと思います。以上で

ございます。 

○今野委員長 志賀委員。 

○志賀委員 私の認識不足であるかもしれませんけれども、私はこの例えば４億3,000万円のお

金が出てきたときに、確かに５分の４に対する５分の１の補助だということで覚えていますけ

れども、その補助金を出すのでその部分を塩竈市が取得するのかなと思ったんです。ところが、

取得というのは言ったら買い取ることなんだということにも通ずるんだということなんですけ

れども、買い取るんなら買い取る、改めて別で金を出して買い取るんですよというここはちゃ

んとそういう説明をいただければ、ああ買い取るんだなということで認識できたわけですけれ

ども、私が市がその金を出して買い取るという認識できたのが、ことしに入ってからなんです。

私の認識が悪かった、不足かもしれませんけれども、ただほかの議員も市がそれを買い取ると

いう認識をさせていた方がどれだけいらっしゃるかといったら、半分はいらっしゃらないのか

なと思いますよ。それだけ当局の説明不足、細かな説明不足。結局、いろんな話をしていると

きに全部話が早口で、肝心なところが全然、言葉が縮まって聞き取れないんです。残念ながら。

年とともに耳が悪くなります。ごちゃごちゃっと言われて、聞き取れません。佐々木課長のよ

うにああいう大きな声ではっきりものを言っていただければわかりやすいですけれども、ほと

んどの方が「ばばばば。ばばばば」と、何を言っているのかなと。時間も限られているから

一々繰り返し聞き返すこともはばかるものですからそのまんまに流していましたけれども、だ
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けれどもそういう大事なところは、やはりきちんと議員の皆さんに、補助金を出します、その

ほかにこのところを市としてお金を出して買い取りますという明言をしていただければ、皆さ

んが認識できるんだと思うんですよ。そういうところが非常に欠けているのかなと感じ取りま

した。 

  ですから、今後こういう問題が起きたときは、きちんとそのところを霧の中にしないであぶ

り出して我々に説明していただきたいと思います。そうすれば、それぞれが理解が進んで、そ

のもとにいろんなものが進むのかなというように感じております。 

  それで、一応この開発についてはこれで終わらせていただいて、次に実施計画の中から質問

させていただきます。81ページです。 

  ここに地域放送活用事業ということで、今まで223万円ほど出していたわけですね。これは

市の情報放送ということで、これは私も認識していました。 

  それで、今回100万円アップして328万円となっています。この100万円アップはどういうこ

とを目的として、どういう費用対効果を目指してアップしているのかお聞かせください。 

○今野委員長 相澤政策課長。 

○相澤市民総務部政策課長 今、実施計画の地域放送活用事業についてご質問いただきました。

100万円アップの理由でございます。 

  昨年４月から障害者差別解消法といった法律が施行されておりますが、地域放送、今まで障

がい者の方に対して塩竈広報というのを発信してございます。なかなか視覚的にご不自由な方

のために広報の内容をコミュニティ放送を通じてご紹介させていただいております。そういっ

たことを強化するということで、今まで１日２回ということで分けて広報のほうを放送させて

いただいておりましたが、その分を４回に、そういった差別解消法ということの推進という意

味で回数をふやさせていただいた分が増額分でございます。よろしくお願い申し上げます。 

○今野委員長 志賀委員。 

○志賀委員 わかりました。いつも私は疑問に思うんですけれども、エフエムベイエリアですね。

これを聞いている方が市内に何人いらっしゃるんだろうかと。前にも言いました、何年か前に

もね。そうすると、仙台のＦＭ放送事業者でも２％届くか届かないかです。仙台のテレビ、ラ

ジオ放送事業者でも３％そこらです、ラジオを聞く方がね。そういった中で、エフエムベイエ

リアを聞いている方がどれだけいるのかと。そうすると、視聴率を調べていませんからわかり

ませんというご説明でした。 
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  ところが、今上の原の体育館の脇に5,000万円のアンテナが立っています。これは市が補助

金をいただいて、エフエムベイエリアの肩がわりで立てて、10年間無償貸与しているわけです

よ。そうですよね。それで、それを10年間無償貸与しているにもかかわらず、ＦＭ放送は市議

会の中継を平成26年度からは中止したわけですよ。何ももらっていないと、援助はないと。 

  そして、あのＦＭ放送のアンテナを立てるときに、塩竈市はアンケートをとっているわけで

すよね、浦戸の人たちに。それで、そのアンケートの設問が、私だったら、ふだんあなたはラ

ジオを聞いていますか、そしてその次にじゃあどこのラジオ局を聞いていますかという設問を

私はします。ところが、その設問には最初から、震災時にＦＭ放送は非常に有効に役立ちまし

た。それで、ＦＭ放送が必要だと思いますか、思いませんかというアンケートの出だしなんで

す。そういう、私はそのアンケートの要項を見まして愕然としました。でも、もうそういうも

のは決まったもんですからそのままにしたわけですけれども、やっぱりもうちょっとそこら辺

をクリアにしていただきたい。 

  それと、今産業建設常任委員会でＦＭ放送の重点雇用対策のことをいろいろ調べて調査して

おります。その中でいろいろわかってきました。平成25年９月から、平成23年の９月から平成

25年ですかね、まではエフエムベイエリアは営業停止していて、災害臨時放送局という立ち場

でふだんの営業行為をやめて災害放送業務をつかさどっていたということがわかりました。そ

れで、結局営業ができないわけですから、その重点雇用対策の人件費費用、これが全部業務運

営費に充てられたんだろうと思います。だとしたら、最初からそんな重点雇用対策で仮設にイ

ンタビュー、取材して人を使うんだなんて言わないで、ＦＭ放送がこういう状態だからこれを

こういう形でやるんだから、存続させるのにこういう事業で適用したいんだと言えばそれで済

むことだと私は思うんです。正直に言ってもらえれば、それはそうですよねとなると思うんで

す。ところがやはり、そこにやっぱり市長とＦＭ放送の社長の間柄というのがあるから、隠さ

れてやっていくと余計な勘ぐりをしたくなるわけです。ううんじゃないですよ、だって後援会

の副会長でしょう。だって結局はそういうことが、ちまたでいろいろ取り沙汰されるわけです

から。それはここに限らず、トップとそういう業者の癒着、関係というもので、やっぱりいろ

いろ取り沙汰されているわけですから、やはりなおのことそういうところにやっぱり気を使っ

て、私は行政を運営するべきだと思いますしね。どうせぼんくらきんならわからないんだべと

思ってやられているのかもしれませんけれどもね。そうじゃないと思うんです。やっぱりそこ

をちゃんとクリーンにしてやっていくべきだと思います。 
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  それで、今聞きましたけれども、２回を４回にすると。だけれども、聞いている人がどれだ

けいるんですかといったときに、調べられていますか。 

○今野委員長 相澤政策課長。 

○相澤市民総務部政策課長 ご質問のアンケートについては、現在も実施しておりませんので、

視聴率については把握してございません。よろしくお願いします。 

○今野委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 今、非常に誤解を招く発言をいただいたと思っております。今回のこの緊急ラジオ

放送については、国が制度化をされて、多くの議員の皆様方からもＦＭを早く再開してもらい

たいというようなお話を受けて我々取り組んできた事業でありまして、例えば後援会長だ、市

長だというような取り組みでは全くない。それはぜひ訂正をお願いしたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

○今野委員長 志賀委員。 

○志賀委員 私はそういう誤解をされますよと話しただけで、そうやっているとは言っていませ

んよ。だから、ちゃんと素直に最初からそういう目的でやりますということを明示されたらよ

かったですねという話をしただけですからね。 

  それで、後で調べたというのは、アンケートを調べたというんじゃなくて、視聴率を今回や

る場合に視聴率を調べましたかとお聞きしたわけです。調べていないですよね。だからそうい

うことなんです。要は、たとえ100万円であっても、やっぱり国の制度であっても、これはき

ちんと有効に活用できる制度であれば何も心配はないんですけれども、結局どれだけ効果があ

るのか、費用、市長は私に前におっしゃいましたよね。何をやるにしても費用対効果は大事な

んです。そうでしょう。（「お答えします」の声あり）いやいや、だからそういうことである

んで、やはりそういうことも我々にちゃんと明確に明示していただいて、やっぱり進めていく

ということが大事なのかなと。 

  だって、費用対効果が、まあ国からやっているからいいんだといって、国だって結局費用対

効果をさっぱり評価しないでやっているから、ああいったことで自民党政権から民主党にかわ

ったときに、いろいろあったわけですよ。そういうことをやはりきちんとして、一つ一つきち

んと積み重ねていくということは必要だし、我々議員、議会も、やっぱりそういうことについ

て気を配っているんだけれども、なおのこと気を配って一つ一つそういうことを、効果を検証

しながらやっぱり賛成、反対というふうにしていきたいと思います。 
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○今野委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 ぜひ、議員ご理解いただきたいんですが、今障害者差別解消法というのが平成28年

４月からスタートいたしております。その趣旨は、そういった障がいをお持ちの方々もこの地

域の中で健常者と一緒に生活できるような環境を行政側として最大限に努力しなさいというこ

となんです。これを費用対効果で我々、申し上げたことはないはずでありますよ。したがいま

して、そういう一環として、何を聞かれているか後でまたアンケートでもとって把握をさせて

いただきますが、そういった方々に最低限の情報だけでも提供させていただきたいということ

で、今回地元の放送局を活用して回数をふやさせていただきたいということをご提案させてい

ただいておりますことをぜひご理解いただければと思います。以上でございます。 

○今野委員長 志賀委員。 

○志賀委員 だって、費用対効果で話をしていないといったって、その障がい者の方々に放送し

ますよ、そこにはどういった効果があるんですかということが効果でしょう。どういう障がい

者の方を目指して、ラジオＦＭ放送を流すんですかということを、こういうことで流して、こ

ういった方々はこういうところで効果があるんですよということをお聞かせください、じゃあ。 

○今野委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 例えば、広報紙を読めないという方々もおられるわけですよね。そういった方が、

その情報を入手する手段として、今地元の放送局の市政情報を楽しみに聞いておりますという

お話は、いろんな方々から私も情報をお寄せいただいております。 

  それで、今回の障害者差別解消法というのは、でき得る限りそういったものが地域の中に浸

透していくようにということが趣旨でありますので、私からも職員に対して、行政がさまざま

な分野で障害者差別解消法という意味をしっかり受けとめていかなければならないですよとい

うことは、常々お願いをいたしております。 

  その中の一環として、今、目がお見えにならない方だけではないと思います。さまざまな方

を対象に、回数をふやさせていただいたということをご説明させていただいているところでご

ざいます。 

○今野委員長 志賀委員。 

○志賀委員 じゃあ、そうすると放送する中身については、４回とも同じ放送をされるわけです

か。 

○今野委員長 相澤政策課長。 
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○相澤市民総務部政策課長 放送時間には限りがありますので、その４回の中で広報の紙面のほ

うを順次ご紹介差し上げるというふうな形で、繰り返しやるというふうなことでございます。 

○今野委員長 志賀委員。 

○志賀委員 それで、今たまたま市長から、いろんな方から問い合わせがあったというお話をい

ただきました。じゃあ、そのいろんな方から問い合わせがあったというのが何件あったのか、

これからそういった数字を出していただいて、これだけの効果があったということを実証して

いただければと思います。よろしくお願いします。 

  それと、藤倉児童館及び放課後児童クラブ指定管理運営事業ですか、これが１億2,650万円

ということで、新たな制度で実施されるということで…… 

○今野委員長 資料№は。 

○志賀委員 資料№８の施政方針の中の41ページ。 

  先日の質問の中で、市長は私の質問に対して、「１億2,650万円出しているんじゃないです

か」という何かいきがったお話があったものですからこれのことなのかなと思ったんですけれ

ども、子育て支援の関連で。このことをあのときにおっしゃったんですか。それとも別のこと

を１億何ぼ出しているというお話をされたんですかね。ちょっとそれをお聞きしたいと思いま

す。 

○今野委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 我々は、例えば子育て支援でどういったところまで応援させていただいているかと

いうことについて、今回は乳幼児、子ども医療費の拡大の問題を提案させていただいている中

で、そういったことだけですかというようなお話をいただいたものですから、例えば今、保育

所の子供さんたちの費用軽減というようなこともやらせていただいております。 

  具体的なことを申し上げれば、国は所得階層７段階で分割をして保育料を定めなさいという

ことになっております。しかしながら、本市におきましては11階層に分けさせていただきまし

て、でき得る限り激変緩和といいますか、負担が余り大きくならないようにというような本市

独自の取り組みというものを、既に取り組みをさせていただいております。そういったことを

１億数千万円のお金がそういった形で、もう既に塩竈市として負担をさせていただいている分

野もございますというようなお話と、あとこの41ページでいけば、例えば妊婦健診事業であり

ますとか、特定不妊治療費助成事業についても、既に塩竈市としてこういった取り組みをさせ

ていただいておりますということをご紹介させていただいたところでございます。よろしくお
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願いいたします。 

○今野委員長 暫時休憩いたします。再開は13時15分といたします。 

   午後０時２７分  休憩 

                                             

   午後１時１５分  再開 

○土見副委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  質疑を続行いたします。なお、質疑の際は資料番号、該当ページ等をお示しの上ご発言くだ

さるようお願いいたします。 

  山本 進委員。 

○山本委員 よろしくお願いいたします。 

  それでは、資料№10、15ページないし16ページをお開き願います。 

  14款２項１目１節の地方創生推進交付金についてお尋ねいたします。まず、この具体的な対

象事業は、平成29年度は何でしょうか。 

○土見副委員長 相澤政策課長。 

○相澤市民総務部政策課長 ただいま平成29年度の地方創生推進交付金を活用した計上事業とい

うことでご質問いただきました。 

  １つは、事業費総額2,299万円として計上しております塩竈アフタースクール事業。それか

ら、塩竈水産品ＩＣＴ化事業として1,000万円、合わせて3,299万円計上しているというような

状況でございます。よろしくお願い申し上げます。 

○土見副委員長 山本委員。 

○山本委員 これはいわゆる「まち・ひと・しごと創生事業費」の具体的な交付金制度だと理解

しておりますけれども、この交付税の財源構成を教えてください。 

○土見副委員長 末永財政課長。 

○末永市民総務部財政課長 お答えいたします。 

  地方負担分については、まず地方創生推進交付金は、全体の事業費に対して50％の算入とい

うことになります。それで、残りの50％に対して交付税措置があるんですが、１つがまず普通

交付税、それともう１つが特別交付税、２段階で交付税が充当されます。ただし、一部一般財

源の負担は生じるというような今現在の財務財政スキームになっております。以上でございま

す。 
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○土見副委員長 山本委員。 

○山本委員 今回の塩竈アフタースクール事業、それから塩竈水産品ＩＣＴ化事業ですけれども、

これは３種類のメニューがありますけれども、先駆タイプ、横展開タイプ、隘路打開タイプの

どちらですか。 

○土見副委員長 相澤政策課長。 

○相澤市民総務部政策課長 まず、塩竈アフタースクール事業につきましては、今年度申請して

３カ年の事業ということで実施しております横展開の事業ということになります。 

  それから、塩竈水産品ＩＣＴ化事業につきましては、現在加速化交付金ということで申請し

ておりまして、単年度事業でございました。平成29年度からは新年度として、これから地方創

生推進交付金として申請する予定になってございますので、その段階で何タイプかということ

をちょっと国と県と調整しながら進めてまいりたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 

○土見副委員長 山本委員。 

○山本委員 こういうように今後地方財政が大変厳しくなる中で、国はそれぞれの地方の創意工

夫というものに対して着目し、それで一定の地域経済等々に影響があるような提案に対しては

積極的に国が支援していくという制度に変わってきますので、今後このような事業をどんどん

出していただきたいと。 

  ちなみに、この採択事業の精選、つまりどういった形で選ばれていますか、庁内で。 

○土見副委員長 相澤政策課長。 

○相澤市民総務部政策課長 まずは、国から要綱等取り扱いが通知されますので、それを持ちま

してその取り扱いを踏まえた内容ということで庁内各部各課に対して紹介を差し上げます。そ

の後、各課、各課で案を練っていただきましたものを集約して、国のほうに申請すると。最終

的には庁内におきましては庁議において決定をして申請するというふうな段階を踏んでござい

ます。よろしくお願いします。 

○土見副委員長 山本委員。 

○山本委員 そういう意味で、各課の職員一人一人の発想というものがこれから非常に求められ

てくるということでございますので、やはり日々研さんに努めて、やっぱりすばらしい事業を

提案されるように、そして国に採択されるように努力していただきたいというように考えます。 

  それと、これに関連するんですけれども、塩竈アフタースクール事業、それから放課後児童

クラブ指定管理運営事業がございますね。それから、子どもの学習支援事業というのがござい
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ますね。これはどうもある部分で似通っているなと思うんですけれども、たしか所管省庁は厚

生労働省と文部科学省に分かれていますけれども、もう少しこのせっかくの事業でありますの

で有機的にかつ効率的に事業成果が得られるようなことはないんですか。 

○土見副委員長 相澤政策課長。 

○相澤市民総務部政策課長 これまで塩竈アフタースクール事業につきましては、担当課のほう

から今現在アンケート調査等をしまして、新年度に向けた事業の枠組みを検討させていただい

ているというふうなことでございました。今、委員から言われました市が既に取り組んでいる

事業、それから新たに取り組みます事業、塩竈アフタースクール事業はそういったものを連携

するというふうな形で取り進めるものでございますから、うまく連携できるものにつきまして

は効果的に検討してまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

○土見副委員長 山本委員。 

○山本委員 ぜひそうしていただきたいと思うんですね。結局放課後児童クラブにしても、塩竈

アフタースクール事業にしても、うちにご父兄の方がいるかいなかの違いであって、事業内容

は小学校区単位にしてやっているわけですから、だから同じなんですね。それを別々にやって

勝手にやるよりは、むしろ一緒……、それができるかどうかわかりませんけれども、一緒にや

ったほうが効果的かなというふうに考えてちょっと言っていました。 

  それから、資料№10の46ページ。総合交通体系整備事業として2,614万7,000円。これはいわ

ゆる100円バス、それからＮＥＷしおナビの部分だと思うんですけれども、大変市民からも好

評で、塩竈の地形はこのとおり山坂の地形ですし、お年寄りにとってはやはり100円バスＮＥ

Ｗしおナビの利用というのは非常に助かるというような声も聞かれております。日中走ってい

るバスを見ましても、大体満席状態になっております。大変好評を博しておりますので、市長

におかれましてはますます社会実験を、現在社会実験を踏まえてさらに今拡大していただけれ

ばと。 

  ちなみに、私は千賀の台方面に行くんですけれども、あれはまだ普通の料金でして、私がお

りると240円取られるんです。本塩釜駅から清水沢の市営住宅前でおりると240円取られるんで

す。ちょっとその辺も見直しして、まだ残っていますから。あそこも100円にしていただけれ

ば、私も評価をさらにしたいなと。よろしくお願いいたします。 

  ちなみに先週か先々週、地域公共交通会議ございましたね。それで、社会実験の部分での何

か話し合いをされたんでしょうか。 
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○土見副委員長 相澤政策課長。 

○相澤市民総務部政策課長 特に社会実験ということでお話はしてございませんが、特に試験運

行を昨年の７月15日から運行しまして、現在問題なく運行しているということをお伝え申し上

げました。 

  あと、新年度事業につきましては、効果促進事業を活用しますので、それはあくまで本格的

に市としては運行いたしますが、位置づけとしては引き続き調査事業といった位置づけもござ

いますので、そういったことにつきましても結果につきましては、そういった機会を捉まえて

ご報告申し上げたいというふうに考えてございます。 

○土見副委員長 山本委員。 

○山本委員 ぜひ、前向きに検討していただければなというふうに思います。 

  それから、同じ資料№10の48ページ。総括質疑で取り上げましたけれども、地域おこし協力

隊活用事業、それから復興支援員活用事業、それから浦戸ステイ・ステーション事業、３つの

事業。どうも関係が一つは、具体的な説明は結構です。わかりにくいということです。ですか

ら、これまでの実績を踏まえて、この３事業でやっぱりどういったようなことにやっていくの

か。 

  ちなみに、国のほうでは地域おこし協力隊のビジネスアワード事業というのを平成28年度、

昨年度から始めまして、いわゆるビジネスプランをコンペ方式で募集して、審査して、それに

対して一定の300万円ですけれども、起業、業を起こすような制度もあります。ですから、せ

っかくですので地元の方々に任せるんじゃなくて、やっぱり市の担当も一緒に行って、場合に

よっては泊まって、そして今いる人たちの苦労なり、あるいは将来に対する希望とかというも

のをやっぱりやっていかないと、制度はつくりました、あとはどうぞでは、それは私は言葉は

きついですけれども無責任だと思いますよ。 

○土見副委員長 相澤政策課長。 

○相澤市民総務部政策課長 まず初めに、地域おこし協力隊、それから復興支援員のスキームに

ついてご質問いただいたかと思います。地域おこし協力隊につきましては、これまでご説明申

し上げましたとおり漁業従事者の将来の担い手、島の住民の担い手と地域の担い手として育成

し、将来的には浦戸に、現在も住んでいますが、住所を移して住んでいただいていますが、引

き続き浦戸に住んでいただき地元の養殖漁業の担い手になっていただくということでございま

す。 
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  そこでなんですが、地域おこし協力隊、塩竈市外から来るということでございます。浦戸地

域も離島という特性のある地域でございますので、やはり活動に当たりましては地元の方とう

まく円滑にコミュニケーションを図らなければ、地域おこし協力隊の本来の目的であります地

域おこし、いわゆるうまくなければ地域に入って逆に地域を壊してしまったりということも一

方であるわけでございます。そういったものを円滑に進めるために復興支援員というのが間に

入りまして、地元と協力隊の調整、それから受け入れ体制のプログラムの整備、そういったこ

と。または、今桂島に番屋という漁協の六次化産業の施設がございますが、そういったところ

の側面支援、補助申請の支援、そういったあらゆる地域の復興支援ということに取り組んでい

ただいております。 

  そういうことをトータルして島おこしというふうな取り組みになってございますので、非常

に仕組みとして複雑だということはご承知いたしますが、そういったスキームでやっています

ので、ぜひご理解のほうよろしくお願いします。 

○土見副委員長 山本委員。 

○山本委員 ぜひ多くの方々に塩竈に来ていただいて、そして漁業を学んで、３年ではあります

けれども将来的ななりわいにしていただけるような指導育成をしていただきたいなというよう

に考えております。 

  次に、同じ資料№10の108ページ。松くい虫対策事業1,220万円ですけれども、この具体的な

事業計画を教えてください。 

○土見副委員長 並木水産振興課長。 

○並木産業環境部水産振興課長 松くい虫の対策事業につきましては、被害木調査として100万

円。あと、伐倒駆除の費用としまして、こちらのほうが伐倒駆除、緊急伐倒83万1,000円。あ

とは県衛生伐、こちらは補助金が70％入りますが約420万円。もう一つ、森林病害虫等の伐倒

駆除ということで270万円。あとは、薬剤の地上散布が240万円、樹幹注入が100万円というよ

うな内訳になっております。 

○土見副委員長 山本委員。 

○山本委員 恐らく県の実施要綱に基づいてのものだと思います。ただ、市内では、今対象にな

るのは恐らく浦戸諸島と、それから若干塩竈の赤崎とか杉の入とかだと思います。市内でもや

はり松くい虫に侵されて枯れている分もあるわけですので、できるならばやはり市単独での調

査の上、調査したけれども何か予算がつかなくてそのまま放置されて倒木したという事例も私
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は聞いてはおりますので、そういうところは今後ともひとつよろしくお願いしたいと思います。 

  次に、同じく資料№10の136ページ。いわゆる海岸通地区震災復興市街地再開発事業でござ

います。これまで、きのうきょうと各委員の方々が質問されて、全体的なことについては質疑

されたと思うんですけれども、私は過去の経過を踏まえた上で何点か質疑させていただきます。 

  昨年の２月の当初予算で議決した際に、議会は附帯決議という、そういう意味では思い決断

をさせていただいたわけです。その中で当該事業の事務事業を執行するに当たっては、ビジネ

スとして事業を組み立て、事業後予測されるキャッシュフロー、これは銀行などとも調整し、

開発可能な採算ラインを理解できるようにすべきであるというようなこと。さらに、市当局は

公的支援、いわゆる保留床処分等に係る経過については、情報公開の基本的監視の今日、常に

問題を正確に把握し、先送りせず速やかに議会に報告すると、市民、議会に報告するというふ

うに意見を付したわけですけれども、公的資金について今回再開発組合の負担する５分の１相

当分を今回支援補助という形でやっていますが、その理由というのは資材高騰のためとされて

おりますが、昨年の私の質問に対する市長答弁は、建設コストの上昇による市の支援が１つ。

２つ目としては都市計画決定している公共駐車場。３つ目は、当時４階の業務棟への子育て支

援をあわせて支援していくんだということを表明されておりました。 

  そこでお聞きしますけれども、再開発組合のいわゆる資金計画、あれは先ほどの最初は全員

承認の権利変換だったんですけれども、そうじゃなくて、不承認の方については買い取り保証

という形で今回権利変換変更計画をしたわけですけれども、そういう資金計画はどうなってい

ますか、再開発組合の。 

○土見副委員長 鈴木復興推進課長。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 この間の一般会議でご説明ありました39億円という

のが組合のほうの資金計画でございます。 

○土見副委員長 山本委員。 

○山本委員 ちょっと聞き取れないので、あとそこ。志賀委員と同じで。 

  次に、具体的な建設コストアップ率はどれほどですか。 

○土見副委員長 鈴木復興推進課長。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 ちょっとその辺の事業費につきましては、新しい事

業計画、資金計画の中で、施設工事費については大体27億6,000万円ということで見てござい

ます。それでちょっと報告を今受ける途中でございますので、私どもはまだ詳細な組合での39
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億円での事業計画、資金計画を今受け取ったばかりでございますので、その辺ちょっと分析を

する時間が今必要ちょっと必要でございますので、今それを受けて内部のほうでも今精査を始

めたところでございます。 

○土見副委員長 山本委員。 

○山本委員 ですから、やっぱり理由として、建設、たしかこれは組合の方も言われているんで

すよ。建設がコストアップしたからさと、その分を市で支援してもらうんだというようなこと

ですけれども、じゃあ具体的にどれだけのそのコストアップになったのかということについて

は、数字で示されておりませんので定かではないですね。これも答弁を聞いてもわからないで

すね。じゃあ、これの算出根拠は何なのかといったら、ちょっとクエスチョンマークと言わざ

るを得ないと。 

  次に、当初計画、４階の業務棟ですか、これが設計に4,000万円投じてその設計委託をした

わけですけれども、その後事業縮小、身の丈に合った事業にすべきだというような考えから事

業縮小によって、２階の変更した際に設計2,000万円。その辺の成果品というのは、復興推進

課のほうでは把握していますか。 

○土見副委員長 鈴木復興推進課長。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 その辺の分析は、まだちょっと今途中でございます

けれども、例えばどの棟が幾らから幾らになったというのは、まだ今詳細に検討中でございま

す。 

○土見副委員長 山本委員。 

○山本委員 ですから、先ほどの建設コストのアップ率もわからないというのとこれは同じなん

ですね。どれだけのどういう内容の設計がされて、変更してその設計、それで単価がどうとか

ということについては把握できていないですね。その辺がちょっとやっぱり私は問題ではない

かなという感じがします。 

  それから、きのうの議会での質問に対して、市長は、議会は組合施行の第１種市街地再開発

事業と。それはそうですね。本来、組合が自主的に事業を推進していくものであるが、議会は

塩竈市も一体となって支援すべきとの考えを示されていたと。したがって、５分の１の組合負

担については資材高騰を理由に支援することになったのであると。だから、議会も理解しなさ

いというふうなことですけれども、確かに議会はその再開発組合施行であったとしても、塩竈

市の顔であると。また、市民にとっても貴重な地区であると。必ずや成功させたいんだという
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塩竈市も可能な限りのかかわりを持っていくべきであるというような思いだと思うんです、皆

さんは。だから支援すべきだと。ただ、やみくもに支援していくべきだと言っているわけでは

ないんですね。つまり、再開発事業の全容を把握し、事業の当事者としての責任を負うことか

ら、将来予測されたリスク、これは市民負担です。税ですから。それを想定しながら、全てに

ついての事業を把握していくべきと考えますか、どうでしょうか。 

○土見副委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 先ほど来申し上げておりますとおり、まさに塩竈の中心をなす部分であります。し

たがいまして、今日までも、少なくともさまざまな打ち合わせに業者も同席をさせていただい

てまいりました。 

  また、先ほど来申していただいております成果品等についても、塩竈市のほうでも一定程度

確認をさせていただいております。これは補助金でやっているわけでありますので、そういっ

た補助金に沿った形で成果品が提出されているかどうかということについては確認はさせてた

だいてまいりました。 

  しからばどういった部分をどう応援するのかということについては、やっぱり思いの違いと

いうのはあると思いますので、今までもできるだけ努力をしてきたつもりでありますが、まだ

まだ足りないということについては今回改めて我々も再認識をしながら、これからはさまざま

な情報を共有できますような取り組みに努めてまいりたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

○土見副委員長 山本委員。 

○山本委員 ぜひそうやってほしいということを願っております。 

  では、さっきの話題に戻りますけれども、結局昨年附帯決議をして１年経過したわけですけ

れども、いまだにこの全容が我々には明らかにされていないと。ですが、事業を進めていくた

めに最も重要な再開発組合、そして組合の解散後の本格運営される、いわゆるまちづくり鹽竈

のそれぞれの資金計画と、会社の収支計画が示されていないんではないかと考えております。

そのまま不知、わからないまま支援してよろしいのかどうかということは、大変不安に感じる

ところであります。 

  それで、補助金として、今回指定補助金として交付なるわけですけれども、これは当然補助

要綱に基づく交付となるわけですけれども、その補助要綱が昨日夕方、議長のところに届けら

れたようであります。 
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  それで、これを見ますと、平成28年４月１日から施行して、平成26年４月１日にさかのぼっ

ていますね。遡及させていますね。その遡及させた理由は何ですか。 

○土見副委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 前段部分について、私のほうからご報告をさせていただきますが、もともとは50億

円を超える事業費で計画をしてきたと。ホテル機能等もぜひ招致しようというようなことでい

ろいろ立ち上がってまいりましたが、その後の厳しい経済社会環境を考えるときに、とてもそ

こまではできないということで一旦ホテルを除きまして、それで四十数億円台の事業費を算出

したわけであります。 

  ただ、皆様方からもいろいろご指摘いただいておりますとおり、本当にこの事業でやれるの

かということについては、我々も再三、組合のほうには申し上げさせていただいてまいりまし

た。もっとコストを削らなければだめじゃないのかいというようなことで出てまいりましたの

は、再三申し上げますが、２月の８日でしたか９日の臨時総会のときに、我々も初めてその金

額だけは示されたという状況であります。ただし、私からも職員に対して、金額だけではなく

て中身が妥当かどうかということは、早速チェックをしなければならないぞと。 

  そういったことを踏まえて、また議会の皆様方にもご説明しなければ極めて無責任な話にな

るということで、先ほど来申し上げているとおり、今チェックに入らせていただきます。もう

ちょっと時間をいただければと思いますが、そういうった状況であります。 

  後段部分については、担当のほうからご答弁いたさせます。 

○土見副委員長 鈴木復興推進課長。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 昨年、５分の４、５分の１、この５分の１の部分の

市の単独補助について、２月定例会でお認めいただいたということでございます。これにつき

ましては、補助対象事業費が全部あって、国のほうの５分の４は事業当初から全部５分の４が

出ております。それで、昨年５分の１が認められまして、平成28年度、平成29年度からではな

くて、国の５分の４出ている部分を、全て５分の１を支援しますというのが、この今回の５分

の１の考え方でございますので、要綱については一番当初、事業当初にさかのぼって遡及をし

て５分の１の支援を行っていくという考え方で整理してございます。 

○土見副委員長 山本委員。 

○山本委員 それでは、平成26年４月１日から平成28年４月１日までの間に、何か支援補助した

ことはあるんですか。 
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○土見副委員長 鈴木復興推進課長。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 組合のほうで事業といたしまして、平成26年度権利

返還計画をいろいろやってございます。あと、平成27年度は詳細設計費とかをやっております

ので、その辺が補助対象事業費ということで国のほうの復興交付金に入っております。その分

を、５分の１の部分を入れているという状況でございます。 

○土見副委員長 山本委員。 

○山本委員 事務費補助、いわゆる職員の人件費ですね。あれも要綱とか、あと平成25年４月に

定めた交付要綱がありますけれども、普通補助というものは申請主義なわけで、申請されたと

きから効力を発するんであって、余り遡及するというのは例がないんですけれどもね。 

○土見副委員長 鈴木復興推進課長。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 この平成25年４月５日が復興交付金の分の基本的な

５分の４の補助でございます。それで、平成28年４月１日が５分の１の市の単費補助でござい

ますけれども、この事業の性格として、国の交付金が出ていない分、組合で持ち出している部

分を市のほうで補助します、支援しますという考え方でございますので、今回は事業当初の平

成26年度からにさかのぼっての支給という考え方で臨んだということです。 

○土見副委員長 山本委員。 

○山本委員 であるならば、本来平成26年４月１日に要綱を定めるべきだったというように私は

思います。 

  それで、今回示された補助要綱を見ますと、申請に当たっては次の書類を添付しなさいと。

補助事業の計画書、補助事業の収支予算書、補助事業の実施計画書。これについては補助金の

交付の手続等に関する規則第５条と同じなわけですけれども、これについては全て申請に当た

って添付していただいたものですね。 

○土見副委員長 鈴木復興推進課長。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 書類一式全て申請書についてございまして、それに

基づいて審査をして補助決定をしているという状況です。 

○土見副委員長 山本委員。 

○山本委員 そうなってくると、例えば補助事業の収支予算書というのは、これはあくまで再開

発組合、申請者は再開発組合ですから、再開発組合内部の収書予算書であり実施設計書なんで

すか。 
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○土見副委員長 鈴木復興推進課長。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 あくまでも組合に対する補助金でございますので、

組合の事業計画、収支計画という位置づけでございます。 

○土見副委員長 山本委員。 

○山本委員 我々が見せられたのは、全体事業の歳入歳出内訳とそれから鳥瞰図といいますか絵

柄程度なので、具体的な計画書とか収支予算書とか実施設計書というのは、私の記憶では見た

ことないんですけれども。 

○土見副委員長 鈴木復興推進課長。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 補助金の手続上のものですので、うちの課のほうに

全て保存している状況でございます。 

○土見副委員長 山本委員。 

○山本委員 そのように、何か先ほどの話に戻りますけれども、建設コストのアップ率とか全体

の業務書の設計変更の内容とかもわからないと、同じような構図なんですね、残念ながら。で

すから、やっぱり議会として再三再四述べておりますけれども、ぜひとも成功させていかなき

ゃならないという事業であるわけですから、やっぱり具体的なその支援を検証するに足る資料、

計画書あるいは収支計画書等を我々にも一つの資料として提供していただければなと。それが

なかったことが残念だと思います。 

  次に、具体的な内容に入っていきますけれども、保留床、テナント募集ですね。４月から始

めるということですけれども、確かに建物、業務床、商業床、マンション等々、それから駐車

場ですね。建つでしょう、間違いなく。しかし、問題はその後の入居の保証ですね。物事を進

める場合、まずテナントの応募状況を見きわめる。つまりいかほどのテナント料をユーザーが

求めているのか。間取りは、あるいは入居可能な価格は。そういったようなものを参考に建築

費というのが算出され、場合によってはグレードを下げると、下げざるを得ないとかというふ

うなものもあると思うんですけれども、その辺のテナントを対象とした開発手法、そういった

ものは現在どのようになっているでしょうか。４月からやるというんですけれども。 

○土見副委員長 鈴木復興推進課長。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 この間の一般会議の中で、組合のほうからといいま

すかまちづくり会社のほうから、今のテナントの誘致の考え方でありますとか現状報告が、あ

とちょっと聞いてございます。その辺の考え方につきましては、組合の方、まちづくり会社の
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主導で今行っているということでございます。その辺で、やはり４月以降の、今は内々にいろ

いろテナントの方と当たっていますけれども、まだ契約とかその具体的なものには至っていま

せんよと。今は候補をリストアップしていろいろ選択肢を広げて、実際の４月以降に、自分た

ちで考えるまちづくりのテナントの構成、いろいろお考えでございますので、全てが全て入っ

ていただきたいものではないと。そこを精査して、自分たちの考えに合うテナントを誘致して

いくというのが今のまちづくり会社なりの考え方というふうにお聞きしてございます。 

○土見副委員長 山本委員。 

○山本委員 それでは、担当の方はそれを見ましたか。どういったような内容でテナントを応募

しようとしているのか。また、そのチラシも当然、あと１カ月ないわけですから出ているはず

ですよね。その確認はされましたか。 

○土見副委員長 鈴木復興推進課長。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 この間の資料は私も拝見させていただきました。考

え方についてはお聞きしてございます。 

○土見副委員長 山本委員。 

○山本委員 考え方はいろいろ言えますからそれはいいですけれども、実際テナント募集するに

当たってどのような業態、それからどの程度の価格で、その結果どれだけの購買力が生まれる

とか、そのためにはキーとなるテナントはどこにするのか。通常、キーテナントを設定して、

そして進出を見きわめて、それからそれに関連するテナントを募集するというのが通常の手法

だと思うんですよ。つまり、業態連携がその空間の魅力を創出すると。個店、個店ではないと

いうことだと思うんですけれども、何か中身についてはわからないというのでこれ以上はやめ

ます。 

  それで、やっぱり地域経済にかかわることですから、再開発組合、あるいはまちづくり会社

だけではなくて、やはり当然商工会議所のかかわりというのは出てくると思うんですよ、その

テナント募集に当たっては。商工会議所との協議というか話し合いはされているんでしょうか。 

○土見副委員長 鈴木復興推進課長。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 この間の一般会議のときにお持ちしたかどうかあれ

ですけれども、まちづくり会社のほうでは今こういったテナント募集要綱を準備、作成をして

内々に当たっているという状況でございます。こういうことを含めて、商工会議所のほうとも

お話をして連携をしながらいろいろアドバイスをいただいて、誘致活動に当たっているという
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ふうな状況でございます。 

○土見副委員長 山本委員。 

○山本委員 ぜひ、まちづくり会社の目的にもあるように、やっぱり塩竈らしい、これが塩竈だ

というふうなテナントが入られますことを熱望しておるところでございますので、なおよろし

くお願いいたします。 

  次に、マンション募集についてですけれども、昨年の答弁ではマンションデベロッパーのマ

ーケティングについては企業秘密であり、見せてもらえないという答弁をされておったんです

けれども、いまだにそのとおりですか。だれから守るためのいかなる企業秘密なのか教えてく

ださい。 

○土見副委員長 鈴木復興推進課長。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 マンション業者、業者のほうでは、この間の一般会

議の中でも、こういったこの資料の中でここがマンションデベロッパーが処分する床ですよと

いう話があったと思います。63戸のうち何件かは権利床として捉えておりますので、そのほか

の分をマンション業者のほうが販売するという状況です。その辺のマーケティング云々に関連

につきましてはちょっと私どもも詳細までは聞いておりませんけれども、その辺のいつの時点

でモデルハウスをつくってどういった層をターゲットにしてこうやって売っていくというのが

マンション業者のノウハウでございますので、その辺につきましてはプロの仕事としてうまく

回っていくのかなというふうには思っております。 

○土見副委員長 山本委員。 

○山本委員 これも具体的にはわからないということですけれども、やっぱりマンションを分譲

する場合にセグメントは何か、そしてどういったような階層にやるとかということは、当然そ

れは営業戦略上あるはずですね。そうした場合、特に今回、後で触れますけれども、子育て支

援センターというものもあるわけですから、場合によっては子育て世代をターゲットとしてや

るのかというような問題。ですから、その辺のところを、これは再開発組合が業者にマンショ

ンを建てさせて、あとはマンションの管理会社にやるから関係ないなどというふうなことでは

困るわけで、ある程度その辺のところはやっぱり把握というものも私は必要なんでないかと思

います。 

  それから、まちづくり会社、まちづくり鹽竈、業務床、商業床の各建物完成後はその維持管

理はまちづくり鹽竈の営業となるわけですけれども、資本金については既に設立時のときに教
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えられましたが、当面のキャッシュフロー、これはいかほど必要かと考えていますか。資産、

現金。 

○土見副委員長 鈴木復興推進課長。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 何回も申しておりますけれども、まちづくり会社の

出資金、キャッシュフロー、事業計画等は私どもは把握しておりません。 

○土見副委員長 山本委員。 

○山本委員 全ての保留床が完売した場合、これはまあいいですね。ただ、段階的に保留床の場

合のやっぱりその経常経費というのは、当然これはまちづくり鹽竈はかぶんなきゃいけません

ね。その際には、当然当面のやっぱりそのキャッシュフロー、手当てというものが必要となっ

てくるわけで、そのようなところが知りたかったんですけれども、残念ながら聞けなかったと。

それからあと、損益分岐は幾らかということですけれども、これも当然わからないでしょうか

ら聞きません。 

  それから、今後の増資計画は先ほど質問の中にありましたように、ＭＩＮＴＯ機構、いわゆ

る民間都市開発機構からの出資を今要請しているということですけれども、これはなかなかや

っぱり厳しい審査等々ありますので、ぜひやっぱり出資いただくように。そういう意味で、ま

ちづくり鹽竈の核となるものはどこですか。 

○土見副委員長 鈴木復興推進課長。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 まちづくり鹽竈が最大残った保留床２億7,000万円、

300坪を買うというのが最大値でございます。そこを今ＭＩＮＴＯ機構なり金融機関なり出資

金を集めて、お金を集めて、今計画をつくっていっているという段階は、今はその段階でござ

いまして、今出資につきましても増資をしようという考え方、私どものほうは私どもなりの考

え方として増資、追加の出資はもっと早いほうがいいんじゃないかと思っていろいろお話はし

ております。ただ、それを決めるのは会社の方々ですので、その会社の方々の考え方としては、

やはり４月以降でないと動けないというのが今の会社の方の考え方でございますので、そこを

私どもが、行政側がそこをそれ以上、何といいますかね、どうしろこうしろというのはなかな

か言えない状況でございますので、まずはまちづくり会社の方が今自分たちで決めているスキ

ームの中で進んでいただいている状況をちょっと今見守っているといいますか、その辺を早目

に動いていただくように希望している状況でございます。 

○土見副委員長 山本委員。 
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○山本委員 既に今の段階で建築費、それから減価償却、それからやっぱり固定経費、それから

あと変動費等々あって、それで粗利が幾らで純利が幾らだというようなことも、最初は出ない

と思いますけれども、そういったような経営計画というものは当然あってしかるべきだと思う

んですけれども、あって出さないのか、ないのかわかりませんけれども、やっぱりそういうと

ころも厳しく、支援する以上は市としてやっぱり検証していく必要は私はあると思うんです。

間に入って大変ご苦労されているのは承知しておりますけれども、承知の上でまたお願いした

いということでございますのでよろしくお願いします。 

  そして、私はこの商業床、業務床等の、マンションの管理は管理会社がやるようですからこ

れはいいんですけれども、商業床、業務床等の維持管理のみでこのまちづくり鹽竈の経営は成

り立ちますか。 

○土見副委員長 鈴木復興推進課長。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 まちづくり会社のほうのまず前段の資金フレームに

ついては、私どものほうでも行政の私どもができる範囲の中で出資金の額、テナントの床、金

融機関から借りる金額を含めて、私どものできる範囲でシミュレーションは去年の春先から私

どもができるだけつくって、まちづくり会社、組合のほうにご提示しているの、何回か。ここ

をこうやるとこういうキャッシュフローになりますよという話はしております。 

  ただ、それをご検討いただくのは、あとは組合のほう、会社のほうなので、それに対してご

返事は今のところ余りなく、まあご自分たちでもっと詳細なシミュレーションは当然やってい

ると思いますけれども、私どもがやっているシミュレーションよりも詳細なものをつくってい

るのかなとは思いますけれども、私どももそういったことについてはできる範囲の中でお手伝

いといいますかアドバイス部分をずっとやってきたということでございます。 

  その後のまちづくり会社は、会社組織はありますけれども、今組合のほうは組合本体の自分

たちの事業計画変更のほうがずっと大事だといいますか、だったものですから、このまちづく

り会社のほうの次のステップ、本来でしたら同じ比重で動かないと、両輪として動かないとだ

めなのかなとは思いましたけれども、まずは組合のほうの事業を成り立たせるためにずっと検

討のほうに力を注いできたという状況ですので、今後この組合の事業が大体固まってまいりま

したので、次のステップとして、まちづくり会社のほうの運営のスキームのほうに今後本当に

力が入っていくのかなというふうに私は思っているところでございます。 

○土見副委員長 山本委員。 
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○山本委員 実態は多分そうだと思います。大変ご苦労されているなと思いますけれども、臨時

総会のときに私も出席させていただきましたけれども、権利者の方が席上こういうことを発言

しておりましたね。あえて名前は、いわゆる大手ゼネコン、開発デベロッパーはないんですか

と。これはやっぱり経営を熟知した方の発言だというふうに思います。つまり、開発に秀でた

ノウハウを持った会社、あるいはまちづくりにノウハウを持った一定の核となる会社、資本。

そういうのが入らないとなかなか難しいのかなというふうに感じますよ。 

  ですから、そういう意味で、塩竈市が将来的にこのまちづくり鹽竈に何らかの形で参画しな

ければならないのではないでしょうかというのを私は危惧するんですけれども、市長はいかが

でしょうか。 

○土見副委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 前段であります。計画をつくって、それを請け負う会社がいなければ当然やれない

というのは当たり前の話でありますし、当日私も総会に出席をいたしておりましたが、発言さ

れた方はできれば大きなゼネコンがいいのではないのかという意味での発言であったかと思い

ます。ただ、その辺については、繰り返しになりますが、前段申し上げましたように一般競争

入札であります。どういった方々が参画されるのかということについては、今まで関心を持っ

ていた会社が二、三者あったということについては、私も了知をしております。 

  それで、そういった中からも、参加をいただけるということではないと、逆に１者も手を挙

げられないと言われたときが、実は我々が一番危惧する状況になってしまうということになり

ますので、まずはそういったことがないように我々も注視をしてまいりたいと思っています。 

  ２つ目であります。まちづくり会社そのものについては、前段何度も申し上げますが、我々

も全容が残念ながらまだ見えていない。それで、商業部会というのがございまして、商業部会

で具体的な企業の方をお呼びして、もう１年半か２年ぐらい前でありました。それで、ヒアリ

ングなんかされているところに私も同席をさせていただいて勉強させていただいたこともござ

いました。ただ、そういったものは、今は組合設立のために全力でそちらに当たっております。

それぞれ仕事をお持ちの方々なので大変だというのは重々わかりますので、我々もできる限り

そういったところを支援するようにという指示はしているつもりであります。 

  まちづくり会社の今後のかかわり方についても、我々もほかの事例等も参考にさせていただ

きながら、また指導官庁であります宮城県の都市計画課等の意見も聞かないと、塩竈市だけ独

自で判断というのはなかなか難しいかと思っております。以上でございます。 
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○土見副委員長 山本委員。 

○山本委員 そうならないように私も念願するところでありますけれども、やっぱりまちづくり

鹽竈、いろんな全国にまちづくり会社がありますけれども、独自のメーンとなる事業を展開し

て、それでまちおこしをやっているまちづくり会社もありますし、あるいは非営利といいます

か役所からの人材、あるいは役所からノウハウをいただきながらまちづくりを展開、会社を展

開している、運営しているというのもございますので、そのようなところは塩竈はどちらがい

いのか、やっぱりそれは早急にやって、市とのかかわりをどうするのか。そのようなところを

見きわめていただかなければいけないのかなという感じはしています。 

  それから、子育て支援、いろいろきのうから出ていますけれども、私は場所、さきの民生常

任委員協議会で新浜町保育所が移転と。あれは移転ではないんでないのと。あれは結局廃止し

て新たにつくるんではないんですかというようなことと思ったんですけれども、復興交付金と

いうこともありますし、どうしても復興交付金を充てなければなかなか事業展開できないとい

う市の財政の厳しさもわからないことはないんですけれども、ここで今回、第17次で採択され

た1,180万円、これはどこに委託しているんですか。それで、何を委託しているんですか。 

○土見副委員長 木村子育て支援課長。 

○木村健康福祉部子育て支援課長 今回予算計上させていただいております1,188万円につきま

しては、大きいのは設計費になりますので、その設計会社のほうに委託するというような形に

なりますので、その設計会社については今後入札等で決めていくというような形になるかと思

います。 

○土見副委員長 山本委員。 

○山本委員 同様に先ほどの業務書の設計なり変更設計もコンサルタントにやったわけで、今回

もコンサルタントということですので、その辺のやっぱり策定経過について、十分市も関与す

ると。その前に発注仕様をきちんと練るということが私は大事だと思いますけれども、言葉は

悪いですけれども丸投げしたらだめですよということ。そうしてやっぱり中間、中間でどうい

った検討なのかということもチェックする必要があるし、またその成果品を見て、そうでない

と今度は町なかにできる施設ですからね。せっかくつくるんだから、やっぱりほかにない施設

につくるべきだと思いますので、それだけ要望しておきます。 

  最後に、資料№10の168ページ。女性活躍時代の中にありまして、本市でも女性管理職が１

名ということで大変寂しい限りでございますので、ひとつ最後に１つだけ質問させていただき
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ます。 

  体育館、プールにつきましては、今、塩釜市体育協会に委託して、たしか体育館については

指定管理する前の約倍の利用者が実績を誇っているといったこともございます。そういう意味

で塩竈のやっぱりスポーツ人口というものは大変多くなってきていると思いますので、今後塩

竈市としてこのスポーツ振興をどのようにすべきなのか。また、施設は足りているのかどうな

のか。それを課長からご答弁願います。 

○土見副委員長 本田生涯学習課長。 

○本田教育委員会教育部生涯学習課長兼生涯学習センター館長 それでは、お答えいたします。 

  委員ご指摘のように、指定管理になりましてからスポーツ人口は使用者含めてふえていると

いうふうな数値で捉えてございます。残念ながら満足度につきましてはまだ達成できていない

というところもございますので、今後そういった体育協会さんの現在指定管理のほうのアンケ

ート調査などを踏まえながら、今後どのようなスポーツ振興策を展開していったらいいかとい

うことを検討してまいりたいと思ってございます。以上でございます。 

○土見副委員長 浅野敏江委員。 

○浅野委員 それでは、私のほうからも平成29年度の予算についてご質問させていただきます。 

  まず、資料番号13の73ページからお聞きいたします。障がい児保育事業であります。これは

昨年９月の決算特別委員会におきまして、障がい児の入所規定、年齢制限を撤廃するようにと

いうことでご質問させていただきました。早速今回、障がい児の保育事業について、このよう

に予算化もしていただき、また年齢制限も撤廃していただくような状況になりましたことを、

まず心から感謝申し上げたいと思っております。 

  そこで、お聞きいたしますが、この保育事業の補助金を、障がい児保育を充実するために障

がいの程度に応じて補助するとありますけれども、これまでは比較的軽度の障がい児を受け入

れると要綱に書いてありましたが、中度、重度のお子さんも受け入れるということになったの

か。まず、その点からお聞きしたいと思います。 

○土見副委員長 木村子育て支援課長。 

○木村健康福祉部子育て支援課長 まず、障がい児保育の部分につきましては、これまで軽度の

部分については要綱を定めて受け入れというような形を行っておりました。それ以外にも、実

際に市内の認可保育所の中では、重度、中度の部分の障がい児も実際には保育しているという

状況もございます。そういったところで、今回規定しておりました部分を中度、重度の部分も
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含めて保育していくというような形になります。以上です。 

○土見副委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。それは、改めて要綱に書き加えることになっていますか。 

○土見副委員長 木村子育て支援課長。 

○木村健康福祉部子育て支援課長 今回の塩釜市障害児保育実施要綱の部分の改正につきまして

は、対象年齢の３歳以上という部分と、それから対象年齢の引き下げという部分を改正してい

く予定です。 

  それから、要綱の中に比較的軽度の障がい児をという部分がございますので、その部分につ

いても見直しをしていくというようなことになります。以上です。 

○土見副委員長 浅野委員。 

○浅野委員 見直していくということは、その部分を省くというふうに理解してよろしいでしょ

うか。 

○土見副委員長 木村子育て支援課長。 

○木村健康福祉部子育て支援課長 はい、そのとおりでございます。 

○土見副委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。実際、今中度、それから重度のお子さんも預かっていたと

いうのが現状だということで、結局これまでの要綱には見合わない状況に今なっていると。そ

ういったニーズがあるということを理解させていただきました。 

  それで、これまで入所児童数に応じた補助は廃止して、それで補助の見直しに伴う補助金が、

いわば今、軽度、中度、重度のお子さんに応じてその補助の金額も増減するというふうなこと

で、きのうの質問に対しても、何歳児には幾らとかというような、ちょっと早口でご報告があ

ったので、その辺もう一回詳しく教えていただきたいと思います。 

○土見副委員長 木村子育て支援課長。 

○木村健康福祉部子育て支援課長 まず、今回の障がい児保育の部分に関連しまして、認可保育

所保育事業補助金の交付要綱の部分でも、軽度の障がい児の部分につきましては、障がい児１

人につき月額４万9,000円、こちらのほうは県の市町村振興総合補助金に倣った形での補助と

いうような形になります。 

  それで、それ以外に今回中度、重度の障がい児保育への補助につきましては、障がい児１人

につき月額７万円を想定しております。 
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  それ以外にも、低年齢児保育への補助といたしまして、入所希望が多い低年齢児の部分、ま

ずゼロ歳児と１歳児の部分に限りまして、受け入れた施設に対して支援をしていくというよう

な形をとるということで、ゼロ歳児の部分につきましては入所児童１人につき月額9,000円、

それから１歳児の部分につきましては１人につき月額5,300円を補助していきたいと考えてお

ります。 

○土見副委員長 浅野委員。 

○浅野委員 大変よくわかりました。ありがとうございます。これはいわば障がいのあるお子さ

んを担当する場合、保育士が大変手がかかるということと、それから人数もふやさなければな

らないという部分で、人件費として見てよろしいんでしょうか。 

○土見副委員長 木村子育て支援課長。 

○木村健康福祉部子育て支援課長 人件費に対する助成と考えております。 

○土見副委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。それで、もう１点お聞きしたいんですが、障がい児が実際

入所するに当たって、さまざまな今発達障害とかとありますが、身体障害のお子さんもいらっ

しゃいます。年齢が上がって、歩くようになったときに、車椅子とかさまざまそういった器具

を使わなければならないお子さんで、今市内の保育所というのはある程度古い保育所が多いの

で、段差があったり、それからそういった意味でさまざまなバリアフリー化をしなければなら

ないと思うんですが、こういったお子さんを預かるという部分において、今人件費のみならず、

そういった施設の部分で改修も必要ではないかと思うんですが、その辺についてはどうお考え

でしょうか。 

○土見副委員長 木村子育て支援課長。 

○木村健康福祉部子育て支援課長 まず、車椅子等の児童が入所した場合の保育所等の改修費と

いうことでの補助ということでございますが、その部分については現在の市の制度の中、保育

所関係の制度の中ではそういった改修費に対する補助というものはございません。今現在、

国・県の部分で補助金があるかどうかということもあるんですけれども、その分についても実

際にはバリアフリー化に対する補助というものが想定されていないということでございます。 

○土見副委員長 浅野委員。 

○浅野委員 国・県の補助があるかないかもそうなんですが、実際うちのほうの保育所にそうい

ったお子さんを入所させたいと思うご家庭があった場合、確かに要綱で年齢制限はなくなった、



-212- 

またそういったさまざまな補助金も手厚くなったと。それは受ける側としては受けやすいかも

しれませんが、預けるほうの家庭としてはなかなか不安があって、せっかくのそういった施策

がうまく利用されなかったら意味がないと思います。ぜひ、この辺のことはお考えいただきた

いと思っています。このことについて、市長にお答えを求めると申しわけないので、それは次

回、一般質問等で質問させていただきます。 

  ところで、この要綱はいつから有効なのかお聞きしたいと思います。 

○土見副委員長 木村子育て支援課長。 

○木村健康福祉部子育て支援課長 施行日については、平成29年４月１日を考えております。 

○土見副委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。それでは、もう既に、ことし入所するお子さんは大体もう

決まったと思うんですが、ことし入所する中に軽度、中度、重度は構いませんので、障がいの

あるお子さんも入所する予定ではありますか。 

○土見副委員長 木村子育て支援課長。 

○木村健康福祉部子育て支援課長 まず、軽度、中度、重度の障がいを持っておられるお子さん

についても入所する予定でございます。ただ、入所するに当たりましては、やはりそれなりの

審査というものが必要になりますので、例えば医師の診断書等で集団保育が必要であるといっ

た内容の診断書ですとか、そういった内容のものが添付されているかどうかも確認しながら、

あと関係する施設のほうとも調整をしながら入所を判断するという内容でございます。以上で

す。 

○土見副委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。ぜひ、丁寧な対応方をお願いしたいと思っております。 

  それでは、資料番号13、同じく74ページ。今までも多くの皆さんが海岸通の子育て支援施設

について、整備についてお聞きされたので大分私も理解を深めるところでありますが、安心し

て将来、平成30年ですか、平成31年ですかね。この施設が実際でき上った時点において、安心

してここに子供を預けることができるということを確認したいが上に何点かお聞きしたいと思

います。 

  まず、この74ページの配置地図、平面図を見ますと、２階が子育て支援センターと保育所が

併設するということで、共有のエレベーターなり階段なり入り口のフロアというのは共有する

と思いますが、保育所とそれから子育て支援センターでは当然運営も違いますし、独立したス



-213- 

ペースだと思うんですね。それで、この２階の平面図から見ますと、たしかきのうの課長のお

話ですと、その人数によって可動式にすると、保育所の場合。部屋の間仕切りを可動式にする

というお話があったんですが、この広さの中で、私は今新浜町保育所の保育所のイメージを今

頭に描いてお聞きしているんですが、確かに５、６歳児、それから年少さん、年中さんという

ことで、まだ赤ちゃんの部屋は別個にして各教室があって、そのほかお昼寝のためにホールを

使っていたと思うんですが、そういった意味の広さは十二分とれるんでしょうか。 

○土見副委員長 木村子育て支援課長。 

○木村健康福祉部子育て支援課長 まず、子供たちがお遊戯とかそういった集団で行動する場合

につきましては、各クラスごとの保育室の壁を可動式にすることによって、大きなスペースを

使えるような形にしていきたいと考えております。 

  そのほかに、お昼寝の際のスペースということでございますが、保育室とお昼寝の場所を兼

ねるというような形になるかと思います。以上です。 

○土見副委員長 浅野委員。 

○浅野委員 子供の一日の時間の流れを見ますと、ご飯を食べて、そして次にお昼寝といく場合、

その部屋をもう一度全部片づけてからお布団を敷いていくというその時間の差、またその間子

供たちがどこにいるのかという部分とか、結構細かい点のようですが、それが毎日毎日繰り返

されるということは、結局保育士にとっても結構な負担であると思うんですね。この辺のこと

をもう少し、先ほどのお話、1,188万円のこれから設計図、デザイン、いろいろお願いするん

だと思いますけれども、その辺の実際の生活に基づいたようなデザイン、計画を設計していた

だきたいと思います。やっぱりこれは毎日のことですので、子供たちの動き、朝来て、そして

遊んで、お昼寝して帰るまでのその時間の流れをスムーズに円滑にいけるように、また年齢が

ゼロ歳から６歳までの子供さんたちが40人とはいうものの、一堂に会して、その子たちの泣き

声からさまざまな声が発生するわけですので、それがお互いに影響があるかどうか。その辺の

こともやはりよく考えていただいて、この設計を考えていただきたい。 

  まず、一番心配なのはホールの扱いですね。たまに卒園とか入所で広く使うというのなら、

それはわかります。でも、毎日のお昼寝に同じ部屋を繰り返し使っていくというのも、やはり

衛生面からしてもどうかなと思いますので、その辺考えていただきたいと思っております。 

  それと、もう１点、屋上の庭園。これは子育て支援センターに来たご家族も、それから保育

所の子供たちも、同時間に利用するということはあるんでしょうか。 
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○土見副委員長 木村子育て支援課長。 

○木村健康福祉部子育て支援課長 まず、子育て支援センターと保育施設の部分につきましては、

屋上園庭を使う場合については、現段階では時間帯を区切りながらということで使用すること

を想定しております。ですので、保育所が使っている時間帯は子育て支援センターの子供たち

は使わない、逆に子育て支援センターの子供たちが使う場合は保育施設の子は使わないという

ような、時間帯を区切りながら使っていきたいと考えているところです。 

○土見副委員長 浅野委員。 

○浅野委員 保育所の子供たちがお昼寝している時間帯に支援センターに来ているお子さんたち

が遊ぶということは可能だと思います。でも、必ずしもその時間に来ているかというと、どち

らかというとお昼寝する前にご家庭の子供さんたちも午前中いっぱい遊ばせて、そしてその後

連れて帰ってご飯を食べさせて寝せるというのが、一応家庭の中での保育の時間帯。それは子

供ですので、時間帯のリズムは同じなんですね。その辺のこともよく考えていただきたいと思

っております。 

  それから、実は民生常任委員会で、このこともあって、私たちは埼玉県の三郷市に、前にも

一般質問でもお話ししたと思うんですが、そのときに皆さんで行ってきて、三郷市の駅前の保

育所を見てまいりました。そこはゼロ歳、１歳、２歳の子供を限定にして預かっていて、そこ

はある学校法人が経営しているものですから、市から委託されて。その学校法人の同じ系列の

保育所が市内に何カ所かありまして、そこから朝来た子供たち、３歳以上の子供たちは送迎バ

スでそちらのほうの保育所に送ると。そして、ゼロ、１、２歳の子だけが駅前の保育所で預か

ると。なぜかというと、そこにはやはり周りは駅前ということで交通量が激しくて、大きな子

供のようにお散歩するという場所は余りないんですね。それで、保育所の目の前にあるベラン

ダのところがちょっと広くなっていて、そこに芝生というか人工芝生があって、そこに遊具が

あって子供たち。だから、ゼロ、１、２歳の赤ちゃんか乳幼児であれば、その辺のスペースだ

けで十分だと。ただ、３歳以上になってくると、運動量が激しいし、行動も俊敏というか、も

う目を離すと飛び出してしまうという子もいるために、そういったことではもう少し交通量の

少ない住宅街のほうにある保育所のほうに預けると。これは連携しているからできることであ

って、連携していなければこの事業は失敗だと思います。なぜかというと、ゼロ、１、２歳の

子供だけを限定して預かると、じゃあ３歳になったらまた保育所を探さなきゃならないのかと

いうことで、今小規模の保育施設は、どっちかというと申し込みが少ないらしいです。ですが、
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これが上とうまく連携がとれているという特徴が駅前保育所であれば、それは目玉というのも

変ですけれども、今１歳、２歳のニーズが高まっているので、そこだと隣のマンションに若い

夫婦が来て赤ちゃんを預けて、それで仕事に行くというのもすごくいいんじゃないかと。ただ、

今言ったように、３歳、４歳とのうまく連携ができるような状況をつくっていかなければ、こ

れはちょっと厳しいかなと思います。その辺、これから今のところは新浜町保育所から全て移

転してと考えての保育所ですので、このことが、私の提案は水泡に帰するかもしれませんが、

こういった考えも今のニーズを考えると、そしてまたよそとは違う特徴を考えた場合どうかな

という一つの案でありますので、参考にしていただければと思います。 

  また、一時預かりは、これまで新浜町保育所が行ってきましたが、同じくそれは新浜町保育

所が行うということでよろしいんでしょうか。 

○土見副委員長 木村子育て支援課長。 

○木村健康福祉部子育て支援課長 まず、一時預かり事業の部分についても、今回の子育て支援

施設の中で行っていくということになりますが、保育所施設の部分で行うか、あるいは子育て

支援センター部分で行うかという部分についてはこれから検討というような形になります。以

上です。 

○土見副委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございました。 

  それともう１点、病後児保育についてはお考えがどうなのかとお聞きしたいんです。これま

で市が行っていた病後児保育は、家庭のほうに訪問するという形をとっていましたけれども、

これはやはり自分の家庭にヘルパーさんが入ってきていただくのもかなり抵抗があって、よう

やくそれは了解しているんですが、病後児保育で、やはり他人が自宅に来るということは、や

はり抵抗があると思います。それではやっぱり需要が少ないんじゃないかなと思いますので、

この病後児保育、確かにスペースは狭いですが、専門の看護師とか、そういった資格を持った

保育士に１名いていただいて、市内の小児科の先生と連携をとっていただくという形でいけば、

また一つこれは駅前にあるということだけじゃなくて、病後児保育をやる保育所ということも、

また一つの売りになるんじゃないかなと思いますが、その辺のお考えはいかがでしょうか。 

○土見副委員長 木村子育て支援課長。 

○木村健康福祉部子育て支援課長 まず、海岸通の部分に病後児保育ということでございます。

看護師と保育士を配置しなくてはならないということはあります。そのほかにも、専用の保育
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室を設ける必要がございますので、その辺になってきますとやはりスペース的にかなり狭くな

ってきてしまうという部分もございますので、病後児保育の部分については別途検討……、別

途別の方法でやる方向を考えさせていただきたいと考えております。 

○土見副委員長 浅野委員。 

○浅野委員 わかりました。さまざまなことを申し上げましたが、やはり各委員の方がおっしゃ

るように、この海岸通の子育て支援施設というのは、それだけ私たちも期待を持っているとい

うことをご理解いただきたいと思っております。 

  次に、資料番号15について、資料請求をいたしましたのでそれを見ていただきたいと思いま

す。49ページをお願いします。 

  49ページのほうには、養育医療の給付申請についてということで、申請状況から自己負担納

入などの流れ、また入金の流れというフローをわかりやすく、これは未熟児を出産してしまっ

たご家族に対して保健センターのほうでこういった申請の仕方ですよと、これまでも出してい

ただいた資料だとお聞きいたしました。 

  それで、この資料を見ていただいてもおわかりのように、低体重、2,000グラム以下の赤ち

ゃんで、お医者さんがこれは入院加療が必要だと認めた場合の医療費を市で負担していただく

という大変ありがたい養育医療でありますが、ただこれを見ただけでもわかるように、その申

請の仕方と、それから一旦お金を納入しなければならないんですね。納入しましたよという領

収書をまたさらに今度市役所のほうに、保険年金課に出して、それが後で口座に振り込まれと

いうような二重三重の手間がかかると。これは前の、これも去年の９月の決算特別委員会で質

問させていただいたときも、この未熟児の部分が、数もふえているという部分で、やはりこの

申請の仕方、いま一度考え直していただいて、できればワンストップサービスなり庁内でのや

りとりができるんであれば、その辺の改良ができないか、改めてお聞きしたいと思います。 

○土見副委員長 草野健康推進課長。 

○草野健康福祉部健康推進課長 それでは、お尋ねがありました未熟児養育医療費の申請手続等

についてお答え申し上げたいと思います。 

  委員ご指摘のように、この資料№15の50ページに記してございますとおり、養育医療費の自

己負担というのがほぼ伴いまして、現行制度だとこの右の図のような流れになってございます。

それで、９月の決算特別委員会での浅野委員の指摘等を踏まえて、私ども保健センターと、そ

れから乳幼児医療費の担当であります保険年金課、それと市役所の中の会計経理を担当してい



-217- 

る会計課と協議を重ねてまいりました。結果、ワンストップサービスができそうだという見通

しを得ております。 

  それで、流れを簡単にご説明しますと、当該事務はいわゆる母子保健法という法律に基づい

た法定事務ということになりまして、市町村が行うということになっています。そういった関

係から事務取扱要綱というものを定めておるんですけれども、その内容を改正して、この50ペ

ージでいうところの最後の⑤番、最終的に乳幼児医療費から保護者に返ってくるというこの助

成金を、申請者から市役所に受領を代理してください、受領代理委任という同意書を徴収しま

して、それに基づいて、本来は申請者が受け取るべき助成金を市役所が代理で受領すると。そ

れを自己負担金として、要は市役所が市役所に納入するような形。ですから、矢印が全く逆に

なりまして、５番の⑤のお金が②に行く、市役所に行くというような手続をとれば、申請者の

方が保健センターで１回で済むんではないかという見通しを得ております。 

  また、あと市役所の会計手続については、市役所の子ども医療費の歳出から私ども保健セン

ター所管の歳入のほう、雑入のほうに公金を振りかえるという手続になりますので、その手続

をとることによってどうやら事務処理を改善できそうだという見通しを得ております。 

  それで、今後要綱の手続等、改正に取り組みまして、早ければ新年度からこういったワンス

トップサービスに努めていきたいと考えているところでございますので、ご了解お願いします。 

○土見副委員長 浅野委員。 

○浅野委員 大変スピードある取り組みで、ありがとうございます。ぜひ、このことは本当に、

庁内での手続の仕方を変えれば、本当に申請しなければならないという負担が軽くなります。

結局何の現金の出し入れをすることもなく、スムーズにこのことがやれて、自分の子供の面倒

だけ見ていればいいというような状況になりますので、ぜひこれは４月から行っていただきた

いと思います。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

  ところで、この新年度の予算はどのぐらい計上されているんですか。 

○土見副委員長 草野健康推進課長。 

○草野健康福祉部健康推進課長 資料№10の予算説明書の94ページをごらんいただきたいと思い

ます。94ページになります。 

  この94ページの中段です。ちょっと下線が引いてある20節の扶助費というところがございま

す。こちらに計上してございますとおり390万円療育医療給付費ということで、大体例年ベー

スでお１人当たり大体30万円ぐらいの給付金になりますので、それを平年ベースの13人分予算
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措置しているところでございます。 

○土見副委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。ぜひ、よろしくお願いいたします。 

  では、次に実施計画書の66ページ。66ページの一番上です。第１節の生きる力を育む教育の

充実ということで、離島の地区の通学費補助事業をお願いしたいと思います。これは、離島振

興法に基づきまして、改正になった離島振興法によりまして今高校生が、島からまた本土に向

かって通学する高校生に対して年間31万8,000円の補助があり、また逆に塩竈市のように島の

学校に島外から来る子供たちにとっても、小学生、中学生に同様の補助はされていまして、こ

の金額、39件、たしかこれは218万1,000円だと思いますが、この小学生と中学生の部分も国の

ほうの離島振興法にかかわる補助という対象になっているんでしょうか。それとも、市単独の

補助なのか。その辺からお聞きしたいと思います。 

○土見副委員長 遠山学校教育課長。 

○遠山教育委員会教育部学校教育課長 それでは、離島地区通学費補助についてご説明申し上げ

ます。 

  委員おっしゃるように、浦戸に住む子供たちが本土のほうの高校に通う場合は乗船料とＪＲ

料金の３分の２を補助させていただいておりまして、そのうちの半分は国のへき地児童生徒制

度援助費等補助金という補助を使いながら実施しております。 

  今ご質問にありました浦戸小中学校に通う小中学生に対する補助につきましては、基本的に

は市単独で実施しておりますけれども、そのうちの８割は特別交付税措置がなされているとい

うことになっております。以上でございます。 

○土見副委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。わかりました。実は、今回初めて島にお孫さんを通わせる

ことになったというご報告を受けたときに、「島の通学費は無料でないのね」と言われたんで

すが、いや、これはこういうわけでとお話ししたんですが、そういった島に通うだけでも大変、

また離島振興法の場合はＪＲの部分もある程度補助があるんでしょうけれども、島外から通う

お子さんで、やっぱり遠いところは仙台からとかというお子さんもいると思うんですが、そう

いった場合、全額補助にはならないということに対して私もお答えしなければならないために

ちょっと今回お聞きいたしました。やはりどのようになっていてこういった補助が受けられる

んだという部分をきちんと、例えば入学の案内のときとか、そういったときもご父兄の方々に
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理解をしていただけるというのも大事でないかなと思います。 

  どこの学校に通うにしても、ＪＲでも何でも学割というのがあるのである程度の補助がある

というのは理解していますし、どこでも全額無料となる状況ではないと私も理解しております

ので、その辺のご説明を丁寧にしていただければなと思っていますので、よろしくお願いいた

します。 

  次に、子育て支援に対してさまざまな施策が数多く今回予算化されております。先ほど、山

本委員からもご質問がありましたが、たくさん放課後の子供に対するいろいろな事業が行われ

てきているのが、特にことしは目につく状況かなと思っておりますので、その点で何点かお聞

きしたいと思います。 

  まず、一つはこの実施計画の62ページ、塩竈市子どもの心のケアハウス運営事業ということ

で、これは昨年からですよね。コラソンという市内２カ所に、学校にちょっと通えなくなった

お子さんに対してさまざまなスーパーアドバイザーがいらして支援していただいているという

運営事業であります。 

  それで、この予算、当初の予算額を見ますと、昨年は2,164万3,000円。これは多分施設をお

借りするための準備とかで当初予算が大きくかかわってきたのかなと思いますが、それで、こ

のスケジュールを見ますと平成28年……、ごめんなさい。そのケアハウスの中で稼働率という

のはどのようになっていますか。 

○土見副委員長 遠山学校教育課長。 

○遠山教育委員会教育部学校教育課長 それでは、お答えします。 

  ケアハウスのほうは、本塩釜駅前教室、それから東塩釜駅前教室、２カ所ございます。今現

在は合わせて15名登録し、毎日通う子供たちではありませんので、10名前後は通っています。

そしてまた、東塩釜のほうには今現在３名通っております。以上でございます。 

○土見副委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。私もちょっと知っている方のお孫さんがお一人ここでお世

話になっているという方がいらして、まだ低学年なために遊びを中心に子供の心をほぐしてく

れるというので、とても喜んで行っているんだという好評を得ております。 

  ただ、やはり学年が上になってくるにつれて、最近は勉強のおくれを気にしてきたと。でも、

やはり教室にはまだ戻れないということがあって、けやき教室のほうに通うようになったんだ

というお話があったんですが、この連携はどのようになっているんでしょうか。 
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○土見副委員長 遠山学校教育課長。 

○遠山教育委員会教育部学校教育課長 それでは、けやき教室とコラソンの違いといいますか、

説明させていただきます。 

  けやき教室のほうは、基本的に学習支援が中心となっておりまして、あわせて社会体験活動

も行っておりますけれども学習が中心なのがけやきとなっております。 

  また、コラソンのほうにつきましては、基本的に心の居場所づくり、それから基本的生活習

慣づくり、ソーシャルスキルづくりということで、学習時間はかなり短縮されて行っておりま

す。その中で勉強しながら行っているところでございます。以上でございます。 

○土見副委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。ぜひ、学校側とそれから家庭とコラソン、そしてけやき教

室と連携をうまくとっていただいて、その子がやっぱり喜んでまた学校に戻れるような、そう

いったお力添えをこれからもお願いしたいと思っています。 

  次に、資料番号13のほうにまた戻っていただきまして、75ページ。塩竈アフタースクール事

業です。これは先ほど山本委員からもお話があったように、今回宮城県で３カ所だけ復興の部

分での国からの交付金が受けられた塩竈で、この塩竈アフタースクール事業というのは取り上

げていただいたんですが、やはり前回から、去年というか、平成28年度の補正予算のときから

この説明を聞いていますが、なかなか全体像が見受けられないと。先ほど委員もお話がありま

したように、この塩竈アフタースクール事業、それから放課後児童クラブ、そして今回は子ど

もの学習支援等々、メニューがいろいろ、名称は違ったり、また厚生労働省が担当していたり

教育委員会のほうだったりということで、その辺の実態がよく見えてこないというのも事実で

あります。 

  それで、この塩竈アフタースクール事業についてお聞きしたいんですが、平成28年度のこの

スケジュールを見ると、まずニーズ調査、そして分析をすると。それで授業の計画を策定して

有識者会議を開催する予定だと、これが２月から３月にかけて行うということなんですが、今

の状況はどのような状況になっているのかお聞かせください。 

○土見副委員長 木村子育て支援課長。 

○木村健康福祉部子育て支援課長 塩竈アフタースクール事業の平成28年度の事業の状況でござ

いますが、まず小学校の保護者の方を対象としましてアンケート調査を２月に実施してござい

ます。それで、そちらのほうのアンケートにつきましては全て回収させていただきました。そ
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れで、今現在委託事業者のほうでその分析を行っているところでございます。その分析が終わ

り次第、事業計画の策定に入っていくということにはなりますが、それにあわせて有識者会議

も開催していきたいと考えております。以上です。 

○土見副委員長 浅野委員。 

○浅野委員 アンケート調査という限りは、ある程度のこちらで項目を出して、イエスかノーか、

またご意見があればという形だと思うんですが、主にどのようなことを聞かれたんでしょうか。 

○土見副委員長 木村子育て支援課長。 

○木村健康福祉部子育て支援課長 まず、アンケート調査の基本的な部分の調査項目としまして

は、お子様の学年、それから在籍校、それから性別、世帯所得、アンケートに答える方のお子

様との続柄、それから就労状況、配偶者の就労状況。そういったものをお聞きしております。 

  それで、具体的な内容としましては、ふだん定期的に利用している放課後の居場所ですとか、

１日の平均的な学習時間、あるいは読書の時間、それから例えば１週間のうち１人で食事をす

る回数というものがあるのかどうなのか。それから、今後放課後の居場所として充実させてほ

しいものはどんなものかということで、幾つかの選択肢を設けましてそこから選んでいただく

というような方法をとっております。以上でございます。 

○土見副委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。主に対象は小学生だと思っておりますけれども、高学年に

なってくると自分たちの意見とかあると思うんですね。親から見た子どもの居場所ということ

も大事ですけれども、子供そのものからの意見というか、そういった声を聞こうというお考え

はありますか。 

○土見副委員長 木村子育て支援課長。 

○木村健康福祉部子育て支援課長 まず、このアンケートを記載してもらうに当たりましては、

保護者の方を中心にアンケートをとらせていただきました。実際には、やはり使われるのはお

子様でございますので、その辺、記入される際には、本来ですとお子様の意見を聞きながらと

いう部分が反映されていればよろしいかとは思うんですけれども、その辺の記載がちょっとこ

ちらのほうではしていなかったような状況でございます。以上です。 

○土見副委員長 浅野委員。 

○浅野委員 塩竈アフタースクール事業、本当に子どもの居場所づくりということで、今全国的

にもすごく重要な施策の一つになっています。 
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  それで、メニューの中に、たしか子ども食堂ということもその視野の中に入っているという

ことを前回の協議会の資料でいただいたんですが、やはり今孤食というかひとりでご飯を食べ

ている子供が多くいるという部分も実際社会問題となっています。 

  それで、そういった意味では、その後の子どもの学習支援、これはある程度経済的なゆとり

がなくて進学を諦めざるを得ない子供、小学生、中学生を対象に学習の支援をしましょうと、

これも大変うれしい話なんですが、やはりリンクしてくると思うんですね。塩竈アフタースク

ール事業の中にある子どもの学習支援というのも、その一環にあると思うんです。ですから、

ここのところはアンケートと、それから有識者会議、大事だと思います。 

  でも、今言ったように実態はどうなのか、そして本当にひとりで食べている子供は塩竈でど

のぐらいいるのということは、しっかりと調査していただきたいと思いますし、希望して勉強

したいと思っても勉強できないんだという子供も、だんだん層が分離してくると思うんですね。

そういった子供さんに対するアプローチ、またそういった家庭に対するアプローチというのは

大変難しいと思います。デリケートな問題なために、私たちはこういうふうに子どもの学習支

援とか、子ども食堂とかと平気で言っていますけれども、そういった対象だと見られていると

いうこと自体に、すごく傷つく内容でもありますので、この辺のことはことし４月からこの事

業を本格的に行っていくのであれば、ぜひ慎重に取り扱っていただきたいというのと、それか

ら、一緒に質問になってしまいます。子どもの学習支援事業のほうも、会場とか、それからプ

ロポーザル方式でやるのか、あと３年間の債務負担行為だというけれどもその辺のことをどう

考えているのか。この辺ちょっとまとめてお答えしていただきたい。 

○土見副委員長 川村生活福祉課長。 

○川村健康福祉部次長兼社会福祉事務所長兼生活福祉課長 今回、子どもの学習支援事業という

ことで、生活困窮者自立支援制度に基づく事業を提案させていただいております。 

  それで、こちらにつきましては、浅野委員からお話がございますように、放課後の一つの居

場所になるということは間違いないことというふうに捉えてございます。それで、当然塩竈ア

フタースクール事業の中の一つの位置づけというものも検討してまいりますし、そういった部

分との連携を図ってまいりたいというふうに考えるところでございます。 

  また、子ども食堂等との関連でございますけれども、こちらにつきましても実態は把握はで

きていない部分がございますけれども、こういった事業をやる中で、その子ども食堂的なもの

をあわせて企画をしていく等々、やり方を工夫しながら実態を把握しながらニーズをつかんで
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まいりたいというふうにも思ってございます。 

○土見副委員長 浅野委員。 

○浅野委員 塩竈アフタースクール事業にちょっと戻りたいんですが、このコーディネイト事業

者であります。コーディネイトの事業者。これの事務所も５月には開始したいということで、

このコーディネイト事業者ということは、どういった方を対象にお考えになっているのか。そ

の辺お聞きしたい。 

○土見副委員長 木村子育て支援課長。 

○木村健康福祉部子育て支援課長 まず、コーディネイト事業者でございますけれども、こちら

の部分につきましては、今年度中、３月中に策定します事業計画とあわせて、その事業計画を

進めていける事業者ということで選んでいきたいと考えております。想定する部分につきまし

ては、それなりの力を持った事業者ということで、団体、ＮＰＯ法人とかそういった部分での

選定をしていきたいと考えております。以上です。 

○土見副委員長 浅野委員。 

○浅野委員 何か放課後児童クラブから、さまざま皆どこかの事業者にお願いするという感覚と

しか受けとめられないんですが、その事業計画に基づいてと、その事業計画をどういった事業

計画にするかということが、３月中に決まるんでしょうか。 

○土見副委員長 木村子育て支援課長。 

○木村健康福祉部子育て支援課長 まず、その事業計画の部分でございますけれども、現在進め

ておりますアンケートの分析に基づきますので、やはりこの地方創生推進交付金の事業関係も

ございますので、３月中には方向性は見出していきたいと考えております。以上です。 

○土見副委員長 浅野委員。 

○浅野委員 時間がありませんので、次に資料番号10の126ページ。子育て支援からちょっと離

れます。子育て支援から離れまして、土木の道路維持費に移ります。 

  そこで、ことしは雪が大変少なかったんですが、除融雪対策費1,523万3,000円についてお聞

きいたします。この1,523万3,000円とあるんですが、市内に何カ所か砂を置いた砂缶というの

が置いてあって、地域の方がそれを雪が降ったときにまいてくれたりしますよね。それからあ

と、各家庭とか町内会で必要だというと塩化カルシウムを配布していただいています。 

  ただ、どちらもというか、砂缶、たしか菅原委員が前に質問して、今スコップかなんか置い

ていただいているみたいなんですが、それで腰を痛めたりとかいうこともあるので、あるとこ
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ろによると小さな砂を２キログラムぐらいの袋に入れて小分けして、自由に持っていってくれ

というふうに置いているところもあるらしいんです。確かにコストはかかると思うんですが、

そのほうが使うほうとしてはすごく便利だと思います。そこから自由に持っていってくれとい

うのであれば、私はちょっと雪道で穴ぼこにタイヤがはまってしまったんですが、そのときに

その砂を入れて脱出するということもできるんじゃないかなと思うんですが。 

  また、塩化カルシウムですと、鉄板とかグレーチングも結構傷めるので、その辺が、どちら

がどうかと、ちょっとコストの面とか被害の部分とかとありますけれども、この辺あたりでち

ょっと今後の除融雪対策、どのようにお考えかお聞かせください。 

○土見副委員長 本多土木課長。 

○本多建設部土木課長 砂缶についてですけれども、砂缶について今市内に300カ所ぐらい置か

せていただいております。その中に砂のほかに融雪剤、ちょっと大きい25キログラムの融雪剤、

あと大きいスコップと、あと昨年議会のほうでも大変だということだったので、小分け用の小

さいバケツと小さいスコップも入れるようにしておりまして、そちらのほうに小分けしていた

だいてまけるということで、大きいのでがっとまくというような状況には今はないというふう

に理解をしております。 

  ただ、利便性というところを考えますと、委員おっしゃられたような、もっと使いやすさと

いうところを求めていくということは非常に大切なことだと思いますが、なおやっぱりコスト

との比較というのもございますので、それはちょっと来年度の雪に備えて少し検証させていた

だきたいという面が一つと、あとは融雪剤を全部砂にというような、全部ではないにしても砂

にという考え方もあると思いますが、砂というのは基本的に役割としては滑りどめというよう

なものです。それで今、融雪剤はあくまでも融雪ということで、塩竈市のちょっと地形なんか

考えたときには、やっぱり坂道でありますとか、山のほうの奥なんかだとなかなか雪自体が解

けにくいというようなやっぱり地形的要因もございますので、やはりこの辺はどちらか一方と

いうような考え方ではなくて、やっぱり併用という形で対応させていただければなというふう

に思っております。 

○土見副委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。ぜひ、来年度の冬に備えていろいろ考えてもらいたいと思

います。 

  私の質問はこれで終わります。ありがとうございました。 
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○土見副委員長 曽我ミヨ委員。 

○曽我委員 それでは、私からも、まず初めに議案第25号です。これはマイナンバーの関係の条

例改正が提案されております。それで、資料№13の28ページになりますが、個人番号の利用提

供にかかわる条例改正について、具体的にどういったことを可能にする番号法の一部改正にな

るのかご説明願いたいと思います。 

○土見副委員長 相澤政策課長。 

○相澤市民総務部政策課長 ご質問いただきました塩竈市個人情報保護条例及び塩竈市個人番号

の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例につきましてのご質問、内

容につきましてご質問いただきました。 

  今回は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆ

る委員からおっしゃっていただきましたが、番号法と言われる法律の一部改正に伴いまして、

主要な改正を行うものでございます。 

  番号法の改正概要でございますが、マイナンバーの利用を促進する目的から、地方公共団体

が条例により独自にマイナンバーを利用するいわゆる独自利用事務、こちらは３事業について

塩竈市のほうでも規定してございますが、これにおいても情報提供ネットワークシステムを利

用した情報連携が可能とされております。 

  それで、これまで独自利用事務の情報連携の根拠規定と言われるものが、改正前は番号法第

19条第14号というところで定められておりましたが、今回の改正により、新たに番号法の第19

条第14号によって特定個人情報保護委員会の規則の中で利用が可能だということで規定されて

おりましたが、今回の改正により新たに番号法の中に第19条第８号という新たに規定を設けま

して、その根拠に基づきまして利用できるということがまず第１点でございます。 

  それからあとは、第８号が新設されたことによりまして、市の条例の中で適用しております

条例文がずれてきますので、そういった整理。 

  あと、同じく第９条第８号に基づきます独自利用の情報連携につきましては、同じく新たに

今回番号法により規定されました第26条というのが申請されておりますが、その代番により番

号法第21条第２項から第25項までの規定が準用されるということが変更になった点でございま

す。その準用される規定といいますのが、情報提供者の情報提供の義務規定、それから添付書

類の省略に関する規定、情報提供の記録に関する規定等々でございます。よろしくお願い申し

上げます。 
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○土見副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 なかなかね、わかりにくいですよね、本当に。大変な問題です。 

  それで、結局取り扱う人だとか仕組みが、ますますふえるんではないかと思うわけですが、

この間もニュースで出ました静岡県の湖西市で誤って個人のナンバーを記載したものが漏えい

したという問題。だから、いつまでたって、いろんな条例の上に条例をかぶせていろんなこと

をやるけれども、結局市民にとっては大変な問題だと。不安がいつもつきまとう問題だと。あ

と、職員の皆さんにもそれだけ事務を課せられているという立場で、問題だということだけ申

し上げておきます。 

  続きまして、第２点目は施政方針のときにも触れましたが、汚染土壌処理施設は建設計画を

中止したということになります。それで、資料№12の130ページに塩釜港区利用促進補助金70

万円が載っているわけですが、ここの関係でちょっと市長に考えてほしいというか、県にきち

んと話していくべきではないかと。つまり、新聞報道でいいますと、塩釜港で現在持っている

汚染土壌の船積み、船への積み足し作業は続けるというふうに新聞に載っております。だから、

やっぱり引き続き塩釜港から汚染土壌は荷積みされるという問題で、これは市内の水産業界を

中心とする市民団体は、この荷揚げも困ると。そして、すぐ目の前が魚市場だと。こういう関

係で取り組んできたわけですが、市長はやっぱりこの塩釜港の利用促進のほうにかかわってい

る市長として、きちんとこの汚染土壌については、塩釜港から荷揚げ作業をやめてくれという

ことをきちんと言うべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

○土見副委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 今回、作業所は中止されたというようなことについては、私のほうも県のほうから

の情報としてお伺いしました。 

  一方、今日まで継続しているいわゆる汚染土壌でありますが、道路運送法でありますとか、

その他取り扱いにきちっと適合した形でやれているかどうかということについては、我々も今

後注視をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。以上でございます。 

○土見副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 中止ではないんですよね。もう、あそこから荷揚げをしないでほしいと言っている

わけですから、そういう立場で市長としてちゃんと知事に物を言わなかったら、そのまんま続

けられるということになるので、ぜひ中止と同時に知事に話をしていただきたいということを

ここで申し上げておきます。 
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  続きまして、商業振興について伺います。資料№10、それから№15の45ページにかかわって

です。資料を出していただきました。資料№15の45ページになります。 

  これは中心市街地商業活性化事業について、平成24年度から平成28年度までの取り組みを出

していただきました。シャッターオープン・プラス事業では、平成28年度では新規採択件数が

３件だったと。そのほか商業実践講座が５件だったということがありますが、どうも塩竈の商

業政策というか商工業を後押しする施策が全く見えないというふうに思うんですね。よく私た

ちは商工会議所と一体でやっておりますというから、商工会議所に行ってこういうものをもら

ってきたりとか、やるんですけれども、やっぱり商工会議所は入っている方々は７割なんだそ

うです。だから、入っていない人たちは商工会議所じゃない会員さんも網羅してやっていただ

いている事業もあるということはわかっていますが、市民の目から見れば、あと３割の方はど

こに頼ってどういう制度でどうやってやれるのかとか、活用できるのかということが、ほとん

ど見えない状況にあるんではないかと。 

  そういう点で、今やっぱり伴走型だとかいろんなことがやれていますが、塩竈市の商工振興

の予算を見ると、今回はＩＴとかという新たな事業も入っていますけれども、もう少しその辺

わかるような取り組みをしていいんではないかと思っているんですが、回答がもしあればお伺

いしたいと思います。 

○土見副委員長 佐藤商工港湾課長。 

○佐藤産業環境部次長兼商工港湾課長 45ページには、中心市街地商業活性化事業について、こ

れまでの取り組みの部分、それから今年度も予算計上していますけれども、402万2,000円の予

算額を計上させていただいております。基本的には、昨年度、国のほうでは小規模企業振興基

本法というものが制定されたことを受けまして、阿部議員からのご指摘等もあって、私どもの

ほうで商業支援計画というものをつくらせていただきました。それは国のほうの認定を受けて、

今おっしゃるように市と商工会議所、それから市内の金融機関等が連携して商工振興策に取り

組んでいるというのが実態になります。 

  今、先ほど曽我委員のほうでお手元のほうに、資料としてあったものについては、今年度商

人塾については、塩竈市が商工会議所のほうに委託をしまして、きょうがちょっと最終の講座

になりますけれども、そういった形で連携を深めているというふうな形になります。 

  それで、実際国のほうの仕組みというのは、こういった振興法に基づいて変わってきていま

す。それで、中身とすると、例えば宮城県内では６つの会議所の全職員が小規模企業者の支援
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検証を実行しているという状況にあります。例えば、塩釜の商工会議所でも８名の方が既に受

講済みだということで、そういったいわゆる伴走型の支援がとれるような体制になっています。 

  それで、私どものほうとしては、今回商人塾も商工会議所のほうにお願いしたというのは、

商工会議所のほうでもともと創業支援計画というものを、要するに計画に基づいて創業支援の

取り組みというのはやってきたんですけれども、国のほうではその創業支援の業務について、

実は今年度も実施された分が、新年度からは補助事業としては大体おおよそ終えて、それはも

う要するに個々の自治体での取り組みというふうな形に変わってきています。 

  それを受けて、私どもは今回商人塾についてはもともと予算組みしてある部分ですので、商

工会議所のほうの創業支援の取り組みを継続してもらうというふうなことで、新年度はそうい

った活用を考えております。 

  あわせて、その他新しく事業を起こそうとしている方について、商工会議所のほうもその後、

伴走型の支援をするというような形になりますけれども、その方が困っている内容をいろいろ

聞き出して、個別コンサルティングという部分の委託業務を商工会議所のほうにお願いするよ

うな格好になるんですけれども、その際には市のほうの補助事業を使ったほうがいいのか、ほ

かの中小企業庁とかそういった部分の支援を受けたほうがいいのか。その辺は商工会議所のほ

うで相談を受けている中小企業の相談員の方もいらっしゃいますので、そういった方々も総動

員しながら、ワンストップの窓口の中で支援をしていくというような考え方にしております。 

○土見副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 とにかく、共産党市議団は、塩竈市は中小企業のまちだと。こういった中小企業を

支援してこそまちが活力を持つということで、中小企業振興条例を提案して、つくられたわけ

です。その後、待てど暮らせどなかなか市内の業者が元気づく様子はなくて、そして津波震災

でしょう。やっぱり本格的に伴走型がやれるような職員を配置して、きちんと寄り添ってやら

なければ、なかなかうまくいかないんではないかというふうに心配しているわけです。 

  そういう点で、商工会議所に行きますと、市の職員でいろんな経理だとかいろんなことを計

算するのは難しいだろと。銀行の融資がどうだろうというのは難しいだろうというふうには言

われていますけれども、本来だったらばそのぐらいのやっぱり能力や力がある職員が配置され

て、商工会議所も市もやっぱり取り組むということが必要ではないかというふうに思います。 

  今年度のこの商人塾も、シャッターオープンでも、どれだけやれるかわかりませんけれども、

３件や５件で、それで満足するのかというふうに言いたいというところでございます。 
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  それから、雇用の確保も大分議論になっております。それで、市長も言っていましたけれど

も、ハローワークなどにも行っていろいろやる、企業にも行って言っているという、そういう

努力はわかりますけれども、ハローワークの今の所長は、塩竈の加工屋さんや商店のいいとこ

ろを、やっぱりピックアップして、チラシをつくってＰＲをしていると。ハローワークの所長

はそういう取り組みもしていると。 

  それで、小高委員も前に言いましたけれども、県内の高校の受験がもう学区制が取っ払われ

て、もう全校１つになってしまったら、塩竈の子供たちは塩釜高校にほとんど行っていない

と。もう、ほかのほうへ行って、ほかから来ている子供さんが多いと、こういう実態です。

ところが、塩竈の子供さんじゃないから、塩竈でどんな産業がどうやって生み出されている

のかというのは、ほとんどわからないと。それで、天下県議が県の中で、インターンシップ

という実際に工場を回ってみたり、経験を積んだり、そういったことをスキルを積んでいっ

て、水産加工業が３Ｋと言われる職場ではなくなっているよというような、そういった具体

的な取り組みを行政もピックアップしてやるべきではないかと。 

  ただ、そういう点では、塩竈市はやっぱり、市長も言うように、どうも塩竈で働くというよ

りも仙台市志向になっているということはもう前から言われているわけですけれども、そこ

のギャップをどのようにして埋めて、塩竈で働く、暮らしていける、そういう若者をどうつ

くるかという点では、ここにやっぱりインターンシップなるものの事業をやってみるとか、

高校へ行ってそういうことを言って、協議してハローワークの所長とも話をして、どうだろ

うかということをやっぱり取り組むべきだと思うんですが、いかがでしょうか市長。 

○土見副委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 今、毎年塩竈市体育館の小さいほうのホールを活用して、年に２回ぐらいでありま

すがハローワークと塩竈市もお手伝いさせていただきながら、市内の企業の方々から各自、

それぞれの会社がどういった仕事をされているかと、こういった求職者を募集しております

ということを膝を交えて１日がかりぐらいで、去年はたしか30社ぐらい参加をいただきまし

た。私もその場所に足を運んでおります。やはり会社のほうは中堅どころの方が出てきて、

各社の取り組みの実態でありますとか、あるいは場合によっては製品的なものを持参されな

がら、いろいろＰＲをされておりました。そういった活動を、一つはやっぱり地道に続けて

いかなければならないんだろうなと思っております。 

  それから、もう１つ、インターンシップといいますか、市内の企業でどういう活動をされて
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いるかということについては、我々もでき得る限りということで呼びかけはさせていただい

ております。中学校の教育の活動の中で、若干そういった市内の企業を訪問し、一緒に生産

活動に携わるというようなことも取り組んでいただいております。ただ、なかなか高校生に

なりますとそういったことも現実には難しいというような壁には突き当たっておりますが、

我々もこれから先、知恵を絞っていかなければならない大切な分野であるという思いは同じ

でありますので、今後またなお一層、さまざまな取り組みを試行いたしてまいりたいと思っ

ております。 

○土見副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 市長だけにどうのこうのではないんですけれども、みんなでやっぱり知恵や力を合

わせて、やっぱり産業をちゃんと支えていくという取り組みに流れを変えていかなければな

らないということを申し上げておきたいと思います。 

  続きまして、海岸通再開発は伊勢委員も言いましたし、小高委員も言いましたし、皆さん、

みんな取り上げました。 

  それで、やっぱり海岸通はなんとかしなきゃならないというのは同じですが、やっぱり議論

を聞いていて、やっぱり復興事業にこの保育所をただ合わせるということでは、結局壱番館

のように中途半端なものにならないかということが心配されます。今回の予算が例えば可決

されても、まだまだそのまちづくり会社の問題も不透明な部分もあるし、子育ての関係もこ

れからいろいろとまだ検討もするということだったと先ほど私は受けとめたわけですが、や

っぱりそういう点で、やっぱり急がずにきちんと計画がわかるように進めていただきたいと

いうことだけ申し上げておきたいと思います。よろしくお願いします。 

  それから、５点目は、小中一貫教育についてお伺いします。 

  これは資料№15の33ページ下段、これは伊勢委員に対して答えたものでありますが、教育長

の答弁やらここの説明を聞いて、結局は各学校長に、これは33ページ。保護者への説明の取

り組みは、３番目の随時各小学校入学説明会や学校評議委員会、これは各学校の校長が塩竈

市独自の小中一貫教育について説明するんだと。教育大綱のところでぶち上げておいて、末

端に行くと校長が説明するんだと。こういう形でいいのかと、私は答弁を聞いて思ったわけ

です。その辺について、ご回答があればお伺いしたいと思います。 

○土見副委員長 髙橋教育長。 

○髙橋教育委員会教育長 教育大綱の中で述べております小中一貫教育、そして今年度から始め
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たいということで予算も計上させていただいております。当然、全体に対する説明について

は教育委員会が責任を持って、前回の答弁でもしておりますが、年度当初に保護者向けの用

紙をつくって全員に配って説明をしますというお話をしております。 

  ただ、実際に運用していくのは各学校でありますので、学校長が学校の実情に応じてさまざ

まな運用、運営をしていくことになるので、職員に対する説明であるとか、個々のやり方に

ついて、その都度保護者、地域の方に説明や理解を求めていくというのは当然のことだとい

うふうに思います。 

  そのことで、特に教育委員会としての責任を回避しようというのではなくて、教育大綱につ

いては教育委員会として定めてやりますが、実際の運用、運営面では各学校のほうに柔軟に

取り扱っていただきたいということで申し上げたところであります。以上であります。 

○土見副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 それぞれの学校の取り組みに委ねると。じゃあ、第三小学校、第三中学校は交流だ

けでやりますよと。行ったり来たりだけやりますと。算数や国語なんかはやりませんと言え

ば、それでいいんですか。そうはならないんでしょう。そのことを言うんですよ。やっぱり

この時間、時間、数学やさまざまな時間をきちんと教えるために配置をするということも言

われているわけですから、そういう点で各学校のさまざまな取り組みに委ねるというんであ

れば、第三小学校の子供さんが中学校に行ってみましょう、運動会に参加してみましょうと、

そのぐらいのことだったらあり得ると思うんですよ。だけれども、教育まで全部を重ねてや

るのに、あとは学校長の取り組みに委ねるということではないんではないかと。もっと重い

ものではないかと私は思うんですね。いかがでしょう。 

○土見副委員長 髙橋教育長。 

○髙橋教育委員会教育長 小中一貫教育の中核になるところは、何度もご説明しておりますけれ

ども、３つございます。１つ目は、学力向上プラン、２つ目が幼保小の連携事業、そして３

つ目が中学校区単位の交流活動であります。この３つを進めることで、子供たちの社会的自

立、そしてともに生きていくという力を身につけさせていきたいということを説明させてい

ただいております。 

  したがって、個々での授業の中での相互乗り入れ、これは中核になる中身であります。それ

以外に先生方が年に２回なり３回なり、各校種間を体験すること。その中で子供たちの発達

の状況を知り、それから授業の流れ、そういったものをお互いに体感することで、本来狙っ
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ております小中一貫教育の滑らかな接続というものが達成されるわけでありますので、この

中核部分については皆さんにやっていただく。 

  ただし、交流事業は何やれとか、そういったことについては各学校既にもう取り組んでおり

ますので、今出ました第三中学校については母校の清掃活動であるとか、部活動の交流であ

るとか、そういったことで既にやっております。そういったものを生かしながら、一つ一つ

やっていっていただいて結構だと。 

  ただ、中核になる学力向上のところについては、乗り入れ授業を中学としながらやっていた

だくことによって、授業の質の向上、それから先生方の授業力の向上ということもあるとい

うふうに考えておるところでございます。以上であります。 

○土見副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 やはり、性急過ぎるんですよね、こういうことを一つ一つ。私でさえも、多分議員

さんもいろいろ数学がどうだとか、乗り入れ時間がどうだとか、そういったことを説明され

ても、何というのか、体ですとんと落ちるような形にはなっていないんですよ。だから、そ

れだけもう、今年度からスタートするというのは、余りにも性急過ぎると。私どもも千葉県

のところも、小中一貫教育のところも勉強してきましたし、入間市にも行ってまいりました。

だけれども、千葉県でもそこに行くまでは時間をかけるんです。しかも、過疎化でここから

学校がなくなったら大変だと。この学校を維持しよう、まず浦戸みたいな形ですよね。その

ためにそこの地域の人たちも含めて、じゃあどういう形で教育ができるかということは、す

ごく丹念にやっているんですよ。だから、そういう取り組みだったらわかるけれども、一気

にどこからか降って湧いたように、小中一貫校だというふうに言われても、それはやっぱり

性急過ぎるんじゃないかと。乗り入れとかそういうことが悪いと言っているんじゃなくて、

そうであればやっぱり時間をかけて納得いく形でやるべきではないかというふうに思います。 

  それで、生きる力というのは、いろいろあります。この間も先生にも聞きました。いや、５

年生になっても子供同士が触れ合えないんだと。どうやって人と人と触れ合わせるかと思っ

てガムテープをいっぱい床に張るんだって。そうして、それの剝がし方に触れ合うと。そこ

までしなければ、今教育が大変になったということを言っていました。 

  だから、教育長が言われるように、今の子供たちに欠けている部分はいっぱいあるんだと思

いますよ。だけれども、それを小中一貫校だけでと振り回すのは、私はやっぱり性急過ぎる

し、何度も言うけれど性急過ぎるということを何回言っても使い過ぎることはないぐらいそ
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ういうふうに思っています。だから、ちゃんと先生たちも納得の上で取り組むようにすべき

だということを申し上げておきたいと思います。時間がないので、そこのところだけ言って

おきます。 

  続きまして、教育予算について伺います。学校用務員の関係です。資料№15の13ページです。 

  ここで、学校用務員。塩竈市内の学校の用務員はどうなっているか。配置数は８名です。第

三小学校と玉川小学校には配置されておりません。なぜなんでしょうか。 

○土見副委員長 佐藤総務課長。 

○佐藤市民総務部次長兼総務課長 お答えさせていただきます。 

  第三小学校、玉川小学校の部分につきましては、退職した職員で再任用の短時間の職員を配

置しておりましたので、こちらは一応定数にはカウントされないということで、この資料の

記載上はゼロという形になってございます。以上でございます。 

○土見副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 きちんと配置する考えはあるんですか。 

○土見副委員長 佐藤総務課長。 

○佐藤市民総務部次長兼総務課長 基本的には、定員管理計画上は、技能労務職につきましては

退職不補充ということで行っておりますので、今後配置の部分につきましては、定数管理上

の中で検討させていただきたいというふうに考えております。以上でございます。 

○土見副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 そういうことこそ、きちんとやるべきじゃないですか。きちんと職員を配置すると

いうことにむしろ予算をつけるべきだと思います。 

  続きまして、27ページです。ここは学校の学校司書及び図書整備員の配置数が書かれており

ます。これは14市の部分を出していただきました。それで、図書整備員配置数は、塩竈は10

名です、仙台市は368名ですというふうになっています。角田市が４名、６名と。ちょっとゼ

ロのところもありますけれどもね，図書整備員だと。 

  ところが一方で、その前の心のケアは29ページ。心のケア、塩竈市では10人配置されていま

す、28年度は。この心のケアの10名と27ページの図書整備員の人数は同じですが、同じ人で

すか。 

○土見副委員長 渡辺教育総務課長。 

○渡辺教育委員会教育部次長兼教育総務課長 29ページのほうに心のケア及び図書整備業務員と
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いうような形でご説明させていただいております。兼務となっております。 

○土見副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 県内でこういう兼務をさせている学校はあるんですか。 

○土見副委員長 渡辺教育総務課長。 

○渡辺教育委員会教育部次長兼教育総務課長 27ページをごらんになってください。表の右側の

ほうに、図書整備員配置人数というようなことで、県内市の図書整備の一応配置数が載って

おります。左のほうには小中学校の数が載っております。中には１校に１人ずつ配置してあ

るところもございますが、例えば角田市11校に対して４名というようなところで、何という

んですか、うちのほうと同じ、兼務かどうかわかりませんけれども、１人の図書整備員が何

校かをかけ持ちしながら、一応担当しておるというようなところもあるようでございます。

以上です。 

○土見副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 富谷市などは最近市になったところですから、ちゃんと13名の学校司書配置をして

おります。こういうところもある。多賀城市もそうですね。あと、名取市も16人ちゃんと学

校司書配置をしております。こういう取り組みが本来の姿だと思うことと、心のケア、これ

は必要ですけれども、心のケアの原資はどこから来ていると思っていますか。その財源はど

こから出ていると思いますか。 

○土見副委員長 遠山学校教育課長。 

○遠山教育委員会教育部学校教育課長 お答えいたします。 

  今の原資につきましては、心のケアハウス事業、県のケアハウス事業を使っております。以

上でございます。 

○土見副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 原資ですよ。これは災害孤児の震災で親を亡くされた子供さんに対する基金が充て

られていると。だから、心のそういう震災絡みの関係で、心のケアに充てるという財源にな

っているんですよね。ところが、塩竈はそれにさらに上乗せをして、２つの仕事をさせると。

こういうやり方をしているというふうに言わざるを得ないと。本来は、心のケアにするんで

あればそのほうにちゃんと寄り添ってやらなきゃならないのに、今度は図書の質を上げて本

だと。そういう兼務が、本来はあるべき姿ではないというふうに思いますが、これは改善さ

れる考えはあるんですか。 
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○土見副委員長 渡辺教育総務課長。 

○渡辺教育委員会教育部次長兼教育総務課長 心のケア事業の補助金、平成29年度以降も継続さ

れるようでございますので、平成29年度予算についても一応このような形で計上させていた

だいております。 

○土見副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 あのね、小中一貫校でぶち上げるのもいいけれども、毎日毎日の学校の体制をまず

きちんとして、子供に寄り添う体制こそとるべきだと思います。 

  それで、もう一つ言いたいのは、学校給食です。26ページ。平成27年、28年、29年、各小学

校の学校給食自校方式、これがどうなってきたかと。第二小学校は親子方式、それから玉川

小学校と親子だから玉川小学校ではつくっていないと。第一中学校、第二中学校、これが富

士フードサービスに委託したと。これがずっときて、平成29年度でどうなったかと。玉川中

学校でもニッコクトラストに委託したと。なぜこういうことが起こっているんですか。 

○土見副委員長 渡辺教育総務課長。 

○渡辺教育委員会教育部次長兼教育総務課長 先ほど、市民総務部の次長からもご説明ありまし

たけれども、技能労務職については退職不補充というような形で非常勤職員化を進めてきて

おるところでございます。 

  このようなことから、12月定例会において、今後の給食調理員の退職状況を勘案していただ

いて、もう１校一部委託調理の実施校をふやさせていただいたところでございます。 

○土見副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 夢も希望もない職場になっているんですよ。だからやめるんですよ。この間もぐあ

い悪くなって。そういう状況をつくってきたと、当局が。退職者不補充で。 

  じゃあ、なぜそう言うかというと、保育所を見てください。16ページ。公立保育所の調理員、

見てください。20代はいませんけれども、30代２名、40代２名、50代３名、７名の方が正職

員です。正職員でちゃんと保育所でやっている。安心して働けるんですよ。それも若い人た

ちが働いているでしょう。学校を比べてごらんなさい。もう、本当に体もぼろぼろになるぐ

らいですよ。若い人が入ってこないんだもの。これで何でいい教育なのかと私は言いたいで

すね。やっぱり若い人が子供とかかわって、学校で給食を食べさせて大きく育てたと。ある

いは、介護でもそうだけれども、そういうところに働き場があればこそ、結婚して子供を産

んで人口もふえると。これがみんなここの市役所の職員全部、現業職から始まって全部切り
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捨てて、夢も希望もなくなって、若い人が少なくなったんだ、人口が減ったんだと言ってみ

たって始まらないと。まず、こういうところをしっかりと雇用できるようにすべきだと、そ

ういうふうに私は思います。 

  それから、就学援助です。就学援助の事業ですが、これは資料№15の54ページを見ますと、

阿部かほる議員の会派が求めた資料で使わせていただきますが、これは小学校要保護・準要

保護の数がございます。53ページ、済みません。 

  まず、小学校１年生を見ますと、平成28年度で準要保護が106名と。こういう今の家庭の深

刻さがここにあらわれています。だから親の働く場所も必要なんですよね。 

  こういう中で、就学援助を私は再三求めてまいりました。政府はやっと腰を上げて、小学校

では今まで入学のための準備資金が２万470円だったものが、平成29年度で４万600円。約倍

に引き上げていただきました。中学校は２万3,550円が４万7,400円引き上げました。こうい

うふうにいいことなのに、じゃあ入学の準備のためにちゃんとその前に支給されるのかと。

支給されていないから、これは全国でもそれに間に合うように、本来の就学援助が生かされ

るように前もって支給するように工夫できないかと言ってきましたが、これはことしはちゃ

んと新しく入学される子供さんに対応できるようになっているんでしょうか。 

○土見副委員長 遠山学校教育課長。 

○遠山教育委員会教育部学校教育課長 お答えいたします。 

  支援の必要な時期に支援をすると、とても大切な考えだと思います。 

  しかし、宮城県の場合ですが、今年度、また来年度において前倒し支給する市町村が１つも

ないと。その理由としましては、本市の場合を取り上げて言いますと、在校生の場合は３月

末までになるべく申請していただくと。新入生については４月末までになるべく申請をして

いただくと。その後、認定作業に入っていきます。転入生の場合には、民生委員とか児童委

員が作成する資料も必要になってきます。そして、特に必要となってきますのは所得の確定

した課税証明書、所得証明書が申請に必要になってきます。その発行が６月からになってお

りますために、その書類がそろうのが６月からと。そういうことで、新入学用品費の支給に

つきましては第１回目の７月の支給というところになっているところでございます。以上で

ございます。 

○土見副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 だから、前回言ったのは、そういうふうな制度だけれども、町が最初に一定の財源
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を確保して、それをそういう要保護とか準要保護の子供さん、入学する子供さんに手当てを

してやって、そして確定した段階でちゃんと国から来るお金をまた入れて戻すというやり方

だってやっていますよと。だからそういう取り組んでいる自治体を参考に、できるだけ前向

きに検討してほしいということを言ってきたわけですが、いまだにそういう検討もされてい

ないで、せっかくの倍になった就学援助、６月までじっと待っていると。これはやっぱりも

っと改善できるんではないかと思いますので、よろしく今後ともお願いしたいと思います。

あと９分になっちゃった。 

  時間がないので、資料№10の135ページから136ページの港町地区津波拠点整備事業8,000万

円が計上されております。これについてお伺いします。 

○土見副委員長 鈴木復興推進課長。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 お答えいたします。 

  別添資料№13の92ページ、93ページを、93ページのほうの図面をごらんいただきたいと思い

ます。平成29年度の拠点整備事業の工事でございますけれども、今マリンゲート塩釜のバス

駐車場、今臨時の車駐車場になっていますけれども、そちらのほうのかさ上げ事業を予定し

ているものでございまして、8,000万円ほどの予算を今組んでいるところでございます。 

○土見副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 そういう工事に伴うものだということですが、どこの道の駅とかに行っても、あそ

こは道の駅でも海の駅でもないんですけれどもね。あそこのマリンゲート塩釜はなかなかお

客さんが来ないと。ところが、一方ではその駐車料金をとられると。こんなところはないん

じゃないかという意見もいただいた経過もございますが、ぜひマリンゲート塩釜、今本当に

四苦八苦しているのは皆さんもご存じのとおりです。早く一日も工事が終わって、あそこに

松島への観光客がいっぱいあふれるようにしなければならないというふうに思っています。 

  同時に、この関連で、今一生懸命工事をやっていますが、あそこができたら、施設ができた

ら、どこの部署が管理運営するんですか。その辺、わかればお伺いしたいと思います。 

○土見副委員長 鈴木復興推進課長。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 今、工事が進んでおりまして、秋口には、９月ごろ

には全て工事ができる予定でございます。全部の施設が立ち上がる予定でございます。 

  今後の管理につきましては、防災施設ということで、市民安全課のほうで管理をするという

ことで今庁内整理をして準備を進めておるところでございます。 
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○土見副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 そこが管理するんだと。それで、この資料№15の48ページ。県内14市の防災担当部

署及び配置職員数を出していただきました。私は、市長が組織改正したときに、あの震災を

受けて大変な思いをしているのに、防災課を市民安全課の下の係にしてしまったと。一体ど

ういう感覚でいるんだろうかというふうに思ったわけです。そのことも質問した関係があり

ます。 

  それで、塩竈市、仙台市、石巻市、気仙沼市。私は沿岸部の市町村を見ているんですが、や

っぱりこれからの防災拠点施設ができる。仙台もあちこちにつくっているようですが。それ

から、女川原発の避難計画もある、それから地域の防災組織ももっとしっかりしなければな

らないと。これからまさに避難、津波が来るぞ、逃げろという無線の関係もそうだけれども、

まだまださまざまな課題があるんですよね。それなのに係にしておいて、市民課と一緒にや

るんだと。それはそういうふうに言って、私的にはごまかしだなというふうにしか受け取れ

ないんですが、市長は何かの関係で部署の再編を考えていきたいと言っておりますが、この

防災担当のところもきちんと強化すべきではないかと思うんですがいかがでしょうか。 

○土見副委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 組織改定ということを今後新たな需要に対応するために取り組まなければならない

課題だという認識はあります。ただ、今現在は東日本大震災からの復旧・復興をまず第一番

ということで取り組まなければならないということについては、委員のほうもよくご理解い

ただいているかと思います。 

  今回もご説明させていただいておりますとおり、平成29年度が復興実りの年という状況であ

りますし、平成30年度は復興関係予算も半減するのではないのかなと思っています。それか

ら先を見越しながら、今後組織体制をどう取り組んでいったらいいのかということについて

は、今係長レベルの方々からまずご意見をいただこうということで意見聴取等を始めている

ところでございます。以上でございます。 

○土見副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 ぜひ、市民の生命財産を守るためにも、まず防災課をつくってきちんと体制をとっ

ていただきたいということを申し上げておきます。 

  それから、資料№15の４ページです。災害公営住宅家賃低廉化事業と東日本大震災特別家賃

低廉事業が予算化というか交付決定された事業があると。これが入居ごとにこの事業で被災



-239- 

者の家賃減免に充てていくんだと思いますが、最近この交付金が一般財源化されて、別なこ

とに使われていくというところも出ているようですが、これらの仕組みについて、本来は家

賃の軽減のために出されている財政支援だと思いますが、この辺は今どうなっているのかお

伺いしたいと思います。 

○土見副委員長 末永財政課長。 

○末永市民総務部財政課長 では、財源の関係ですので私のほうから回答させていただきます。 

  家賃低廉低減、ご承知のとおり災害公営住宅関係の入居される方に対する救済措置というよ

うなものでございます。それで、そもそもこれは、災害公営住宅、通常の公営住宅もそうで

すけれども、使用料でもって各公営住宅の運営費を賄うというような原則がございます。 

  それでもって、現在、災害公営住宅に関しては地方債を発行しているんですが、元金の償還

がスタートしていない状態になっています。それで、形的に実は加重度の状態になっている

部分がございまして、それは一旦市債管理基金、公債費の支出をするための基金に一旦逃が

して積んでおいて、あとは元金の償還がスタートしたらそれを取り崩して充当するという形

でもって計画的に扱いをしております。もちろん災害公営住宅、あとは公営住宅関連の歳入

に関しては、通常の一般財源として変な余計なものに対して使うということはございません。

以上です。 

○土見副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 そうですよね。そうあるべきだと思います。 

  実は、県内の災害公営住宅、県議団と一緒になってアンケート調査をしました。医療費の問

題とか生活への不安だとか、それから家賃がだんだん上がるんではないかと、こういう不安

をいっぱい持っています。だから、この低廉軽減措置があるということもしっかり伝えると

同時に、そうして交付されたお金は被災者のためにきちんと管理しながら対応していくとい

うことが大事だと思いますので、引き続きよろしくお願いして、私からの質問は終わります。 

○土見副委員長 暫時休憩いたします。再開は16時といたします。 

   午後３時４５分  休憩 

                                             

   午後４時００分  再開 

○今野委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  質疑を続行いたします。 
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  なお、質疑の際には、資料番号、該当ページ等をお示しの上、ご発言くださるようお願いい

たします。菊地 進委員。 

○菊地委員 私は質問の前に、監査委員でありまして、よって地方自治法第198条の３第２項の

規定に抵触しないよう質問いたしますので、よろしくお願いします。 

  今回、この定例会を終わって長年塩竈市に奉仕をしていただいた職員さんに、３月31日をも

って退職される職員さんに心より敬意と感謝を申し上げたいと思います。長い間、ありがとう

ございました、市民のために。これからは各町内会なりに帰って、住民のためにさらなる塩竈

市で得た体験を生かしていただければなと思っておりますので、よろしくお願いしたいと存じ

ます。 

  それで、今回一般会計が283億6,000万円だということで、皆さんからの質問がありました。

普通の災害分を抜けば、大体180億円ぐらいでないかなというふうに考えています。それで、

私は常々当局に言うのは、まず市民にとってこの予算が本当に有意義に有効に効果的に使われ

るように我々は審議しているわけなので、もちろん塩竈市も行政も今回のこの予算、自信と確

信を持ってきて出してきていると思うんですが、何かやりとりを聞いていると、ちょっと心の

中に、本当に自信と確信を持って議会に提案したのかなと思い、首をかしげたくなるような質

疑があったように思います。それは後で質問してきますが、まちづくり、海岸通１番２番地区

のまちづくりの議論を聞いていますと何を信じて議論して、何を基本となるものに我々が議員

として、二元代表制の一員として、それに議決を与えなくてはだめなのかと。青森のアウガみ

たく責任問題がどこまで及ぶのかなとか、そういう心配をしながら皆さんのやりとりを聞いて

おりました。 

  そこで、土見副委員長が市長に対して「塩竈市役所としての財産は」と言ったら、市長が

「職員です」というふうに言われたので、土見副委員長は安心しましたと言っていました。そ

れに関連して、私は大事な大事な職員であって、この議場の中で塩竈市の将来、未来を語り合

って、市政発展のために語り合うのであれば、やっぱり対等の立場で議論したいと思っている

んですよ。 

  数年前、佐藤貞夫議長のときに、我々はこの椅子をかえていただきました。そのときにも私

は口を酸っぱくして言ったんですよ。皆さん、職員のもちゃんと買いかえてくださいと。そう

したら、「予算がありません」と。でも、予算よりも大事な大事な職員のやっぱり処遇という

もの、そういうものが大事だと思うんで、財政課に聞くか、市長に聞くか、それは答弁はどち
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らでも構いませんけれども、やっぱりこの議場の中で同じ立場で同じポジションで議論すると

いうのが私は大事なことじゃないかなと思うんですよ。我々はゆらゆらするいい椅子を買って

もらいました。職員を見ると、パイプ椅子でしょう。さっきも３時間余りの質疑の後、準備体

操か体をほぐしている職員がいますよ。そういう状況で、本当にいい議論ができるのかなと思

うんですよ。 

  だから、一般管理費として、ページでいえば資料№10の39ページの総務費の管理の中で、こ

の議場の物品関係を買うんであれば、そういう予算を入れてほしいというのが私の願いでござ

います。考え方として、どう思うか。まず市長、財政課長、お金があるかないかわからないけ

れども答弁願いたい。 

○今野委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 お心遣いをいただきまして、まずありがとうございます。 

  ただ、ぜひご理解いただきたいんですが、議員の皆様方は18名であります。我々、きょうは

恐らく40名以上の職員がこの議場におります。ここにそれだけ大きなものを入れなれないとい

う一つは物理的な制約もございまして、そういったこともありまして、折り畳みで出たり入っ

たりというのを繰り返しているのが実態であります。私と副市長はまた違った椅子を宛てがっ

ていただいて感謝を申し上げますが、そういった限られた空間の中での対応だということをま

ずご理解いただければと思います。よろしくお願いします。 

○今野委員長 菊地委員。 

○菊地委員 限られた……、このインターネットの設備をやってもらって、我々は感謝します。

そうしたら、前の部分の速記部分がこちらに来て移動したと。ここは後ろがあいているんです

よ。後ろにかえて、この前列のをバックすれば、職員の分の余裕は出るんじゃないかなと私は

思うんですけれども、そういった考え方をすれば、皆さんに本当はゆったりとした空間の中で

真剣に議論をしたいなと私は思うんですよ。何回も言うようですけれども。 

  そういった感じで、お金をずらすのに何十億円かかるとか、新庁舎をつくるのにだって70億

円くらいかかると思うんですよ。そういうお金がかけられないんだったら、数千万円かからな

いと私は思うんですけれども、いかがかなというのが。もう一度再質問しますが、では財政的

に財政課に聞きますが、どのくらいでできると思いますか。 

○今野委員長 末永財政課長。 

○末永市民総務部財政課長 済みません、予算をつくるのは財政課です。 
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  幾らぐらいかかるかと、正直、済みません、私は専門ではないのでわからないんですけれど

も。（「わからないなら、わからないでいいんだぞ」の声あり）済みません。 

  一つ、たとえを言わせていただければ、今回それこそ数千万円かけて本庁舎のガスヒートポ

ンプ整備事業というのを計上させていただいております。今回ちょっと議論の中には出てきて

いないんですが。委員ご承知のとおり、今本庁舎の１階と２階のエアコンが完全にとまってい

るんです。それで、まず最初は２階が去年の夏にとまりまして、扇風機をかけたりなんだりを

やっていたと。それで、まだ我々職員だからまず我慢しようという話に一旦なったんです。 

  そうしたら、今度は１階のほうがことしの冬の初めぐらいに壊れまして、さすがに１階です

と市民の方々がいらっしゃるので、ここはどうしてもやはり数千万円かけても直さなければい

けないということで、今回新年度予算で要求させていただいているところでございます。 

  我々職員としても、基本的に環境整備というのは大事ですし、それは財政課としても整備し

ていかなければいけないとは思いますが、まず第一は基本的には市民という形でのお金の配分

を考えております。答えになっているかわかりませんが、以上でございます。 

○今野委員長 菊地委員。 

○菊地委員 余計なものを買いなさいじゃなく、皆さんの空間、そして環境がよくなるためのお

願いなんだから、財政課長、ちょっと知恵を絞って考えたらいいんじゃないかなと思いますよ。 

  今回、さっき言った180億円くらいだよと、普通。その中で、予備費が1,500万円あるんです

よね。そういうものを使うとか、ぜひしてほしいなと思うんですよ。ただ、計算上、1,500万

円の予備費だけ上げておけやという意味じゃないと思うんだよね。何かあったら、この予備費

というのは私的に考えると市長の政策予算でいいんでないかなと思っているので。足りないべ

けれども。本来は予算の１割ぐらい、18億円ぐらい市長が市民の要望、道路直してだなんだと

いうのに使うのに18億円ぐらい使える財政基盤のしっかりしたものにしてほしいなと思う。だ

から、何回も聞いたりするんだけれども経常収支比率どうなんですかと。そうすると九十何％

だと。そうすると５％にすると大体何億円ぐらいしかつかえないんじゃないの、市長が、と私

は心配して言っているんだけれどもなかなかならない。 

  そして今回、新たな提案をされてきたんだけれども予備費が1,500万円だと。そうしたら、

やっぱりその1,500万円を我々議員なり住民からの要望に、市長の政策判断として使うお考え

はできるんですか、そういうことは。使うときに補正で上げて使えばいいことだもの、お答え

願います。 
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○今野委員長 末永財政課長。 

○末永市民総務部財政課長 お答えします。 

  予備費1,500万円でございます。私が知る限りではしばらくの年数、ずっと1,500万円という

単位でございますけれども、そもそもまず予備費とは何かというと、突発的な出来事が起きた

場合に歳出をしなければいけないとき、具体的には例えば除融雪関係、雪が想定以上に降って

予算を超えて、それでもやはりやらなきゃいけないときにやるとか、もしくは台風が起きた、

大雨が起きたときのそういった土のうを買ったりとか、そういったものにやると。当初想定し

得ない費用に対して充当するのが、予備費というのは本来のものでございます。 

  あと、ついでに言いますと、予備費というのは使い道も限定されていまして、例えば当たり

前の話ですけれども、議会のほうで否決されたものとか減額されたものに関しては充ててはだ

めです。もちろんです、当たり前の話ですけれども。あとは、基本的には繰り越しはだめです。

年度内でもって執行しなければいけないというような縛りもございます。 

  あくまでも政策的そのものに使ったらどうかという話ですけれども、それはやはりあくまで

筋としては議会に対してお諮りをして予算が認められて初めて使えるものですから、予備費を

最初に例えばそれこそ5,000万円、6,000万円確保して、年度中に知らないうちに市長の政策経

費に使われたとか、そういったものというのは基本的にやはりルールの無視というふうな形に

なるかと思います。 

  なお、金額の規模でございますけれども、実は法律的に特に幾らを組まなければいけないと

いう縛りはございませんで、物の本によると1,000万円から5,000万円の間くらいが妥当だろう

みたいな書き方をされています。それで、本市としては1,500万円が、本市の予算規模でもっ

て大きいのか少ないのかというのは正直私もわかりませんけれども、1,500万円という形で今

回も計上させていただいております。長くなりましたが、以上でございます。 

○今野委員長 菊地 進委員。 

○菊地委員 いろいろやりとりをしたいんですけれども、これにばっかりしていられないのでこ

れで終わりますけれども、ぜひ一番大切な行政にとっての財産である職員さんを大事にするよ

な、ポンプヒート、ガスヒーターだってそういう職員さんのため、そして利用する職員さんの、

市民のために使うんであればいいかなと思いますので、財産管理の上で考えてください。 

  あと次に、資料№10の74ページ。障がい者関係のことなんですが、先ほど来障害者差別解消

法関係の話が出て、ＦＭ放送関係をやるんだよと。公営の放送というのもあったはずなので、



-244- 

そういうのを拡大したほうがいいのかなと私は思っています。ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤに落として

渡してやっていると思うんですけれども、そういうのを拡大して、ぜひやってほしいなと思っ

ています。それは要望しておきます。 

  それで、いつも私はこういう質問の機会のときには、親亡き後のことを心配して重度障がい

者の施設関係をどうするのかなと、時々桜井部長とか川村次長のところに行って相談すると、

二市三町である程度そういう話し合い、方向性を持っていくんだよと言うんですが、早目の見

通しというのはあるのかしら。その辺、お答え願いたいと思います。 

○今野委員長 川村生活福祉課長。 

○川村健康福祉部次長兼社会福祉事務所長兼生活福祉課長 障がいのある方の親亡き後というこ

とでの重度障がい者の方の施設ということでございますが、今回重度障がいということではご

ざいませんけれども、地域生活支援の拠点施設ということで４月から開所の運びとなってまい

ります。そこを拠点としながら、今現在二市三町で構成しております宮城東部自立支援協議会

の中で、面的な整備のあり方については検討いたしているところでございます。 

  また、医療的ケアの必要な重度の障がいをお持ちの方のショートステイに関しましても、重

点的に取り組む項目ということで、平成29年度はそのあり方について検討を進めていくという

ような方向性でいるところでございます。以上でございます。 

○今野委員長 菊地委員。 

○菊地委員 ありがとうございます。重度障がい者関係、親亡き後を心配している方々のために

も何とか早目、早目にそういった計画に移行していただければなと思います。 

  我々民生常任委員会委員、浅野委員長を筆頭に民生常任委員会で４月あたりから差別解消法

の勉強会をしましょうというふうな声をかけてもらっていますので今後とも行政と差別解消法

の条例化に向けて勉強していきたいと思いますが、行政では我々の委員会から言われる前にそ

ういった条例の策定とかというのは考えているんでしょうか。 

○今野委員長 川村生活福祉課長。 

○川村健康福祉部次長兼社会福祉事務所長兼生活福祉課長 障がい者の差別解消法に基づく条例

の制定というお尋ねでございます。こちらにつきましては、現在仙台市において独自の条例を

つくっている状況でございまして、宮城県内各市町村ではまだ制定はされていないというふう

に考えているところでございます。また、法律の趣旨に基づきまして、任意の設置ではござい

ますが、本市におきましては障がい者の差別を解消する地域協議会の設置ということで今年度
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取り組みを進めてございまして、２月１日に要綱を制定させていただいて、３月、年度末には

なりますが第１回の地域協議会を開催させていただきたいということで今進めているところで

ございます。その中での議論等も踏まえながら、またあるいは障がい者の差別解消に関します

市民の皆様の意識啓発等も諮りながら条例制定については検討してまいりたいというふうに考

えます。以上でございます。 

○今野委員長 菊地委員。 

○菊地委員 どうもよろしくお願いします。やっぱり障がい者がこの住みなれた地域で生き生き

と生活できるというのがやっぱり住みよいまちの第一歩じゃないかなと思うんですよね。先ほ

ど議論を聞いていましたら、先ほども言いましたが、差別解消法絡みでＦＭ放送に100万円増

額したんだよというのを聞いて、まずそういう施策をする前にやっぱり条例とかそういうもの

をきっちりと意見の集約をして、そういうものをやっていけば、ああこのことなんだなと皆さ

ん理解しやすいと思うので、並行してでも構いませんけれども、そういった条例の推進方、要

綱の早期実現に向けて今後ともご尽力を賜ればなと考えている次第であります。 

  それで、いっぱい用意をしてきたんですが、次に資料№10の100ページ。 

  浦戸の診療、医療の関係でございますが、これを見ているとちょっと1,200何某の予算がつ

いているんですけれども、そうすると月に直すと簡単に言うと月100万円だなという思いがす

るんだけれども、では一体その利用者、逆にさっき出た通学の学割の話になっていますけれど

も、病院に行く方の浦戸に行く方じゃなく、浦戸診療所じゃなく本土に来る方に、かえってそ

ういうサービスをしたほうが、市営汽船の利用もふえるしいいんでないかなと思うのね。それ

で、全体的に浦戸診療で月平均何人の方がご利用なされているんですか。診察を受けているん

ですか。教えてください。 

○今野委員長 村上浦戸振興課長。 

○村上産業環境部浦戸振興課長 浦戸診療所の受診者数ということでございましたので、お答え

させていただきます。 

  平成27年度は、年間でございますけれども468名という形になっております。これは震災の

とき、平成23年は228名というところまで落ち込みましたけれども、その約倍まで戻してまい

ったということでございます。以上でございます。 

○今野委員長 菊地委員。 

○菊地委員 平成27年が468名、平成28年はまたあと１カ月あるんですが、平成28年度の２月現
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在あたりではどのくらいになっているんですか。 

○今野委員長 村上浦戸振興課長。 

○村上産業環境部浦戸振興課長 申しわけございません。平成28年度の統計はまだちょっと私ど

ものほうでは手元には来ておりません。申しわけございません。 

○今野委員長 菊地委員。 

○菊地委員 後で結構ですので、わかり次第連絡ください。 

  なぜこういう質問をするかというと、浦戸の高齢化率は62％ぐらいなんですよ。そして、浦

戸の人口も激減していると。そういった中で、浦戸に診療所があってもなかなかそこまでいき

つけない方がおられるんでないかと思うんですよ。浦戸の災害復旧関係ではいろんないわゆる

予算が莫大に使われていると思うんですけれども、人に優しい人にかかわる予算というのが少

ないんでないかなという思いなんですよ。だから自然減で人口が減るのかわかりませんけれど

も、逆に島にいたんではだめだから本土に引っ越そうという方も多くて浦戸の人口が減少して

いるんでないかなと見えちゃうんですよ。ですからこういう質問をして申しわけないんですが、

本当に浦戸の住民のための施策というのをするんであれば、やっぱり浦戸の人たちがあの空間

で生き生きと生活できるような、安心して生活できるような施策の提供というのが必要でない

かなと思うんですよ。 

  いろいろ行政もしていますよ。介護関係では、包括支援センターなどつくっていただきまし

て、そういうのはわかるんですけれども、もっと住民、それはこっちで同じくらいに万単位の

人口がいるんだというんだったらあれなんですけれども、300人前後だったらその人たちに行

き届くような施策が何かないものかなと。それが住みよいまち、それによって浦戸が栄えてい

くんじゃないかなと思いますので、そういった考え方をしていただけないものかなと思います

ので、その辺の考え方をお知らせ願えれば幸いです。 

○今野委員長 村上浦戸振興課長。 

○村上産業環境部浦戸振興課長 それでは、お答えさせていただきます。 

  委員おっしゃるように、浦戸診療所は原則週２回の開設でございまして、月にしましても多

くても８回という形で、浦戸の島民の皆さん、今全員で361名の住民登録がございます。その

方々の隅々まで診療が行き渡っているかということに関しては、我々としても今後も努力する

べきものは非常に多いだろうというふうに考えております。 

  しかしながら、我々としては平成26年でしたでしょうか、包括支援センターがブルーセンタ
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ー以外に直営でオープンしておりまして、そちらの皆様方と連携をとりながら、ひとり暮らし

の方とかそういった体の不自由な方々を回っていただきまして、その状況を確認した上で我々

の医師がそちらのほうも訪問で受診するといった形もとらせていただいておりますので、今後

もそういったことを強化して、浦戸の皆様方の健康と幸せの増進につながるように努力してま

いりたいと思います。以上でございます。 

○今野委員長 菊地委員。 

○菊地委員 とにかく361人が戸籍上というか登録になっているけれども、それより少ないはず

ですよ。こっちに来ていて。ですから、何とかこちらの本土も人口増というのを鎌田委員さん

なんかもふやす工夫と言っているとおり、やっぱり浦戸にだって戻ってきてもらう、そして生

活してもらう、それによって人口が、総体的に定住人口がふえるようなそういう思いで何とか

住民に対処していただければなと思いますので、強くそういった事業推進方を要望しておきた

いと思います。 

  あと、もう１点。資料10番の94ページ。広域火葬場の件なんですが、この間利府の議員さん

とお会いする関係がありまして、二市三町議員連盟の関係でお会いしたときに、もういよいよ

新しい火葬場、広域のができるんだねというふうな話、よかったねと言われたけれども、いや、

ちょっと難航しているみたいだよというふうな話をその議員さんから聞かされました。でも、

塩竈市では約１億円近い9,800万円の予算が組まれていますが、今後どういうふうな状況に進

化していくのかお知らせください。 

○今野委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 消防事務組合の管理者も兼ねさせていただいておりますので、その立場でお話しさ

せていただければと思います。 

  ご案内のとおり、二市三町の斎場については今、袖野田地区にあります。本来、平成20年問

題でありましたものを東日本大震災を契機に10年間延ばしていただきまして、平成30年度まで

にあの斎場を移転するということは、議員の皆様方はご了知のことかと思います。 

  しからば、どういった場所に建設を進めていくべきかということで、広域行政連絡協議会の

中でも５年越しぐらいで議論をさせていただいておりまして、今は利府町の赤沼地区に建設を

するということについては、市議会の折りにも皆様方にご説明をさせていただいているはずで

あります。場所が特別名勝松島の第１種のＢという保護地区であります。それで、本来であり

ますと施設の建設は認めないという場所でありますが、２年越しぐらい、私初め各首長が足を
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運んで何とかそういった文化財の網の中でも必要最小限の施設整備をということで、文化財保

護課のほうに五、六度足を運んでおります。そちらのほうについては、必要最小限の施設であ

れば何とか認めましょうというような方向に傾きつつあると思っています。 

  それで、２つ目であります。大体今現在は６ヘクタールぐらいの斎場建設地を予定いたして

おります。実際の斎場の敷地規模としては１ヘクタールぐらいで十分であります。しかしなが

ら、先ほど申し上げました第１種Ｂの保護地区ということから修景というものが必要でありま

すというようなことで、当初は３ヘクタールぐらいの敷地規模を想定して１ヘクタールの建物

を建設し、その周囲を緑化するという計画で地元の方々に説明会をいたしてまいりました。 

  ただ、実は浜田、須賀、赤沼という３つの区の方々が関係する部分なんですが、はっきりい

って迷惑施設でありますと。そういったものを受け入れをするということについて、地域振興

的な配慮がないのかというようなご質問等々もいただきました。そういったことを５人の管理

者で話をしながら、しからばその斎場にお越しいただいた方々が時間待ちの間に散策するであ

りますとか、ちょっと休憩をとるでありますとかといったようなことを考えて、緑地面積を３

ヘクタールから６ヘクタールにふやしたらどうだろうかということで、今現在の敷地規模は６

ヘクタールであります。 

  そういたしますと、県のほうの大規模開発指導ということに本来は抵触することになります。

具体的に申し上げれば、防災調整池というんですかね、水をためる施設等が必要になってくる

というようなことで、こちらについても土木部の河川課というのが窓口でありまして、五、六

回通わせていただきました。それで、最終的には防災調整池の設置までは必要ないだろうとい

うような話で、そちらも何とかクリアできるところまで見えてきたのかなと思っています。 

  ただ、本題は３つ目なんです。林地開発許可なんです。今現在、あの場所については土砂採

取業者の方が仙台振興事務所経由で林地開発許可というものを取得いたしております。あそこ

で土砂の採取を行うという業務についてであります。それで、我々は我々が計画しております

斎場は、まさに何十ヘクタールの林地開発のその一区画に入るわけであります。何とかその部

分については今申請している方に林地開発許可を一旦外していただいいて、二市三町で整備す

る斎場にという話もさせていただいておりますが、なかなかその辺が進まないということで、

恐らく利府町の方はそういった状況を捉えて、難しい状況もありますよということをお話しい

ただいたものと思っています。以上でございます。 

○今野委員長 菊地委員。 
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○菊地委員 どうもありがとうございました。利府の議員さんたちからそういった説明も受けま

した。やっぱり不快施設、ずっと塩竈がそれを担ってきたわけなので、やっぱり利府の方々と

は言いませんけれども、やっぱりやがて皆さん必ず１回利用するはずなので、そのことを考え

ればやっぱりお互いさまというか、共助、ともに助け合うというような考えでそういった事業

の推進方を願いたいと考えています。 

  それで、時間がなくなってきているんですが、墓地の管理関係で、今どのくらい墓地があっ

て、募集する時期があるのかないのか。それだけ簡単に、墓地の貸し出しをするかしないかで

いいんですが、そういった考え方だけ教えてください。 

○今野委員長 伊藤市民安全課長。 

○伊藤市民総務部市民安全課長 墓地は全区画で2,039区画ございまして、それについては例年

やっぱり変動とかというのがあります。毎年、お盆前に、６月、７月に募集をかけまして、ぜ

ひお盆ぐらいからはまた入っていただきたいと、納骨いただきたいということで募集をかけて

いるところでございます。以上です。 

○今野委員長 菊地委員。 

○菊地委員 よろしくお願いしたいと思います。何か、ここのところ新たな墓地の販売をしてい

るところがあって、住民の方であれは塩竈市でやっているんですかなんて勘違いしている方が

おられます。いや違うよと、あれは民間ですよというふうに言っていて、では塩竈であるんで

すかと言うから、４月過ぎるとそういった募集というかそういうのをすると思いますので、広

報紙をちゃんと見ていてくださいというふうに伝えておきましたので、よろしくお願いしたい

と思います。 

  あと、せっかく資料要求してお願いしたんですが、資料№15の62ページかな。市職員の障が

い者雇用率。そして、下のほうを見ると、法的に2.3％に対して塩竈が2.1％だと。この0.2％

の件について、今後どうするのか。それをお答え願いたいと思います。 

○今野委員長 佐藤総務課長。 

○佐藤市民総務部次長兼総務課長 お答えさせていただきます。 

  資料番号15の62ページ、一番下、米印の２番ということで、法律の定める雇用率2.3％に対

して、本市の雇用率、今この資料でお示ししました15名で2.1％ということになっております。

こちらのほうが、毎年６月１日が一応基準日ということになっていまして、その日の在籍者数

を報告するところだったんですが、直前に１人非常勤さんが仕事が見つかったということで退



-250- 

職なされまして、それで下回ってしまったという状況です。 

  それで、ハローワークのほうには改善の計画書を11月に出させていただきまして、この３月

から４月にかけまして法定雇用率を上回るような今計画で対応させていただいているところで

ございます。以上でございます。 

○今野委員長 菊地委員。 

○菊地委員 いろんな手厚く障害者差別解消法とか、そういった障がい者の福祉の向上、塩竈市

の福祉の向上のためにもやっぱりこういうものをちゃんと守っていただいて、１人でも多くの

雇用創出をしていただければなと思っておりますので今後ともよろしくお願いします。 

  それで１つ、74ページになるのか。１点だけちょっとページ数を探しかねたんですが、西塩

釜駅近くの災害公営住宅ができて、それのＪＲ関係のエレベーター関係の話はされているのか

どうか。それだけちょっと計画があるのか、ＪＲとの交渉があるのかどうか。住民から、せっ

かくできたんだけれどもあの階段をおりるのは難儀なんですと言われますので、ぜひＪＲ等の

エレベーターの設置についての協議がなされたのかどうかお伺いしたいと存じます。 

○今野委員長 相澤政策課長。 

○相澤市民総務部政策課長 これまで西塩釜駅のエレベーターにつきましては、今委員からおっ

しゃっていただいたように錦町の災害公営住宅にお住まいの方の病院とか佐浦町側へのまちの

利便性というかアクセスの向上という意味で、復興交付金を活用、効果促進事業ということを

活用してできないかということで、これまで宮城復興局と議論を重ねてまいりました。今のと

ころ残念ながらなかなか認めがたいというふうな話で話をいただいておりますが、引き続きそ

ういった効果促進事業の財源の活用をちょっと図りながら、粘り強くちょっと財源活用を図っ

てまいりたいと。今後も宮城復興局と協議を進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

○今野委員長 菊地委員。 

○菊地委員 ありがとうございます。とにかく市内のＪＲ、特に仙石線の利用が落ちていますの

で、そういった利便性を考えてもらうと利用客等もふえるのかなと思いますので、今後も粘り

強く市政発展のために頑張ってください。お願いします。 

  あと、皆さんが質問しています海岸通１番２番地区の件に移ってまいりたいと思います。 

  土見副委員長はいろいろ委員さん、ざわざわざわというような質問があったと。そして、今

回２日間にわたってかなりの皆さんが子育て支援なり海岸通の１番２番地区の質問をされてい

ます。それで、私も若干ちょっと確認したいんですが、第１種でやって住民主体でやるんだと
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いうふうな当初説明があったわけですが、何か話を聞いていると、組合さんが主体的よりも、

きょうとかきのうあたりの議論を聞いていると、何か行政が主体で動いているのかなと。それ

も子育て支援中心に動いているのかなというふうにしか見えません。 

  そんな中で、今回90ページに予算が６億4,584万2,000円というのがあります。これは説明を

見るといわゆる地権者への建物の補償なんだよということで、それで間違いないんですか。 

○今野委員長 鈴木復興推進課長。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 お答えいたします。 

  ６億4,500万円、新年度予算として補助金を計上しております。これは91ページをごらんい

ただきますと、組合のほうで平成29年度事業といたしまして、この赤抜きの部分の工事を予定

していると。その工事をする事業費の補助対象事業分を市のほうで補助金として組合に交付す

るというのがこの中身でございます。 

○今野委員長 菊地委員。 

○菊地委員 ですから、その中でいうと備考欄には補償費云々と書いてあるので、そういうもの

に速やかに実施していただければなと思います。いつまでたっても、開発するよ、するよと言

っておきながら、いまだに補償金の支払いのめどが立っていないんだけれども、どうすんだや

と奥さん連中がざわざわと話していたよというふうな話が聞こえてきますので、速やかに事業

を推進するのであれば進めていただきたいなと思います。 

  あと、もう１点は、いろんなやりとりを聞いていると、ここるん関係、保育所関係の件に移

るんですけれども、どうなんでしょうか。私はわからないんですけれども、先ほど山本委員が、

当初4,000万円の設計料を払ったでしょうと。そして、今回また2,000万円の設計料を払ったで

しょうと。そのお金というのは誰が負担をして、そういうものが、誰が責任を持って埋めてい

くというか、使い切りでいいんですか。 

○今野委員長 鈴木復興推進課長。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 その設計を再設計をするということにつきましては、

組合の予算の中で改めて設計費を組んだということがございます。それを復興庁と相談させて

いただいて、この事業のやむを得ない変更ということで、それにつきましては復興交付金で見

ていただけるということがオーケーもらえましたので、それで予算化をして今回復興交付金の

申請で国のほうからお認めいただいているという状況です。 

○今野委員長 菊地委員。 
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○菊地委員 復興庁から許可を得たからと言うんだけれども、復興庁も簡単に連絡で2,000万円

も「はい、いいよ」なんて、我々が確定申告を今やっていくと2.1％の災害特別税というのを

とられているんだけれども、大事にお金というのを、国の予算だからじゃないんですよ、回り

回って我々住民、市民のお金なので大事に使ってほしいなという思いなんですよ。復興庁がい

いと言ったからといったって、それで2,000万円またかかりましたと。では前の4,000万円は何

だったのかなというふうな思いをするんですよ。 

  山本委員も、だからちゃんとした実施設計をするに当たって、計画、予定、予算、そういう

ものをちゃんとというふうな我々ここにいるフロアの議員さんはみんなそう思っていると思う

んですよ。だから、その計画で、志賀委員や多くの方が質問すると、「いや、そこまではわか

りません」と。だからわからないやつで我々は、最初に冒頭に言いましたように、予算、皆さ

んが自信と確信を持って出されてきた予算について、議論したくても、「いや、それはまたわ

かりません」と。わからないまま我々が判断するんですか。内容がわからなくて。だから、そ

ういうのが何か今までのやりとりを聞いていて、審議するというのもおかしいんじゃないかな

と私は思うんですけれども、「いや、開発というのはそういうものなんですよ」と言うんであ

ればそれでいいかもわからないけれども、私は前議員していた志子田東吉氏、大先輩が、「や

っぱり自信と確信を持って出してくる予算に対して、我々議会人も確信を持ったやっぱり賛否

というのは必要なんだよ菊地君」というふうなご指導をいただいているのを私はずっと胸にし

まってありますので、そういう意味で皆さんのやりとりを聞いていると、当局の答弁で内容が

またわかりません、連絡がどうのこうのと、全容が見えないままで何となく「はい、事業、あ

る部分の事業が進みます」というふうにしか思えないんですよ。それで本当に我々が重い判断

をしていかなくちゃだめなのかなと私は思うんですけれども、その辺は今までどおりの流れで

仕方ないんだというのか。 

  ここるんだって、最初は壱番館の下の間にあったんだけれども、震災後、商業協同組合がや

っていたところが浸水したと。それでどうするのかなと思ったら、あそこにここるんを広げま

すよというふうになってきたと。それで、説明ではここるん、水害になったところはだめなの

で、今度の１番２番地区に移りますよと。では、マンションはどうかというと、マンションは

最初シルバー関係の人を住まわせますと。それで駐車場をどうするんですかとそちらの委員さ

んから言われたら、そうしたら民間の方の駐車場を活用しますと。それが今度は駐車場をやっ

て、マンションの方はニューファミリーの方をやって子育て支援をやりますと。ちゃんと最初
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から計画がわからないで、後から後から何か継ぎ足しの説明にしか私は聞こえないんですよ。

私はですよ。でも、皆さんは、やっともうわかったというんだかわからないけれども、私はそ

ういうふうな思いでおります。 

  ですから、皆さんが確認するというのは、そういった意味で本当にこの事業を推進しなくち

ゃだめだという思いで質問しているんだけれども、わからないとか、まだ内容が決まっていな

いと言われると、では何をもって大切な税金に議決を与えていけばいいのかなという、今大変

苦しんでいるところでございます。 

  そういった意味で、すっきりした回答が出せればお答えしていただきたい。 

○今野委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 先ほど来、我々のほうの対応不十分についてはおわびを申し上げるところでござい

ますが、ここはぜひご理解いただきたいんですが、事業手法として第１種市街地再開発事業で

すと、これは組合の仕事なんですよね。ですから、基本的には組合の意向というのを大切にし

ていかなければならないということを、ずっと担当が申し上げてまいりました。しかしながら、

それは全く投げっ放しということではなくて、当然のことながら組合の方々、はっきりいえば

どういった法令を準拠してこういうものをやるのか、どういった手続が必要なのかといったこ

とについては、組合の方々も十分理解をされていない部分も多々あったかと思いますので、そ

ういったものを一緒になってやっていこうと。 

  ただ、先ほどお話しいただいた業務棟についても、当初は４階建てで、総額四十数億円の事

業規模だったんですが、それらが今の状況を考えるとなかなか難しいと。それで、やむを得ず

規模を２階建てに縮小しようということで、それを復興庁のほうにご相談を申し上げたところ、

資機材単価とかが変動しているということを理解いただいたものと思っていますので、そうい

ったことを踏まえてということで、今日に至ったということについてご説明をさせていただき

ました。 

  なお、今後ともしっかりと対応するように努力いたします。（「１問だけ」の声あり） 

○今野委員長 菊地委員。 

○菊地委員 お許し願いましてありがとうございます。 

  我々みんな、多分思いは、残された塩竈のあの海岸通を何とか成功裏に終わらせたいという

思いをみんな持っていると思います。しかしながら、やっぱり説明不足やら、我々の理解不足

もあるかもわかりませんけれども、なかなかはいそうですかと合点がいかない部分があります
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ので、今後第１種で組合が中心でやるんだよと言っているのに、何か行政が４階建てから２階

建てになりましたよというような報告を受けて、はい、しますよと。何かこう……。 

  それで、２番地区も当初４階建て以上でないと５分の４おりないよというのが、いつの間に

か２階建てになるよとか、縮小されている。そういう説明もないんですよね。だから心配して

どうなのかなというふうな思いで質問させていただきました。 

  今後、いろいろな山積している問題を一つ一つ解決しまして、いいまちづくりのために頑張

ってまいりたいと思います。以上で終わります。どうもありがとうございました。 

○今野委員長 西村委員。 

○西村委員 これから、最後の質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。要点

をまとめて質問させていただきますので、どうぞよろしくご回答のほどお願いします。 

  最初に、実施計画について質問させていただきます。 

  実施計画の代表的な指標の提示といいますか、表示方法についてちょっとお伺いします。例

えば10ページ。代表的な指標、年少人口比率、基準値11.6％、平成21年。平成32年には9.3％

まで下がると。しかし、9.8％まで目標値を設定しています、これは。しかし、この後全ての

部分大体につきましては、目標値ではなくて平成21年の基準値より頑張ると、努めると、やっ

ていきたいということだけなので、これは本当はもう少し変えるべきではないのかと思うんで

すが、その辺お考えをお示しください。 

○今野委員長 相澤政策課長。 

○相澤市民総務部政策課長 今、年少人口比率の目標についてご質問いただきました。 

  基準値、平成21年度で11.6％ということで、今後の方向性ということで策定時に、いわゆる

「社人研」の平成32年の推計では9.3％になりますというふうな当時の予測でございました。

それに対して9.3％までの落ち込みではなくて、さまざまな努力によりまして9.8％までにとど

めたいというふうなことで、現在の推移としましては、今ごらんいただいておる実施計画書の

８ページ、９ページのほうに、今回改めまして、去年の予算特別委員会のときに指標が古いと

いったご意見もいただきまして、今回中間報告、毎年進度報告会もやっておりますが、代表的

な指標の推移について資料をまとめさせていただきました。 

  それで、一番上が年少人口比率の平成23年度からの推移でございます。平成23年度は11.4％、

平成27年度10.8％、このままでいきますと、予測としては目標の9.8％は達成できるのではな

いかというふうな今推移で進んでいるというふうな状況でございますので、よろしくお願い申
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し上げます。 

○今野委員長 西村委員。 

○西村委員 それは私もわかるんですけれども、今回平成29年度から平成31年度の実施計画とい

うことで出されました。平成28年度、29年度から平成31年度までにはどうしたいのかを明示す

べき、重要業績評価指標といいますかＫＰＩ、つまり各事業の中で、例えば40ページ、やはり

平成28年度の基準値をもとに31年度までにはどうしたいのか。魚市場は平成21年度のあれで

82.9億円ということになっていますが、平成29年度、今年度はこのぐらいで、平成31年度まで

には目標値はこうしたいというような目標値を設定しながら提示しないと、なかなか今回もい

ろんな事業を提案されていますが、事業をやれてどう変わったのかがわからない。教育にして

も福祉にしても何にしても、さまざまな事業をやられまして、平成29年度から平成31年度まで

どういう事業をしてどう結果が出たのかというものが、算出するのに、やはり目標値を設定し

て、それがよかったのか悪かったのかは、今後これは継続したほうがいいという部分があれば

継続しなければならないだろうし、これはやめたほうがいいんじゃないかという部分も含めて、

その辺のおおよその基準値といいますか、目標値の設定ということは考えられないのか、お伺

いします。 

○今野委員長 相澤政策課長。 

○相澤市民総務部政策課長 今、実施計画書40ページの魚市場の水揚げ金額についてご質問いた

だきました。これを例にご質問をいただきました。 

  水揚げ金額については、長期総合計画の中で今後の方向性として平成29年から平成30年度に

向かって、年間100億円の水揚げを達成するというふうな指標として目標を持ってございます。

ですので、一旦は長期総合計画の中ではそういった目標ということでなっています。 

  また、新魚市場につきましては、新たな目標ということで120億円の水揚げをさらに目指し

ていくというふうなことでございますので、あわせてよろしくお願い申し上げます。 

○今野委員長 西村委員。 

○西村委員 経費に対して水揚げがどうするべきかと。120億円、２万4,000トンの水揚げ、それ

は提示いただきました。ありがとうございます。 

  例えば、事業者数にしても、現在40ページで3,196事業所、平成21年度となっていますが、

平成26年度にはもう2,853事業所と大分減少しています。つまり、この基本的な例えば数値を

目標に、じゃあどうすべきなのかというものを、目標値を各担当課ごとに設定しないと、努力
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目標といいますか、やっています、頑張っていますではどうしても評価できない。長期総合計

画を評価するためには、数値目標をどう達成したかが判断基準になると思いますので、今後と

もそういう表示方法を変えていただいて、頑張っている姿ではなくて、結果としてどうなった

のかを評価していただく工夫をしていただければ幸いです。どうぞよろしくお願いします。 

  次に、実施計画の中で42ページ。電動フォークリフト導入支援事業についてお伺いします。

1,500万円。これを有する団体なりその組織はどこになるのか、教えてください。 

○今野委員長 並木水産振興課長。 

○並木産業環境部水産振興課長 今アンケート等の中で、業界の方たちと整理している内容でご

ざいますが、200の会社、事業者でありますとか、買い受け人の事業者、あと運輸関係の事業

者で合計10台というふうに考えております。以上でございます。 

○今野委員長 西村委員。 

○西村委員 わかりました。ただ、これを荷受け会社が２者いらっしゃいますけれども、これは

合併したら１者に出すということではないんですね。（「卸売機関でないです」の声あり）あ

あ、そうですか。市場を運営する中で、受ける団体が１者と、１つの企業ではないということ

ですか。 

○今野委員長 並木水産振興課長。 

○並木産業環境部水産振興課長 こちらのほうは、各事業者ということなので、１者ということ

ではなく、各事業者にと考えております。 

  あと、荷役会社のほうが今回買うので、卸売機関ではなくて荷役のほうの会社になります。

以上です。 

○今野委員長 西村委員。 

○西村委員 これは、その説明書きに、魚市場の高度衛生管理体制の完全移行のために買いかえ

ということでの提案がされています。これが買いかえただけでその高度衛生管理型の体制が整

うのかということの問題もあるんです。やっぱり人の問題だと思っています。その辺の人の教

育についてはどう考えていますか。 

○今野委員長 並木水産振興課長。 

○並木産業環境部水産振興課長 ただいま高度衛生管理の考え方や実際にその目標を達成するた

めにはやはり人が一番重要になってくるということでご質問をいただきました。 

  水産振興協議会という魚市場ですとか業界関係者が参加している団体の中に、高度衛生管理
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推進委員会というものを設けまして、業界の方たちみずからで考えてこちらのほう、いろいろ

と行動していただいております。現在、電動フォークリフトの運用のあり方であるとか、あと

はマグロに対する衛生管理の考え方なども試行錯誤しながら、実際にその方たちが中心になっ

て進めていただいております。以上でございます。 

○今野委員長 西村委員。 

○西村委員 どうぞ、人への指導、ものだけでは全て変わるわけでもなく、それを使う方のやり

方によっては衛生管理が進むと思います。どうぞよろしくお願いします。 

  次に、資料№13、82ページ。高度衛生管理荷さばき制御整備事業の魚体選別機の導入という

ことで5,400万円という……、（「資料ナンバー」の声あり）資料№13の82。いや、83ページ

です、ごめんなさい。 

○今野委員長 82ページでいいんですよ。 

○西村委員 それを受ける事業所といいますか団体、組合なり会社なり、それはどちらになるん

でしょうか。 

○今野委員長 並木水産振興課長。 

○並木産業環境部水産振興課長 こちらは、この整備自体は市で直接整備をいたします。使うの

は、主に水揚げをやっております塩竈ですと卸売機関が水揚げのほうをかなりやっていますの

で、卸売機関が使うことになるかと思います。 

○今野委員長 西村委員。 

○西村委員 そうすると、水揚げする１者に貸し出すということでよろしいんですか。 

○今野委員長 並木水産振興課長。 

○並木産業環境部水産振興課長 残念ながら、今まだ２者ございますので、２者どちらでもお使

いいただく場合は貸し出しするということになります。以上です。 

○今野委員長 西村委員。 

○西村委員 わかりました。そういう条件はなしに、１者になったら整備するんじゃなくて、両

方使っていただくために出したということですね。 

  じゃあ、その維持管理ということでは、どちらがやられるんですか。 

○今野委員長 並木水産振興課長。 

○並木産業環境部水産振興課長 財産としては塩竈市に帰属する財産になります。貸し出しする

に当たっては使用料をいただいて、その使用料を使って維持管理をしていくという考え方にな
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ります。以上でございます。 

○今野委員長 西村委員。 

○西村委員 わかりました。ただ、できれば本当に、水揚げから出荷まで時間短縮されまして鮮

度の高い商品を出すということでは、本当に導入はありがたいことだと思います。それをお使

いになる方々、また企業の方々がスムーズな搬出、搬入なりをされますことをよろしくお願い

します。 

  また、自動選別機については、気仙沼では東北大学と仙台のＩＴ企業との組合と連携されて、

いろんなＩＴを活用した形で水揚げされていると聞いています。選別機の前に、数量と個体の

数とか、あとデータを全て一体化されながらやっていると。また、タラとかサケもやっていら

っしゃるので、雄雌の分け方も全てその選別機の先端にそういう高度なものをつけながらやら

れているということです。 

  つまりこれから、もうほかは１年前にやっていらっしゃいますので、大分遅い部分もありま

すので、その辺も含めて産官学連携の中で考えるということは、いろんな方法をＩＴを含めて、

お考えがありましたらお願いします。 

○今野委員長 並木水産振興課長。 

○並木産業環境部水産振興課長 今回塩竈市で導入をしようと考えておりますのが、冷凍カツオ、

マグロ等の選別機ということで考えております。 

  また、気仙沼でそろえたものとまた若干対象としているものが違うというのもありますけれ

ども、今後幅広い魚種を扱っていくのに当たってどういうものが必要になってくるのか、そう

いう部分は業界の皆さんとよく協議をしながら対応できるように、120億円の水揚げを目指し

て頑張ってまいりたいと思います。以上でございます。 

○今野委員長 西村委員。 

○西村委員 ありがとうございます。やはりおくれている部分が大分ありますので、なるべく先

に進むようによろしくお願いします。 

  次に、隣のページです。資料№13の83ページ。塩竈水産品ＩＣＴ化事業についてお伺いしま

す。総額1,000万円ということであります。ここの中にあります塩竈水産品協議会並びに水産

品輸出モデル検討会の中身について教えてください。 

○今野委員長 佐藤商工港湾課長。 

○佐藤産業環境部次長兼商工港湾課長 83ページのほうの資料の下段に水産品協議会と、それか
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ら水産品輸出モデル検討会、２つの組織の概要を書かせていただいております。基本的には、

水産品協議会のほうが今回データベース化を行いながら、販路開拓等、そういった効率化の取

り組みを進めていくというふうな中身になります。こちらのほうの組織の目指すべきものとし

ては、水産の商社化、あるいは取り次ぎ、流通の集約化モデル、そういったものを取り組んで

いく組織というふうなことになります。 

  ただ、こちらの組織、それとは別に各関係者が集まりながら将来を見据えて取り組んでいく

というふうなことになりますので、少し時間のかかる取り組みになろうかなと思います。 

  一方で、隣にある輸出モデル検討会については、輸出に特化したような形で、実際海外のほ

うのマーケティング、あるいはコンテナ輸出のトライヤードをしていきながら、現実的に塩竈

の輸出モデルをつくっていくというふうな取り組みになります。 

  基本的には、あと水産品協議会の中で販路開拓をしていくというところが目指すべきところ

なんですけれども、行き着くところは海外の輸出まで目指していくというふうな取り組みにな

ります。ただ、輸出の取り組みを要するに組織ができ上ってからだんだんつくり上げていくこ

とになるとなかなか進んでいかないというふうな状況がございますので、今回、輸出モデル検

討会のほうも組織立てを急いで、こちらのほうの取り組みもさせていただきました。 

  実は、背景となりましたのは、輸出モデル検討会のほうには塩竈市内に２つの物流関係の企

業がいらっしゃいます。その方々は、基本的には仙台港でありますとか仙台空港に関して輸出

のほうのいろんなかかわりを持っていただいていると。その際に、我々として輸出に関して取

り組みをこれから進めていきたいんだけれども、どういった進め方がいいでしょうかといった

ようなご相談をさせていただきました。その際に、気仙沼とか、あるいは石巻といったような

ところはもう既に輸出に係るトライアル検討というのをしているんだよと。それはもう震災後、

石巻であれば平成25年度からそういった海外の商談会に参加して、もう実際に取り組みをして

いるというふうな状況がありましたので、今回ちょっとおくれたような取り組みでありました

けれども、我々のほうもこういった検討会を組織立てさせていただいて、市内４者の企業が参

加して、２月の15日、16日と香港の商談会のほうに参加させていただいたというふうなことで

あります。以上でございます。 

○今野委員長 西村委員。 

○西村委員 わかりました。ただ、石巻のほうでも３年前ぐらいからやられているといいますけ

れども、大手の水産会社の大きな方々、塩竈にも３者、４者ありますけれども、それをまとめ
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るだけで３年かかったという産業部の課長、部長のお話が新聞に載っていました。やはりそれ

をまとめて、石巻のブランドとして海外に売り出すということは大変苦労があると。今から始

まるということだとすれば、よほどの苦労を覚悟して取り組んでいただければ幸いです。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

  また、輸出に関しても、きょう新聞報道で、県知事のほうでベトナムでの商談会をやるとい

うことで載っていました。ベトナムは宮城県も全然ゼロだと、商談はゼロだということでなっ

ていましたけれども、今後……、これは昨年の11月にはもう、ベトナムから雑誌記者やいろん

な商談をするためにお呼びしていると。それで、経費は県が負担して、業務については旅行会

社に委託しながらやられているということはご存じだと思うんですが、やはりそれもやっぱり

こちらの体制が整わないから声がかかっていなかったのか、それとも今後それに対しても飛び

込むといいますか、やっていくという覚悟でいらっしゃるのか。その辺ちょっとお伺いします。 

○今野委員長 佐藤商工港湾課長。 

○佐藤産業環境部次長兼商工港湾課長 輸出モデル検討会のほうには、宮城県のほうの食産業振

興課の方もご参加いただいて、いろいろアドバイスをいただいております。基本的には、食産

業振興課のほうが今のベトナム等で、宮城県のほうではアンテナショップ的なものをショッピ

ングモールのほうに設けて実施したりしているというふうな部分がありますので、我々のほう

もこういった取り組みのほうにやっぱり率先してというか入っていかないとなかなかだめなの

かなというふうに思っていますので、これからそういったところの取り組みも進めていきたい

というふうに思っています。 

○今野委員長 西村委員。 

○西村委員 先ほども担当課のほうからも、石巻、気仙沼は大分進んでいるということでお話も

ありました。やっぱり覚悟を持ってもっともっと積極的にやっていかなければいけないのでは

ないかと。石巻でも２億円から３億円ぐらい、今ある程度の輸出があるんですけれども、こう

いう手法を使って、もう１億円、２億円は頑張っていきたいと。２年後には５億円ぐらいを目

指して輸出をしていきたいというお話がありますので、まず塩竈市はゼロに近いと思っていま

す。ゼロからの出発ですので、大分前に進んでいる部分について力を蓄えながらきちんと前に

進んでいただければ幸いですので、どうぞよろしくお願いします。 

  最後になります。資料№10、118ページ。まちづくり交流施設事業の旧亀井邸についてお聞

きしようと思ったんですけれども、ちょっと担当課のほうから書いてある場所についてお聞き
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しましたら、資料№10の118ページ、受入態勢整備事業738万8,000円の中にあるということで

した。亀井邸の運営について、平成26年度には521万円、平成27年度335万円、平成28年度は

388万円。ただいま中の亀井邸のほうも運営する日数が少なくなっているような気がします。

私もあれなのか、勘違いなのか知りませんけれども、その辺の予算合わせの中での運営といい

ますか、開設日数についてちょっとお知らせください。 

○今野委員長 吉岡観光交流課長。 

○吉岡産業環境部観光交流課長 亀井邸の開館についてのご質問だったかと思います。 

  まず、その前に、今も委員おっしゃられました亀井邸に係るところの予算のところなんです

が、平成27年についてはたしか280万円ぐらいだったかと思います。それで、平成28年が380万

ちょっとの予算だったかと思います。それで、今年度につきましても、平成29年度につきまし

ても同額でお願いしたいと考えているところでございます。 

  その開館日のところなんですけれども、実際平成28年度につきましては週５日の開館という

ことでお願いをしております。ただ、オフシーズン、ハイシーズンとかありますので、その辺

の調整はＮＰＯのほうでこれまで長くかかわってきていただいたという経験もありますので、

その辺で調整についてはお願いしたところでございます。 

○今野委員長 西村委員。 

○西村委員 これを何で質問させていただいたかと。今、ボランティア活動というか、観光ボラ

ンティアの方が二十数名いらっしゃいまして、塩竈市のおもてなしを全面に受けてやっていら

っしゃるという認識でいます。なかなか会場があかないとか、閑散期には週３日とかというこ

とで、今回ゆめ博とかで大分おいでいただいていますが、その方々がいつもあいているものだ

と思って来ても、週にせめて５日は通年通してあけていただいて、観光客を迎えると。まして

や塩竈市は雪が余り多くもないんです。ですから、そういう部分で塩竈市を知っていただく、

歴史を知っていただく、観光ボランティアの方々のためにも、無償でボランティア活動をされ

ている方々にとっても集まる場所だったり、旧ゑびや旅館も含めて使わせていただいていると

いうこともお話しいただきましたが、余りにもだんだん521万円から280万円、380万円、こと

しも380万円という同じなんですけれども、スムーズにまちの観光のために尽くしていらっし

ゃるそういうボランティアの方々に対して、もう少し手厚いという部分では難しいんでしょう

か。ちょっとお伺いします。 

○今野委員長 吉岡観光交流課長。 
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○吉岡産業環境部観光交流課長 お答えいたします。 

  私どももＮＰＯ、亀井邸を長年運営をお願いしております。そのほかにも、町なかをガイド

していただくときには、私どものほうもいろいろ町歩きとかする際にはご協力いただきながら、

大変感謝しているところでございます。 

  それで、こちらは以前は地方創生のほうのお金とかを使ったりしていたんですが、なかなか

そちらのほうがもう認められなくなってきましたので、平成28年度から一般財源ということで

使わせていただいておりました。その辺で、今後開館日もそうなんですが、その予算の関係と

か、運営しているＮＰＯとともに協議を進めながらよりよい方向でなるように努力していきた

いと思います。以上でございます。 

○今野委員長 西村委員。 

○西村委員 質問の大半は終わりました。ただ、最後に一言だけお願いします。 

  電動フォークリフト、また魚体選別機ということで水産関係に援助といいますか補助をやる

わけですけれども、私がちょっと不思議だったのが、震災復興の中で魚市場の改築の中で、荷

さばき場、初めてつくった荷さばき場、あれは8,000万円と。解体が4,000万円、そして、荷分

け作業が99％はやっていなかったような気がするんですけれども、やはり業界のためにお使い

いただく場合には、きちんとその効果とかなんとか結果等をちゃんと出されるような形で、魚

体選別機にしてもやはりすばらしい業績が上がる形での結果が大事ですから、その辺を踏まえ

てやっていただければ幸いですので、どうぞよろしくお願いします。 

  以上で質問を終わります。 

○今野委員長 お諮りいたします。 

  これまで審査を行ってまいりました審査区分１一般会計については、これで質疑を一応終了

したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○今野委員長 ご異議なしと認め、審査区分１一般会計についての質疑は一応終了いたしました。 

  さらに、お諮りいたします。本日は、これで会議を閉じ、明３月３日午前10時より再開し、

審査区分２特別・企業会計についての質疑を行いたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○今野委員長 ご異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

  なお、明３月３日の審査区分２特別・企業会計の審査については、所管の部課長の出席をお
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願いいたします。 

  本日の会議は、これで終了いたします。 

  ご苦労さまでした。 

   午後５時１９分  終了 

                                             

 塩竈市議会委員会条例第２９条第１項の規定によりここに署名する。 

 

  平成２９年３月２日 

 

                 平成２９年度予算特別委員会委員長  今 野 恭 一 

                 平成２９年度予算特別委員会副委員長 土 見 大 介 
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   午前１０時００分  開議 

○今野委員長 おはようございます。 

  ただいまから平成29年度予算特別委員会４日目の会議を開きます。 

  これより、審査区分２、特別会計、企業会計の審査を行います。 

  発言のお一人の持ち時間は、答弁を含めておおむね30分となっておりますので、ご協力をお

願いいたします。 

  質疑に入ります。なお、質疑の際には、資料番号、該当ページなどをお示しの上、ご発言く

ださるようお願いいたします。土見大介委員。 

○土見委員 おはようございます。本日も質問のほうをさせていただきたいと思います。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

  私のほうからは、交通事業特別会計と、あとは実施計画の中の高齢者福祉計画と介護保険事

業計画のこの２点について質問させていただきたいと思います。 

  まず、初めに交通事業特別会計のほうです。資料№10の194ページです。 

  まず、既に他の委員のところでご答弁いただいた記憶もあるんですけれども、改めて今回、

今後の平成29年度の市営汽船の乗客数のうち観光客というのは何％、何人ほど見込んでいる

のか確認させていただきたいと思います。 

○今野委員長 村上浦戸振興課長。 

○村上産業環境部浦戸振興課長 それでは、お答えさせていただきます。平成28年度市営汽船の

乗降客、12月末までの統計でございますけれども、全部で14万人ほど乗っていただいており

ます。そのうちに、推定でございますけれども、観光客数といたしましては５万2,500人ほど

と、約３分の１という形で考えております。あと、平成29年度の我々としての推定の乗降客

数もつくってございました。平成29年の見込みといたしましては、若干前年度よりも低くな

って16万7,000人ほどを見込んでございます。そのうちの３分の１といたしますと、やはり５

万人から６万人ぐらいの観光客の皆さんは浦戸のほうに訪れていただけるというふうに考え

ております。以上でございます。 

○今野委員長 土見委員。 

○土見委員 ありがとうございます。さらに質問させていただきたいんですけれども、この観光

客の皆様はどのようなルートを通ってこのマリンゲートに到着して、そこから市営汽船で浦

戸のほうに渡られるというふうにお考えでしょうか。 
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○今野委員長 村上浦戸振興課長。 

○村上産業環境部浦戸振興課長 済みません、我々その細かいデータまでアンケート等を実施し

ておりませんけれども、我々の常日ごろの皆様と接している感覚で言いますと、やはり県内

の方が多うございます。あと、一番多いのは仙台でございますけれども、皆様大体はお車で

マリンゲートのほうにおいでになって、船で浦戸に行くという形が多いのかなというふうに

考えております。以上です。 

○今野委員長 土見委員。 

○土見委員 ありがとうございます。そうすると、マリンゲートの近くの駐車場に車をとめて、

そこからマリンゲートに行って券を購入して、市営汽船の乗り場に行って乗船するというル

ートをたどると思うんですけれども、現在駐車場から券売機のところ、さらに乗り場という

ある意味動線を考えたときに、どうしても同じ、例えば駐車場から券売機に行って、また駐

車場のほうに戻って市営汽船に乗らなければいけないですとか、動線がなかなかスムーズに

行われていないように感じるのですけれども、この点についてはどうお考えでしょうか。 

○今野委員長 村上浦戸振興課長。 

○村上産業環境部浦戸振興課長 お答えさせていただきます。現在、我々マリンゲートの東側の

駐車場に新たな施設を建設するために、皆様方の車の駐車場がマリンゲート西側の、昔でい

うバスプールのほうに移動してございます。ですので、お客様がお車でおいでになった場合

には、西側の臨時の駐車場におとめになって、マリンゲートの中を通って、マリンゲートの

中で券売機で買っていただき、そこからまた一番その観光桟橋の東側にあります１番乗り場

に移動していただくという形で、非常に動線は確かに長くなっておりますので、重い荷物を

持っていらっしゃる方とか、ご高齢で足の不自由な方にはご不便をおかけしているという形

で、我々も非常に申しわけなく思っております。以上でございます。 

○今野委員長 土見委員。 

○土見委員 ありがとうございます。津波復興拠点施設の工事中ということもありまして、その

臨時の駐車場ということになっていると思うんですが、この観光客の皆さんが使う臨時駐車

場というのはそこだけではなくて、例えば商工会議所の近辺の駐車場ですとか、もちろん駐

車場から船着き場までの距離というのもあるんですけれども、どこを通っていくのかという

ところが今わかりづらい状況なのかなと。今仮設の駐車場という話がありましたけれども、

それであると、まだ駐車場からマリンゲートの中を通って、テナントの前を通って券売機に
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行って、そこから若干迂回しますけれども船着き場に行くというルートがある程度あるんで

すけれども、通常の状態に戻ると、駐車場からマリンゲートに一旦入って券売機で買うもの

の、テナントとかのところは一切通らずにまた外に戻っていかなければいけないというよう

なルートになりますので、なかなかお客さんにとっても、もしくはマリンゲートにとっても、

マリンゲートというかそこに入っているテナントにとっても、余りおいしさのないというか、

うま味のないルートになっているのかなというふうに考えております。 

  その中で、新しく津波復興拠点施設というものが今後できる予定ではあるんですけれども、

この拠点施設をせっかく整備するということもあるので、ぜひ今自動券売機のある部分、あ

とは荷物を預けるための小屋の部分と、あとはもしかしたらこの課の事務所も含めた上で、

そういうところに集約するという計画はあるのでしょうか。 

○今野委員長 村上浦戸振興課長。 

○村上産業環境部浦戸振興課長 私どものほうでお答えするのがふさわしいのかどうかはわかり

ませんけれども、昨日復興担当のほうからも、津波復興拠点施設の管理に関しては防災とい

う形でのご答弁がございましたので、そのような形で整理されていくのかなというふうに私

は考えております。以上でございます。 

○今野委員長 土見委員。 

○土見委員 ありがとうございます。昨日のご答弁の中で、市民安全課というか防災のほうで担

当するという話があったんですけれども、実際非常時に対応するための施設として整備する

んですが、では通常時はどういうふうに活用していくかというところも考えなければいけな

いところではあると思います。そこは、ぜひ課をまたいで活用していただいて、よりよく観

光客の皆様、そして浦戸の皆様がよりよくあそこの場所を使っていただけるように、動線の

整備というのもしっかり行っていただきたいなというふうに考えておりますが、その点につ

いて、では市長、どうお考えでしょうか。 

○今野委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 まさに、今議員のほうからご質問いただいておりますが、市役所の中の各担当とい

うことではなくて、今後マリンゲートの振興、活性化を図っていくということについては、

全庁的な取り組みの中で解決すべき課題だと思っています。今申し上げておりますのは、主

務課といいますか、そういったものを主に担当するところはということでありますが、今回

の津波復興拠点施設の建設を機会に、もう一回敷地内の動線というものを確保しながら、で
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きる限り販売コーナーでありますとかそういったところにも足を運んでいただく工夫という

ものを、塩釜港開発株式会社のみならず我々も知恵を絞ってまいりたいというふうに考えて

いるところでございます。 

○今野委員長 土見委員。 

○土見委員 ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。 

  次の質問に移らせていただきたいと思います。次は、高齢者福祉計画と第７期の介護保険事

業計画について、実施計画のほうから質問させていただきたいと思います。実施計画書の24

ページになります。 

  こちらのほうで、第７期塩竈市介護保険事業計画及び高齢者福祉計画策定業務というふうに

ありまして、その中に業務内容としましては、各種の調査と分析を行い、計画策定ガイドマ

ップ等の作成を行うというふうに書いてあるんですけれども、もう少し詳しくこの業務内容

というのを、概要で構いませんのでご紹介ください。 

○今野委員長 鈴木長寿社会課長。 

○鈴木健康福祉部長寿社会課長 第７期の介護保険事業計画、高齢者福祉計画についてお答えを

させていただきます。こちらの計画につきましては、今回第７期ということで、塩竈市の介

護保険事業、それから高齢者福祉の基本的な施策の方針などについてとりまとめていくもの

でございますが、それに当たりましては、まずアンケート調査を実施いたしまして、今年度、

平成28年度中はアンケート調査のほうの実施をしてございます。 

  こちらは、まず４種類ほどの調査をしてございまして、在宅介護実態調査としましては、要

支援以上の方を対象に、抽出にはなりますが、そのご自身の方とご家族の方を対象にしたア

ンケート調査。それから、２番目としましては介護予防・日常生活圏域ニーズ調査としまし

て、こちらでは要介護認定ではない高齢者の方からの、こちらも無作為抽出での調査をさせ

ていただきます。それから、こちら今２つご説明しましたものは、国で設定されたものでご

ざいまして、国で作成された必須の設問に加えまして、若干市のほうでの設問なども加えて

地域の特性などを捉まえていこうというふうな考え方をしております。さらに、市独自とし

まして、これまでも実施しております若年者の調査、それから事業者の意向調査などをさせ

ていただきます。アンケート調査がそのようなことで、まずご意見などを伺っていくという

ふうなところ。 

  それから、６期の実施状況をこの後実態調査、給付の状況の調査など分析などをさせていた
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だきまして、それらを捉まえながら７期平成30年度から平成32年度までの３年間の事業内容、

必要な事業などを検討させていただきながら、今後の進むべきところを、施策の基本的な方

針をとりまとめさせていただくというものでございます。 

  平成29年度の予定でございますが、先ほど申し上げました給付の実績調査、分析調査のとこ

ろから入りまして、６期の評価の分析、将来人口の推計、サービス料、費用等の推定、素案

の作成をさせていただいて、パブリックコメントにつきましては年明けぐらいにご意見を伺

えるようにまとめていきたいなと考えてございます。その後に、予算、パブリックコメント

と一緒でございますが、来年の２月定例会には改正条例案をご提示しながらということで、

そこに向かいましては所管の民生常任委員協議会には随時進捗状況をご報告させていただき

ながら、また介護保険・高齢者福祉推進委員会にも適宜会議を開かせていただき、ご意見を

伺いながら進めていきたい、このように考えてございます。よろしくお願いいたします。 

○今野委員長 土見委員。 

○土見委員 ありがとうございます。私、今回この件について質問させていただく参考として、

前回の、前期のほうの資料を参考にさせていただいていて、その中で若年者調査って何だろ

うというところからちょっと疑問が入って、この部分に対して考えさせていただいているわ

けなんですけれども、アンケート調査、今ちょうどしますという話でお伺いいたしました。

アンケート調査のときに、例えば抜粋ということなんですけれども、若年者に対する調査と

して見たときに、まず健康状態、健康かどうかというようなこと、それから介護が必要にな

った場合どのような生活を望むかですとか、あとは親や身内が介護が必要になった場合にど

のような生活を望むかというような項目が幾つか列挙されています。 

  これを見たときに、まず一つ、私一応若年者の一人として考えたときに、なかなか当事者意

識として持ちづらいものがあるのではないのかなという感覚が一つありました。あとは、ほ

かの質問を見ていて思ったのですけれども、例えば統計上の、アンケートとは別の実態調査

というところで、実際にひとり暮らしの方、もしくは夫婦２人の方、65歳以上の高齢者とそ

の他家族という状態、もしくは65歳未満の方々、いろいろ分類が統計上わかっていると思う

んですけれども、そこと重複するものをアンケートとしても答えていただいていると。一つ

その国からの指定というものがあるかもしれないんですけれども、なかなか本質を捉えられ

ないというか、数ばっかりがふえてしまう項目が結構あるのではないのかなというところが

ありますので、もし市としてもある程度その部分、アンケート内容に対して項目を精査でき
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るのであれば、なるべく少ない数で本質を捉えられるような項目にしていっていただけたら

なというふうに感じております。 

  それで、このアンケート調査で一つ思ったところ、気になったところとしてもう一つ挙げさ

せていただきますと、このアンケート、では実際にアンケートをとったご家庭というのがど

のようなご家庭なのか、例えば家族構成は、それぞれの年齢は、あとは世帯収入だとか、そ

ういうところまで細かく数値として調査させていただいているのでしょうか。 

○今野委員長 鈴木長寿社会課長。 

○鈴木健康福祉部長寿社会課長 アンケート調査についてのご質問にお答えさせていただきます。

前段説明が少し不足してございました。アンケート調査につきましては、１月から実施をさ

せていただいてございまして、申しわけございません、先ほどの４つの調査、今回収の最終

段階になっているところでございます。今のご質問の中での対象でございますが、４つの調

査があると申し上げました。 

  まず、１番目としまして在宅介護実態調査、こちらが在宅で生活をしている要支援・要介護

の認定者の方から無作為で抽出をさせていただいてございます。そのご本人の状態と、それ

から介護をなさっているご家族の状態を、状況をお聞きする調査内容としてございます。 

  ２番目としまして、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査と呼ばれている調査、こちらも国で

指定のもので、先ほど申し上げました市独自のものもプラスをさせていただきながらでござ

いますが、対象としましては要介護認定でない高齢者の方からの無作為抽出ということで、

１番目の調査に当たる方、２番目の調査に当たる方はすみ分けをもちろんさせていただいて

ございます。 

  それから、３番目としまして、今委員からもご紹介ありました若年者調査、こちらは市独自

で前回に引き続き継続的にデータをとりながらということで、若い方がどのようにお考えに

なっているか、将来どのようなことをお考えになっているかということを伺いたいというこ

とで、40歳以上65歳未満の方ということで、こちらも年代を分けてということで対象を分け

てさせていただいております。 

  ４番目としましては、市内の介護事業者を対象にということで、今の取り組み状況、それか

ら今後の事業の展開をどのように考えているかというふうなことをお伺いするものでござい

ます。よろしくお願いします。 

○今野委員長 土見委員。 
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○土見委員 ありがとうございます。今回このアンケートを実施するに当たって、この第６期、

もしくは高齢者福祉計画の前の計画の反省というものを踏まえた上で、あとは国のもちろん

方針に沿うと思うんですが、その反省を踏まえた上で、市独自の例えば内容を盛り込んでア

ンケート調査もしくは実態調査というのをさせていただくと思うんですけれども、まず一つ

考えるものとして、実際第６期、この前回の計画の反省点として、今回どういうものを盛り

込んでいきたいというふうにお考えでしょうか。 

○今野委員長 鈴木長寿社会課長。 

○鈴木健康福祉部長寿社会課長 まず、アンケート調査のほうでございますが、アンケート調査

は国におきましても前回アンケートの設問数が多過ぎたかなというふうなことがありまして、

大分集約をされたような設問数になってございました。そのあたりを踏まえまして、市の独

自の部分も絞りながらでございますが、１番目の在宅介護調査ですと必須が９問、大きな設

問数でございますが、市独自のものを９問というふうなことで抑えながらやらせていただい

ているようなところ。あと、失礼しました、必須が９問で、あと国のほうで用意されたオプ

ションの10問というものがございました。それも全部採用させていただいた上で、市独自の

ものが９問というふうな、このようなところで、まずは国のほうでも設問数を抑えていると

いうふうなところを捉まえながら対応させていただいているところでございます。 

  それから、計画そのもののほうでのところでございますが、今まだ平成28年度、平成29年度

に向かっているところでございまして、この状況を今後なお分析をさせていただきながら、

それを踏まえて１年間かけて次の計画づくりを策定させていただきたいと思ってございます。

今後のまた推移についてはご報告をさせていただきながら進めさせていただきたいと思って

います。よろしくお願いします。 

○今野委員長 土見委員。 

○土見委員 ありがとうございます。ぜひ前回の計画を踏まえた上で設問というのもしていただ

きたいなと思うんですけれども、そのアンケートについてもう一つあるんですけれども、先

日志賀委員が、浦戸の交通に関するアンケートのことを例として挙げられていたと思うんで

すが、アンケート調査というものは非常に普通の数値、実態調査と違って、答えというもの

を簡単に操作できてしまうものでもあります。これは、もう意図的、意図しなくても変わり

ないんですけれども、どうしても設問によって答えというのが大きく変わってしまう危険性

というのをはらんだものでもあります。なので、ぜひ設問をする際には、その問題の前後の
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問題とのどういう関係にあるのかとか、相手によってこの問題どう答えるべきか、あとは最

初の説明文がどうなのか、そういうところもぜひ吟味した上で設問というのを考えていただ

きたいなというふうに思っております。時間もちょっとあと10分切っておりますので、次の

質問に行かせていただきたいと思います。 

  同じく、この高齢者福祉計画のほうからなんですけれども、市長の施政方針の中でも、やは

りこの人口構造の不均衡という部分に問題意識を持っておられました。この一つとして、今

日本全体の話なんですけれども、やはり公的なこの社会保障というのが、どうしても財源が

なかなか確保しづらくて難しくなってきているという現状があって、その中で公助という部

分ではなくて、例えば自助であるとか共助であるとか、要するに自分たちでどうにかしてい

こうというところが、今後のこの計画の一つ核となっていく部分ではないのかなというふう

に考えております。そのことを考えた場合に、一つその各町内会とか、もしくはそういう町

内会レベルの地域で介護予防とかのプログラムというのを実際今後実施していくと、実施し

ていると思うんですけれども、そこに対してなかなか入りづらい、例えば特に現役時代に一

線でばりばり働いてきた男性が入りづらいんですという話はよく聞きます。そういう方々が

どのように入りやすく、そのプログラム、地域にとけ込んでいきやすくするのか、そういう

ことに関しては今どのような取り組みをされているのか、時間もないのでちょっと簡単にで

いいのでご説明願えればと思います。 

○今野委員長 鈴木長寿社会課長。 

○鈴木健康福祉部長寿社会課長 今後の取り組みとしましてというところでございますが、まず

全体としましては、地域包括ケアシステムというものを目指してということで、住みなれた

地域で介護が必要な状態になりましても安心して暮らしていただけますようにというふうな

ことで、大きな区切りとしましてはそういったことでの取り組みをさせていただいておりま

す。その中では、平成28年度から始めましたいわゆる総合事業の取り組みもそうですが、今

後高齢者の方々がふえていく、高齢化が進んでいくに当たりましては、どうしてもお年寄り

としますと、若いころとは違っていろいろ動きもというふうなことになってくるところもご

ざいますので、そのようなところで高齢者の方々もお元気で暮らしていただけるというふう

なことで、まず健康でお元気で暮らしていただくためにというふうなことで、地域の中で健

康でご活躍をいただくためにというふうなことでの介護予防の取り組みなどを、その日常生

活総合事業などを通じて行っていただくことで、生活支援体制の整備というふうなことで、



-275- 

閉じこもりなどで社会との関係などが絶たれないように、外に出ていただいて活動していた

だくことなどを考えていきたいなと、取り組んでいるところではございます。 

○今野委員長 土見委員。 

○土見委員 ありがとうございます。ぜひ、特に自助・共助・公助と考えたら共助の部分ですね、

ともに地域で支え合っていくというところに関して力を入れていってほしいなと思います。

特に、前回の資料を見ると、どうしても行政としてどんなことをやっていくかということは

たくさん書かれているんですけれども、では市民として自分たちの身の回りの人とともにど

うやっていかなければいけないかという部分に関しては、やはりまだちょっと薄いのかなと

いうところはありましたので、その点についてぜひ力を入れていただきたいなと思っていま

す。 

  あと、一つこのプログラムの中で気になった部分があります。アンケート調査の実態を見て

いくと、比較的自分の、年をとって動けなくなってきても自分の家で住みたい、そして自分

の家から例えばデイサービスですとかそういう地域のプログラムに参加しながら、とにかく

自分の家を核として過ごしていきたいんだという意見は、ご高齢の方も、そして今後なり得

る若年層という方々も同じような思いを持っていらっしゃいます。けれども、このプログラ

ムを見ていくと、では若年層に対してどういう働きかけをするか、そういう未来に対して、

そういう未来を実現するためにどのような施策をしていくかということに関しては全然書か

れていない状況があります。今後、今は構想段階でいいんですけれども、若年層に対してで

は塩竈はこういう世代間を通したまちづくりをしていきたいんだと、例えば塩竈だったら２

世代、３世代で住むのがいい町なんだよと、そういうふうなことに対する施策というものを、

もしくは計画というものは今後考えられているのでしょうか、お答えください。 

○今野委員長 鈴木長寿社会課長。 

○鈴木健康福祉部長寿社会課長 若年層についてのご質問でございました。これまでの６期まで

というところでは、高齢者福祉それから介護保険事業計画というところを中心にとりまとめ

をさせていただいたところがあったかと思います。今ご意見を踏まえまして、そこを中心と

しながらも、先ほど申し上げました地域包括ケアの構築を進めるためにという大きな観点な

どのところでも、取り上げるべきところがありましたら検討させていただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

○今野委員長 土見委員。 
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○土見委員 ありがとうございます。私地元の町内会とかのほうにも顔を出させていただくんで

すけれども、どうしても世代間の差というのを感じざるを得ないような状況というのはあり

ます。やはり、その町内会の活動の中のプログラムを見てもそうですし、あとは構成メンバ

ーを見てもそうなんですけれども、なかなか若手が入りづらかったり、あとは新しい人が何

か入りづらいというふうな雰囲気があったりします。そういうところをこのまま放置してし

まうと、どうしても世代間もしくは各分野の方々の断絶みたいなものを生んでいってしまう

と思いますので、これは地域として今後進行していくときには、やはり大きなネックとなる

と思いますので、ぜひその辺の断絶も起きないような形で、この高齢者福祉を考えたときに、

そこの断絶というのも結構痛いと思いますので、起きないように施策を練っていっていただ

きたいなと思います。 

  あと、考えるところとしては、先ほど塩竈に、私の考えではあるんですけれども、塩竈に住

むとしたらじゃあ２世代、３世代、その家でちゃんと最後まで暮らせるようなまちづくりを

してほしいということがあったんですけれども、ぜひそういう気持ちを市民が持って行動で

きるようなことをサポートする、例えば２世代、３世代の家を建てるときのサポートをする

とか、そういう家づくり、小さなコミュニティー、家庭から、その地域から、そして市全体、

それぞれの段階でコミュニティーをつくる際に、塩竈の目指す理想というものを実現できる

ような施策というものをつくっていっていただきたいなと思います。この実施要綱、一番最

初を見ると、長期総合計画のところに「おいしさと笑顔がつどうみなとまち塩竈」というス

ローガンがあります。ぜひ、ここでおいしさと笑顔という話があるんですけれども、じゃあ

笑顔って誰の笑顔なんですか、そのとき隣には誰がいるんですか、そういうところまで少し

踏み込んだ政策というのを今後市長にはぜひ実施していただきたいなというふうに思いまし

て、私からの質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○今野委員長 伊勢由典委員。 

○伊勢委員 それでは、私のほうからも何点か確認をさせていただきます。 

  一つは、資料№10の249ページから269ページのところになります。魚市場の特別会計にかか

わって何点かお尋ねをしたいと思います。 

  そこで、今回のその本年度予算については１億8,000万なにがしと、こういうことで前年度

よりも7,600万円ぐらい減ということの対応のようです。そこでお聞きしたいのは、施政方針

の中の質問の中でも120億円の目標と、こういうお話で、それに見合う水揚げのさまざまな取
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り扱い数量について触れられていったのかなと思います。それはそれで、水揚げ対策そのも

のについて業界と市がそれこそ力を合わせて、そして市議会の議長もあわせて訪問して誘致

対策を進めていくということは、頑張っていただきたいなと思います。 

  そこで、ちょっとそういう120億円という目標が掲げられていながら、ちょっと最初の予算

の説明の際に105億円というふうに目標というふうになっていまして、あれ、120億円と105億

円とどこが違うのかなと、業界の皆さんの年頭のご挨拶では120億円を目指すというお話でし

たが、しかし実際上のその特別会計では105億円というふうになっていましたので、その辺の

関係についてどういうふうに捉えていけばいいのか、最初に確認をさせていただきたいと思

います。 

○今野委員長 並木水産振興課長。 

○並木産業環境部水産振興課長 魚市場の水揚げ目標120億円ということをずっと表明というか

申し上げておりました。今回の平成29年度につきましては、まだ新魚市場の整備が完全に終

わっていない状況というのがございましたので、それを勘案しての少し引き下げをしている

と。全体経費としても、やはり運営経費、１年を通して新施設での運営経費全体が出るのが

平成30年度ということになりますので、そちらのほうの120億円、平成30年度以降の目標とい

うことで、それに向けての助走が平成29年というふうに考えております。以上でございます。 

○今野委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 10月供用開始でしょうかね、そういうことも含めてという意味合いで105億円とい

うことのようです。そこで、今回改めて、特に水揚げの関係で言うと、産業建設常任委員協

議会のほうに示されたやつは103億円ですか、ざっと104億円ぐらいが平成28年の取り扱った

金額ということになっております。そうしますと、さらに年度末までの関係で、今後の水揚

げの対策というか、残り日数もそれほどありませんが、３月までのこの期間でどこにポイン

トを置いて水揚げ対策をさらに向上させようとするのか、その辺だけちょっと確認させてく

ださい。 

○今野委員長 並木水産振興課長。 

○並木産業環境部水産振興課長 通常、魚市場の水揚げの目標値などで設定しているのは、年次

で１月から12月の中での設定をさせていただいております。ただ、市役所の業務としては年

度でやっているので、年度の統計も出しているという状況です。実は、１月から３月という

のが一番水揚げ的には厳しい時期になります。この時期というのは、近海でのマグロ漁とい
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うのが余りない時期になってきますので、そこのところは、やはり近海でとれなければちょ

っと遠方に行っている船に対しても何とか塩竈で水揚げをしていただきたいということでの

お願いをしながら、何とか水揚げの確保をしているという状況にございます。以上でござい

ます。 

○今野委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 そこで、なかなかその１・２月ですか、３月までかな、時期的に厳しいというお話、

回答がございましたが、そこで総じて１年間の水揚げをしていく中で、105億円なりあるいは

行く行くは120億円を狙っていくということですが、そうしますと、議論をもう一つ踏み込ん

で考えるならば、特にまき網でしょうか、マグロのはえ縄なんかは現状維持ということを踏

まえていきたいということのお話でした。特に、イワシ、サバ等についてさらに水揚げの引

き上げを図っていくということなんですが、そうしますと、実はちょっとびっくりしたとい

うか、冷凍施設とそれからそれに見合う水揚げ対策に見合う大型の冷凍施設、あるいは冷凍

庫というんですか、等々が必要だということでの私も質問させていただいて、そうしたらそ

の３月１日の県議会で、新聞報道で塩竈に大型冷凍施設、知事が整備を表明というふうに記

事が載っておりました。一般質問の関係で、村井知事がそういう整備を取り組みたいという

ことでした。県議会の県知事での表明なものですから、それは何とも言えませんが、主には

そのサバ・カツオなどの水揚げが増加している中で、冷凍・冷蔵能力が不足しているので国

の補助金などを活用したいと、こういうお話の回答のようです。 

  そこで、しからば一歩踏み込んで考えて、我が市の場合、そういったいわば背後地の整備の

関係で、こういう県がそういうふうな、知事が答弁したということですが、ではこれまで塩

竈市として背後地の整備、保管に見合うそういったものの整備はどのような形で、そしてど

ういう関係機関に働きかけてきたのか、ちょっと確認させていただきたいと思います。 

○今野委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 ご質問の趣旨でありますが、恐らくは市場関係の整備でありますとか、岸壁の整備

でありますとか、そういったことについては基本的には公的な機関が担当すると。背後の水

産加工団地を初め関連施設整備ということについては、基本的に今日まで民間の方々の活力

に依存する部分が極めて大きかったというふうに認識をいたしております。 

  今回新聞に、知事が今後検討するという意味で答弁をされたのかと思いますが、実は先日両

卸売機関の責任者の方々と、今後の塩竈市魚市場ということで、卸売機関の一元化も含めて
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お話をさせていただく中で、やはり新たな魚種に活路を求めていきたいというふうなお話を

いただきました。そうしないと、120億円はなかなか達成できないというふうなお話をいただ

きました。 

  具体的に、問題・課題があるということで、私のほうからご質問させていただきましたとき

に、やはり両卸売機関の責任者の方は凍結施設ということを申されておりました。サバ等の

凍結施設が、残念ながら現在200トンぐらいの規模でしかないと。例えば、サバ漁船が２隻入

ってきて400トンの水揚げをするということになると、もう自動的に２日にわたらざるを得な

いというふうな厳しい環境でありました。したがいまして、今後魚市場並びに背後の施設整

備という問題、接続を考えたときに、やはり凍結施設が必要でありますというふうなお話を

いただきました。 

  早速、仙台地方振興事務所のほうに私は足を運ばせていただきまして、業界の方々はこうい

ったことで大変ご苦労いただいていると、ぜひこういったことを今後塩竈市としてさまざま

な制度を活用し、実際整備される方は、知事のお話もそうであるかと思いますが、民間の

方々がということだと思います。ただ、それに対してどういった制度を用意できるのかとい

うのが行政の役割ではないのかなと思っております。我々も、できる限り有利な制度で、今

計画されている施設等の建設計画が動き出せるような基盤的な部分を、我々塩竈市がしっか

りと役割を果たしていかなければならないのではないのかなと思っております。今後も、関

係者の方々からさまざまなご意見を拝聴する機会を数多く設けてまいりたいと思っておりま

す。以上でございます。 

○今野委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 業界の方々は凍結施設と、そうすると、こちらのほうの新聞報道の中では冷凍施設

ということですが、県議会の知事表明の関係、これはどういうふうに捉えればよろしいので

しょうか。ちょっとその辺の、業界の方々の意向と、県議会で知事が表明したこととちょっ

と違うのかなと思うんですが、その辺についてちょっと再度確認させてください。 

○今野委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 私どもも、その県議会の場におったわけではないわけでありますので、恐らくは県

議のどなたかが知事のほうに、塩竈でこういったことで大変業界の方々がご苦労されている

という意味でご質問をされたのかと思います。詳細の質問要旨については、まだ入手をいた

しておりませんが、趣旨については私が今申し上げたのは、両卸売機関の責任者からお話を
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お伺いしているのは凍結施設が不足をしているのでというお話でありましたので、恐らく意

味は、趣旨は同様かなと思いまして、今ご答弁をさせていただいたところであります。なお、

県議会のほうでどういった質問がされたのかということについても、後刻確認をさせていた

だきたいと思います。以上でございます。 

○今野委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 一つこれ大事な課題でして、私たちもやはり120億円、新しい魚市場の関係で背後

地の対応が、民間の力も含めて対応できれば、なお一層120億円を目指す取り組みになるので、

ぜひ頑張っていただきたいなという思いで質問をさせていただきました。大体これは、魚市

場については一応そういうことで終わらせていただきたいと思います。 

  次に、同じその資料№10のところで、下水道料金について触れさせていただきます。資料で

いいますと、資料№10の268ページから292ページというところに、下水道の今回の特別会計

の予算が示されております。 

  そこで、この下水道料金について、過去にも私的には特別会計・企業会計の決算なり、ある

いは予算特別委員会等で質疑をさせていただいたわけですが、下水道使用料の改定は、この

間若干引き下げの経過はたどっておりますが、下水道事業の財政計画期間というのは今年度

までなのでしょうか。まずそこから確認させてください。 

○今野委員長 佐藤下水道課長。 

○佐藤建設部下水道課長 お答えします。下水道の計画期間ですけれども、平成27年度から平成

29年度までという形で現在進んでおります。 

○今野委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 そこで、この下水道計画の中で改めてちょっと確認をさせていただきたいのですが、

平成29年度のこの示されたもので言いますと使用料ですか、下水道使用料が11億6,816万円で、

今年度のその使用料の見込んでいるのは12億5,369万円ということで、ちょっと開きがあるの

かなと思うんですけれども、計画ともちろんその実際の使用料の見込みと、いろいろ精査し

た中で食い違いは出てくるのはしようがないにしても、その辺の意味合い、今回のこの計画

と、今年度末でもっての計画と使用料の比較をちょっと教えていただきたいと思います。 

○今野委員長 佐藤下水道課長。 

○佐藤建設部下水道課長 お答えします。今回の平成27年度から平成29年度までの計画期間の算

定を、平成26年12月定例会にお示しさせていただいております。このとき、使用料の収入の
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ほうをシミュレーションしたところ、そういった11億6,000万円ぐらいのほうの年間収入だろ

うということは想定をしておりましたけれども、震災後の回復が早く、震災前と同程度ぐら

いの収入に落ち込まないでずっと維持しているというふうな状況でございましたので、今年

度の下水道の使用料の収入といたしましては、昨年度と大体同等ですけれども、12億5,000万

円ほどというのを計上させていただいております。 

○今野委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 比較的落ち込まないということで、大体前年並みということで理解をするところで

ございます。そこで、その下水道の財政計画というのは、先ほど確認の意味で聞いたわけで

すが、平成29年度までの期間。そうすると、平成30年以降のこの下水道の計画というのは、

見直しの改定作業に入るんでしょうか、今年度はどうなのか、その辺からお尋ねしたいと思

います。 

○今野委員長 佐藤下水道課長。 

○佐藤建設部下水道課長 その計画期間につきましては来年度までということで、平成29年度に

は計画期間の最後ということになりますので、次期の計画につきまして見直しといいますか、

再検討をしていくという形になりますけれども、先ほど申しました使用料のプラスの要因と

いうのがありますけれども、若干マイナスの要因というのも出ているのは事実です。 

○今野委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 使用料プラスの要因、マイナスと、そうするとプラスとマイナスどういうふうに考

えればいいのでしょうか。これだとよくわからないので、何がプラスで何がマイナスなのか、

その辺確認させてください。 

○今野委員長 佐藤下水道課長。 

○佐藤建設部下水道課長 お答えします。まず、プラスの要因ですけれども、先ほどの使用料の

収入が想定よりも上がっているというような部分があります、それがプラスの要因と。マイ

ナスの要因と申しますのは、最終的な下水の処理をするのに仙塩流域の処理場のほうで処理

をするんですけれども、そちらのほうの単価のほうが、平成28年度から平成30年度までの期

間ということで見直しをされています。こちらのほうが、当初想定しなかったマイナスの部

分となります。１立米当たり34円の処理の単価から37.6円のほうに処理単価のほうが上がっ

ていると、それがまず１点目のマイナス要因。 

  ２点目のマイナス要因といいますのが、下水道の起債をお借りして償還しているというよう
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な状況でございますけれども、こちらのほうの資本費平準化債ですけれども、こちらのほう

が国の要綱のほうが変わりまして、これまで施設の耐用年数を一律45年、管渠もポンプ場も

45年という形で償却期間を算定、それをもとにして発行額を算定しておりました。こちらの

ほうが、平成28年度の通知から管渠が49年、ポンプ場が24年、こういった形でより細かく分

けられて発行額を算定するようにということになりましたので、こちらで計算しますと発行

額が下がるという形のマイナス要因というのが発生しております。以上です。 

○今野委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 去年、おととしですか、仙塩流域下水道の使用料が単価が上がりましたというのは、

ここの議会の中でもお聞きをしていたところですが、起債のこの新たな変更というのは初め

て耳にしましたので、これは議会のほうには報告あったんですか、ちょっと私聞き漏らした

のかどうか、ちょっと申しわけないけれども確認させてください。 

○今野委員長 佐藤下水道課長。 

○佐藤建設部下水道課長 報告というのはちょっとあれなんですけれども、通知というのは毎年

度来ています。平成27年度につきましては、４月１日に総務副大臣のほうから通知が来てい

るという形、平成28年につきましては、平成28年４月１日に総務大臣からの通知というのは

出ているというふうな状況でございます。 

○今野委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 そこで、マイナスの要因ということでのお話、回答がございましたが、そうすると、

先ほどで言いますと、当時資本費平準化債で滑らかに償還していくんですよということで、

その産業建設常任委員会のほうで大分議論された記憶をちょっと思い起こしました。そこで、

そうしますと管とポンプ場を２つに分かれるということは、償還そのものの期限がポンプ場

は20年間、そうすると管のほうは49年と、これ管のほうは45年から49年と４年ぐらい延びて、

ポンプ場のほうが20年ということになるかなというふうに思うんですけれども、そうすると

今後の償還としてふえていくのか、あるいは減っていくのか、ちょっとその辺確認させてく

ださい。 

○今野委員長 佐藤下水道課長。 

○佐藤建設部下水道課長 お答えします。今現在の起債の全体額ですけれども、こちらのほうが

277億円ほどございます。大体汚水が56％、雨水が大体44％の割合になるんですけれども、こ

ちらは平成20年度からの数字で、大体90億ほど減少しているというふうな状況でございます。
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このままで行きますと、残高が平成35年には200億円を切って、平成41年には100億円を切る

というような見込みでおります。以上でございます。 

○今野委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 そうすると、下水道会計にとっては起債償還で今現在277億円、先ほど割合示され

ました。そうすると、平成35年には200億円台に償還額としてはなっていくよ、そして平成41

年の時点で100億円台ベースだろうと。そうすると、私的に考えますと、市民の皆さんの下水

道料金の引き下げのいわば根拠になるのかなと、こういうふうに思うんですけれども、起債

償還ですから当然返さなければならない、それは年限もございますから、それは一概に私が

経営上の判断ができるとは思いませんが、しかし例えば基本使用料600円、あるいは従量料金

の関係で、いろいろ従量料金、特に一般汚水の関係で、この間2.1％の減といいますか改定を

したと、マイナス改定をして、大体１世帯当たり月５円ないし10円ですよというような回答

で、平成29年度までなんだというお話だったんですが、そうすると、そういうさらなる引き

下げの一つの理由になるのかなと思うんですけれども、その辺はいかがなものでしょうか。

それを裏づけにしたものとして改定作業に移っていただくなら、より市民の皆さんにとって

は暮らしやすい、定住しやすい、それこそ定住という問題が随分議論されていますので、そ

の辺はいかがなものでしょうか。 

○今野委員長 佐藤下水道課長。 

○佐藤建設部下水道課長 今申しましたプラスの要因、マイナス要因も含めまして、そういった

ものを総合的に勘案しまして、今後対応というのを考えていきたいと思います。以上です。 

○今野委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 ひとつよろしくお願いします。これは、やはりその下水道料金の引き下げというの

は、当初引き上げの際、大分市民的な、反対ですよという署名運動もありまして、その後市

のほうでも引き下げを、若干なりとも引き下げたというのは、それはそれでよかったのかな

というふうに思います。総合的な勘案ですので、これは市当局にぜひ引き下げの方向を加味

していただきたいなということで、私からも要望させていただきます。 

  あと、今のこの現行水準で考えますと、県内での塩竈市の下水道料金は、ランクとしては何

番目ぐらいなんでしょうか。 

○今野委員長 佐藤下水道課長。 

○佐藤建設部下水道課長 ランクは２番目ということになります、上から２番目です。 
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○今野委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 上から２番目ということですので、やはりさらなる引き下げをよろしくお願いをし

たいと思います。 

  そこで、ちょっと関連してお聞きしたいのは、実施計画書をちょっと見ましたら、実施計画

の87、88ページというところで、下水道のこれは実施計画総括表というのがあるんですね。

そこのところで、下水道事業会計の総括表というのがございます、約18億円の事業費ですと。

一方、平成30年度を見ると2,000万円ぐらいなんですかね、あとはゼロとなっていますから、

これはこれからのローリングしながら検討するのでしょうけれども、この捉え方はちょっと

どういうふうになっているのか、私わからないのでお聞きしたいと思います。 

○今野委員長 佐藤下水道課長。 

○佐藤建設部下水道課長 お答えします。こちらの実施計画の構成なんですけれども、こちらの

83ページをお開き願います。こちらは、災害の塩竈市震災復興計画、復興分のみという形に

なっていますので、平成29年度は18億4,300万円で、平成30年度は2,000万円ほどという形で

復旧・復興事業は収束するというふうな見込みでの計画ということになっています。 

○今野委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 そうしますと、新年度で大型のポンプ場の整備がほぼ完了するという実施計画上の

表記だということなんですかね。 

○今野委員長 佐藤下水道課長。 

○佐藤建設部下水道課長 今実施しております中央の第２ポンプ場、貯留管を含め中央関係の部

分、さらに越の浦ポンプ場も来年度完成するという予定でございます。 

○今野委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 たしか前にも質問したような気がするんですが、この全てのポンプ場が整備完了し

て供用開始になると、震災以降の大雨で冠水した何か基準がありましたよね、塩竈市、ここ

ら辺まではクリアできるということなんですか。 

○今野委員長 佐藤下水道課長。 

○佐藤建設部下水道課長 お答えします。降雨強度、１時間に降った雨ですけれども、44.5ミリ

の降雨まで対応できるということで計画しております。 

○今野委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 わかりました、44.5ミリということですね。ひとつ市民の暮らし・安全にとって欠



-285- 

くことのできない雨水対策事業でございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  たしかこれ以上は、国のほうはこの目安でしか整備しませんよというふうな、ちょっと私捉

え方をしていたんだけれども、これ以上例えば50ミリ対応とか、ひところ降ったその大雨の

関係の整備というのは、国は基準は考えていないんですかね、復興交付金事業の中では。 

○今野委員長 佐藤下水道課長。 

○佐藤建設部下水道課長 まずは44.5ミリというのは、復興交付金の事業で認められたものとい

う形で今のところは実施しております。ただ、復興交付金のほうなんですけれども、下水道

の事業として総額139億円配分されております。こちらのほうで、今現在122億円の契約額と

いう形で執行しておりまして、大体87％ぐらいという形で、まだこの執行残といいますか、

落札残というものもあります。こちらのほうを何とか活用しながらできる限りのものは、何

かできないかという部分は復興庁に対してのご相談というのはこれからも継続してやってい

きたいと思います。以上です。 

○今野委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 ぜひ、先ほど139億円、122億円、さまざま市民の暮らし、安全のためになお一層努

力していただくことをお願い申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。ありが

とうございました。 

○今野委員長 菊地 進委員。 

○菊地委員 おはようございます。昨日に引き続き質問させていただきます。 

  質疑を行う前に、私は塩竈市監査委員でありまして、よって地方自治法第198条の３第２項

の規定に抵触しないよう質問させていただきます。数字をどうこう追及するというよりも考

え方、そしてそのもととなることをちょっと確認していきたいと思います。 

  まず、施政方針でいろいろ述べられておりました。その中で、考え方としてはやっぱり財政

課長にお伺いするんですが、この予算をつくるときに市長の考えを尊重してつくったと思う

んだけれども、そういう認識でよろしいんですか。 

○今野委員長 末永財政課長。 

○末永市民総務部財政課長 もちろん市長を中心として、市全体の意志として編成をしておりま

す。以上でございます。 

○今野委員長 菊地委員。 

○菊地委員 ありがとうございます。それで、もっと分割していえば、各特別会計の事業があり
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ますよね、あと２つの水道と病院があると、そういったところとも綿密に市長の意志を伝え

て予算組みの取りまとめをして、こういったものを出してきたというふうな認識でよろしい

んですか。 

○今野委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 今菊地委員のほうから、特別会計の分野で例えば申し上げれば、関係する部署と綿

密な調整をした上で今回の予算提出したのかというご質問でありました。内容については、

全て庁議の中で詳細を説明をし、その所要の予算の必要性につきまして、それぞれの担当の

ほうからも説明を聞いた上で、こういった予算を提出させていただきました。以上でござい

ます。 

○今野委員長 菊地委員。 

○菊地委員 ありがとうございます。そういった各課、各部によってちゃんと話し合いがなされ

てなったと。それで、なぜ冒頭にこう行政のスタートラインとなる施政方針の中で、私は繰

出金のことでいうと、まずいろいろ聞いていきたいんですが、資料№15の54ページ、ここに

繰出金の一覧表というのを出していただきました。これを見ていくと、基準内、基準外とい

うのはここで論ずることはないんですけれども、ただ私個人的に残念に思うのは、魚市場関

係が、先ほども伊勢委員も質問していましたが、水揚げが目標は120億円ですよと、しかしな

がら105億円ですよ、あと実施計画には平成21年来から100億ですよと、だから根幹となるも

のが何が何だかわからなくて、意志あるところには道は開けるんだと言っているのだったら、

やっぱり高い目標で、120億円だったら120億円に近づくような、そういった考え方というの

が必要ではないかなと思うんですけれども、今魚市場整備中なので105億円にしましたと言わ

れても、だって整備中でありながら業界団体の皆様の協力を得ながら百何億円という水揚げ

もしているわけですから、やっぱり目標は目標として高く掲げるのが私はいいのではないか

なというふうに考えているんですが、いかがでしょうか。 

○今野委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 ただいま魚市場の水揚げを例にとっていただきまして、できる限り高い目標でとい

うご質問でありました。趣旨については、我々もできる限りという思いはございます。ただ、

先ほども担当のほうからご説明をさせていただきましたが、主に漁船の水揚げということに

ついては、今までは南棟と言ってまいりました、今はＡ棟という呼び方をさせていただいて

おりましたが、あの場所が中心で水揚げをやってまいりました。この間、建てかえのために
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水産関係者の方々に大変なご迷惑をおかけしてきたことは事実であります。そのために、仮

設荷さばきというものを全漁連さんの前につくったり、施設のやりくりをしながら何とか水

揚げを一定額確保できるような努力をしてきたと。そうした対処を申し上げれば100億円ぐら

いかと思いますが、おかげさまでそういった関係者の努力によりまして、ことしも平成28年

次も何とか104億円弱ぐらいの水揚げを計上できたということであります。 

  平成29年度におきましても、Ａ棟につきましては残り半分といいますか、一番主力の部分を

建屋を壊しまして、今建てかえ中でございます。完成が９月末で、10月から本格オープンと

いうことになるわけでありますが、例えばマグロの漁期、あるいは三陸塩竈ひがしものの漁

期に、残念ながらそういった形で水揚げを制限せざるを得ないというふうな状況であります

ので、そういった事情で平成29年度については大変恐縮でありますが、こういった年間の水

揚げ高をということで、先ほど担当のほうからご説明をさせていただきました。なお、既存

の施設をできるだけ活用して、水揚げがより増額となりますよう努力をいたしてまいりたい

と思っております。以上でございます。 

○今野委員長 菊地委員。 

○菊地委員 私は、だから目標は高くしたほうがいいのではないのと。皆さんさっきも言ったと

おり、業界団体のご尽力を賜りながら、平成28年は104億円ですか、そういう水揚げをなさっ

たのだから、塩竈市が目指している120億円だったら120億円の目標に向かうのが筋ではない

かなというのは私の考えであります。でも、諸般の事情があるから水揚げ105億円でいいんで

すよといったら、それでいいのかなと思うんですけれども、でもやっぱり塩竈の基幹産業で

あったら、先ほども言ったとおり業界団体の協力を得ながら今魚市場の整備が進んでいるわ

けです。その中でも、昨年は104億円の水揚げがあったという実績がありますから、私は市の

基幹となる方針でいう120億円ですよというのであれば、やっぱりそれを目標にすべきではな

いかなというふうに考えていますので、それはそれとして105億円の目標で、それに頑張るん

だという意気込みだけ聞きましたので、ぜひ頑張っていただきたいなと思っています。 

  それで、いわゆる漁船誘致関係に行っていますけれども、その成果というのをある程度、私

も十数年前に二、三度行かせていただいたのですが、やっぱり向こうに行っていろいろ塩竈

市に対しての要望とかあると思うんですよね。私は保戸島に行ったとき、ちょうどあのとき

まだ宿泊施設あったんですけれども、畳がえをお願いしますなんて向こうの業界団体から言

われて、帰ってきてああと思ったら、その９月にその施設の廃止で、だから何だったのかな
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と、あのときも私は反対したんですけれども、ちょっとこうそういった、せっかく行って向

こうの要望を聞いて、塩竈にぜひ船を来てもらって水揚げをいっぱいお願いしますといって、

向こうの要望、意見を聞いて、やっぱりちゃんとしなくちゃなと思っていると、帰ってくれ

ばそういった宿泊施設が廃止するんだよなんて言われると、何かちょっと違和感がありまし

た。そういうことがあったので、成果の上がるような漁船誘致をしていただきたいなと思い

ます。よろしくお願いしたいと思います。 

  それで、あと病院の関係でちょっとお伺いしたいんですが、施政方針で言うと、施政方針で

言わなくてもいいんですが、前年度より予算が7.3％の減になっています。病院も大変な運営

を強いられているのかなというのを思っています。それで、さまざまな患者さんの増に関し

て対策を練っていきますよというふうにここに記されているんですが、患者さんの対策、ど

ういうふうな対策をするのかと、いろいろな考え方あると思うんです。だけれども、患者さ

んをいっぱい呼ぶんだよと言っていて、予算というか売り上げが7.3％くらい減らすというこ

とで、何か言っていることとやることが違うのではないのというふうに考えますので、その

辺のどうやって患者さんをふやすのか。 

  あと、私は常にこういう機会があるたびに、一生懸命病院をやってくださる先生方の招致と

いうのをお願いしているんですが、その２件について考え方をお知らせください。 

○今野委員長 伊藤市立病院事業管理者。 

○伊藤市立病院事業管理者 では、私のほうからお答えいたします。病院事業、患者さんがあっ

ての病院でございます。いろいろどんな努力をしているかということでございます。一番は、

いろいろな病院との連携といいますか、開業の先生、それから近隣の病院、それから仙台市

内の病院、そういう先生方と連携しているということでございます。先日も、近くの大きい

病院の先生方、それからあと看護師からメディカルソーシャルワーカーが入りまして、いろ

いろ検討会もしまして、患者さんのいろいろなやりとりといいますか、前にもお話ありまし

たように、患者さんは今は１カ所で完結する時代ではなくなってまいりましたので、本当に

短い期間の急性期が終われば次はどこに行くかと、そういう形でうちの病院にも多くの患者

さんが来てもらうような、そういう連携を深めております。 

  それから、外来に関しましては、今までもご質問あったように、ちょっと患者数が少し少な

くなっているところでございます。患者サービスという点でございまして、やはり早くから

採血して、早く診察して、早く会計もして帰られると、そういう基本的なところを今始めて、
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この１月から始めております。それから、あと医師会等で私出ておりますので、そういうと

ころからもなるべく病院で診るそういう難しいのは病院、開業医の先生でもごらんになれる

ものは開業医、そういう患者さんのやりとりをしっかりしていくことが、また病院にとって

は大事かなと思っております。 

  それから、医師の招致といいますか招聘なんですが、これはなかなか非常に難しいところで

す。現実的に、私も定期的に大学を訪れて、教授あるいは医局長とも話してやっております。

非常にやっぱり医師不足は、宮城県内はやっぱりかなり深刻にはなっていますね。この地域

だけではなくて、県北のほうを見ていてもそうなんですが、非常になかなか先生方が集まり

にくい。東北大学の例で言いますと、やはり東北大学に入られた生徒も関東から来られる生

徒も多いものですから、研修の段階で関東に戻られてしまうということもあります。また、

一方東北大に東北地方のほかの地域からも集まってくる先生がおりますので、ほかの県から

見ると、宮城県はまだまだいいほうなんですが、我々もそういういろいろなつても利用して

やっています。大学関係、それから県のドクターバンクの系統もあります、そういうのも利

用する、あるいは民間的なところも利用しながら、できる限りのそういう医者集め、地域に

貢献できる先生をできれば集めたいなと思って、今もいろいろ当たっているところでござい

ます。以上でございます。 

○今野委員長 菊地委員。 

○菊地委員 どうもありがとうございます。やっぱり患者さんをふやしたいんだといっても、そ

れを診てくださる先生がいなければなかなか伸びていかないのかなと思いますので、今後と

も患者さんの増を考えるのであれば、やっぱりお医者さんの招聘というんですか、そういう

のをもっと、積極的にしているとは思うんですけれども、なかなか大学病院のご都合もある

と思うんですけれども、塩竈、粘り強く何とかお願いしたいなと思っています。先日も、改

革プランのとき本郷先生がみえたときも、私は本郷先生にも内科が専門なときに、先生何と

かと、こうお願いしますし、やっぱり周りの声からも、知っている先生がおられたらお願い

していくというふうな、そういう心が通じるように、塩竈はみんな来てほしいんだと言われ

るような呼びかけをしていけば、いつぞや先生が来てくださるのかなと、そういう思いでお

りますので、今後ともご尽力賜ればなと思っております。 

  それで、あと考え方として、さっきもいろいろな数値の件でお話ししたんですが、やっぱり

経常収支の均衡を目指すのではなく上を目指さなくては、アップね、ちょっとでも黒字化を
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目指すというのだったらわかるんだけれども、均衡が目標だったら違うのではないかなと、

だからさっきどういう考えですかと財政課長に聞いたのは、そういう意味もあって、やっぱ

りせっかく施政方針でうたわれるのであれば、収支の均衡だけでいいのかなと。やっぱり、

病院がある程度余裕を持った運営をしていただくためには、黒字になるような運営を目指し

てもらったほうがいいのかなという、そういう考えで今確認をさせていただきますが、そう

いう均衡だけでいいんですよというのか、やっぱり上を目指すという意思があるのかどうか

お答え賜れば、それは事務担当の方で結構ですのでよろしくお願いしたいと思います。 

○今野委員長 荒井市立病院事務部長。 

○荒井市立病院事務部長兼医事課長 全くおっしゃるとおりだというふうに認識してございます。

やはり、安定的な経営をするためには資金の運用というのも、あるいはその資金繰りという

ものを考えたときには、当然ながら黒字をまず出して、自前でもって資金運用していく、資

金繰りをしていくというのが非常に当然ながらの理想的な話でもありますし、それが公営企

業の独立採算の内容だというふうに理解しております。そのためにも、先ほど管理者からも

お話ありましたように、改革プラン、事実もう１月あるいは今月もう既にいろいろな見直し

をしてございまして、収入増だけではなくて、一方では支出の削減という見方もあわせてや

っております。平成29年度はそういった予算組みになるべく近づけるように、我々のほうも

努力してまいりたいというふうに考えております。以上です。 

○今野委員長 菊地委員。 

○菊地委員 どうもありがとうございます。一生懸命やって、やっぱりその目標というのはある

程度持って、その目標に向かっていくというのが、まちづくりだって、病院経営だって、各

特別事業だって、水道事業だって同じではないかなというふうに私は思っていますので、そ

ういうことが集結して集大成がなることによって、塩竈の住みよさが実感できてくるのでは

ないかなと思っていますので、住みよい塩竈を目指すのであれば、やっぱり10の特別会計だ

って２つの企業会計だって頑張ってもらわないといけないなというふうな思いで質問させて

もらっている次第であります。 

  それで、あと10分余りなんですが、交通事業関係についてちょっとお伺いしたいと思います。

交通事業会計、ページ言いなさいというのであれば資料№15の、やはりこの54ページ、あと

実施計画でもあったんですが、実施計画のほうは57ページ、これで、ここの下に、今回は１

億4,775万円の船をつくる予算が計上されているわけなんですが、それはそれでいいんですが、
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その事業内容の中で、私はこういう感じで船をつくるのかなというのであれば、ちょっとも

ったいないような感じをします。施政方針に対する質問でも、うちの会派の鎌田委員が、や

っぱりふやす、そのためにどうするのかと、だんだん縮小していくのではなく。これを見る

と、浦戸の島民の人口が減少が続くよと、もう認識しているんですよね、行政は。しかしな

がら、それによって島民による市営汽船利用増加は厳しい状況となっていると、ここでもち

ゃんと認めている。そのために、輸送人員に対して適切な輸送体制を整える、そしてその後

に、効率的な航路経営上求められているというふうになっているのだから、例えば１日の便

数を考えるとか、この船を新造船をつくるにあたってその便数を変えるとか時間帯をかえる

とか、そういった体制を考えていることがあればお知らせ願いたいと思います。 

○今野委員長 村上浦戸振興課長。 

○村上産業環境部浦戸振興課長 お答えさせていただきます。これは、我々第２期の交通事業会

計経営健全化計画に基づきまして、小型船の建造を進めるものでございます。その一方で、

交通事業経営健全化計画の中では、新造船、小型船の建造にあわせまして、より島民にとっ

て利用しやすいダイヤに変更するということも大きな柱として掲げられております。具体的

に言いますれば、まだ島民の皆様とのコンセンサスは得られておりませんので、余り具体的

なお話はできないかもしれませんけれども、島民の皆さんのアンケートで要望の出されてお

ります便をなるべく実現可能にできるように、具体的に言えば、例えば今期間によって運航

しております塩竈発11時便であるとか、それから最終便は今ウイークエンドということで社

会実験として塩竈発７時半便をやっておりますけれども、そういったものももうちょっと便

数をふやせないかというご要望もありますので、そういったところを平成29年、１年間かけ

て島民の皆様と議論をしながら、確定した便をつくっていきたいと思っております。以上で

ございます。 

○今野委員長 菊地委員。 

○菊地委員 ありがとうございます。そういった新造船をつくるのは、それはそれで小型船にな

るというのは説明受けています。それで、やっぱり小回りがきくのだったら、それなりの運

航体制というのが持てるのではないかなと思っています。我々、門司と下関の汽船を利用し

たときは、本当にもう少人数で何回もピストン輸送、そういうのを目の当たりにしてきて、

塩竈だってそういう小型化して何回も往復すれば、やっぱり利用者もふえるというふうな、

それが便数が少なければ、今行ってしまったからあと次まで３時間もあるんだといったら、
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なかなか船を利用できない、ではもうこの際きょうは出かけないわとなるのが人の常ではな

いかなと思いますので、まずそういった小回りのきくような増便を考えて、島民に市道と同

じだから便数をうんとふやしますよと、そういった考え方を示していけば、浦戸の人口だっ

て減少がとまるのではないかなと私は考えますので、そういった考え方を進めていくお気持

ちがあるのかどうか、担当課長にそういうのを聞いて申しわけないんですけれども、そうい

った考え方を持って島民との話し合いをしていただけるのかお伺いしたいと思います。 

○今野委員長 村上浦戸振興課長。 

○村上産業環境部浦戸振興課長 お答えさせていただきます。今まさに委員おっしゃるように、

島民の皆さんの利便性を考えれば、便数はふえればふえるほどいいということは当然でござ

いますが、一方で我々交通事業特別会計、企業特別会計でございますので、経営という観点

もございます。その折り合いをつけながら、最大限その島民の利便性の向上につながる便を、

先ほども言いましたけれども、平成29年、１年かけて島民の皆さんと議論をしてやっていき

たいという思いで、私は今考えております。以上でございます。 

○今野委員長 菊地委員。 

○菊地委員 浦戸住民の方と話し合いするのはいいけれども、やっぱりこちらである程度、こう

いうふうにしたいんだよ、こういうふうにしますよというふうな考えを示していって、そし

て浦戸の住民の要望、意見を聞いて、そこで折り合いをつけるというんだったら私はいい手

法ではないかなと思うんですよ。あと、その中で以前にも申したと思うんですが、考え方と

して、いわゆる小型船になるんだと、いわゆる桂島でも野々島を拠点として、そこに行って

塩竈から行くのは桂島か野々島までだよと、そしてそこで下ろしたら、あとは寒風沢だ朴島

というのは拠点化をして、そこから乗り継いでいってもらうと、そういった方法もすれば、

まずは島まで便数が何回も行けるんだよ、そういうふうな考え方も考えていただいて、そし

てよりよい住民が利用しやすい、また交流人口をふやすお考えであるのであれば、そういっ

た何万人という交流人口をふやすのであれば、そういった考え方をして、なおさらのこと旅

行者の方、観光客の方だったらやっぱりそういう拠点化をして、島を歩いてください、あっ

ちに行けば渡船がありますよと、そういった方策だって夢がひろがるのではないかなと私は

思うんですけれども、従来のただふやす、時間を変えるだけでは、観光客やら島民が満足し

ないのではないかなと、こう思いますので、ぜひそういった考えをこう、いやそんなの無理

だよというんだったら無理と言ってもらっていいんですけれども、そういう考え方もやっぱ
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り、私は住民の福祉向上を考えるのであればそういうことも必要ではないかなと思いますが、

いかがでしょうか。 

○今野委員長 村上浦戸振興課長。 

○村上産業環境部浦戸振興課長 お答えさせていただきます。今委員おっしゃったようなことは、

当然我々としても島民の皆様方との議論の中であらゆる可能性を考えてまいりたいと思って

おりますので、その中で実現可能になるもの、又は実現まで至らなかったものというのは

多々あるとは思いますけれども、１年間かけて議論して便数をふやす、または島によっては

寄らない便があるよとか、そういったところも当然議論をさせていただければと思います。

ただ、島民の皆さんに前にアンケートをとったときには、やっぱり島ごとの格差が広がるの

で、寄ったり寄らなかったりということはなるべく避けてほしいというアンケート結果もご

ざいましたので、そういったところも勘案しながらちょっと我々としては議論をしていきた

いというふうに考えております。以上でございます。 

○今野委員長 菊地委員。 

○菊地委員 そのアンケートもいいんですけれども、だから通過でなく拠点、だから一番近い桂

島だったら桂島に一旦おりて、そこから乗りかえてもらって行くと。決して例えば桂島にと

まったら、もう野々島にとまらないでそのまま寒風沢に行くと、そういうことではないんで

すよ、私が言っているのは。わかったよね、拠点化というのは。（「はい」の声あり）そこ

を拠点にして広げると、そういうふうにすれば、島民の方だって、何だ乗りかえるのに大変

だといっても、やっぱり便数をふやす考えがあるのだったら、そういうのも一つの方法です

よということを言いたいだけです。いろいろ浦戸住民の要望、意見を聞いて、観光客がいっ

ぱい来るようにして、塩竈が発展しますようご祈念申し上げまして、私の質問を終わります。

最後になりますが、やっぱり意志あるところには道は開けると、そういう思いで頑張ってく

ださい。終わりです。 

○今野委員長 小高 洋委員。 

○小高委員 午前中最後の質問となります。若干やりにくいタイミングではありますが、もうし

ばらくおつき合いいただきますようにお願いを申し上げます。 

  それでは、私のほうから、まず資料№10の208ページ以降、いわゆる国民健康保険事業特別

会計のところから何点かまずお伺いをしたいと思います。 

  まず、初めにさまざま歳入歳出の関係、数字ございますが、いわゆるこの会計予算のところ



-294- 

からどういったその見通しといいますか、そういったところを簡単にで結構ですのでお答え

をいただきたいと思います。 

○今野委員長 志野保険年金課長。 

○志野健康保険部保険年金課長 ただいまご質問いただきました、国保の見通し、方向性という

ことでよろしいでしょうか。はい。現在、塩竈市の国民健康保険、被保険者数は４％から

５％程度減少傾向にあります。ただ、医療費につきましては高額薬剤費等もございまして、

逆に伸びているという傾向があります。ことしの予算につきましては、それらが相反する関

係にはございますけれども、被保険者数の減少か大きいということから若干減少していると

いう状況にはございます。これにつきましては、今年度も続くというふうに見通しを立てて

おります。よろしくお願いいたします。 

○今野委員長 小高委員。 

○小高委員 見通しについて、本当に簡単に時間をかけずにお答えいただきました。ありがとう

ございます。 

  それで、そのところにすぐ入っていくのではなくて、今度は資料№15におきます35ページか

ら39ページのところでさまざま資料の関係いただいておりますので、そちらのほうから少し

観点を変えてお伺いをしたいと思います。 

  まず、38ページのところで、いわゆる短期保険証の関係、そのあたりをお伺いしたいと思う

んですが、６カ月あるいは３カ月、あるいは資格証明書ということで、３カ月の方は基本的

にその窓口受領というところを推進をしていると、６カ月の方は郵送ということで、それで

また数字を見ますと、資格証の発行も一定数あるということであります。ここでの数字を見

させていただきますと、塩竈市、平成28年度において、いわゆるその３カ月、６カ月短期保

険証というものがおよそ790世帯ほどになるでしょうか、それで窓口受領世帯ということで

376世帯ということで、これは引き算をすると窓口受領されていない方というところが大体

160世帯というくらいのところになってくるのかなというふうに思います。およそ30％程度と

いうふうに計算をいたしました。 

  それで、今度は県のほうから、昨年の６月１日現在での資料をいただきまして、こちらのほ

うでも合算しておよそ744世帯ほどが短期証の交付世帯と、そのうち未交付者数が277世帯と

いうことで、およそ37％がいわゆる窓口にとりに来られないというような方がおられるとい

うことも一定わかったわけであります。 
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  そういった中で、この短期証あるいは資格証明書というものが、やはりその医療の機会に一

定制限をかけてしまうようなことにつながりかねないのではないかと、そういった危惧があ

るわけでありますが、一方でこの間いろいろ説明いただきまして、その未納世帯とのいわゆ

る納税相談の機会確保という観点もお伺いをする中で、目的としては何となくわかりはする

んですが、やはりこれは丁寧な対応が必要なんだろうなというふうに考えているわけであり

ます。 

  そこで、簡単にちょっとお聞きをしたいのですが、この38ページの資料からして、窓口受領

世帯376と、実際に窓口に来られてさまざま相談をされた上でこういったことになっているの

だと思うんですが、この中で実際納税されていただくというのは、基本的にはこの376世帯と

いうのは納税につながっていくということになるのでしょうか。 

○今野委員長 武田税務課長。 

○武田市民総務部税務課長 税務課からお答えいたします。まず、こちらのほうで短期証の世帯

の方に納税相談の呼び出しという形で出しまして、それでまず応じていただけた時点では、

基本的に６カ月証になる方がほとんどだと思います。それで応じていただけない方が３カ月

の短期証該当になりまして、そちらの方に、あなたの３カ月の短期証ですので納税相談兼ね

まして受け取りにきてくださいという通知を出します。それで、お越しいただいて納税相談

していただければ、その場で即時発行するような形をとっておりますので、基本的のこの受

け取られている方は、納付に至らないという場合もありますけれども、相談は必ず受けてい

る形になります。以上でございます。 

○今野委員長 小高委員。 

○小高委員 その納税相談の部分に関しましても、さまざまご事情等ある方もいますので、その

中で丁寧にご対応いただきたいというふうに、まずは１つお願いをしたいと思います。 

  それで、逆にこの窓口受領につながっていないという世帯が、単純に引き算をして160世帯

ということになるのかなというふうに思うのですが、そういった場合、当然、来なければあ

なた保険証ないよというふうにはならないとは思うんですが、どういった対象方で交付とい

うところになっていくのかお聞きをしたいと思います。 

○今野委員長 武田税務課長。 

○武田市民総務部税務課長 対象となる方に関しましては、うちのほうからも休日の各戸訪問を

行ったり、夜に電話をかけたり、そういった形で納税の相談機会を設ける努力はしておりま
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す。ただ、どうしてもそういった相談に至らない方がいらっしゃいます。職員も努力してお

りますけれども、どうしてもそういう連絡とれないという世帯に関しては、こちらで基本的

に待っているというような状況にはございます。以上です。 

○今野委員長 小高委員。 

○小高委員 わかりました。どういったご事情かというのはさまざまあるかとは思うのですが、

やはりその生命といった、命といった部分につながってくるお話ですので、そのあたりはイ

コール納税ということではなくて、そういった命を守るという観点からの取り組みというと

ころも強くお願いしたいと思います。 

  それで、この短期証あるいは資格証と、これ一番初めにお聞きをすればよかったんですが、

その発行に至る基準といいますか、そういった部分で一つ線引きのようなものがあるのであ

ればお聞きをしたいと思います。 

○今野委員長 武田税務課長。 

○武田市民総務部税務課長 お答えいたします。まず、短期証、資格証ともにうちのほうで国民

健康保険短期被保険者証及び被保険者証資格証明書交付要綱というのを定めておりまして、

そこの中に基準を設けております。まず、短期証につきましては、50万円以上の滞納額があ

る場合、それから前年度分、その発行の属する年度のその前年度分の金額が全額未納の場合、

その他市長が認めた場合という、このいずれかに該当する場合は対象となります。ただ、こ

れなったからといって機械的に該当させるのではなくて、先ほども申し上げましたけれども、

それ以前に納税相談の機会を設けまして、そこで納税相談を受けていただきまして、もしこ

の状態からでも一定程度の納付が見込めるのであれば一般証を交付しておりますし、また短

期証の場合であっても６カ月証という形で期日前に郵送するというふうな形をとっておりま

す。 

  また、資格証につきましては、納期限から１年以上未納の世帯かつ納税相談に至らない世帯、

またはその納税相談をしても一向に履行しない世帯、そういった基準をつくりまして、該当

としております。基本的には、資格証の方は納税相談をしていただければ短期証もしくは一

般証はお渡ししているような状況でございます。以上でございます。 

○今野委員長 小高委員。 

○小高委員 わかりました。若干古いものにはなりますが、例えば平成23年１月、あるいは平成

21年12月というところで、いわゆる国のほうからその短期証、資格証の交付等について、そ
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ういった形で通知あるいは留意点と、こういった点に関しては当然よくご存じかと思います

ので、特にその留意点というところに関しては、強く意識なされた上で取り組んでいただき

ますようにというところでお願いをしたいというふうに思います。 

  それでは、滞納に至ってしまうその理由といいますか、そういった部分に関してのこの理由

について、もしつかんでいることがあれば、その構成比等あれば教えていただきたいと思い

ます。 

○今野委員長 武田税務課長。 

○武田市民総務部税務課長 済みません、ちょっと今手元にその国保だけの資料というのはない

んですけれども、全体的な話では、多いのは収入が不安定であるというのが一番多いです。

それから、失業ですとか事業廃止、そういった方、ただ未納の方で一番多いのは、やはり相

談がなくて不明というのが割合的には多くなっております。以上でございます。 

○今野委員長 小高委員。 

○小高委員 直近の数字があればなと思ってお聞きをしたんですが、ちょっと突然だったのでそ

ういったことであります。手元にちょっと古い資料がありましたので、ざっと見たわけなん

ですが、平成25、26、27年度とというところで見ますと、いわゆるその生活困窮という大き

な分類での理由といいますか、事業が不振である、あるいは失業である、収入が不安定であ

ると、こういった部分が70％、66％、83％というふうにこの間推移をしているということが

ありまして、これはこういった状況があるということが、まさにこういったところからも鮮

明になっているというわけであります。その中で、そもそもこの国保の加入世帯というもの

が、どうしてもその構造上といいますか、社保の世帯に対して所得分布といった点において

も若干低くなってしまうということも現実にあるというのかもしれません。社保完備といっ

た企業においては、一定の賃金も出せているというふうなこともあるかと思いますし、そし

てその一方で、国保のほうが社保に比べて支払い金額が高いと。そういった点では、構造上

ある意味では矛盾点があるようにも思いますけれども、そういった状況の中で、いわゆるそ

の収納率というものに関しては、この間どのように推移をしておりますでしょうか。 

○今野委員長 武田税務課長。 

○武田市民総務部税務課長 お答えいたします。現年度の収納率につきましては、震災の年度で

ございました平成22年度が低くなっておりまして、そのときが現年度で79.85％と、近年では

一番低い収納率でございました。そこから完全に右肩上がりで上がっておりまして、平成27
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年度では89.4％まで上がってございます。今年度につきましては、90％は超える見込みであ

ると考えております。以上でございます。 

○今野委員長 小高委員。 

○小高委員 ありがとうございます。その要因といいますか、そういった部分はどのように分析

をなさっておられますでしょうか。 

○今野委員長 武田税務課長。 

○武田市民総務部税務課長 うちのほうで進めている滞納処分ですとか、そういったことが功を

奏しているのではないかと思います。また、別のデータでありますけれども、平成22年度、

延滞金をとっていた金額がその79.85％で一番低かったときなんですけれども、延滞金が168

万2,700円という年度間の延滞金でございました。平成27年度ではそれが2,697万9,847円と、

約2,700万円ほど延滞金を徴収している状況にあります。そういった滞納処分を進めているこ

とが、やっぱり収納につながっているのかと思っております。以上でございます。 

○今野委員長 小高委員。 

○小高委員 今その要因というところ、さまざま考え方はあるのかもしれませんが、その滞納処

分、いわゆる当局側で、いい悪いは我々のほうでもさまざまありますが、そういったところ

で一定程度ご努力なさっているということもあるのかもしれませんけれども、いわゆるその

滞納に対する指導というところで、果たしてそれだけ収納率が上がってくるのかなというよ

うな思いもあります。そういった部分においては、先ほど述べたような、いわゆるその国保

というものの構造上の矛盾点といいますか、そういったところから考えても、この間一定程

度引き下げをしていただいたというところも、これは一定影響しているというふうに私のほ

うでは考えているわけであります。そして、現実その数字として出てきたのが、収納率が上

がっていくという状況の中で、一定程度基金もふえていったということもございます。 

  そこで確認をしたかったのですが、いわゆるその基金残高の推移についてというところで、

計算資料の中で以前出してはいただきましたが、改めて確認をしたいと思います。 

○今野委員長 志野保険年金課長。 

○志野健康保険部保険年金課長 国民健康保険事業の財政調整基金残高につきましてですが、資

料番号15の41ページをごらんいただきたいと思います。②のところに国保財政調整基金残額

ということで、平成27年度決算後の黒字分を積み上げた額ということで14億1,143万7,278円

とございます。こちらが現在の国民健康保険の基金残高となっております。よろしくお願い
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いたします。 

○今野委員長 小高委員。 

○小高委員 推移というところで見ますと、平成25年度７億7,000万円というところから、平成

26年９億4,000万円、平成27年12億2,500万円というところで、今回14億円という数字が出て

きたというふうにこちらのほうでは確認をしております。そういった中で、ではこれ県内の

中でどのぐらいの数字なんだと、単純比較というものは難しい話ではありますが、県内の中

でも２番目にこの基金が積み上がっているというような事実もございまして、そういった状

況の中で、ため込んでいくばかりではいかんというようなことで、以前さまざまお伺いをし

ていく中で、どういった形かは別として、市民に一定還元をする形を検討していくというよ

うな形ではお話はあったかというふうに思っております。そういった状況の中で、当然なが

らさまざま事情があって払えないというふうな状況があることはあるかと思いますが、その

収納率の向上に一定つながるであろうというところを考えますと、これはぜひ引き下げの方

向というところもご検討いただけないかというふうにお願いをしたいと思います。この間の

引き下げで、塩竈市の国保税、資料の中でも16番目というところまでは来たと。余りこれは

ランキングの話をしてしまうと、先々話しづらくなるのであんまりそこには触れたくないん

ですが、そういったことを除いても、構造的にどうしても一般的に国保というのものは高い

というふうな状況があります。所得に対する割合がどうしても高くなるということもありま

す。そういった状況の中で、さまざまな方々から、この間一定程度ではありますが引き下げ

をしてきた中でも塩竈は高いんだよねということはさんざんお聞きをするわけでありまして、

そういった点においては一旦ここで新たに大きく引き下げの決断をいただきたいと、じゃあ

頑張って払うかということにもつながってくるかと思いますので、そのあたりについての考

え方をぜひお伺いをしたいと思います。 

○今野委員長 志野保険年金課長。 

○志野健康保険部保険年金課長 国民健康保険税の引き下げについてのご提案をいただきました。

先ほどの基金の14億円についてですが、これは平成27年度現在の税率を踏まえまして、ここ

まで現在積み上がっているという状況がございます。したがいまして、おととしの平成27年

12月定例会におきまして、国民健康保険税のほうを平均6.05％引き下げるというご提案をさ

せていただきまして、議決をいただきました。これを踏まえまして、平成28年度その引き下

げた税率を踏まえて今税率のほうを設定させていただいているというところでございます。
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したがいまして、平成28年の収支につきましては、今現在３億6,000万円基金を投入して収支

の均衡を図っているというところでございますが、基金を投入してその均衡を図っていると

いう状況がございますのでご理解をお願いいたします。 

○今野委員長 小高委員。 

○小高委員 一定程度のお考えをお示しをいただきました。この間もさまざまこうした議論ある

中で、その引き下げというところに対して一定程度基金を投入してこういうふうになってい

くので、というやりとりの中がこの間続いてきた中で、事実として基金のほうはふえていっ

たというようなこともございますので、ぜひここはご決断をいただきたいというふうに強く

お願いを申し上げたいと思います。 

  それで、少し観点を変えまして、平成30年度以降国保の事業の県単位化というところが始ま

ってまいります。この点について、現時点での見通しといいますか、考え方といいますか、

わかっている点を教えていただきたいと思います。 

○今野委員長 志野保険年金課長。 

○志野健康保険部保険年金課長 平成30年４月から法律上の改正がございまして、現在の市町村

運営されている国民健康保険につきましては県統合するという状況がございます。現在の流

れでございますけれども、期日はそのような形で決まっておりますので、それを踏まえまし

て市町村と宮城県でそれぞれ役割分担というのを決めております。まず、今現在おおよその

方向性といいますか、協議している中でほぼその決まっている内容といいますか、その部分

についてご説明させていただきます。 

  まず、都道府県の役割についてでございますけれども、都道府県単位化ということで、当然

事務の効率化と標準化、あと都道府県単位での広域化を進めるという方針、それと保険税、

保険料のことにつきましては市町村ごとに今後算定のほうを公表させていただくと。さらに、

納付金関係の算定についても、その部分について県のほうで算定しているという状況がござ

います。 

  なお、保険事業につきましてですけれども、現在のところは都道府県単位ではなくて市町村

それぞれごとに、平成30年もまずは市町村単位で実施のほうを進めるといいますか、そのま

まということになるということでございます。さらに、都道府県につきましては国保の運営

協議会のほうを設定するということになります。 

  塩竈市の立場になりますけれども、市町村の立場としてですが、引き続き国民健康保険税の
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徴収関係、納付関係、それと国民健康保険の被保険者証の発行関係、そういった窓口業務は

全て塩竈市で引き続きするということになります。したがいまして、被保険者の方々に対し

ましては、極力影響がない形で進められるのではないかというふうに思っております。先ほ

ど申しておりまして保険事業についても同様でございますが、塩竈市で引き続き実施をする

という状況がございます。以上となります、よろしくお願いいたします。 

○今野委員長 小高委員。 

○小高委員 わかりました。ご説明を頂戴いたしました。それで、先日の民生常任委員協議会の

中でも、さまざまこの制度の概要というところについて、ある程度ご説明というものをいた

だいたわけでありますが、いわゆるその一つの収納目標率といいますか、そういった点にお

きましては完全に決定している事項ということではないのかもしれませんが、塩竈市におい

てはその平成26年度の現年度収納率実績1.0ポイント加えた数値だというふうにお聞きをいた

しまして、急激に収納率を高く設定をされて、非常に大変だということにはなりにくいのか

なというふうに思ったわけであります。 

  やはり、そこで気になってくるのは、いわゆるその納付金の算定方式といいますか、そのや

り方、どういった部分が納付金として算定されてくるのかというようなところでありますが、

その部分についてもさまざま今検討中ということでありまして、どういったその係数をつけ

て算定されていくのかというところについては、なかなかわかりにくいところもあるわけで

すが、その中でも説明で挙げられた部分を見ますと、例えば保険者努力支援制度というもの

があるわけですけれども、それの中身といいますか、それは一定どういったところを見られ

るのか、そこをお聞きしたいと思います。 

○今野委員長 志野保険年金課長。 

○志野健康保険部保険年金課長 保険者努力支援制度についてご説明いたします。保険者努力支

援制度は、本市におきまして既にデータヘルス計画というのを策定しておりまして、塩竈市

国民健康保険としてその被保険者の健康増進並びに保健事業を進めるということで対応して

おりますが、その中で例えばですけれども、最近よく話題になっております腎臓機能の悪化

を防ぐための事業とか、そういったものを取り組んで先進的に取り組みを進めると、そうい

った部分についての取り組みを、今代表例でございますけれども、など計画を立てて進める

ということがその内容となっております。よろしくお願いいたします。 

○今野委員長 小高委員。 
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○小高委員 わかりました。さまざまその評価の中身といいますか、そういった部分はあるのだ

と思うんですが、いわゆるその健康増進というものが一つのその鍵となってくるような中身

なのかなというふうに思っておりまして、そういった点においてはさまざま事業のほうを取

り組んでおられるということもあるので、そちらのほうはぜひご期待申し上げたいというふ

うに思うわけであります。 

  それで、その納付金算定のための各種諸係数というところの考え方を見た際に、一つは県内

各市町村における被保険者の所得状況というものが一つ大きくかかわってくると、そしても

う一つは医療費水準というものがかかわってくるというようなことで、先日の民生常任委員

協議会の中でもご説明いただいたわけですが、その医療費というところに関しては、塩竈は

確かに若干他より高いというようなこともあるということはお聞きをいたしました。その一

方で、所得というところについて見ますと、他市町村と比較してどうかというところでは、

さまざま考え方ございますが、ある一つの指標の中では14市、例えばある中では９番目とい

ったところに位置しているというようなこともわかりました。その係数算定の根拠といいま

すか、所得と医療費水準というところで見ますと、その塩竈市の経済事情、生産年齢の所得

というものが一定低いという、残念ながらそういった現状にあると。その上に高齢化率が高

いということもありますので、残念ながらこれは所得平均的なものを見ると一定程度低い現

状にあるというところがあるのかなというふうに思います。そういった状況の中で、その県

単位化というところで一気に納付金、あるいはそういったところが引き上がっていくという

ところは、なかなかちょっと考えにくいのかなというふうにも今考えているところでありま

して、そのあたりはその県あるいは国のほうと我々も確認をさせていただきながら、今後も

お話させていただきたいと思いますけれども、そういったところを鑑みたとしても、この引

き下げというところが一定程度検討の俎上に上がってきてもおかしくはないのかなというふ

うに思いますので、今ここでどうこうというのはなかなか答えにくい部分ではあるかと思い

ますので、強くお願い申し上げまして、残り５分ということもありますので、次に移ってま

いりたいというふうに思います。 

  続きまして実施計画のほうがわかりやすいと思いましたので、そちらからちょっとまとめて

お聞きをしたいというふうに思います。104ページのところに、いわゆる藤倉二丁目地区の下

水道特別会計のその事業というものが載っております。そして、少し前に戻って102ページの

ところには、今度は土地区画整理事業の関係で、その事業の概要が載っていると。さらに言
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いますと、名前がちょっと違うわけですが、同じその関連した事業といいますか、そういっ

た部分に入ってきますので、新浜町杉の下線道路事業の区画整理関連のところ、こういった

部分、この３点につきまして、関連したものということで進捗と見通しというものをお聞き

したいというふうに思います。 

○今野委員長 鈴木復興推進課長。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 実施計画上の102ページに区画整理と新浜町杉の下

線事業が載ってございます。今年度、区画整理事業の平成29年度が一応計画上の最終年とい

うことで、今区画整理を進めてございます。藤倉地区の区画整理のほうは、今３月末の最終

８件の宅地の引き渡しに向けて順調に進んでおりますので、これ終わりますれば29件全て宅

地が引き渡し終わります。既に５件のお宅がもう新築して入っておりまして、今建築中のお

宅も８件ございます。 

  そこで、区画整理のほうはかなり宅盤整備のほうはできてきているんですけれども、その周

辺の道路整備がまだ残っておりまして、前面道路の新浜町杉の下線の道路のほうも、区画整

理事業部分が下水事業の進捗の関係でまだ終わっていない部分がございましたので、ここ平

成29年度に向けまして完成を目指して努力をしているという状況でございます。 

○今野委員長 小高委員。 

○小高委員 ありがとうございます。時間の少ない中、ご配慮いただいたのかなというふうに思

いますが、やはりあそこ近辺は私自身よく通るわけですけれども、そういった中でも一定程

度といいますか大いに形が見えてきたなというふうに思っております。一方で、住民の方々

からさまざまなそのこれまでの取り組みに関して、ああだった、こうだった、という言い方

はあれなんですけれども、そのご不満点といいますか、こういったふうに不備があったのか

なというところでのお話もお伺いをこの間していただきました。そういった中で、やはりそ

の大きな期待と一定程度不安もあった中で、大きなご協力をいただきまして進んでいる事業

でもございますので、ぜひその安心の整備というふうになりますように心からお願いを申し

上げたいと思います。 

  それで、最後になりますが、同実施計画の105ページのところにございます越の浦地区の下

水道整備事業ということで、10億円を超える予算というものが計上されているわけでありま

すが、その点の進捗と見通しというところ、それに加えましてこの予算措置の中でどうなる

かというところがちょっとわからなかったので、加えてお聞きをいたしますが、ポンプ場ま
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で行くまでのダブル踏切近くの商店あたりのところからのいわゆる素堀り側溝、今現状そう

なっておりますが、そのあたりの整備の関係、そういったその水をしっかりと流していかな

ければ、幾らポンプ場ができてもなかなか難しいというところもありますので、その整備に

ついて、そこの予算措置の考え方というところも含めながら最後にご説明をお聞きをして、

私の質問を終わりたいと思います。 

○今野委員長 佐藤下水道課長。 

○佐藤建設部下水道課長 お答えします。越の浦地区の下水道事業ということで、こちらのほう

は現在復興庁の予算の配分額といたしまして36億円全体で配分を受けていると。その中で、

今現在契約額として大体28億円ほど、これの契約率で77.8％まで来ているというふうな状況

です。現在ポンプ場のほうは、土木建築含めて放流渠の部分全て発注しております。今現在

は、もう建築、建物はほぼ外観はでき上がっていまして、あとは外構工事と放流渠の進捗を

待つのみということです。放流渠につきましてはＪＲのほうに、東北本線の下の部分につき

まして委託工事ということでお願いしております。そこにつきまして、夜間工事で施工して

おりますので、今現在日中は何をやっているかとなかなか見えないというふうな状況でござ

います。さらに、その上流ですね、多分ダブル踏切からポンプ場までの流入部分ということ

でございますけれども、こちらのほう、これまでも復興庁のほうに何とか認めていただけな

いかというふうな協議をさせていただきました。そして、ようやく第17回申請でもちまして、

設計のほうを、こちらのほうの既存の配分額を使って設計してもいいですよというふうなお

墨つきがようやく第17回申請がお認めいただいたということになれば、設計が使えると。今

後、その設計をまとめまして、こちらのほうの配分の執行の残、約８億円ほどあるんですけ

れども、そちらを最大限活用して整備をできないかという次の段階に進みたいというふうに

今現在考えております。以上です。 

○今野委員長 暫時休憩いたします。再開は13時ちょうどといたします。 

   午後 ０時００分  休憩 

                                             

   午後 １時００分  再開 

○土見副委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  質疑を続行いたします。なお、質疑の際には、資料番号、該当ページ等お示しの上、ご発言

くださるようお願いいたします。阿部かほる委員。 
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○阿部（か）委員 午前に引き続きまして、特別会計のほうで質問をさせていただきます。 

  資料№13、23ページをお願いいたします。 

  塩竈市介護保険条例の一部改正についてであります。内容といたしましては、長期譲渡所得

及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除する見直しということなんですが、条例のほうも

見ますと、なかなか内容的な部分でちょっと難しいところもありました。それで、概要とし

てちょっと簡単に説明していただけるとありがたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○土見副委員長 鈴木長寿社会課長。 

○鈴木健康福祉部長寿社会課長 介護保険条例の一部改正の内容でございます。手元の資料番号

13の23ページでございますが、今回の改正につきましては、第１号被保険者の介護保険料の

特別控除などの関係になります。改正内容のところに、（１）ということで第１条関係とい

うことでお示しをさせていただいております。今回第１条関係と第２条関係に分かれており

ますのは、第１条が平成29年の特例、第２条の関係が平成30年度の本来制度の改正でござい

ますが、内容的には一緒のものでございますので、（１）のほうでご説明をさせていただき

ます。 

  ア内容と書いてございます。土地を売却したときに、今の制度ではその翌年にその売却分の

所得を介護の保険料のほうの算定のほうに含めて計算するようになってございます。所得税

などでは、土地の売買のときに、その売買の理由によりましては特別控除の対象になること

がございます。そういったものを介護保険のほうでも適用して、介護保険料の算定段階の判

定、11段階ございますが、その判定の方に適用していこうというふうなものでございます。 

  具体的な内容でございますが、表の中にお示しをさせていただきました。①から⑦までの内

容、こちらが所得税などでも控除の対象になっているものでございますが、例えば①ですと

公共事業などで土地・家屋などをお売りになった場合というふうなことで、最大5,000万円の

特別控除が適用になります、というようなものでございます。以下、特定の土地区画整理な

どこちらに記載の場合に、そういった特別控除が受けられるという改正を介護保険料のほう

でも行っていこうと。ちなみに、国保のほうでは、国保税の算定では既にこういった仕組み

になっているというところでございます。この間、東日本大震災などがございまして、集団

移転の方などもあったというふうな関係で、要望の関係がございまして、平成30年度からの

改正につながってきたというふうな経過がございました。よろしくお願いいたします。 

○土見副委員長 阿部委員。 
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○阿部（か）委員 ご丁寧にありがとうございました。土地の譲渡、今現在塩竈市では、土地区

画整理その他のことでいろいろと土地の動きがございます。こういった特別控除がなされる

ということは、大変皆さんの負担を軽くするという意味ではありがたいと思います。 

  それで、施行日が平成29年４月１日からということなんですけれども、これは土地の譲渡あ

るいは売買いろいろありますけれども、そういった対象になる物件というのは４月１日以降

のものからということになりますでしょうか。 

○土見副委員長 鈴木長寿社会課長。 

○鈴木健康福祉部長寿社会課長 施行日が平成29年４月１日からでございます。平成29年４月１

日から、介護保険のほうの保険料の算定にこの制度を取り入れていきますということでござ

いまして、平成29年度の介護保険料のほうでございますが、対象となる所得が前年平成28年

の所得に対してでございますので、平成28年にこういった事例に該当する土地の売買に当た

る方につきましては、特別控除が受けられるというものでございます。 

○土見副委員長 阿部委員。 

○阿部（か）委員 そうしますと、平成29年度、今年度４月以降の部分というのは、平成30年度

からの通常といいますかそういったことに当てはまってまいりますか。 

○土見副委員長 鈴木長寿社会課長。 

○鈴木健康福祉部長寿社会課長 ただいまおっしゃられたとおり、平成29年の売買につきまして

は第２条の関係の平成30年度のほうでの適用ということで、同じ内容でございますが、よろ

しくお願いいたします。 

○土見副委員長 阿部委員。 

○阿部（か）委員 ありがとうございました。 

  次に、資料№15をお願いいたします。43ページになります。 

  ここに資料をいただきました。市内特別養護老人ホームの入所待機者数というのが出ており

ました。実人数といたしましては187人ということで、待機としていろいろなところに申し込

まれている家族の方がいらっしゃいますので、一応各施設の人数としましてはダブっている

という可能性もありまして、実人数というのは本当に申し込んでいる方たちの実際の人数と

いうふうにとられてよろしいのでしょうか。 

○土見副委員長 鈴木長寿社会課長。 

○鈴木健康福祉部長寿社会課長 資料№15の43ページでございますが、実人数の本年度の計のと
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ころ、187人という人数でございますが、３つの施設の重複者を除いた実人数ではございます。

ただ、この中には既に老人保健施設などに入っていらっしゃる方などもいらっしゃいますの

で、その下のほうの実人数のうち、要介護３以上の方での在宅者ということになりますと59

人というふうなことになります。以上でございます。 

○土見副委員長 阿部委員。 

○阿部（か）委員 ありがとうございます。要介護３以上、在宅者の方59人ということですけれ

ども、在宅で介護を今受けている、３以上というと結構思いような気はしますけれども、59

名の方が今結局在宅でいらっしゃいますけれども、本当の入居、この中では入居希望者の方

というのはいらっしゃるのでしょうか。 

○土見副委員長 鈴木長寿社会課長。 

○鈴木健康福祉部長寿社会課長 失礼いたしました。今回まとめさせていただきましたこの内容、

入所を３施設に申し込まれている方を取りまとめさせていただいております。今要介護３以

上の在宅者の方、こちら３施設の入所を希望されている方で在宅にいらっしゃる方というこ

とでございます。よろしくお願いします。 

○土見副委員長 阿部委員。 

○阿部（か）委員 ありがとうございました。 

  それでは、次に資料№13、戻りまして72ページをお開きいただきたいと思います。 

  ここに地域医療介護総合確保事業補助金交付事業についてということで、実際今自宅で待機

していらっしゃる方、待っていらっしゃる方がいるんですが、（「地域医療介護総合確保事

業補助金交付事業は議案第28号一般会計ではございませんか」の声あり）（「委員長確認し

て」の声あり）そうですか、じゃあこれは除きます。 

  それでは、資料№10番の325ページ、お開きをお願いいたします。この中で、特定入所者介

護サービス等費ということで費用が出ております。この特定入所者という部分ではどういう

状況、お示しいただきたいと思います。 

○土見副委員長 鈴木長寿社会課長。 

○鈴木健康福祉部長寿社会課長 資料№10番の325ページ、特定入所者介護サービスの特定入所

者でございますが、こちらは施設などでそこにお住まいになるといいますか、そういった施

設の入居者の方を指しまして、ここでのサービス、介護サービス費というところでは、そこ

に特別養護老人ホームとかそういった関係のところで入られる方につきまして、居住費、滞
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在費と申しますが、その部分と、あと食費の部分のご負担、それぞれ自己負担のところがあ

りますが、そこを所得段階に応じまして助成をさせていただくところが、この特定入所者介

護サービス費というような内容でございます。よろしくお願いいたします。 

○土見副委員長 阿部委員。 

○阿部（か）委員 ありがとうございました、よく理解できました。 

  それでは、次に同じく331ページお開きをいただきたいと思います。 

  ちょうど右の事業内訳のところのちょっと下のほうになります。地域介護予防活動支援事業

というのがありますけれども、この内容をちょっと教えていただきたいと思います。 

○土見副委員長 鈴木長寿社会課長。 

○鈴木健康福祉部長寿社会課長 こちらは、「総合事業」などを通じまして地域の中での介護予

防を進めていくに当たりまして、各地区に入りまして包括などで入っていただいて養護活動

などをしていただくところの経費でございます。よろしくお願いいたします。 

○土見副委員長 阿部委員。 

○阿部（か）委員 わかりました。包括支援センターなどでの総合的な、地域全体を見渡しての

いろいろな支援事業ということで理解してよろしいでしょうか。 

○土見副委員長 鈴木長寿社会課長。 

○鈴木健康福祉部長寿社会課長 はい、そのように地域の方で住民主体の活動を行っていくとこ

ろを、育成などをさせていただくようなところもこの中に入ってございます。 

○土見副委員長 阿部委員。 

○阿部（か）委員 それでは、次に337ページお願いいたします。 

  この中に、区分の20節のところに扶助費として645万6,000円というところで、これは家族介

護慰労金30万円、それから紙おむつ給付費として615万6,000円ということで、家族介護継続

支援事業費ということになっておりますけれども、現在塩竈市でこの家族介護慰労金という

のは、どういう形でお渡ししているのでしょうか。 

○土見副委員長 鈴木長寿社会課長。 

○鈴木健康福祉部長寿社会課長 337ページ、家族介護慰労金でございますが、こちら重度介護

者を介護保険料サービスを１年間使用せずに介護している非課税世帯の方を対象にしました

ものでございますが、近年のところ対象がない状況でございます。以上でございます。 

○土見副委員長 阿部委員。 
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○阿部（か）委員 ありがとうございます。今後、見通しといたしまして在宅介護ということが

大きくクローズアップされてまいります。施設をつくってもなかなか追いつかないという部

分で、在宅で見なければならないというふうな、そしてまた介護サービスも本当に行き届い

ておりまして、在宅でも見られるような状態になってきます。でも、１人では置けないとい

うことで、家族の方がどなたかはやっぱりつかなければならないという現実があります。施

設に入った場合は、公的な部分あるいは私的な部分もあるかもしれませんが、さまざまな形

で受けられる支援があるわけですけれども、私はこのやはり家族の方がある程度介護すると

いうところに、これからは目を向けていただいて、やっぱり家族が面倒を見るのであれば、

それだけのやっぱり何か支援があってもいいのかなということで、我々一人一人これから考

えていく部分かなというふうなことで思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、次に移ります。塩竈市水道事業会計のほうに移らせていただきます。資料№12で

す、16ページお願いいたします。 

  ここに、水道料金の給水収益というところで水道料金出ていますけれども、今現在塩竈市で

は、給水戸数２万6,182戸ということで表示はされておるんですけれども、ここ数年、経緯と

いたしまして減っているのかふえているのか、お尋ねをいたします。 

○土見副委員長 菅原水道部業務課長。 

○菅原水道部業務課長 震災以降も、震災復興の住宅ですとか、それから公営住宅等が建ってい

ますので、件数としてはふえております。以上です。 

○土見副委員長 阿部委員。 

○阿部（か）委員 ありがとうございます。確かに新しいお家も出てまいりまして、随分建築も

進んでいるようですので、ふえているということで。給水量というのはいかがなものでしょ

う。水道事業はとても難しいと思うんですね、みんな私たちが節水しなさいということで、

非常に心がけているわけです。水というものは無限ではないんだよということで、節水を一

生懸命心がけるんですが、そうするとなかなか水道事業のほうでは給水量が減ってくるよう

な状態もありますけれども、今現在は、ここ２～３年の状況でよろしいんですけれども、い

かがなものでしょうか。 

○土見副委員長 菅原水道部業務課長。 

○菅原水道部業務課長 水需要につきましては、少子高齢化ですとか人口減少によりまして、さ

らに節水器具の普及などによりまして、毎年水需要の減少は続いております。それで、平成
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25、26年度はマイナス1.5％の減少となっておりました。ただ、平成27、28年度につきまして

は、平成27年度は0.5％、平成28年度も0.3か0.4％を見込んでおりますので、徐々に減少傾向

は小さくなってきているということになります。 

○土見副委員長 阿部委員。 

○阿部（か）委員 ありがとうございます。なかなか水道事業は難しいところがあるようですけ

れども、それでお尋ねしたいんですけれども、塩竈市は貯水池を持っていますので、多賀城

市の一部に水道水の供給というものがなされているというふうに聞いております。どのぐら

いの量でどのぐらいの金額で多賀城市には供給しているのでしょうか、お尋ねします。 

○土見副委員長 菅原水道部業務課長。 

○菅原水道部業務課長 件数は、月に直しますとことしの１月現在では2,733件になります。水

量は４万4,250トンです。塩竈市全体の件数は10.5％、使用水量は7.6％ぐらいになっており

ます。以上です。 

○土見副委員長 阿部委員。 

○阿部（か）委員 ありがとうございます。それでは、次に18ページお願いいたします。 

  17ページ、18ページ、ここに委託料というので各種、梅の宮浄水場とかいろいろなところに

委託をしていますと、それから権現堂の浄水場とかも整備として委託しておりますというこ

とで、近年水道事業のほうでは窓口も業務委託ということで、さまざまに行政改革なされて

おりますけれども、全体的に見てどのぐらいの経費削減になっているか、あるいは幾らぐら

い経費節減になると見ていますでしょうか、お尋ねいたします。 

○土見副委員長 大友水道部工務課長。 

○大友水道部次長兼工務課長 お答えをいたします。さまざまな科目に委託料が設定をされてお

りますが、今の阿部委員から出されたのは、浄水場の関係でよろしいでしょうか。浄水場に

つきましては、平成27年度から委託を実施してございます。２カ年で1,600万円ぐらいの委託

効果、平成28年度３年目になりますが、約トータルで3,400万円ほどの効果を見込んでござい

ます。以上でございます。 

○土見副委員長 阿部委員。 

○阿部（か）委員 ありがとうございます。やはり、行政改革をしてそういう委託に移すという

こと、ある程度コスト削減を見ているわけですので、そういったことで効果があれば大変結

構だというふうに思っております。 
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  それでは、同じく21ページ、22ページお願いいたします。 

  国のほうでもそうですけれども、今水道事業のほう、老朽管というか非常に古くなってしま

っているということで、インフラのやっぱり更新ということ、事業化しております。災害復

旧事業としても入ってきておりますけれども、この国庫補助金あるいは他の会計からの補助

金ということですけれども、この老朽管の事業をどのぐらいのパーセンテージで補塡される

ものでしょうか、概算でよろしいのでお願いいたします。 

○土見副委員長 大友水道部工務課長。 

○大友水道部次長兼工務課長 お答えをいたします。国庫補助金につきましては、老朽管更新事

業については国の補助４分の１をいただいて施工してございます。災害復旧事業こちらにご

ざいますが、災害復旧事業につきましては、今国庫補助、本管関係については85.9％、給水

管については50％という国庫補助をいただいて施工しているところでございます。以上でご

ざいます。 

○土見副委員長 阿部委員。 

○阿部（か）委員 ありがとうございます。市内各所、大変古くなっている部分もあるかと思い

ますけれども、今後何年ぐらいというふうな見通しはあるのでしょうか。 

○土見副委員長 大友水道部工務課長。 

○大友水道部次長兼工務課長 市内何年ぐらいという、ちょっと今お話をいただきました。全体

管路、今導水管を含めると345キロほどの相当数の配水の水道管ございます。市内配水管・送

水管計算をしますと、大体今年間５キロから5.5キロぐらい、５キロ前後の更新をしてござい

ますので、ざっと計算をいたしますと、全部更新するまでに50年とか60年というスパンがか

かるという計算になります。以上です。 

○土見副委員長 阿部委員。 

○阿部（か）委員 ありがとうございます。水道は大変貴重でございまして、私たちも１日でも

とまるとギブアップしてしまいます。どうぞ管理のほう、よろしくお願いをいたしたいと思

います。 

  それでは、資料№13、24、25ページお願いいたします。 

 ここには、水道料金の額の特例に関する条例の一部改正についてということで出ておりますけ

れども、平成27年度４月から大量に大口の需要者に対して水道料の特別処置をしていただい

ております。これは、塩竈市の水産あるいは水産加工業、それから地場産業にとっては大変
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大きなメリットではなかったかと思います。この震災復興の大きな支えとして、あるいは後

ろから押してあげる、そういったコスト削減に大いに貢献したのではないかと思います。ま

た、あと１年というところで延長していただきました。こういった一つの地場に対する経済

的活性化に対する投資というものは、必ずこれは売り上げの部分で出てくるものですから、

これは本当に市の財政にとっても回り回って上がってくるものと私は信じたいと思っており

ます。多くの方々が、こういったことで経済活性化なされるようにということで、私は願っ

ております。本当にありがとうございます。これで私の質問を終わります。 

○土見副委員長 浅野敏江委員。 

○浅野委員 それでは、私のほうからも特別会計についてご質問させていただきます。 

  それでは、資料№13の18ページからお願いいたします。 

  17ページ、18ページに子ども医療費の助成対象の拡大ということで、今期の定例会に子ども

医療費の助成対象年齢を18歳まで拡大するという議案が上程されました。宮城県も、ようや

く未就学の外来ですね、子育て世代における経済的負担を軽減するとともに、子供の適正な

受診機会を確保するため外来の医療費を助成するということになりました。（「一般会計の

質問ですか」の声あり）いや、大丈夫です、これから入りますのでご心配なく。本市も、10

月からこの助成年齢を18歳まで拡大し、ふるさとしおがま復興基金から1,936万6,000円繰り

入れすることになりました。 

  そこで、ここからが国保に質問いたしますので。お尋ねいたしますが、子ども医療費のこの

助成において、一旦窓口で医療費を支払い、後から申請するということで払い戻されてる償

還払いと、また本市が行っているように初めから医療機関の窓口負担のない現物給付という

のが２種類あるそうなんですね。それで、この現物給付する自治体には、国保の国庫負担金

や減額算定措置というペナルティーがあると聞いていますが、それは具体的にどのようなペ

ナルティーなんでしょうか。 

○土見副委員長 志野保険年金課長。 

○志野健康福祉部保険年金課長 いわゆるペナルティー、減額算定についてご説明させていただ

きます。まず、国保に関しまして、国のほうは現物給付、いわゆる窓口で事実上無料になる

という方式での助成をする場合ですけれども、そうしますと医療機関で受診する患者数はふ

えるであろうと。今まで一定程度かかっていたのがかからなくなるので、窓口に行く人が多

くなるであろうということで、そういう国のほうでは解釈をしまして、医療費はその分ふえ
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るだろうという一定の理論に基づいて、国のほうでは推計しています。その分を国のほうで

は、国庫負担をその部分を減額するという仕組みをとっております。例えばですけれども、

ペナルティーいわゆる減額調整率ですけれども、窓口負担をその２割分をなくした場合とい

うことですが、13.89％減額するという、補助金の率をその部分下げるという措置をとってお

ります。よろしくお願いいたします。 

○土見副委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。このペナルティーについては、余り知られていないことな

んですが、現実国保のほうの会計にとっては大きな響きになりますし、また自治体によって

も国・県からの補助があるわけではないので、持ち出し分が大きくなるという部分で、自治

体の中ではかなり厳しい部分があると思うんですが、それでも今各自治体が競争するように、

子供の医療費の窓口の負担を下げている状況であります。今回、塩竈市を初めこの二市三町

でもそのような足並みをそろえるというふうな状況になったわけですが、それで今回国交省

のほうから12月になってから通達が入ったと聞いているんですが、このペナルティーが一部

緩和されるというふうな通達が入っているとお聞きしたんですが、詳細についてお聞きいた

します。 

○土見副委員長 志野保険年金課長。 

○志野健康福祉部保険年金課長 減額措置に関します国の通達についてです。手元にある資料に

よりますと、昨年暮れの12月22日に厚生労働省保険局国民健康保険課長名で、要旨ですけれ

ども平成30年度から未就学児を対象とする医療費助成については国保の減額調整を行わない

こととするという内容の、もっと長文でありますがそういう要旨の内容のものが来ておりま

す。この部分につきましては、昨年12月26日付で宮城県を中継して本市のほうにもその通知

のほうは来ているという状況にございます。なお、この内容の施行については、平成30年度

からということで、その通知もあわせて来ております。よろしくお願いいたします。 

○土見副委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。今課長のほうから平成30年度という、平成29年度が今始ま

ろうとしている中で、この１年先になったということはどういった意味なのでしょうか。 

○土見副委員長 志野保険年金課長。 

○志野健康福祉部保険年金課長 ここは、私の想像の部分もあるんですけれども、その国の通知

自体が平成28年12月22日に通知を受けているという内容でございます。そうしますと、財務
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省原案等につきましては昨年暮れぐらいにはほぼ全てでき上がっているということになりま

すので、この通知を踏まえて新年度の予算組み替えするのは難しいという状況が生じている

のではないかと推測されます。したがいまして、予算措置などの内容を踏まえまして、平成

29年度ではなくて平成30年度からこういった減額措置についてはとりやめるという内容にな

っているのではないかというふうに推測しております。よろしくお願いいたします。 

○土見副委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます、よくわかりました。その上で、本市は今年度、平成29年度

から18歳までという拡大いたします。県のほうでも平成29年度から未就学児に入るまでの助

成をするという話の中で、このペナルティーが一部緩和されるということを押さえまして、

ことしと、平成29年度とそれから平成30年度における本市のその国保の関係での影響はどの

ように捉えたらよろしいでしょうか。 

○土見副委員長 志野保険年金課長。 

○志野健康福祉部保険年金課長 本市の影響についてでございますけれども、先ほどお話若干触

れさせていただいた部分もございますけれども、この影響については、通知によりますと国

保だけがまずはその減額措置から対象外にするということになりますので、本市の国民健康

保険の国庫補助についてプラスという意味でですけれども、補助金がふえるという意味で影

響を受けるというふうに考えております。 

○土見副委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。あと、同じく厚生労働省のほうの通達によりますけれども、

この見直しによって生じたこの財源というのは、さらなる医療費の拡大ではなくて、ほかの

少子化対策の拡充に充てるようにということも通達の中に入っているとお聞きしましたが、

それでよろしいでしょうか。 

○土見副委員長 志野保険年金課長。 

○志野健康福祉部保険年金課長 国の通知によりますと、その部分の詳細でございますけれども、

見直しにより生じた財源については各自治体においてさらなる医療費助成の拡大ではなく、

ほかの少子化対策の拡充に充てることを求めるものとするということでの文面となっており

ます。よろしくお願いいたします。 

○土見副委員長 浅野委員。 

○浅野委員 課長、概算で結構なんですが、今の時点で来年どれだけ財源的にゆとりがあるか、
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もし数字的にあらわせることができるのでしたらご回答願いたいのですが。 

○土見副委員長 志野保険年金課長。 

○志野健康福祉部保険年金課長 概算についてです。補助金の額のうち減額算定される額につき

ましては、大体その対象部分の約13％程度となりますので、あくまで概算ではございますけ

れども、最近のお子様の対象の人口数は横ばいということを踏まえますと、約550万円の影響

額のうち、このいわゆる未就学の部分、国の通知によりますと学校に行く前のお子さんたち

が全て対象となりますので、この550万円のうち約300万円程度が補助金増額になるのではな

いかというふうには考えております。 

○土見副委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。ペナルティーについては一応わかったんですが、丸々この

ペナルティーだけなのか、それともこういうふうに年齢を拡大したとしても、ほかの部分で

何か交付金的なものがあるのか、その辺ちょっとお伺いしたいんです。 

○土見副委員長 志野保険年金課長。 

○志野健康福祉部保険年金課長 年齢拡大による国庫補助がふえるかどうかということでよろし

いでしょうか。本市の場合ですと、例えば平成28年度については中学校３年生まで外来分に

ついては対象を拡大しました。今般、提案としましては平成29年高校生まで拡大するという

部分がございます。この部分の影響についてですが、その部分を助成する分ですと、先ほど

の国の通知によりますと未就学は確かに減額しないというふうにしておりますけれども、そ

れ以上は引き続き継続するということになりますので、年齢層を拡大すると、その減額幅は

若干ふえるというふうには考えております。ただ、本市の国民健康保険につきましてですけ

れども、この部分について県のほうから一定程度の補助金が来ております。この減額に対し

ての部分、今県のほうから補助金が来ております。県の補助基準に対しての部分が来ている

という部分がございますけれども、それと同額、市の一般会計からも同様の額の繰り入れを

しているという状況がございます。よろしくお願いいたします。 

○土見副委員長 浅野委員。 

○浅野委員 わかりました。ともかく、今人口減少の中で、特に子供の出生が減っているという

中で、子育て支援を逆行するような動きだということで、公明党の山口代表も、民主党政権

時代からこのことについては、このペナルティーを廃止すべきだということを繰り返し国会

で質問していたのですが、このたびの質問において、厚生労働省のほうでもこの緩和措置を
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するというふうな通達が出ましたので、私たちも大変喜んでいるところであります。 

  先ほどの課長の概算によりますと、およそ300万円という金額ではありますが、金額的には

小さいかもしれませんけれども、子育て支援においてのハード面だけではなくてソフト面と

いうのはたくさん使えることがあると思いますので、ぜひこの財源を無駄なく使っていただ

きたいなと思っております。 

  それでは、次の質問に移らせていただきます。資料№８、41ページからお願いいたします。 

  41ページの下段のほうに、国保インフルエンザ予防接種助成事業908万5,000円が当初予算と

して提案されております。私ども12月定例会の一般質問の中において、このことについては

質問させていただきましたし、私たち公明党会派といたしましても、12月に市長のほうに要

望書を提出させていただきました。今回このように予算を計上していただきましたことを心

から感謝申し上げます。 

  そこでお聞きしたいのですが、今回この国保加入者の総数、いわば908万5,000円を使った分

のふえた部分も合わせまして何人ぐらいを想定しているというお考えでしょうか。 

○土見副委員長 志野保険年金課長。 

○志野健康福祉部保険年金課長 ただいまご質問のありましたインフルエンザ予防接種助成事業

の対象人数についてということになります。本市の国民健康保険の加入者数についてですけ

れども、現在前後しておりますが、約１万3,000人程度というふうに推定しております。この

インフルエンザ予防接種助成事業については、国保の被保険者だけを対象としておりますが、

ただ65歳以上の方々につきましては、既に一般会計のほうで国保に限らず全対象者向けにイ

ンフルエンザ予防接種助成事業をしております。したがいまして、現在計上しておりますこ

の908万5,000円の予算につきましては、65歳未満の国保被保険者の方々を対象とするという

ふうにしております。ただ、このインフルエンザの予防接種につきましてですけれども、特

に小学生以下のお子さんについては２回接種が有効であるというふうに言われております。

実際お子さんの場合は２回接種するということが一般的でございますので、積算根拠といた

しましては小学生未満の方々は２回接種、それ以上の64歳未満の方々については１回接種と

いうふうな形で計算をさせていただいております。 

  なお、その予防接種率でございますけれども、高齢者のインフルエンザ予防接種事業が大体

50％台半ばということでしたので、暫定ではありますが、約50％ということで国民健康保険

事業としては推計して積算しております。回数的にいいますと、4,000回前後の接種回数とい
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うことで計算しているという状況にございます。よろしくお願いいたします。 

○土見副委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。大変詳しくご説明いただきまして感謝申し上げます。 

  それで、これはインフルエンザの季節に予防接種をしなければならないので、多分ことしの

秋ぐらいから始まるのかと思いますけれども、その時期的な部分と、それから具体的に助成

額とかというのは決まっているのでしょうか。 

○土見副委員長 志野保険年金課長。 

○志野健康福祉部保険年金課長 インフルエンザの予防接種につきましては、余り早く予防接種

を打ってしまうと、今度効果がなくなってしまうということになります。例えば、春先に打

ってしまうと冬のインフルエンザに全然効かないということもあり得ます。したがいまして、

予防接種の時期としましては、大体高齢者インフルエンザ予防接種事業と同様の時期、10月

以降の期間、一定の期間を設けましてその期間内でということでの設定を検討しております。 

  あと、助成額についてでございますが、先ほどの試算上では、現在のインフルエンザの予防

接種、自由診療になりますので、各医療機関について若干の差はありますけれども、おおむ

ね4,000円程度かというふうに踏まえておりますので、その半額程度、2,000円程度というふ

うに推計計算をしております。よろしくお願いいたします。 

○土見副委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。この間の一般質問でもお話しましたけれども、今塩竈市の

場合は個人が2,000円を負担すると大体残りは全部、今課長がおっしゃったように診療機関に

よってこの接種費用がまちまちでございます。高いところによると4,500円か5,000円という

ところもありますでしょうし、それ以下というところもあります。一律塩竈市の場合は、個

人負担が2,000円であれば、残りの部分は全部助成されるという試算ですが、ほかの市により

ますと、2,000円は助成するけれどもほかの部分は自己払いですよというところもありますが、

この差については国保にとって大丈夫なのか、ちょっとその辺も気になったのでお聞きいた

します。 

○土見副委員長 志野保険年金課長。 

○志野健康福祉部保険年金課長 助成額なり助成方法の詳細についてどのようにするかというこ

とにつきましては、まず私ども単独で実施するにはかなりちょっと無理がありますので、ま

ずは関係団体、特に医療関係団体との協議が必要になります。この医療団体との協議を踏ま
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えまして、その最終的な助成の方法、単価については決めさせていただきたいというふうに

考えております。よろしくお願いいたします。 

○土見副委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。ぜひその辺は皆さんが喜んでいただけるような助成額を決

めていただければと思っております。 

  その点、もう１点ですが、本市の場合、65歳以上の方のこのインフルエンザの申請方法とい

うのは、ちょっと若干面倒くさいといいますか、一度申請して、またその用紙を医療機関に

持ってという、何か二重の手間がかかるように聞いておりますが、今後はどのようになさる

お考えなんでしょうか。 

○土見副委員長 志野保険年金課長。 

○志野健康福祉部保険年金課長 助成申請の方法につきましては、できるだけ簡易になるべく受

けやすい方法がいいのではないかというふうには考えております。こちらにつきましては、

実施団体、実施自治体もございますので、そういった部分も参考にさせていただきながら、

より被保険者の方々がお受けしやすい状況をつくってまいりたいというふうに考えておりま

す。よろしくお願いいたします。 

○土見副委員長 浅野委員。 

○浅野委員 一例を申し上げますと、隣の多賀城市では、各医療機関に申請用紙が置いておかれ

て、そこで書いたと同時に自分の払う分だけ払って、注射も一気に受けられるというふうに

聞いておりますので、ぜひそういった点を参考にしていただければなと思っております。 

  インフルエンザのことについては、おおむねこの部分なんですが、次に下水道についてお聞

きしたいと思います。資料№10の275ページをお願いします。 

  この歳出の部分で、13節の委託料、下から４行目ですかね、不明水調査委託料365万円とあ

ります。この部分についてちょっとお聞きしたかったのですが、実は震災後間もなく、藤倉

庚塚線、松陽台と藤倉と楓町のちょうど交差点があるあの近辺なんですが、朝の一定時間に

なると物すごいトイレのにおいがすると。それで、あの震災で下水管がもしかしてひびが入

っていたり、壊れてそこから汚水が漏れているのではないかということで住民の方から言わ

れて、当時私も調査をお願いしたことがあったんですね。ただ、あの当時というのは物すご

いいろいろな状況だったものですから、私もその後それが解決されているのかどうかちょっ

と確認していないもので、その部分も含めてこの不明水の委託料というのはどういうところ
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に使われているのかもあわせてお聞きしたいと思います。 

○土見副委員長 佐藤下水道課長。 

○佐藤建設部下水道課長 震災直後の分は、ちょっと私のほうは存じ上げていなかったんですけ

れども、こういったそのにおいとか、例えば音とか、そういったふぐあいがあった場合に、

まずこちらのほうの不明水調査委託料という365万円の中で、テレビカメラを管の中に入れて

調査をするというふうな形で、ここにおいて大体1,200メートルほどを調査する予算のほうを

計上させていただいております。さらに、そこの部分でふぐあい、詰まりであるとか汚泥が

そこに堆積したというような状況が見られれば、その上の段の清掃委託、こちらのほうの費

用を使いまして管路のほうを清掃していくというふうな段階に進むと。さらに、それがふぐ

あいが大きい、例えば破損していたとかという状況になれば、今度は次のページの15節のほ

うになるんですけれども、工事請負費の緊急工事、こちらのほうの736万2,000円を使いまし

て工事のほうで対応していくというふうな状況で取り組んでおります。以上です。 

○土見副委員長 浅野委員。 

○浅野委員 わかりました、ありがとうございます。ぜひ、震災から６年たったとはいうものの、

まだまだそういった部分があるかもしれませんので、再度徹底して調査をしていただきたい

と思っております。私の質問はこれで終わります。ありがとうございました。 

○土見副委員長 曽我ミヨ委員。 

○曽我委員 それで、先ほどまず、私は国保を質疑するつもりはなかったのですが、先ほど小高

委員から国保の引き下げを求めました。志野課長が丁寧に答えたのですが、国保の引き下げ

するかどうかは首長の判断でなければならないと思います。それで、12月定例会もやってき

ましたし、いろいろな諸団体も、志野課長を先頭にいろいろ要望してきました。でも、その

都度私の判断ではできかねるということで言われてまいりましたので、14億円あるというこ

とははっきりしたわけですね、それで市長が言っていたように、基金は最低でも３億円から

プラスしても４億円あったって、十分何かインフルエンザだとかあっても対応できる金額だ

というふうに思っているんだと思います。それで、結局平成29年度の国保の予算が組まれて、

割賦が７月から皆さんに行くわけですが、やはり全体を見て、ぜひ今ここで市長が国保を引

き下げる用意はあるということを言うかどうか、これで予算に対する対応も、私たちも後ろ

にたくさん控えていますから、私がここでではなくて、市民がすごく国保がどうなるかとい

うことを見守っていますので、そういう点で答えていただきたいと思いますがいかがでしょ
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うか。 

○土見副委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 先ほど小高議員からご質問いただきました内容については、逐一担当のほうからご

説明をさせていただきました。平成28、29年度の２カ年間については、６％強の引き下げを

させていただきたいということを議会のほうにお諮りをし、さような形で予算を編成させて

いただいています。ただ、収納率の向上でありますとか、あるいは恐らくは市民の皆様方も

健康づくりに大変ご配慮いただいているものかと思っております。そういった結果として、

10億円を超える基金が積み上がっております。繰り返しになりますが、これは国保加入者の

皆様方の基本的な費用であります。したがいまして、こういった部分を今後どう活用してい

くかということについては、今お申し入れいただきました件も含めて、また改めて議会のほ

うにこういう使い方をさせていただきたいということをご提案をさせていただくものと思っ

ております。 

  ただ、前段で申し上げてまいりましたのは、いよいよ平成30年度から県一本化がされます。

残念ながら、その形で我々にもまだ見えてきていないということであります。具体的に一つ

申し上げれば、県単位化ということになったときに、加入市町村に対してどういったことが

求められるのかということが、今現在残念ながら見えてきていないということであります。

当然、県におきましては、国から交付をされます調整交付金を活用して基金を造成するとい

うことまでは申されております。それで間に合うという試算なのか、あるいは追加で県単位

化に参加をする基礎自治体に対して基金の拠出を求められるのかどうかということが、残念

ながら今の時点で全く見えてきていないということであります。したがいまして、今まで再

三申し上げてきましたのは、平成28、29年度はまず６％の引き下げで国保加入者の方々の負

担軽減を図ってまいります。平成30年に県単位化の方向性が明らかになりましたら、またそ

ういったことについて再検討させていただきたいということをお約束をさせていただいてき

たかと思っています。今ここで下げる、下げないというお話ではなくて、今言ったようなこ

とを一つ一つしっかりと確認をした上で、あとは繰り返しになりますが、基金というのは加

入者の方々が積み立てていただいたお金であります。それをどういった形で活用するかとい

うことについては、改めて議会の皆様方にしっかりとお示しをさせていただきたいと思って

おります。終わります、よろしくお願いいたします。 

○土見副委員長 曽我委員。 
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○曽我委員 そう言ってもね、14億円という基金は、先ほども小高委員が言われましたように、

県内で２番目の基金の積み立てだと。なれば、どんなに国保一本化だといったって、２番目

ぐらいに持っている財政で、それ以上もっと負担しなければならないといったら、ほかの２

位以下の人たちの市町村は大変なことになりますよ。そうあっても、私は十分やれるという

ふうに思っているわけです。そんなに莫大な負担をさせていくなんていうことは考えられな

い。そして、当座は今の現状のそれぞれの市町村の収納と、あと納めて運営するというやり

方は続けると言っているわけですから、今やっぱり現段階でちゃんと引き下げをするべきだ

と。もちろん、私たちも被災者が納めたお金であることをちゃんと考えて、だから被災者に

このお金は還元すべきだという立場で、国保を引き下げるべきだという立場であります。そ

れ以上幾ら言っても、市長はもう少し検討させようということなんでしょうから、あとはま

た私たちもその旨をほかの団体と相談して対応を決めたいと思います。引き続きよろしくお

願いします。 

  それでは、私は次に国保、介護保険と後期高齢者についてお伺いします。資料№10の316ペ

ージが介護になりますね。 

  それで、今この予算は前年度ともベースにしながらさまざまなことで組まれたものだと思い

ますが、これだけ見ていてもよくわからないし、市民にとってどうなのかということも見え

ません。それで、課長に伺いますが、この平成29年度の介護保険事業、これ特に私は国のほ

うがさまざまな制度を変えてきていると思うんですが、平成29年度のこの介護保険事業の中

で、何がどう変わったことが盛り込まれているのかお伺いします。 

○土見副委員長 鈴木長寿社会課長。 

○鈴木健康福祉部長寿社会課長 介護保険事業につきましてお答えさせていただきます。新年度

平成29年度の予算編成に当たりましては、委員からもお話ありましたように、変化を抑えな

がらのところもございます。全体としましては、まず今資料№10の316ページのところを言わ

れましたが、314、315ページのところで、全体としましては5.6％ほどの増になってございま

すが、まずその傾向としましては、介護給付費の伸びのほうが、315ページのほうですと約１

億7,000万円ほどということで、3.6％ほどの増になってきているところがございます。こち

らは、要介護の高い方の人数などもふえてきている関係で伸びてきているところが、まず予

算の関係ではございます。 

  それから、予算のほうで先に申し上げますと、総務費のほうで約1,500万円ほど前年に比べ
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るとふえてございますが、こちらにつきましては平成30年度に向けての７期の介護保険事業

計画の期間に向けまして、まず計画策定のところで250万円ほどの策定経費の計上、それから

平成30年度に向けましたシステム改修などのところも含んでいるところではございます。 

  それから、歳出のほうでの塩竈市の変化としましては、介護給付費のほうから地域支援事業

のほうに、平成28年度から取り組んでございますいわゆる「総合事業」の関係での介護予防

給付のほうからの取り組みの変化のところがございます。こちらのほうでは、項目の間での

移動になりますが、そういった変化がございます。 

  あとは、地域包括ケアシステムの構築に向けてというのが、この第６期での大きな目標でも

ございますが、そこに向かってのところで、今申し上げました総合事業の取り組み、こちら

はいろいろな事業者、それから住民団体の方なども担い手としながら、介護予防などもして

いこうというふうなところの取り組みのところで、第５款のところの地域支援事業費のとこ

ろが、先ほど申し上げました介護給付費からの移行とあわせましてふえてきているところが

ございます。 

  それから、地域ケアシステムの構築に向けまして、介護・医療の連携などというふうなこと

も今後取り組んでいかなければならないというふうなところ、このような取り組みのところ

なども、この第５款のほうの地域支援事業費のほうに盛り込まれているところがございます。

というふうなところで編成をさせていただいております。よろしくお願いいたします。 

○土見副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 とにかく、その国のほうでは、各これまでは要支援１から要介護５までの関係で、

介護給付費に基づいたサービスを行ってきたけれども、要支援１と２については自治体が行

う地域支援事業に移行すると。塩竈市は去年から移行しているから、特段平成29年度では大

きな隔たりはないように見えるけれども、いよいよ本格的に地域支援事業に要支援１・２は

そちらのほうにスライドしていくという事業になったということで受けとめていいわけです

ね。 

○土見副委員長 鈴木長寿社会課長。 

○鈴木健康福祉部長寿社会課長 塩竈市は、平成28年度から取り組みを開始させていただいてお

りますが、徐々に移行してきている部分、本格的に平成29年度からは地域支援事業のほうで

の取り組みをさせていただいております。 

○土見副委員長 曽我委員。 
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○曽我委員 それで、特に324ページをちょっと見てみますと、居宅介護サービス・施設介護サ

ービス・介護サービス計画、３つのサービス、それから地域密着型介護サービスも含めれば

４つありますが、この中で予算の比較を見ましても、居宅介護サービス等給付費が7,295万減

額になっている予算だと。その一方で、330ページ、地域支援事業のほうに移行していくとい

うことで、ここで介護予防・生活支援サービス事業費が前年度と比べて8,962万8,000円の増

額になったということになります。それで、実際に訪問型サービス事業あるいは通所型サー

ビス事業、この予算が計上されておりますが、これらは例えば資料№15の、先ほど42ページ

に要支援１、要支援２、平成29年度、これが414名、290名、こういう方々が合わせて704名、

この方々が要するに地域支援事業に全部が移るとは思いませんけれども、この方々がいずれ

この地域支援サービス事業を受けることになるということでいいんですか。 

○土見副委員長 鈴木長寿社会課長。 

○鈴木健康福祉部長寿社会課長 お答えさせていただきます。今委員から、資料№10のほうで

324ページの介護サービスの居宅介護サービスのところから、330ページ介護予防・生活支援

サービス事業費のほうに移られたのではないかということで、この「総合事業」の取り組み

というのはそのようなところでございまして、地域支援事業のほうで実施をしていくという

ふうなことでございます。ちなみに、この負担割合につきましては従前の介護給付と同じく

でございまして、公費負担が50％で、あと１号、２号の保険者の方の負担が50％、その公費

負担のほうも国が25％、県が12.5％、市が12.5％というふうなところも変わりはございませ

ん。 

  認定者のところで、要支援１、要支援２の方が総合事業に移行するのかと、そのとおりでご

ざいます。このほかに、チェックリストの該当者の方が総合事業のほうでサービスを受けら

れるということで、介護予防から移行するサービスだけではなくて、さまざまな実施主体の

方に支えていただくようなサービスも利用可能になるというふうなことで、総合的な取り組

みをさせていただくところでございます。よろしくお願いいたします。 

○土見副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 それで、このこっちへ移行するのはいいんですが、その受け皿体制は十分なのかと、

専門性もちゃんと持ってやられているのかと、ここが非常に心配するわけですが、その受け

皿体制はどんな状況になっていますか。 

○土見副委員長 鈴木長寿社会課長。 
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○鈴木健康福祉部長寿社会課長 平成28年度の状況で申し上げさせていただきます。従来の介護

予防からの、大きく分けますと訪問事業と通所の事業というものがございますが、訪問の事

業でございますと、ホームヘルプサービスなどでございますが、従来の予防給付からの移行

で、市内の19事業者の方、移行して受けとめていただいて実施中でございます。そのほかに、

緩和した基準のサービスということで、従来の軽度生活援助員ということで行ってきたもの、

こちらも総合事業のほうに移行して実施をさせていただいております。それから、新たなサ

ービスとしましては、８月からでございますが、リハビリを中心とした訪問サービスという

ふうなものも、市の事業の中で実施をさせていただいているというふうな取り組みをさせて

いただいてございます。 

  そのほかに、もう一つの大きなほうで、通所事業のほうでございますが、従来の介護のほう

の給付のほうの通所サービス、現行相当のところはそのままスライドして移行してございま

して、市内で23事業者の方に実施をしていただいております。さらに、従来いきいきデイサ

ービスということで、桜ヶ丘の老人憩いの家で行ってきましたが、こちらのほうもこの総合

事業の中での通所型のサービスということで実施をさせていただいております。さらには、

平成28年度の新たな取り組みとしまして、先ほども申し上げましたリハビリの関係の通所型

のサービス、それに11月の民生常任委員協議会などでもご報告させていただいてございまし

たが、藤倉町内会で住民の方主催のデイサービスなども開始していただいております。この

ような取り組みを今後とも続けていきたいと思ってございます。 

○土見副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 １回に全部のこの施設の状況は頭には入らないわけだけれども、まず比較的そうい

った受け皿体制はできているというふうに受けとめていいのかということです。 

○土見副委員長 鈴木長寿社会課長。 

○鈴木健康福祉部長寿社会課長 従来からのサービスは、従来どおりのサービスが受けられるよ

うに移行してございますし、新たなものをつけ加えながらそういった体制づくりをしてござ

いますので、よろしくお願いいたします。 

○土見副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 それで、今問題になっているのは、何か最近認知症の方々があちこちで見受けられ

るような、何かここ半年ぐらいでそういう状況がありまして、それでやっぱり専門的にそう

いうノウハウを持った人たちが、認知症といいますと、比較的日常普段の生活は何も変わり
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なくやるんですよね。そして、割と見慣れない人ほど、私は元気でちゃんとできますという

ふうになります。だけれど、家族がずっと見ているとそれがわかるんだけれども、でもそう

いったことでも、例えばサービスを受けながらも、そういった専門性がうんとないと、ただ

こう緩和されたサービスだと、多様なサービスがいっぱいあるといっても、専門性がなけれ

ば大変なのではないかと思うわけですが、その辺の体制は十分あるのですか。 

○土見副委員長 鈴木長寿社会課長。 

○鈴木健康福祉部長寿社会課長 認知症の方についても大きな問題があるかと思います、大きな

課題があるかと思いますが、取り組みをさせていただいておりまして、まず身近なところか

らといいますと、私もここに下げさせていただいておりますが、認知症の方の状況を知って

いただく、そしてそのお助けをいただくようなことでの啓発活動をまずはさせていただいて、

そういったところの方のニーズをふやしているというふうなところがございます。それから、

認知症の家族会の方の支援をさせていただいたり、あるいはカフェなどの開催のほうを支援

させていただいている。 

  それから、専門性のところでは、平成29年度にまさに取り組みをさせていただこうと思って

いるわけでございますが、初期治療の医療支援チームというふうなものを今後立ち上げさせ

ていただきまして、医療のほうと介護のほうとの連携のもとで、そういった方がいらっしゃ

ればそちらのほうでの対応を、連携をとって対応させていただくというふうなことをさせて

いただく。 

  あとは、施設の関係でございますと、平成28年度に認知症の方を対象にしたグループホーム

を補助対象とさせていただいて、今整備中でございまして、グループホームがまた一つ10月

の開所目指して整備中というところがございます。以上でございます。 

○土見副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 施設なんかは、認知症型だとかさまざまありますが、そこはいいんですよね。ただ、

日常普段にそういったことが、通常要支援１・２の方がこの地域支援事業のサービスは受け

られると、受け皿はあると、だけどやっぱり細やかなその専門性がないと大変なのではない

かと思うわけであります。例えば、実際にこの予算書を見ましても、そのさっき言った訪問

型サービス事業、非常勤職員報酬257万9,000円、非常勤職員の報酬にはなっているけれども、

そこだけで十分チェックできる体制があるのかというと、そうではないのではないかと私は

思います。それから、認知症では335ページに、これは認知症総合支援事業費ですが、講師等
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謝金です。講師いることも大事ですけれども、この日常普段の方が、お年寄りに沿って把握

できるような体制が、この総合事業の中で、安上がりの事業の中で十分体制がとられるのだ

ろうかと、そこのところを聞いているわけですが、いかがでしょうか。 

○土見副委員長 鈴木長寿社会課長。 

○鈴木健康福祉部長寿社会課長 資料番号10の334、335ページのところで、今335ページのとこ

ろもご紹介ありましたが、講師謝金ということでは、認知症の方、家族の方を対象にした講

演なども予定しているところでございますが、同じところで13節の委託料、こちら840万

1,000円というふうなことで、こちらのほうなどにつきましては、先ほど申し上げました初期

支援チーム、それから各包括のほうへの委託としまして、各包括で地域での認知症の推進員

というものをそれぞれ配置していただいておりまして、各地域でのきめ細やかな対応をして

いただいているところでございます。このようなところもお含みいただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

○土見副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 なかなかうまく聞けないんですが、それでは、２施設を地域密着型も含めて建設し

たいということですが、不調に終わったということで、これは引き続き取り組んでいくとい

うことが前段であったと思うんですが、それで、実際にその介護報酬がなかなか引き上がら

ない、安倍首相は１億総活躍プランで、介護施設の整備とか介護職員の処遇改善をやってい

くと言っているようでありますが、この平成29年度でその処遇改善というのは盛り込まれて

いるのでしょうか。 

○土見副委員長 鈴木長寿社会課長。 

○鈴木健康福祉部長寿社会課長 お答えします。処遇改善のことでございますが、平成29年度の

介護報酬改定のところが通知が入ってきておりまして、まだ詳細明らかではないところがご

ざいますが、平成29年度から介護報酬を1.14％引き上げて、その介護従事者の方の月額平均

１万円相当の処遇改善を図っていく方針であるというふうなことで通知が入ってきてござい

ます。ただ、こちらの通知につきましては、最近のところでございますので、今後図ってい

く方針だというふうなところで、具体のところはまだこれからのところでございますので、

具体の中身を受けながら対応していくというところで、まだ当初予算にはもちろん盛り込ま

れていない状況でございます。よろしくお願いいたします。 

○土見副委員長 曽我委員。 
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○曽我委員 なかなかこの介護をしてくれる人も探せない、保育士もなかなか見つからない、こ

ういう状況で、やっぱり早くこの報酬についても引き上げて、安心して働ける介護職員を早

く体制をとることが必要だと思います。 

  あと４分30秒しかないのですが、後期高齢者でお伺いしたいと思っていました。介護の聞き

方と同じですが、平成29年度でこの事業で最も変化のあることは何なのかをまずお伺いし、

それから保険料の値上げになる部分も出てきているのではないかと思いますが、時間がない

のでその辺を、市民が聞いてわかるようにお答え願えればと思います。 

○土見副委員長 志野保険年金課長。 

○志野健康福祉部保険年金課長 まず、後期高齢者の変更点でございますが、予算書にございま

すとおり、ほぼ去年どおりとなっております。理由といたしましては、根拠となります、市

町村の後期高齢者医療事業につきましては、あくまで徴収部分を担っているというところが

あります。加えまして、後期高齢者の保険料につきましては平成28年度、平成29年度同率と

いうことで、宮城県後期高齢者医療広域連合議会でも決定されておりますので、予算面での

変更はないという状況になっております。 

  なお、一応ですけれども、被保険者数については若干の増加傾向にあるということだけ申し

述べさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○土見副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 広域連合議会に私ここから送り出していただいているのですが、広域連合で急遽決

まったのは、低所得者に対する特例措置が廃止されてしまったと、このことによって介護保

険料が上がる方が出てくるということになります。もちろん、広域連合では当初から特例措

置を考えないでいる予算を組んでいますから、そこでは変更がございませんが、割賦いく方

については保険料特例軽減された方が引き上がることになるというふうに考えております。

そういうことを、だから特例措置を廃止されて引き上がることになっていくよということだ

け、私はここで申し上げたいと思います。 

  それから、もう一つ変わったことは、高額療養費も変更になると思いますがいかがでしょう

か。 

○土見副委員長 志野保険年金課長。 

○志野健康福祉部保険年金課長 高額療養費につきましては、後期高齢者医療に限らずそういっ

た動きがあるというのは承知をしておりますが、現段階４月現在において、そのようにすぐ
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に変わるというふうには理解しておりませんので、よろしくお願いいたします。 

○土見副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 では、私が広域連合議会に行って、いいか悪いかは別にしても、高額療養費の部分

も大幅に変更になっていくものが含まれているということだけ申し上げて、質問を終わって

いきたいと思います。ありがとうございました。 

○土見副委員長 鎌田礼二委員。 

○鎌田委員 私からも特別会計について質問させていただきます。 

  まずは、特別会計というと、私は市立病院が真っ先に浮かぶわけですけれども、定石どおり

市立病院からいきたいなというふうに思います。 

  まず、資料の８番の施政方針の中をちょっとお聞きしたいと思うんです。９ページに市立病

院のことについて書いてあります。この中で、中ほどに、今後とも地域の皆様に住みなれた

地域で安心して暮らしていただくために、各機関との連携と良質な医療の提供、そしてここ

からが質問なんですが、安定経営に向け職員一丸となって努力してまいりますと、この中で

この安定経営というところをどういうふうに捉えているのか。それから、一丸となって努力

してまいりますとあるんですが、どういった努力をされるのか、その辺からお伺いをしたい

と思います。 

○土見副委員長 荒井市立病院事務部長。 

○荒井市立病院事務部長兼医事課長 まず、安定経営と施政方針の内容でございますけれども、

今回の平成29年度の市立病院の当初予算というのは、議会の皆様にもお示ししました新改革

プランの中身をほとんど内容的にはそのまま載せているということにしています。これは、

努力目標、そういったものも含めて予算計上したものもありますし、それが現在歳出のほう

でも取り組んでおります経費の抑制というものを反映した予算ということも含めて、今回予

算のほうを計上させていると。これを達成しますれば、こちらのほうの経常収支の均衡維持

を図れるというふうな予算というふうな内容になっています。 

  職員一丸となってという部分ですが、既に先ほどもご説明しましたけれども、平成28年度か

らさまざまな改革プランを取り組んでおります。これは、各部署、これはドクターも含めて

なんですが、看護部や薬剤部、事務部も含めて各部署でさまざまな改革に今取り組んでおり

ます。全体的には、15項目ほどもう既に取り組んでいるという中身でやっておりまして、そ

れが平成29年度予算に反映できるような、契約の変更であったりとか、それから先ほど管理
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者のほうからもご説明ありましたように、患者さんのサービスの向上ということで採血時間

の繰り上げを行うことによって、診療時間が９時からその結果がわかり、診療行為にもそれ

が反映できると、待ち時間のほうも分散されて、駐車場のほうの副次的な緩和も図れるなど

の、そういったさまざまな取り組みもあわせて行ってきております。そういう総合的なもの

を、29年度もさらに新しい改革も含めた中で、安定経営というのがいわゆる経常収支の均衡

維持をというのを目指して、この経営の改革を取り組んでいくというふうな内容でございま

す。以上です。 

○土見副委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 今の説明の中で、収支均衡ということが出ました。平成28年度はどんな見込みなの

か、そして一丸として努力して今後進む平成29年度の見通しについて、簡単にお願いします。 

○土見副委員長 荒井市立病院事務部長。 

○荒井市立病院事務部長兼医事課長 平成28年度のほうの見込みにつきましては、既に補正予算

の中でも総括のご質問もいただきましたように、なかなか厳しい状況だったということが言

えます。秋ごろ、10月ごろからの入院患者のほうが激減したというふうなところであります

とか、あとは院内でインフルエンザが発生しまして、なかなか入院の患者さんを確保できな

かったと。一部病院のほうの病室の閉鎖だったりとか、そういった事情もありますし、それ

からこれは制度上のお話ですけれども、いわゆる療養病棟のほうの、療養診療の減算という

ものがございまして、制度上でのなかなかカバーし切れなかった収入というのが確保できな

かったというのがございまして、一般会計から7,350万円の繰入金を追加でいただく中で、平

成28年度の収支の均衡を図っていこうというふうな取り組みになってございましたと、これ

はなかなか厳しい環境でした。ですから、そういったこれまでの経過を踏まえた中で、安定

的にやっていくためにはということで、これは、一応秋ごろの状況を踏まえた中で、委託契

約関係の見直し、これは平成29年度の見直しとか、そういったものの取り組みをやって、よ

うやく平成29年度の予算というもののご提案ができるようになったと。もちろん、前段には

病院のほうの事業審査調査委員会の審議委員の皆様にもご審議いただいた中で、新改革プラ

ンのほうのこれは収支計画というものをお認めいただいたという経緯のものでございます。

以上でございます。 

○土見副委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 いよいよこの中身について入っていきたいんですが、病院会計の予算、見させてい
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ただきました。そして、２ページの第３条、第４条ですか、収支的収入及び支出それから資

本的収入及び支出と、収益的収支については約30億円を見ているということですが、このい

わゆる会計の中に、この資料№15のほうにちょっと移りますけれども、この中で54ページの、

病院についてはここで平成29年については一般会計からの繰り出しを約４億3,000万円、４億

円ちょっと、それから、これ基準内、基準外とあるわけですが、この中で２点、約８億円、

それから基準外については約１億5,000万円というようなことが掲載されているわけですけれ

ども、もう最初からこの会計の予算の中に、この繰入金も組み込まれているのでしょうか。 

○土見副委員長 鈴木市立病院業務課長。 

○鈴木市立病院事務部業務課長兼経営改革室長 委員にお答えいたします。平成29年度の収益的

収支、資本的収支の予算の中には、この４億2,700万円の繰入金は含まれてございます。以上

でございます。 

○土見副委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 そうすると、いわゆるこの基準内ぐらいの金額であればですけれども、基準外に

2.8億、３億円弱あるわけですけれども、もう最初からそれを繰り入れを計算の中に算定入っ

ていてというふうなことであれば、何かちょっとなというね、本当にやる気があるのかなと

いうふうな思いが出てくるわけですけれども、何ぼ算定の中に入れていても基準内が本来の

形かなという、私はそういうふうに考えるわけですけれども、それについての意見といいま

すか、どう考えるのでしょうか。 

○土見副委員長 伊藤市立病院事業管理者。 

○伊藤市立病院事業管理者 ちょっと私のほうからお答えしますが、総計で４億2,700万円入っ

ていまして、その内訳が基準内が２億7,628万1,000円、基準外が１億5,000万円という計算に

なっていますので、我々としましてはいろいろ病院事業審議会等ございまして、一定の繰り

入れ内で収支均衡を保つという、そういうことでやっております。委員おっしゃるとおり、

基準内でやればいいということですが、我々訪問診療、それから療養病棟、それから救急含

めたり、あるいはいろいろな医療を維持するために、大学から先生も応援もいただく、もち

ろん不採算な部分も非常にありまして、そういうもののために基準外ということで、これも

少し繰り入れいただいているという状況にあります。以上です。 

○土見副委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 病院経営の観点から見ればそうなのかもしれませんけれども、私個人といいますか、



-331- 

私の目から見れば、いわゆるこの基準内というのは、やっぱり公的なそういった医療機関と

してはやはりいろいろお金がかかるといいますか、そういうところがあるので、公的な役割

を果たしているので、それで基準内があるのかなというような解釈をするわけです。ですか

ら、この基準内ぐらいは入っていても、その予算の中で考えてもいいと思うんですが、この

基準外の部分については本来は、ちょっと表現はよくないんですけれども甘えがあるのかな

なんて思ったりするわけですね。ですから、あくまで基準外も本来の基準内的なそういう要

素であって、公立病院としては欠かしていけないお金だと、予算だというふうに考えられる

のでしょうか。その辺をちょっとお聞きしたいと思います。 

○土見副委員長 荒井市立病院事務部長。 

○荒井市立病院事務部長兼医事課長 基準外の、これは資料№15の54ページの基準外１億5,000

万円ほど、今回平成29年度で内訳としてございます。基準外の内容として主なるものをちょ

っとご説明申し上げますと、一つは小児医療というものです。それから、もう一つがいわゆ

る不採算医療といわれる在宅診療でありますとか、そういったところの内容でございます。

ですので、小児医療のほうも実は需要として非常に高くなってございます。これまでスーパ

ードクターのような先生もいらっしゃったということがありますが、去年平成28年度から毎

週診療ができるように、その大学のほうからも医師も招聘することもできましたので、これ

まで１桁台だった１日当たりの小児科の外来のほうの患者さんも、１桁から今は13から15人

近くまでふえてきていると。やはり、毎日診療するということによっての安定的なその患者

さんの確保というのが見られるようになってきました。 

  それから、不採算の中でも特に在宅診療というふうな部分につきましては、やはりお一人の

先生、外に出ていく時間というのはやはりかなり時間をとられてしまいます。その中には、

当然看護師も一緒に訪問するというケースもございますので、そういった人的なものに関し

て、なかなか先ほど介護のほうでも施設に入れない方もいらっしゃるという現状の中で、や

はり高齢者の方というのは在宅で医療を受けるという形が、やっぱり非常に多くなってござ

います。そういった在宅の方々も今上昇傾向にありまして、増加傾向にありまして、月々100

名を超えるという実態にもなってきております。そういったところをやっぱり補っていくと

いうふうなところも一つの公立病院として果たすべき使命の一つだということで、改革プラ

ンのほうにも載せさせていただいていると。そこをしっかり捉まえながらも、できるだけそ

の基準外となるような、そういった繰り入れが少しでも減るような経営努力を、ほかの主力
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の診療科目のほうでカバーしていくというふうな努力はしてまいりたいというふうに考えて

ございます。以上です。 

○土見副委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 基準内の中に、今までは在宅があったわけですけれども、そのほかに小児関係が入

ってきたということで、もしかするとそれがプラスに転ずる要素になるかもしれないので、

では一生懸命頑張っていただきたいなと。医者の不養生という言葉がありますけれども、健

康に留意されてやっていただきたいなというふうに思います。 

  次に、この実施計画の中から質問させていただきます。まずは、この実施計画の22ページ、

介護保険事業の中の介護支援ボランティア制度事業についてお聞きをします。 

  これについては、この予算を見ますと、年々ちょっと上がってきているというところもあっ

て、ここで登録見込み人数が150人というふうにも載っておりますし、この登録見込み人数

150人になっていますけれども、これにかかわる人たちは、介護ボランティアは、ここ数年の

間の実績としてどういうふうな状況になっているのか。 

  それから、この予算としては285万円ですか、約300万円弱ですが、この予算としては少ない

ような気もするんですが、だんだんふえてくる、それから需要もあるのだろうと私は思うん

ですが、この２点についてどうなんでしょうか。 

○土見副委員長 鈴木長寿社会課長。 

○鈴木健康福祉部長寿社会課長 介護ボランティアについてお答えいたします。介護ボランティ

ア、平成26年度からスタートをさせていただいてございます。平成27年度の年度末で109名の

登録者でございました。ただいま、つい最近のところでございますと118名でございます。こ

れは入れかわりがありながらというふうな状況ではございますが、来年度の目標は少し高目

に150名というふうなことを上げさせていただいている状況でございます。 

  予算でございますが、当初この介護ボランティア制度、まず介護ボランティア制度につきま

しては、65歳以上の方を対象に、私どもが指定しているんですが、介護保健施設でのボラン

ティア活動をしていただくものでございまして、ご自身の健康づくりと社会参加というふう

なことを目的にもしていただいてございます。その内容でございますが、施設の中でどのよ

うなことをしていただいているかというと、お話相手であったり、お茶出しであったり、あ

るいはお食事の配膳、下膳など、それから散歩のお手伝いというふうなことなどをしていた

だいているものでございます。活動30分ごとにスタンプ１個を押させていただきまして、活
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動は１日当たり最長で２時間を上限というふうなことでの取り組みをしていただいておりま

す。なお、スタンプ２個を１ポイントとしまして、１ポイント100円というふうな換算で、年

度末にこれを換金をさせていただいている。その換金の部分の経費と、それからそれに携わ

ります運営経費などが、まとめてこちらの事業のほうに掲載している金額になってございま

す。平成27年度177万円、平成28年度は230万円というふうなところで、平成28年度から先ほ

ど申し上げましたポイントで、合計のポイント、換金のところでございますが、平成27年度

までは１人当たり１万円までを上限とさせていただいておりましたが、平成28年度からは１

人当たり２万円というふうなことを上限とさせていただいて、なお活動を活発にしていただ

きたいというふうなことで取り組みをさせていただいてございます。そのようなところで、

今後ともまた推進していきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

○土見副委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 今私初めてわかったんですが、上限があるということで、金額的にはそういう大き

な金額でもないな、なんて思ったんですが、やはりこういったボランティアはすごく大切だ

し、やはりお年寄りにとってはいろいろな人とお話をしたり接触することが、やっぱり痴呆

防止にもつながりますし、いいのかなというふうに思うんですが、やはりそのやりがいをあ

る程度持たせる意味でも、その上限をもうちょっと上げるとか、あとはそのポイントあたり

の単価といいますか、それを上げてやるのも一つの励みになって、いい効果を生むのかなと

いうふうに思いますので、何か工夫されればいいかなというふうに考えています。 

  次は、57ページの市営汽船新造船建造事業ですね。交通事業会計についてお聞きをしたいと

思います。 

  午前中に同僚委員が質問しているんですが、私も言いたいところを言われちゃったななんて

思っているんですが、この新造船することは、総括質疑でこんなんじゃいけないよという話

はさせてもらったんですが、やるからにはいい形でやってもらわないといけないので、そん

な意味で、この新しい船はまず従来の船とスピードはどうなんですかね。例えば倍速いとか、

３倍速いとか、小さい船だと小回りきいて速いというふうに私は素人考えで思うわけですけ

れども、そのスピード、巡航速度はどんなものなのでしょうか。 

○土見副委員長 村上浦戸振興課長。 

○村上産業環境部浦戸振興課長 お答えさせていただきます。スピードに関しましては、航路内

のスピードというんですか、ノット数というのが決まっておりますので、船自体のポテンシ
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ャルは高いといたしましても、航路内はある一定程度のスピードで、つまり今と同じような

形で進む形しかとれないということになっております。以上でございます。 

○土見副委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 残念な回答なんですけれども、その船の性能としては速く走れるんですか。 

○土見副委員長 村上浦戸振興課長。 

○村上産業環境部浦戸振興課長 船の性能といたしましては、当然今のスピードよりも大分速く

は走れます。ちょっと数字的なものは手元に今あるんですけれども、ちょっと探してから後

でお答えいたしますけれども、大分速く走れることにはなります。 

○土見副委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 航路の問題があるということですけれども、船が小さければ船底の水面からの深さ

というか高さというか、それなんかも違ってくるのだろうし、ちょっとその大型船と同じス

ピードというのもちょっとね、私もそれ素人考えですけれども、やはりどうなんですかね、

スピード変えられないんですか、その航路の。そういうことを前提に考えてスピードアップ

になるのであれば、便数の増加やら頻繁な行き来も可能になるとは思うんですが、そういっ

たところのぐあいはいかがでしょうか。 

○土見副委員長 村上浦戸振興課長。 

○村上産業環境部浦戸振興課長 済みません、先ほど言い漏れましたけれども、航海速力という

のがございまして、これは基準速力ともいうんですけれども、今ある「うらと」ですと13.5

ノットという形になりまして、今ある「しおじ」ですと11ノットですので、2.5ノットほど速

くなるという形、船自体の能力はということになりますけれども。あと、航路、確かに私も

小さい船ですし、スピード出せないのかなということは船員等に投げかけというかお聞きし

たことがあるんですけれども、我々の航路は特殊な事情がございまして、航路の両脇をノリ

とかコンブとかカキとかという、そのぎりぎりまでカキ棚というんでしょうか、そういった

養殖施設が隣接しておりますので、小さい船でもそこを走りますと、非常に波が立ちまして、

そういった養殖業に影響を与えるということで、極力落としたスピードで我々としては航行

しているというのが実情でございます。以上でございます。 

○土見副委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 そういった航路も決めるに当たって、ある程度その安全係数というか余裕を持って

設定してあると思うので、ちょっとそれ何か検証して、ある程度のちょっと小さな、この間
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もあったような津波で影響ないぐらいですから、ちょっと船が通る分にはそうそう影響はな

いのかなという素人考えですけれども、そういうことも検証されてそのスピードの見直しと

かされれば、効率のいい運航ができるのかと思いますので、やられるのであればやってほし

いなというふうに思います。 

  もう一つ、あと夏場の運航をちょっと違う運航にしたらどうかなという、そういう夏場、冬

場の運航形態は今は変わらないのでしょうか。それで変わらないのであれば、夏場を少し最

終を８時とか８時半、９時ぐらいにするとか、そういった例えば日の長い時期ですね、５月

から９月とか10月まではそうするとか、そういった工夫が可能なのかどうか、その辺をお伺

いしたい。 

○土見副委員長 村上浦戸振興課長。 

○村上産業環境部浦戸振興課長 お答えさせていただきます。確かに夏場、日が長いものですの

で、最終便の時間をおくらせたりとか、便数をふやすとか、そういったことができないのか

なという思いもございます。ただ一方で、これは東北運輸局の許可を得ての航路開設でござ

いますので、東北運輸局としては、例えば経費増につながることは、補助金を出している関

係上、なかなかに認めがたいところがございますので、そういったところを我々として考え

た上で、東北運輸局と協議をした上でダイヤを改正するという形になります。ですので、例

えば今夏と冬でダイヤを変えると、便数が変わらないのであればいいのではないかという考

えもあるでしょうから、そういったところはちょっと今後東北運輸局と協議をしていきたい

と思っております。以上です。 

○土見副委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 その運輸局とのかかわり合いがよくわからないんですけれども、例えば便数をふや

すに当たってはそうなのかなという、何でそんなの関係ないんじゃないのと私は思うんです

けれども、その辺はいろいろ融通をきかせて検討していただいて、交渉していただいて、い

い方向で、いい方向だとは私は思うんですよ、やれるのであれば実施していただきたいなと

いうふうに思います。 

  もう一つは、最後に102ページ、今度は土地区画整理事業会計について質問をさせていただ

きます。 

  ここに藤倉地区のことが、被災地区画整理事業が書いてありますけれども、ちょっと知り合

い、その前に、ここは大体私の家から近いのでたびたび通っているんですけれども、もうす
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ぐ家を建てられる状態で、もう建っているところも随分あって、残っているところも、半分

ぐらい残っているのかなというふうに思っているんですが、これ全部土地の引き渡しといい

ますか、そういうのが全部もう済んでいるのでしょうか。 

○土見副委員長 鈴木復興推進課長。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 お答えいたします。全部で29区画ございまして、今

21件まで全部引き渡し終わって、残り８件、今３月末を目指して引き渡しをする予定で、引

き渡しできる予定でございます。 

○土見副委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 そうすると、今年度中にはみんな引き渡しが終わるというところで、そうするとこ

としじゅうぐらいには大体完成して皆さん入れるのかなというふうな状況だと思うんですが、

その引き渡しに当たって、ちょっと私が聞いた話だと、その土地がまた狭くなる、なおかつ

電柱があって邪魔で、車もうまく入れられないんだというふうな、そういう相談といいます

か、話もちょっと前聞いたことがあったんですが、そういう新たに区画した中で、そういっ

たさまざまな問題があろうかと思うんですが、そういう問題が残っているとかということは

ありませんか。順調に進んでいるのかなというふうには思うんですが。 

○土見副委員長 鈴木復興推進課長。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 土地の引き渡しは全て終わるんですけれども、周辺

の道路整備、側溝整備、そういった電柱の移設とかがまだ終わっておりませんので、平成29

年度をめどにその辺を全て完成をするという予定になっております。 

○土見副委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 減歩されて、それでも大変な人たちがいるわけですから、やはりそういった細かな

ことはいろいろ融通をきかせて、少しでも速い、速やかにこの整理事業が終わることを期待

して、質問を終わります。 

○土見副委員長 暫時休憩いたします。再開は15時10分といたします。 

   午後 ２時４５分  休憩 

                                             

   午後 ３時１０分  再開 

○今野委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  質疑を続行いたします。なお、質疑の際には、資料番号並びに該当ページをお示しの上、ご
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発言くださるようお願いいたします。山本 進委員。 

○山本委員 私から、水道事業会計それから魚市場特別会計の２つの会計について質問をさせて

いただきます。 

  まず、議案第40号、資料№12、水道事業会計予算でありますけれども、過日の新聞報道にも

ありましたように、いわゆる宮城県水道３事業一体化、水道事業におけるコンセッション方

式の導入について記事が掲載されておりました。この見出しのとおり、「国、県、企業思惑

交錯、国は民営化を成長戦略に、県は設備等更新経費を削減、そして企業は新ビジネス開拓

探る」ですけれども、受水団体である塩竈市にとっては、このコンセッション方式の導入に

ついてどのような見解をお持ちですか、まずお尋ねします。 

○今野委員長 高橋水道部長。 

○高橋水道部長 今の質問でございますが、宮城県で今現在、上水それから工業用水、それから

下水道の一体的な官民連携につきまして検討を開始しているところでございます。今現在、

宮城県におきましては、水道事業につきましては大崎と仙南・仙塩の２事業、それから工業

用水につきましては仙塩と仙台圏、仙台北部の３事業、そのほか流域下水道が仙塩と阿武隈

川下流という形で、合計で７事業を行っております。これの年間の維持管理経費が60億円と

いうことでございます。これを、コスト削減、ひいては私どもにかかる料金負担の上昇を抑

制するということ、それからさらには今後見込まれます管路等の更新事業がございますので、

こういった際の企業債の抑制ということも含めて検討しているということでございます。こ

れによりまして、先ほど申しました60億円の１～２割を削減と、単年度で６億から12億の軽

減を図ろうというものでございまして、私ども水道事業にとりましても下水道事業につきま

しても、そういった意味では負担が軽減されるものと期待しているところでございます。以

上です。 

○今野委員長 山本委員。 

○山本委員 そうであればよろしいかなと思います。宮城県のほうでは、将来負担については30

年間で180億から360億円の経費削減が見込めるというふうになっていますけれども、塩竈市

は他の県内受水団体と異なり、単独で大倉から３万トンの水を引っ張ってきていると、単独

でですよ。昭和50年代初頭、七ヶ宿の広域に加入するか否かで、この議場でけんけんがくが

くの議論がされたのを私は記憶してございます。つまり、３万トンで足りるのではないかと、

何もこの上、高い料金を払って県の水を受水する必要はないのではないかというふうな議論
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があったんですけれども、今市内での、先ほどちょっと出ましたけれども、１日当たりの配

水量は何トンですか。 

○今野委員長 菅原水道部業務課長。 

○菅原水道部業務課長 約２万1,000トンぐらいになります。 

○今野委員長 山本委員。 

○山本委員 ２万1,000トンであれば、３万トンで間に合うということですね。七ヶ宿から受水

している県の水の受水基本水量は幾らですか。 

○今野委員長 菅原水道部業務課長。 

○菅原水道部業務課長 受水している水量につきましては3,500トンになります。その責任水量

８割ですので、2,800トン現在受水しております。 

○今野委員長 山本委員。 

○山本委員 足りていますから、うちのほうでは抜けますというのは、到底これはできないこと

は私もわかっておりますが、ただその料金を設定するに当たっては、他の団体と違う、つま

り明治・大正年間わたって自前でもって水道施設をつくってきたのが塩竈の歴史であります。

今後単独で、単独の保有する施設の維持管理、また老朽管の入れかえ等々やっていかなけれ

ばならない。そのために、皆さんは経営努力をして基金を積んで、そして配水管整備に充て

ているわけですね。その辺の他の団体と違うところが、今回の県のコンセッション方式の導

入の中で考慮されるのかどうなのか、それはどうなんですか。 

○今野委員長 菅原水道部業務課長。 

○菅原水道部業務課長 県の広域水道用水供給料金の設定につきましては、昭和51年８月に仙

南・仙塩広域水道用水供給事業の実施に関する協定書というのを県と受水団体での締結によ

り、あの用水供給事業がスタートしております。その中に、受水団体の受水需要水量に応じ

た基本料金と従量料金の２部料金制により、固定的経費分と変動的経費分を支払うものとい

うふうにうたわれております。現在の企業局の現行料金算定方法ですが、事業開始当初の建

設投資資金の調達に要した企業債償還経費を料金に反映させるため、総括原価法式の資金収

支ベースで算定しております。そして今現在、５年ごとに見直される受水料金が平成32年４

月１日に改定されますので、それに向けて29年度の新料金制度の案策定に向けて、平成27年

８月より企業局と受水団体17市町で用水供給料金の検討会が開催されております。以上です。 

○今野委員長 山本委員。 
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○山本委員 ぜひ、これからそういう協議会が立ち上げられて、そこで具体的な料金設定が協議

されると思うんですけれども、ぜひ本市の特殊事情、そういったものを十分県の、もちろん

承知していると思いますけれども、伝えながら、逆にその料金が上がる、県の料金は下がっ

たけれども、逆に今度は自前のほうで、それでは足りないので逆に今度は上乗せしていかな

ければならないというふうにならないような形にぜひしていただきたいなということだけお

願いしています。 

  それで、また現在の水道法で、これ即導入できますか。 

○今野委員長 菅原水道部業務課長。 

○菅原水道部業務課長 現在のコンセッション方式によりますと、料金設定とかできないんです

が、宮城県方式は水道法を改正して、県とそれから業者、事業認可を受けて料金設定もでき

るような形にしていくというふうなことだそうです。 

○今野委員長 山本委員。 

○山本委員 これは、現在宮城県の進めておりますいわゆる民営化導入の具体的な一つの政策だ

というふうに理解しております。そういう意味で、将来の維持管理経費負担を軽減し、そし

てなるべく料金を安くし、それでユーザーに供給するというふうな基本的な考えはわかりま

す。基本的には賛成はしますけれども、先ほど言ったようなことで、逆ざやといいますか、

逆にその塩竈の料金が上がらないような形でやっていただければというふうに思っておりま

す。 

  次に、いろいろ行財政改革に基づいて、水道は私は見ていると模範的な部署だというふうに

受けとめておりまして、現在定員適正化計画に基づいて、32名ということで所期の目的は達

成したというふうに評価されてはおりますけれども、私個人的にはそれでいいのかなという

ふうな感じは持っていますけれども、それで実際、退職された方を非常勤で雇用され、そし

てどうしても技術的な部分で協力してもらわなければいけないというふうなことでしょうけ

れども、今現在何名の方が雇用されておりますか。 

○今野委員長 菅原水道部業務課長。 

○菅原水道部業務課長 非常勤は３人になっております。 

○今野委員長 山本委員。 

○山本委員 それは、梅の宮の指定管理で明電舎に雇用されている方も入るんですか。 

○今野委員長 菅原水道部業務課長。 
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○菅原水道部業務課長 それは入っておりません。水道部に非常勤として配置されている人数が

３人となっております。 

○今野委員長 山本委員。 

○山本委員 その方々は、もちろん事務補助あるいは技術補助という仕事でやっているのでしょ

うけれども、待遇的にどうなっていますか、要するに賃金と、それから雇用期間、あと更新

の有無についてお尋ねします。 

○今野委員長 菅原水道部業務課長。 

○菅原水道部業務課長 賃金につきましては、事務補助、業務補助ですので800円となっており

ます。期間につきましては１年契約で、最大３年まで継続可能という形になっております。 

○今野委員長 山本委員。 

○山本委員 そこで、総務課長にお尋ねしますけれども、きのうの質疑の中で、保育士、非常勤

で雇用されている場合、時給1,100円というふうなことをおっしゃいましたね。では、水道で

も一応補助とはいいながら、ある程度土木的なキャリアを持っている方々で、その水道に関

する資格を持っている方がいらっしゃるんですね。ですから私が聞きたいのは、市として統

一的な基準はないんですかということなんです。ありますか。 

○今野委員長 佐藤総務課長。 

○佐藤市民総務部次長兼総務課長 お答えさせていただきます。本市では、非常勤あるいは臨時

的任用職員の雇用する際の報酬の時間単価ということで、一般的な資格等を有しない業務の

補助員につきましては時間、ただいま水道部からありましたように１時間単価800円、例えば

きのう出てまいりました保育士等、資格を要する業務補助員、こういった方々については時

間単価1,100円、あとは、一つ代表を申し上げますと、介護の認定調査員は1,300円という時

間単価で雇用させていただくということで、基準をつくらせていただいております。以上で

ございます。 

○今野委員長 山本委員。 

○山本委員 水道部のほうでは、市長部局のほうとその辺のすり合わせをした上で、今のような

雇用契約をしているんですか。 

○今野委員長 菅原水道部業務課長。 

○菅原水道部業務課長 人事と協議をさせていただきながら、水道部の業務内容を考えて800円

という形にしております。 
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○今野委員長 山本委員。 

○山本委員 今後、やはり定数管理、一応市長は所期の目的は達成したということで、凍結とい

う考えをお示しになっていますけれども、やっぱり今42～43％の非常勤含めた臨時職員の方

がいらっしゃるわけですけれども、やっぱりそれなりのかなりの戦力にもちろんなっている

と思うんです。そういう意味で、身分、雇用契約については統一基準を定めて、不公平なり

そういった問題が起きないようにしていただきたいということを最後にお願いしたいと思い

ます。 

  次に、議案第31号、魚市場事業特別会計ですけれども、資料№10、249ページですね。 

  まず、市場の維持管理経費として、総額幾ら予定されていますか。 

○今野委員長 並木水産振興課長。 

○並木産業環境部水産振興課長 魚市場の維持管理経費といたしましては、資料番号10の255ペ

ージをお開きいただければと思います。こちらの１款１項市場管理費、こちらが主に運営経

費となります。平成29年度当初としては１億2,421万8,000円を計上しております。 

○今野委員長 山本委員。 

○山本委員 歳入が１億8,140万円ということで、市場費として大体92％ほどの構成比なわけで

すけれども、そして市場管理費として大体69％、約70％弱の予算を計上していますけれども、

やはり市場の管理経費というものが非常に大きな比重を占める。そういう意味において、や

はりもっと歳入をふやさなければいけないとなるわけですけれども、これは新魚市場、秋に

全施設完全オープンになるわけですけれども、実際その維持管理経費を算定するに当たって、

もちろん旧魚市場と比較して、どの程度の増嵩が予測されると見ていますか。 

○今野委員長 並木水産振興課長。 

○並木産業環境部水産振興課長 維持管理経費につきましては、今回一応現在の使用状況などを

加味してつくらせていただいております。平成29年度は、平成22年度との比較になります、

震災前との比較になりますけれども、総務管理費としては約2,000万円ぐらい多くなっており

ます。ただ、これは公債費とかも入っているものもありますので。 

○今野委員長 山本委員。 

○山本委員 私は今、もちろん手元に資料ないから何とも言えませんけれども、素人考えで、そ

れだけで果たして賄えるのかなという感じがしています。つまり、具体的には、あえて名前

は言いませんけれども、県内の某市場では、余りの維持管理経費の大きさに水揚げ手数料を
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値上げしなければならないというふうなところまで追い込まれて、それでもって県の会議の

中で提案したと、まあだめだったんですけど。そういったような状況もありますので、この

辺のところの見きわめというのが非常に大きくなってくるのかなという感じはしています。 

  それで、例えばＣ棟ございますね、先日もマグロを使った料理ということで、ちょっと講座

のようなものがあったんですけれども、どちらかというと私は社会教育施設的な機能を持っ

ているのかなと、これをいわゆる魚市場会計で持つのは、私は余りにも酷なのではないかな

という気がするんですよね。それはどう思いますか。 

○今野委員長 並木水産振興課長。 

○並木産業環境部水産振興課長 今Ｃ棟、中央棟のことでご質問いただきました。確かに魚市場、

卸売施設として見た魚市場の中では、中央棟Ｃ棟の部分につきましては、実は卸売施設では

ない、ちょっと特殊な施設になるということは、我々ももともとそういう計画でつくった施

設ですので、そこのところは理解しているつもりです。以上です。 

○今野委員長 山本委員。 

○山本委員 卸売施設でないから、いわゆる地魚販売もできるという考えですね。 

○今野委員長 並木水産振興課長。 

○並木産業環境部水産振興課長 こちらの施設、施設設備については復興交付金を活用させてい

ただきましたが、その計画の中でも最初から地魚販売というのを出してやっております。卸

売施設ではないからそれが可能だというふうに考えております。 

○今野委員長 山本委員。 

○山本委員 であるならば、先ほど私が提案したように、社会教育施設として一般会計からもら

ってもいいと私は思いますよ。 

  そこで、地魚販売とそれからレストラン、食堂についてお尋ねします。これ何回も聞いてい

ますけれども、まず地魚とは何ですかということ、誰がどこからどのように運んで、それで

どういうふうに水揚げして、誰に売るんですか。 

○今野委員長 並木水産振興課長。 

○並木産業環境部水産振興課長 地魚の定義を、きちんと私の中でまだできかねているところは

ありますけれども、まずはやはり塩竈の魚市場に揚がった魚を活用いただきたいというふう

には考えております。ただ、そちらのこの地魚販売所と食堂合わせて事業者の募集を考えて

おりますので、その中でまたどういう提案をいただくかというのも、審査の項目としてこち



-343- 

らのほうは考えていきたいというふうに思っております。 

○今野委員長 山本委員。 

○山本委員 今課長おっしゃるように、これは卸売市場ではありませんので、機能的にはね。た

だ、当然別な業者が来てやるということになろうかと思いますけれども、その際、やっぱり

施政方針にも書いてありますように、仲卸との動線を確保して観光機能を高める、そのため

の展示室、約１億円弱の金を投資してやるわけですけれども、このレストラン、食堂含めて、

仲卸の方々との話し合いはされているのかどうか。また、仲卸でも昨年４月に会社をつくっ

て、いろいろ努力されて、何とか単年度黒字だそうです。あと、最近また食堂のスペースも

広くして食事を提供していると、そういう意味で民業圧迫にならないかということが一つと、

それを、いやそうではないんだというのであれば、仲卸とその辺のところの動線確保のため

の話し合いはされているか、また予定はありますかということ。 

○今野委員長 小山産業環境部長。 

○小山産業環境部長 お答えをさせていただきたいと思います。新しい食堂と売店等につきまし

ての公募については、新年度４月にかけていきたいなとは思っておりますけれども、その前

に、やはり地元の仲卸との連携というのは当然考えなければなりませんし、私どもこういっ

た形のものを考えているというふうなお話をちょっとその前にはさせていただけないかなと

いうふうに思っております。そういった中で、本当に相互に相乗効果が出るような形で運営

できるような形というものを、この間総括質疑、施政方針に対する質問の中でもお答えさせ

ていただきましたけれども、例えばお互いに行き来するようなスタンプラリーですとか地図

ですとか、あるいはパンフレットも同じ、市場のものと仲卸一緒のものをつくるとか、そう

いったことなんかはいろいろ考えていきたいなと思っておりますし、ただ私も訪れる観光客

とかの方々の視線からいうと、やはりどうしても午後の時間帯というものはぜひともサービ

スできる場所というものは必要かなと思っていますので、そういったことも含めていろいろ

と協議をさせていただいた上で、公募のほうはしていきたいなというふうに考えております。

以上でございます。 

○今野委員長 山本委員。 

○山本委員 なかなか魚市場という施設の特性から、今部長おっしゃられるように、大体お昼ご

ろにはもう終わってしまうんですね。ですから、観光客の方がいらっしゃる時間帯というの

はもう終わっている。仲卸のように、何か食べたい、あるいは魚を求めたいという方は目的



-344- 

があって来るわけですから、その時間に左右されないわけですけれども、その辺なかなか難

しさはあるのかなと。それから、仲卸周辺でも、食堂で何件か店じまい、後継者がいないと

いうこともあって今店をやめている例もあるし、４月から委託業者を募集するということで

すけれども、まず問題はその部屋代とか光熱水費とか、それは条例どおりとるということで

すか。 

○今野委員長 並木水産振興課長。 

○並木産業環境部水産振興課長 部屋代と、あと光熱水費は決めたとおりいただく予定でござい

ます。 

○今野委員長 山本委員。 

○山本委員 なかなかこれは難しいと思うんですね。予定している食数は幾らなんですか、食数、

何食ぐらい。 

○今野委員長 小山産業環境部長。 

○小山産業環境部長 あそこは、とにかくまず朝一番に魚市場の卸の方々に食事を提供しなけれ

ばならないということがありますので、それについてはおおむね50食提供できるようにとい

うふうにしております。あと、昼の時間帯等で観光客の方あるいは一般の方、あるいはその

周辺に勤めていらっしゃる方ということで積み上げをした数字がございまして、それが１日

おおむね100食、ピーク時が席数に合った形の50食という形で設計のほうをさせていただいた

というふうに記憶しております。若干数値のほうは確認をさせていただきたいと思います。 

○今野委員長 山本委員。 

○山本委員 わかりました。ぜひ、その応募に対して手を挙げてくれる方がいらっしゃることを

期待しているわけですけれども、新魚市場、まさに前も言いましたけれども、塩竈復興の顔

でもありますし、また塩竈の町の顔でもあります。ぜひ、やはりその内外にアピールできる

ようなすばらしい機能を発揮されるように、その意味で皆様方が日々現場に足を運んで、そ

して組合の方々と腹を割って話することによっていい施設に、施設として魂を吹き込むこと

ができるのではないかなということを期待して終わります。以上です、ありがとうございま

した。 

○今野委員長 志賀委員。 

○志賀委員 それでは、私のほうからまた質問させていただきます。 

  まず、今までも何回も言っていますけれども、資料№９の８ページで、塩竈市交通事業特別
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会計のところからちょっと質問させていただきます。 

  先ほどの委員からの質問に対して村上課長が、これからも議論を重ねていくと、それでやっ

ていきたいというお話をされていましたけれども、議論を重ねていくというのはどういう議

論を重ねていくおつもりなのか、ちょっとお聞かせください。 

○土見副委員長 村上浦戸振興課長。 

○村上産業環境部浦戸振興課長 お答えさせていただきます。まず、先ほども言いましたけれど

も、平成30年からダイヤ改正を行いたいというふうに考えてございますので、島民の皆様、

各島ごとにということになるんでしょうか、それともまとめてということになるんでしょう

か、そういった形で皆様方とご議論を重ねて行きたいと。その中で、各島ごとのニーズ、そ

れから要望、それからそういったもろもろのものを確認した上で、我々としてご提案する内

容と合うところ、合わないところを決めていきたいというふうに考えております。以上でご

ざいます。 

○今野委員長 志賀委員。 

○志賀委員 わかりました。それで、島民の方々の市営汽船に対する要望、歴代課長さん方がそ

れなりにずっと議論を重ねてきていると思うんですが、その重ねてきている議論は、村上課

長に全部引き継がれていますか、いませんか、教えてください。 

○土見副委員長 村上浦戸振興課長。 

○村上産業環境部浦戸振興課長 お答えいたします。重ねてきた議論が全部引き継がれているか

というお尋ねでございましたけれども、私といたしましては引き継ぎの中ではいろいろお話

を聞いておりますし、またこの経営健全化計画の中に、皆様方でいただいたアンケート、そ

れから区長さん方との懇談の場での意見、そういったものが明確に書かれておりますので、

そういったものを参考にしながら今後考えていきたいというふうに考えております。以上で

す。 

○今野委員長 志賀委員。 

○志賀委員 例えば、船の運航時間について、今までどういった要望が一番強かったですか。 

○土見副委員長 村上浦戸振興課長。 

○村上産業環境部浦戸振興課長 お答えいたします。経営健全化計画で、そういったそのアンケ

ート調査をやったということでの記録が出ておりますし、その中で皆様方から出された意見

としましては、以前からお話ししておりますけれども、例えば11時便が季節運航になってい
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るのを毎日の運航にしてほしいとか、それから今社会実験でやっております金曜日の夜の７

時半塩竈発、この便を、これも毎日運航していただきたいと。そうすることによって、通

学・通勤の人が心おきなく、その残業であったり部活動であったりができるようになるので

はないかという意見が出されておるということを、私としてはこれを見て感じております。

以上です。 

○今野委員長 志賀委員。 

○志賀委員 ということは、そういったものを踏まえてダイヤの運航の編成を考えていくという

ことですね。そうすると新しいダイヤには、毎日例えば最終便が７時半ですよというような

ダイヤが実現できそうなのか、いやというのか、ちょっとお答えください。 

○土見副委員長 村上浦戸振興課長。 

○村上産業環境部浦戸振興課長 お答えいたします。我々としては、そういったその要望を出さ

れたことを可能な限り実現していきたいという思いで取り組んでおります。ただし、先ほど

も鎌田委員の質問にもお答えいたしましたけれども、一方でこれは東北運輸局、国土交通省

の補助事業でございますので、経費増につながるようなところ、そういったところは余り国

のほうでも認めがたいということになっておりますので、その辺をうまく調整しながら、最

大限ニーズに沿った形での航路を決めていきたいと思っておりますので、今ここで７時半便

が毎日、11時便が毎日ということはなかなかに、わかりましたということにはちょっといか

ないというのが正直なところでございます。以上です。 

○今野委員長 志賀委員。 

○志賀委員 その経費上の補助がなかなかつながりにくいというのはどういう部分が、具体的に

お話ください。理解できません。 

○土見副委員長 村上浦戸振興課長。 

○村上産業環境部浦戸振興課長 済みません、説明不足で申しわけございません。国のほうでは、

毎年の我々の離島航路を運営していくに当たっての費用の部分、それから収益の部分、それ

に伴います欠損の部分というのを、国のほうに我々として出しております。それを国のほう

で確認いたしまして、例えば費用の部分は、ここはもうちょっとすればよくなるのではない

かとか、あと費用に関しても、これはちょっと費用が多過ぎるのでこういうことで改善でき

ないかという形で、毎年国のほうと、あと県も補助対象事業者、補助を行いますので、県の

ほうと、それから我々のほうで会議を行って、毎年の航路を行っております。そういった中
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で、国のほうでは費用の部分、それから収益の部分にチェックをして、その上で国としての

補助金を我々に出すという形ですので、費用増というところはなかなかにその、自分たちの

補助金につながりますので認められないということが多いというふうに聞いております。以

上です。 

○今野委員長 志賀委員。 

○志賀委員 今村上課長がおっしゃったことは、過去の歴代課長はそういうことの認識はなかっ

たのか、やっぱりずっと同じことで問題点で引っかかっていたのか、その点をお知らせくだ

さい。 

○土見副委員長 村上浦戸振興課長。 

○村上産業環境部浦戸振興課長 ご質問に的確にお答えできるかどうかわかりませんけれども、

我々市営汽船の運航業務にかかわる者としては、こういった補助航路としてのものと、補助

航路としてのその効率性と、それから島民の皆様方との打ち合わせの中でのその要望との、

ニーズというんでしょうか、その間で一番いいものをそれぞれダイヤとして表現してきたの

ではないかなというふうに考えております。以上です。 

○今野委員長 志賀委員。 

○志賀委員 制度上のものは、多分そんなに変更ないと思うんですよね。だから、そういう今お

っしゃったような事実というのは、例えばつかんでいれば前からわかっていることであって、

例えば運航のやつを決めるのなら、そういうところがクリアできるという確証のもとにダイ

ヤ編成とか何とかということを決める、決めなければいけないと思うんですよ。そういうと

ころを今になって、これから国と交渉だと言っていること自体が、私からすると余りにも泥

縄過ぎるのかなというふうに思いますけれども、とりあえず頑張って進めてください。これ

以上質問しません。 

  あと、続いて魚市場会計です、資料№９で15ページです。これも、先ほど来いろいろな方が

質問されております。それで、先日の並木課長のお言葉でも、その120億円を実現するために

はサバが９億円揚げたいというような、カツオも９億円揚げたいと、そういうところで何と

か120億円クリアを考えているというお話でした。それで、例えばサバを９億円揚げるために

は、何トンの水揚げが必要になりますか。 

○今野委員長 並木水産振興課長。 

○並木産業環境部水産振興課長 サバ等の青物ということでの考えですが、今試算の中では１万
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1,000トンという試算でやっております。以上でございます。 

○今野委員長 志賀委員。 

○志賀委員 １万1,000トンといいますと、１日200トンにして55日ですかね、そうすると漁期間

中の多分半分ぐらいは毎日船が入ってこないと実現できないということだと思いますけれど

も、今回新聞報道にも先ほどありましたけれども、そういった処理をする工場ができると。

そうすると受け入れが、どの程度の容量を受け入れる設備なのかわかりませんけれども、こ

の話というのは塩竈市では前から情報として得ていたことなのでしょうか、それをちょっと

お聞きしたいと思います。 

○今野委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 先ほどのご説明の際にも、先日両卸売機関の責任者の方が私のところにご訪問いた

だきましたと、その際に私のほうからは、一元化についてぜひ積極的にというご要請をさせ

ていただきましたが、その中で、今から例えばサバを水揚げを伸ばしていくというときに、

こういう問題があるんですよねというようなお話をいただきました。具体的には、凍結能力

が今200トンしかないと、それに（「前から聞いているか、聞いていないかとお聞きしている

んです」の声あり）いや、だからそういう話をお伺いいたしたことを、先ほどもご報告させ

ていただいておりますが。 

○今野委員長 志賀委員。 

○志賀委員 私の質問とかみ合わないですよね。要するに計画発表が、ああいったものが発表が

ありました、市長としては例えばマル市組合さんがこれをやるということを前からご存じだ

ったんですかとただ聞いているだけです。 

○今野委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 どこの会社がということではなくて、私がお伺いしておりますのは、両卸売機関の

ほうからこういう要望が出されましたということを先ほど伊勢委員のほうにご説明をさせて

いただいたところでございます。以上でございます。 

○今野委員長 志賀委員。 

○志賀委員 話が合わないな。要は知らなかったということなんですね、全然ね。要は、そうい

った説明は必要だというのは誰だってわかっているわけですよ。必要だというのは誰だって

言っているわけ。ただ、もう県のほうにそういうものは当然申請されているということを知

っていたのかなということを聞いているだけで、いいです、それでは答えられないなら。質
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問しません。 

○今野委員長 佐藤市長、情報が、県からそういう情報があったかどうかという質問なので、そ

れあるかないかだけ言ってあげてください。佐藤市長。 

○佐藤市長 全くございません。 

○今野委員長 志賀委員、これでいいんですね。 

○志賀委員 はい、いいです。もうちゃんと、一応市長お話されていることは、私も市長はいつ

もゆっくり丁寧に大きな声でしゃべられるので聞いているんですよ。ところが、ほかの方は

もそもそと言っているからなかなか聞き取れない、きょうもそうですよね。何かもう、やっ

ぱり自信と確信がないから言葉に心が強く出られないんですよ。何か不安を抱えてしゃべっ

ているからね、そのあらわれですよ、と一応私は思っています。ですから、常日ごろからき

ちんと大きな声ではっきりと聞こえるようにお話ください。ぜひ課長、部長、よろしくお願

いします。 

  それと、魚市場、水揚げ量はそういうことでわかりました。それで、あと観光スポットにし

たいという目標もあるわけです。それで、じゃあ魚市場を観光スポットにするために、何を

目玉にそこに人を呼ぼうと考えているのか、もう一度改めてお聞きしたいと思います。 

○今野委員長 並木水産振興課長。 

○並木産業環境部水産振興課長 本来であれば、産地の魚市場ですので、一番皆さんが見たい、

皆さんに見ていただきたいのは水揚げ、競りという部分でございますが、ただ、なかなか朝

の速い時間に限定されて、いつ来ても見られるというものではないというのが一番の私の考

える泣きどころかなというふうに思っております。ですから、そういうものがいつ来ていた

だいても映像であるとか、あとは競りを体験できるとか、目ききを体験できるようなものを

置くことで、少しでもその一番おもしろい時間以外に来た方でも楽しんでいただけるような、

ただ魚市場単体で全てが済むというふうには私も考えておりません。やはり、仲卸であると

かこの周辺にあるいろいろなものと連携することで、観光スポットとして成立していくもの

ではないかというふうに考えております。以上です。 

○今野委員長 志賀委員。 

○志賀委員 わかりました。ただ、映像では実際に魚の大きさとか、これはつかめないので、だ

から何かずっと広いところを小学生の子供さんたちが見学に団体で来るわけですよ。そうす

ると、市場にだあっと魚が並んでいるんですね、わあ大きいとみんな言うわけね。ところが、
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我々から見たら大きいんじゃないんですよ、せいぜい20キロ足らずのビンチョウですからね。

ところが、水族館で魚を見ている子供さんは、大きいのを見たことがないわけですね。まし

てや、マグロはあんな大きい形をしているというのは想像つかないわけですね、こんな小さ

い切れ端になったものしか見ていないわけですから。そういうギャップを感じさせるものが

あって、初めて人が見に行きたいなと思うのかなと思います。やっぱりそのころは、ちょう

ど昭和55年から60年代はまき網もぼんぼん入っていましたから、そうすると昼間でも揚げて

いたので、子供さんたちが来ても、そのマグロの姿を見られたわけです。だけど、今日残念

ながらそういう状況に塩竈の魚市場がないと。はえ縄の場合は、もう朝８時には競り終わっ

て、９時には魚がみんな片づいて、洗い終わってきれいになっているところを見ても、何の

感激も起きないわけですね、わあきれいだとは絶対言わないと思うんですよ。ですから、そ

ういう仕掛けをつくっていかないと人を呼べませんよということですよね。 

  その仕掛けをではどうするんですかということを、資料室とか何とかと言っていますけれど

も、その資料室で本当に常時人を呼べるんですかと、それだけのものがあるんですかという

ところですよね。博物館のようなものでもつくらないと、わあっとはならないですよね。私

も大船渡、それから石巻、見てきましたけれども、まあこんなもんかと。すると、やっぱり

もう１回行ってたみたいなと思いませんし、やっぱりそういうもう１回見てみたい、行って

みたいと思わせるようなものがないと、結局は集客力がないのかなと、そこに感激というの

かな、驚きとかそういったものがないと、なかなかじゃあ１回来た人は、そこにまた誰か知

らない人を連れていこうという気持ちには当然ならないわけで、そこをどうやって起こせる

施設というか、ものがつくれるのかどうかということがかかっているわけですよ。ただ、本

来魚市場というのは、そういうことをやるイベントの広場ではなくて、魚を水揚げして荷づ

くりして、消費地にどんどん出荷する場なわけですね。そこのところを、やっぱり目的を失

うことなく、一応経費は別々にすると言いましたよね、しないんですか、そこのところ、資

料館の経費、それから卸売機関の経費、これをどういうふうに区分けするのか教えてくださ

い。 

○今野委員長 小山産業環境部長。 

○小山産業環境部長 平成29年度の予算においては、一般会計のほうで水産振興費のほうで魚食

普及費とかそういったものが多少組まれているので、そういったあたりを充てながらやりた

いと思うんですが、ちょっと平成29年度に新しい施設全部完成した上で、平成30年度どのよ
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うにきちんと組んだほうがよりそれぞれがごっちゃにならないような形の予算をきちんとし

ていきたいなと思います。 

○今野委員長 志賀委員。 

○志賀委員 例えば、資料館のメーターと卸売機関の魚市場の水揚げのときの電気メーターが

別々になっていますよというような答えが欲しいわけ。そうしないと、経費の区別できない

でしょう。フォークリフトのところは、いやこれは指定管理者が管理する、電気代使った人

から徴収するんですよとか、水揚げ市場の電灯については、これはみんなが使うものだから、

これは魚市場会計でやるんですよとか、そこをきちんとしないと、経費の負担というのはわ

からないので、そこを私は聞いているんです。どういうふうにされていますか。 

○今野委員長 小山産業環境部長。 

○小山産業環境部長 そういった施設、Ｃ棟あるいはその展示施設とか、そういったところにつ

いてはメーターとか別になっておりますので。 

○今野委員長 志賀委員。 

○志賀委員 わかりました。前にも言いましたけど、仲買さんも魚市場、卸売機関も経営上非常

に厳しい状況の中でやっていますので、そういうところも経緯はちゃんと分けて、卸売機関

の経費は分けてできるように、ぜひお願いしたいと思います。それと、観光スポットも大事

でありますけれども、やっぱり何だかんだいっても魚を呼ぶ、漁船誘致をするということが

魚市場の一番の目的でありますし、それでちょっとお聞きしたいんですけれども、底びき網

の補助金ですか、これはまた遠洋底びき網船ね、これは何か補助金があるようですけれども、

縄船の燃料補助というのは来年度平成29年度はあるんですか、ないんですか。 

○今野委員長 並木水産振興課長。 

○並木産業環境部水産振興課長 水揚げの奨励補助金の支援補助金のことかと思います。水揚げ

の1,000分の１ですかね、それを補助しているというものだと思いますが、そちらのほうは平

成29年度も継続して、遠洋底びき網船の分と、あと普通の漁船水揚げの分と両方実施する予

定です。 

○今野委員長 志賀委員。 

○志賀委員 安心しました。底びきのほうの金額が大きいものですからね、なかなかそちらが見

えてこないので、ちょっと確認させていただきました。 

  それから、次の下水道会計、資料№９で20ページですかね。この中で、先ほどもちょっと公
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債費の償還の予定等質問が出ましてお聞きしました。それで、平成35年に200億円切る、平成

41年には100億円を切るというような目標が示されたわけですが、そしてこの下水道料金、今

の下水道料金、どこの水準までいったら下がる余地が出てくるのか、その辺の見通しという

のはちょっとお聞きしたいと思います。 

○今野委員長 佐藤下水道課長。 

○佐藤建設部下水道課長 下水道ですけれども、 基本的には使用水量、使用していただいた水

の料金を処理していくわけですけれども、そちらのほうは使ったお金で全て会計を賄ってい

くというのが原則でございます。今現在、下水道のほう基準外繰り入れというので、負担を

一般会計のほうからしていただいております。 

○今野委員長 志賀委員。 

○志賀委員 私の質問悪かったですかね。結局下水道使用料は、水使った分とられるというのは

わかっているんですよ。ただ、塩竈の場合は下水道使用料が特段高いので、市民の方が水道

料高いというふうに言われているわけです。だから、そこで下水道料を下げないと、塩竈市

の水道料が安くなったという実感を市民が得られないということなので、先ほど言ったその

公債費償還して、その起債残高が減ったときに、どこまで減ったら塩竈市は下水道料金を安

くできるような状態になるんですかという質問なんです。わかりましたか。 

○今野委員長 佐藤下水道課長。 

○佐藤建設部下水道課長 下水道のほうですけれども、まず整備していくのには資本費、整備し

ていくからお金がかかります。そのお金がかかる分を、今現在起債の償還等で長年かけて支

払っているということでございます。それが、おおむね50年ぐらいでの償還が終わるという

ような状況でございます。そうすると、つくったものはそれで資本費はなくなるんですけれ

ども、いずれ今度はまた更新というのが出てきます。更新も出てきますけれども、当然その

処理して発生したものは、きれいな水として海に流さなければいけないということで、その

繰り返しがずっと続くということでございます。 

○今野委員長 志賀委員。 

○志賀委員 ということは、永遠に下水道料金の値下げはないと、それを承知で塩竈市に住んで

くださいということになりますね。結局塩竈の場合、税金が高い、国保税高い、あと都市計

画税は、これはどこでもあるんですけれども、例えば利府はゼロだと。すると、やっぱり家

を買うにしたって利府に行ったほうが都市計画税分安くなりますので、するとその後こっち
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都市計画税も毎年ないので、やっぱり塩竈からかつては利府のほうに大分移住しました。私

の近所の方も何人か利府に移住しました。そういうことも、やはりこの定住促進というとこ

ろでいくと、ひとつ考えておかなければいけないわけで、やっぱり悪いうわさというのは広

がるんですね、塩竈は高いよと。それで、一生懸命水道料金がそんなに高くないよと、実質

水道料金のほうは中段ぐらいにはいるわけですけれども、多賀城のほうがむしろずっと高い

んですが、下水道を合わせると多賀城よりたかくなっていくというところに、やっぱり一つ

の大きなウイークポイントがあるわけで、だからそういうところで、先々減った場合幾らか

安くしてもらえるのかなというふうに期待したわけですけれども、今のお話ですと永遠に下

がることはないということをお聞きしましたので、非常にがっかりはしているわけですが、

時間もありませんので、ひとつそういうことをわかったということで、また踏まえて次の質

問に移らせていただきます。 

  今度は、資料№９の27ページですね、公共用地取得事業特別会計ということで、１億4,260

万円が計上されておりますが、これはどこの用地を取得する予算なのかちょっと教えていた

だきます。 

○今野委員長 末永財政課長。 

○末永市民総務部財政課長 お答えします。これは、どこの用地を取得するかというよりは、過

去に取得した用地の公債費の支払いの予算になります。具体的にいいますと、当時あった土

地開発公社の解散に伴いまして、この会計が現在３つの場所を抱えております。一つが漁港

背後地、あとはもう一つが東塩釜吉津線の道路の拡幅をベースとした用地の取得分、あと３

つ目が伊保石公園の造成予定用地、この３カ所の分の公債費の支払いの会計になります。以

上でございます。 

○今野委員長 志賀委員。 

○志賀委員 それでは、これを今おっしゃったその各用地の返済はいつ終わりますか。 

○今野委員長 末永財政課長。 

○末永市民総務部財政課長 お答えします。それぞれ起債は10年償還期間、期限ということで借

り入れをしております。それで、具体的にいいますと、最初の漁港背後地に関しましては平

成30年度で終了します。東塩釜吉津線に関しては平成32年度、伊保石公園に関しても同じく

平成32年度で終了ということになります。以上です。 

○今野委員長 志賀委員。 
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○志賀委員 では、比較的あと何年か待つと１億4,000万円の余裕が出るというふうに思ってい

いわけですね。 

○今野委員長 末永財政課長。 

○末永市民総務部財政課長 現在、これ全額一般会計からの繰出金で支払いしていますので、そ

のとおりでございます。 

○今野委員長 志賀委員。 

○志賀委員 では、その使い道を期待しております。 

  それと、今度水道事業会計、資料№12のほうから質問させていただきます。資料№12の17ペ

ージ以降で、ちょっとこの経費科目の考え方をお聞きしたいと思います。例えば、賃借料と

使用料という項目があります。17ページ、賃借料、超短波無線電話設備機器、それから大倉

水系導水管路敷用地かな、それから使用料では電子複写機ということで、その次のページに

も賃借料で水道設計積算システム賃借等と、その下に使用料で電子複写機と、次のページで

は19ページには中ごろのちょっと下にやはり賃借料で水道施設情報システム賃借等と、その

次の20ページにも下のほうに賃借料の企業会計システムと、それから使用料ということでパ

ソコン、電子複写機、それからその下に今度は負担金ということで、日本水道協会関係等パ

ソコンリース負担金というふうに書いてあります。この賃借料と使用料、水道施設情報シス

テムは多分システム料金のことだと思うんですけれども、例えばこのパソコンのリース負担

金という表現、それでパソコンの使用料というのは何を意味しているのかちょっと教えてい

ただけますか。 

○今野委員長 菅原水道部業務課長。 

○菅原水道部業務課長 例えば、20ページの例でお話したいと思います。賃借料は、企業会計、

先ほど委員がおっしゃいましたように、内容としては企業会計システム賃借、それから貯蔵

品管理システム賃借、あと車両リース等が挙げられます。使用料につきましては、コピーの

基本使用料等です。それからＮＨＫの放送受信料ですとか、ケーブルテレビの使用料、あと

緊急地震速報サービスの使用料等になっております。負担金につきましては、内部情報シス

テムといいまして、市全体でパソコンというか内部情報の水道部として負担金があります。

それを市に負担金として支払っております。それから人事給与システムの業務負担という、

これも市で一括してやっている分の水道部負担分となっております。それから、日本水道協

会の会費ですね、これを負担金として支払っております。以上です。 
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○今野委員長 志賀委員。 

○志賀委員 時間がなくなったので、最後に質問します。最後、病院関係で、まず先日も市長が

病院関係の抜本的な対策を立てるというふうなお話でしたので、その市長が思い描く抜本的

改善策をお知らせください、具体的に。 

○今野委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 今回策定をさせていただいております市立病院経営健全化の計画どおりにしっかり

と実施していける体制をつくることが、抜本的改革だと思っております。以上でございます。 

○今野委員長 志子田委員。 

○志子田委員 私が最後になりました、予算特別委員会の質問の。それで、各委員が質問されま

したけれども、質問項目から外れたようなところを中心にお聞きしたいと思います。 

  最初に、資料の平成29年度当初予算の概要の１ページと22ページ、特別会計の全体像という

ことでお話願いたいのでございますけれども、１ページのほうを見ますと、平成29年度の特

別会計、平成28年度と比べて増減額が29億なにがし減っているという予算額でございます。

それと、22ページは各会計、12の特別会計が、その他の会計が入っていて、前年比較28億

7,500万円のマイナス、そして増減率がマイナス9.7％ということでございまして、魚市場と

か下水道とか漁業集落特別会計とか藤倉復興土地区画整理のところが大幅なマイナスという

ことでございますので、復興事業が進んでこのような今年度の特別会計の予算もそのような

全体像かなと思いますけれども、その辺のところ、特別会計全体を通じてのご感想をお願い

します。 

○今野委員長 末永財政課長。 

○末永市民総務部財政課長 では、全体的な話ですので、私のほうから回答させていただきます。 

  まず、今委員おっしゃいましたとおり、復旧・復興関係が予算上では一定程度落ち着きが見

えてきた今回全体的な感想であります。具体的には、下水道事業会計が大幅に予算額として

規模が減額になっております。 

  あと、個別に見ていきますと、今各委員さん方の議論の中でも出てきておりますので、なる

べく重複は避けたいと思いますけれども、例えば交通事業会計等でいきますと、やはり代表

的な新造船建造事業が特徴的なものになるかと思います。国民健康保険事業特別会計につき

ましては、全体として、まず現段階で被保険者数、あとは療養給付費の減等による予算規模

の減、魚市場事業特別会計につきましては、こちら昨年がフォークリフト魚体選別機を魚市
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場事業特別会計で計上しておりましたので、これが一般会計側に移動したことによる予算規

模の減というふうなことになります。下水道事業特別会計に関しましては、先ほど申したと

おりでございます。復旧・復興事業関係が大幅に減になりました。ただし、越の浦関係の事

業は当然残っておりますし、あとは先日お認めいただきました北浜地区の災害復旧事業が、

やはり繰り越しという形で大きな事業費が残っているというのも会計としての特徴になるか

と思います。それと、漁業集落排水事業特別会計につきましても、災害復旧の事業の分の減

ということで前年度から事業費は減になっております。公共用地先行取得事業特別会計に関

しましては、これはほとんど予算規模は動いておりません。借りかえ等に伴いまして利子が

減になったことによる若干の減となっております。介護保険事業特別会計に関しましては、

先ほど担当から申したとおりでございます。後期高齢に関しましても、基本的には広域連合

とのやりとり等の予算の規模というふうになっております。病院事業会計は、新プランをベ

ースとした予算の規模、経営努力等について平成29年度を期待するものであります。水道に

関しましては、先ほどのとおりでございます。さらっとでございますが、以上でございます。 

○今野委員長 志子田委員。 

○志子田委員 そういうことで、総ざらいしていただきました。全体像が、特別会計、私も再確

認できましたのでありがとうございます。 

  それで、最初に予算特別委員会が始まる前に資料要求しました資料№15です。毎年いっぱい

資料をつくっていただいたんですけれども、質問し切れないで終わったところもあるので、

その分は有効に後ほど活用させていただきますが、この中で１点、54ページの繰出金の一覧

表のところ、うちのほうの会派から出したので、ここのところ鎌田委員も聞きましたけれど

も、私も再度お聞きしたいと思います。 

  それで、54ページの一番下に基準外とありますが、先ほどは病院のほうの基準外、小児医療

分と在宅医療分だというふうに聞きました。それで、残りの交通事業、魚市場、それから下

水道、それから漁業集落排水と、基準外だったところの理由だけ、どういうことで基準外算

定なのかということだけお聞きします。 

○今野委員長 末永財政課長。 

○末永市民総務部財政課長 では、私のほうから回答させていただきます。まず、交通事業特別

会計に関しましては、ごらんのとおり基準外が前年度よりもふえております。繰出金全体と

しては、額はほとんど変わらないですが、内訳の基準外がふえているというものでございま
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す。これは何かといいますと、端的に言いますと平成29年度の国側の、先ほどもちょっと話

が出ましたが、運輸年度の欠損額が大きく減と、逆に減となったことから、要は欠損額が少

ないでしょうと、そうなると特別交付税は逆に少なくて済みますよねという理屈から、実は

これ減になったというふうなものでございます。 

  あとは、魚市場事業特別会計に関しましては、これは使用料収入の増に伴いまして、収入が

増になったことにより単純に基準外が減ったというものでございます。 

  漁業集落排水事業特別会計に関しましては、これは逆に前年度より若干増になっております。

これは、一般管理費の修繕料や委託料等が増になったことに伴いまして増になったものでご

ざいます。以上でございます。 

  失礼しました。下水に関しましては、ごらんのとおり大幅に減になっております。下水道事

業の基準外の中には、復興交付金基金からの繰入金分、要は復興交付金が含まれております。

当然のとおり、復旧・復興事業の減に伴いまして、数字的に大きく減になったというもので

ございます。以上でございます。 

○今野委員長 志子田委員。 

○志子田委員 説明いただきましたので、議案第21号から第41号までが予算特別委員会、きょう

の特別会計のことでございますので、まだ聞いていないところを質問してみたいと思います。

議案第22号、これは資料№13の25ページ、水道料金の特例に関する条例でございます。そし

て、これは特例が１年間延長ということでございますが、そもそもこの特例をつくったとき

のいきさつと、なぜ今回、前回のときは２年間の条例案だったのだけれども今回は１年にな

ったのですか。そうすると、ことし１年だということは、毎年１年ずつ更新する予定なのか、

どういう予定で１年だったのか、その辺のところ、前のところからのいきさつからご説明お

願いします。 

○今野委員長 高橋水道部長。 

○高橋水道部長 産業経済の復興というのは、今回の復興推進計画の目玉の一つでございます。

産業環境部のほうでも、ものづくり特区制度の活用ですとか、あるいは国の補助制度、ある

いは復興交付金の補助制度を活用しまして、新たに工場建設ですとか増改築が進んでおりま

す。また、就業者数、新規の雇用者数も増加しているということで、それを後押し、水道の

面から復興を後押しするということで、２年間の軽減対策を講じさせていただきました。資

料にありますように、年間4,000万円以上の負担軽減になったということで、私どもも経済支
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援に、復興支援に寄与できたかなと思っているところでございます。 

  ただ、今現在水道の使用料を見ますと、全体としてはやっぱり緩やかな減少傾向でございま

すけれども、その中で特に大きい口径の水道についてはまだ減少が、復帰していないという

ような傾向がございます。水道経営としては大変厳しいのですが、今年度１年限り延長させ

ていただきたいと考えております。以上です。 

○今野委員長 志子田委員。 

○志子田委員 どうもありがとうございます。それで延長してもらったんだけれども、なぜ今年

度だけ１年なんですか、前のとき２年で組んだでしょうと、それから、ということは１年だ

け組んだということは、来年もそのような傾向であるから、来年度は、もうこれだけの10円

だとか50円だけの減額で済まないでしょうと、もう来年はもうちょっと下げる予定なのかも

しれないからことし１年だけなんですかと、その辺のところを聞きたかったんですけれども、

いかがなんですか、何で１年なんですか。 

○今野委員長 高橋水道部長。 

○高橋水道部長 もちろん、私どもの収支の面の考慮もございますし、それから先ほど申しまし

たが、水道の新規の契約戸数を見ますと、若干増加傾向にあります。そういうことで、こと

し１年ということで考えさせていただきました。以上です。 

○今野委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 恐らく部長はなかなか言えなかったのだと思いますが、現下の厳しい環境を考えま

すときに、もう１年何とか水道のほうで負担をお願いできないかということを申し上げまし

た。そうしたところ、水道のほうでも厳しい経営環境の中ではありますがということで、ま

ずは１年間、平成27、28年度に引き続きまして平成29年度もというのが実態だと思っており

ます。よろしくお願いいたします。 

○今野委員長 志子田委員。 

○志子田委員 どうもありがとうございました。それから、次の議案第23号なんです。塩竈市地

域支え合い推進協議体設置条例、これは資料№13の26ページ、隣のページでございますけれ

ども、15名の委員を置いて新設する、これは審議会の傾向になるのか、新しいものをつくっ

ていくということなんだけれども、そうするとこの中心地になるところは、事務所の所在地

なんかはどこで誰が担当するような、どこの場所の責任でもってこれからこういう、協議体

というとどこにあって、どうなのかなというところがちょっと見えてこないところがあるの
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で、その辺のところの新しい協議体の説明をお願いします。 

○今野委員長 鈴木長寿社会課長。 

○鈴木健康福祉部長寿社会課長 塩竈市地域支え合い推進協議体の条例に関しましてご説明させ

ていただきます。この協議体という名前、これまでですとおなじみなところが協議会という

ふうな名称かと思います。それに近い性格を持ちながらではございますが、生活支援体制を

今後整備していくに当たりまして、地域の中で活動いただいています各種の地域活動の団体、

それから高齢者福祉に関する学識経験者とか高齢者支援、それから生活支援に関する事業の

関係者などの方にお集まりいただきながら、今後の生活支援、地域包括ケアシステムを構築

していくためにというふうなことで、先ほども少し説明をさせていただきましたが、地域の

高齢者の方を今後元気でお暮らしいただきながら、介護が必要な状態になっても支えていく

ためにというふうなことで、いろいろな団体の方のかかわりの中で、地域の中での支え合い

体制づくりを行っていく必要があるというところがございます。ここを進めていくためにと

いうことで、先ほど申し上げましたような団体の方に入っていただきながら、あとこちら、

資料№13の26ページの資料でございますが、中段にイメージ図というものを上げさせていた

だきました。今回議案で提案させていただいておりますのは、第１層の協議体ということで、

市全域を対象とした協議体でございます。こちらのほうの所管は、私ども健康福祉部の長寿

社会課で事務局を持たせていただき、またその事務局には、これから説明させていただきま

す第２層の協議体、第２層の協議体のほうは各包括支援センターのほうでそれぞれ地区ごと

に担当地区を対象として設置をしていただいておりまして、地区ごとの活動もしていただく、

その地区ごとの活動をしながら、上がってきた意見を第１層のほうで取りまとめをしながら、

第１層の委員さん方にご協議いただき、そこで出てきました課題などにつきまして、実現に

向かって市のほうでまた取り組ませていただくというふうなことでの組み立てを考えてござ

います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○今野委員長 志子田委員。 

○志子田委員 どうもありがとうございます。わかりました、そういうことで長寿社会課のほう

で事務局を持つということで、この中心地がどこなのかなというふうに思ったので聞いてみ

ました。それでこれからやっていくということですね。 

  次のことを聞きます。議案第30号、資料№10の208ページに国民健康保険事業特別会計全体

が書いてあるんですが、聞きたいのは資料№15のほうで、午前中曽我委員と小高委員がいろ
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いろ国民健康保険事業特別会計のことで聞きました。私もそのとおりだなと思っているんで

す。そのことをもう一度再確認したいので質問します。資料№15の36ページ、ここに県内市

町村の国保における１人当たりの国民健康保険税調定額及び順位と書いてありますね。だか

ら、健康保険税、塩竈は先ほど志賀委員は塩竈は高いよと言っていたんですけれども、この

順位を見ますと、塩竈は今現在市町村でいう、市でいうと宮城県の13市中９番目に高いとい

うことは、安いほうから５番目だということになりますよね、ひっくり返せばね。県全体の

35市町村では、35市町村のうちの16番目ですから、ちょうど真ん中ころだと。だから、そん

なに高くない、この表はそういうふうに書いてある表だから、塩竈市、高くないですよとい

う意識を持ってもらいたいなと思って質問しているんですけれども、そしてお隣の市よりも

塩竈のほうが何かこの数字、安い数字に私今ちょっと、十何円だか安いように見えるんです

けれども、そういうことで、そういう認識に変えたらいいのかなと思うんですけれども、そ

のとおりでよろしいでしょうか。 

○今野委員長 志野保険年金課長。 

○志野健康福祉部保険年金課長 お答えいたします。資料№15の36ページにございます、これは

県内35市町村での平成27年度現在の１人当たりの調定額並びにその順位ということになって

おります。ちなみにですけれども、平成27年度は塩竈市は16位でございますが、さらに先ほ

どお話させいいただきましたとおり、平成28年度6.05％減税しておりますので、現在順位を

さらに下回る状況にあるのかなというのが塩竈市の現状であります。よろしくお願いいたし

ます。 

○今野委員長 志子田委員。 

○志子田委員 どうもありがとうございます。それと、同じ資料の39ページ、国保税の５年間の

滞納世帯と滞納額ということで、平成23年度から平成27年度まで毎年下がっているから、収

納率が確かに上がったという話を聞きました。だから、そういうことで毎年収納率が下がっ

た結果、結局今の保険税額も最終的に下がったのではないかなという原因の一つだと、そう

いうふうに先ほどのやつを聞きながら思っていました。 

  それで、今度41ページ見てもらうと、これも先ほど出ましたけれども、財政調整基金のほう

が14億円もあるのではないかと。それで、平成30年度には県一本化になると、14億円財政調

整基金が残っている、どこかでそれだから塩竈の国保を下げなければならないのではないの

と、こう要望が出てくるのは当然だと思うんですけれども、そのときに、どのところを下げ
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てもらいたいかというと、私毎年聞いているのは、同じように資料№15の37ページで、滞納

世帯の所得階層別分布というのを見ると、収入が少ないから納められないんだよということ

ではなくて、中間所得者層という方のほうが、いつも滞納割合大きいですよと、私毎年そう

いう同じ質問しています。ということは、この表に見ると、200万円以上300万円未満が22％、

300万から400万25％、400万から500万17％、ここのところの方が、やっぱり所得に対して国

保の金額が塩竈の場合は高過ぎる傾向に、実際は経済的な負担がここの中間層に来ているの

ではないかと。こういうことが考えられるから、もしも14億円の調整基金を使って保険税を

もし下げるとしたら、ここのところに工夫してもらえれば、ますます収納率が上がってくる

ような政策になるのではないかと思います。上がってきたというのは、それから私も質問し

て、８回払いを12回払いにしてくださいということで払いやすくなったということもあるし、

そういうことで、そういうほうに下げるほうを使っていただくと、ますます収納率がよくな

るので、その辺のところ工夫していただきたいと思うんですが、そういう考えでいいのかど

うか、ご見解をお願いします。 

○今野委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 先ほど小高委員、それから曽我委員からも同様のご質問いただきました。私どもも、

国保特別会計の中で財政調整基金は大体５億円ぐらいあれば、緊急時の対応は十分できます

ということを申し上げてまいりました。その金額を大分大幅に超えております。ただ、事情

については先ほどお話をさせていただきましたが、今後皆様方からお預かりしておりますこ

の基金をどのように活用していったらいいかということにつきましても、方向性を出させて

いただきたいと考えているところでございます。よろしくお願いいたします。 

○今野委員長 志子田委員。 

○志子田委員 ありがとうございます。だから、そういうふうに検討するときにその方向に。そ

れから、私もう一つ言い忘れましたけれども、資料№15の35ページ見ると全体が載っている

んですけれども、塩竈市の資産割のところ、これも資産割だけで、収入ないのに資産割ある

からということでなかなか納められないという人たちの、そこのところが資産割がなくなっ

たので、納めやすくなって収納率が上がったと。ですから、そういう収納率が上がるほうに、

そういうふうに減額していただきたいというふうに思います。ということで、国保のほうは

聞きましたので別なところ。 

  議案第37号の北浜地区復興土地区画整理事業、資料№13の103ページ、最後のほうですけれ
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ども、ここの図面が出ているので、いよいよ全体にも今年度で大体ここのところが、区画整

理が全体が仕上がるのかなと思うんですけれども、今回の予算の事業内容、それから今年度

でここの計画の復興率が何％になるか。それから、これからこの地図で言うと４街区、５街

区、６街区、７街区のところが利用があいているような状況でございますけれども、これか

らの利用する計画があるのかどうか、その辺のところ、これから北浜地区区画整理事業、ど

のようになるのか将来展望をお願いします。 

○今野委員長 鈴木復興推進課長。 

○鈴木震災復興推進局次長兼復興推進課長 北浜の区画整理事業の全体像でございます。今この

３月末に北浜の災害公営住宅の引き渡しが予定されておりますので、まずその周辺のまだ終

わっておりません道路整備を重点的に行っていこうということで予定してございます。この

図面に記載のとおり、赤の部分が平成29年度で実施する事業でございます。道路もほぼ平成

29年度で終わる予定でございまして、土地のほうもこの４街区と書いてある部分が４月、５

街区、６街区が12月、７街区は９月ということで地権者の方にお返しをする予定になってご

ざいます。ただ、問題はといいますか、１街区の災害公営住宅のとなりの赤の部分、今年度

の事業予定箇所でございますけれども、まだここにいる地権者のほうの移転が終わっていな

いということで、ここの部分を早急にご移転いただけないと、災害公営住宅の残りの部分、

駐車場でありますとか集会所の工事が整備ができないということで、今ここの移転の交渉を

最重点で行っていると。あわせまして、その下の部分の赤の部分、ここの部分にもその建物

がかかっておりますので、ここの盛り土工事にもかかれない状況でございます。ここをまず

最重点で移っていただきまして、この工事にかかると。今から盛り土工事等の沈下とか始ま

りますので、この部分についてちょっと平成29年度で終わらなくて平成30年度まで移ってし

まうのかなということで、今見込みが予定しているところでございます。 

○今野委員長 志子田委員。 

○志子田委員 どうもありがとうございます、わかりました。ここのところで、前々からそうい

うことで公営住宅がなかなか建つのもおくれたりしたので、その事情はわかっていますので。

でも、ことしであらかた決まって来年度には終了するということを聞きましたので、ありが

とうございます。頑張って進めてもらいたいと思います。 

  議案第39号の市立病院事業の全体のことで聞きますが、資料11番の６ページのキャッシュ・

フローというところで書いてありますので、その６ページ全体をキャッシュ・フローってど
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ういう意味でそういうふうにお上げになったのか、その辺のところ、そのページ１ページ分

全部ご説明お願いいたします。 

○今野委員長 鈴木市立病院業務課長。 

○鈴木市立病院事務部業務課長兼経営改革室長 志子田委員にお答えいたします。キャッシュ・

フロー計算書、資料番号11の６ページにつきましては、その平成29年度の現金の流れを記載

しているものでございます。特に、１の業務活動によるキャッシュ・フロー、ここのところ

の一番上に当年度の純利益ということで、これは予定損益で平成29年度で2,942万6,000円で、

当年度の純利益が生じるというようなキャッシュ・フローになってございます。 

  それから、キャッシュ・フローの全体的な考え方でございますが、業務活動によるキャッシ

ュ・フローというのが、いわゆる営業のほうで生じてくる現金の流れが記載してございます。

２の投資活動によるキャッシュ・フローというのは、主に資本的収支の投資的な活動により

まして現金がどう動くのかということになっておりますので、例えばですが、２につきまし

ては大きな設備投資あるいは建設事業を行いますと、当然ながらこちらに伴う支出のほうが

大きくなると。大きな設備投資を行わなければ、こちらのほうのキャッシュ・フローでの現

金収支のほうは動きは少ないというような中身になってございます。 

  それから、３の財務活動によるキャッシュ・フローでございますが、こちらにつきましては、

例えばですが一時借入金、そういったところで市中の銀行等からお金を借りた場合に、一借

をすれば当然こちらのほうは現金はふえますが、基本的にそういったことを行わないで、こ

ちらの３の財務活動によるキャッシュ・フローはマイナスに表示されるほうが、お金は借り

ずに逆にそういったものを返したということでマイナスになるほうが営業的には有利に働く

というふうな、そういった流れを示したものがキャッシュ・フローになってございます。以

上でございます。 

○今野委員長 志子田委員。 

○志子田委員 どうもありがとうございます。だから、前提となる当年度純利益2,942万6,000円、

これ絶対稼がないと、それでもこれ稼いでも、ここなかなか余裕がない数字だなというふう

な、私はそういう見方をしているんですけれども、そのようなことで、これが下がったらも

うここまでもいかないよという流れかなと、この６ページの表は、そういうことでいいでし

ょうか、一言だけお願いします。 

○今野委員長 鈴木市立病院業務課長。 
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○鈴木市立病院事務部業務課長兼経営改革室長 委員おっしゃるとおり、2,942万6,000円、これ

を稼いでも、例えば投資をするとか、あるいは借金を返すということで現金がどう残るのか

という表ですので、説明が不足して申しわけございませんでした。一番下から３行目の資金

増加額ということで、こちらがマイナスになっております。2,942万6,000円を稼いでも、こ

ういった借金を返すとかそういったものに充てられまして、2,230万8,000円、現金的には前

年度よりも減るというふうな中身になってございます。以上でございます。 

○今野委員長 志子田委員。 

○志子田委員 なかなか厳しい状況なんだけれども、そういうふうにしか組めない、今の同じよ

うなスタイルでいけば、厳しい運営がこれからもあと５年間は続くんだという予想はできる

今年度の予算案だと思って見ています。 

  それから、16ページのところですけれども、一つだけちょっと気になったので、16ページの

資本の部の下のところの当年度未処分利益剰余金がマイナスの34億円となっております。そ

れと、その上のところの５の繰り延べ収益というのがなかなかわからないちょっと考え方な

んですけれども、繰り延べ収益というのがあるのかどうか、その辺のところの考え方と、最

後の30億のマイナスのところの説明を聞いて終わりとしたいと思います。お願いします。 

○今野委員長 鈴木市立病院業務課長。 

○鈴木市立病院事務部業務課長兼経営改革室長 委員にお答えいたします。５の繰り延べ収益で

ございます。こちらにつきましては、設備投資をした際に国庫補助金等いただいた補助金を、

一旦こちらに繰り延べ収益ということで、長期前受金というふうに計上してございます。あ

と、それを減価償却した際に、減価償却費に合わせて収益化をしていくという形の計上をし

ているものが長期前受金、繰り延べ収益でございます。 

  それから、資本剰余金、こちらにつきまして34億なにがしというこちらにつきましては、こ

れまでの累積欠損金の金額がこの34億円というような形になってございます。以上でござい

ます。 

○今野委員長 暫時休憩いたします。 

   午後 ４時３７分  休憩 

                                             

   午後 ５時１０分  再開 

○今野委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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  お諮りいたします。 

  ただいままで審査を行ってまいりました審査区分２、特別会計、企業会計については、これ

で質疑を一応終了したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○今野委員長 ご異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

  さらにお諮りいたします。 

  全付託議案に対する質疑を終結することにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○今野委員長 ご異議なしと認め、全付託議案に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

  討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 

  採決いたします。 

  採決は分割で行います。 

  まず、議案第19号ないし第24号、第26号、第27号、第29号、第31号ないし第34号、第37号な

いし第41号についてお諮りいたします。 

  議案第19号ないし第24号、第26号、第27号、第29号、第31号ないし第34号、第37号ないし第

41号については原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○今野委員長 起立全員であります。よって、議案第19号ないし第24号、第26号、第27号、第29

号、第31号ないし第34号、第37号ないし第41号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第25号について採決いたします。 

  議案第25号については原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○今野委員長 起立多数であります。よって、議案第25号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第28号について採決いたします。 

  議案第28号については原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○今野委員長 起立多数であります。よって、議案第28号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第30号について採決いたします。 
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  議案第30号については原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○今野委員長 起立多数であります。よって、議案第30号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第35号について採決いたします。 

  議案第35号については原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○今野委員長 起立多数であります。よって、議案第35号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第36号について採決いたします。 

  議案第36号については原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○今野委員長 起立多数であります。よって、議案第36号は原案のとおり可決されました。 

  ただいま可決されました各号議案のうち、議案第28号について、附帯決議の提案の申し出が

ありますので、これを許可いたします。 

  議案第28号に対する附帯決議について、趣旨の説明を求めます。山本 進委員。 

○山本委員 それでは、議案第28号平成29年度塩竈市一般会計予算に対する附帯決議、提案理由

を述べさせていただきます。 

  第８款土木費、第５項都市計画費、第７目復興交付金事業、第19節負担金、補助金及び交付

金として６億5,310万2,000円の予算額が計上されておりますが、そのうち海岸通市街地再開

発事業支援補助金部分１億2,857万円について附帯決議案を提案させていただきます。 

  当該予算は、海岸通地区復興市街地再開発事業に関するものであり、既に昨年平成28年度当

初予算の中で可決されたものであります。その後、事業の遅延により減額補正し、今年度当

初予算として改めて計上されたものであります。その際、議会としまして附帯決議をさせて

いただきました。その理由は、当海岸通地区は塩竈の顔でもあり、多くの市民にとって思い

入れの深い地区でもあります。したがいまして、再開発事業がぜひ成功されることを当議会

としても熱望しているところであります。 

  しかしながら、今議会予算特別委員会での審議の中でも、将来に対する不安が払拭できない

疑問点が多々ありました。その一つが、海岸通１番２番地区市街地再開発組合が計画する事

業全体のスキームと具体的な資金計画であります。再開発事業という大きく町の将来に影響

する事業であるがゆえに、的確な情報の提供開示が我々議会そして市民に明らかにされてい
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かなければ、事業の成功はおぼつかないものと懸念するところであります。 

  昨年２月定例会で附帯決議して以来、１年を経過しようとする今日においても、いまだ我々

の理解を深めるほどの情報の提供もなく今日に至り、同じ内容の予算が再度上程されており

ます。具体的な内容は、総事業費39億6,500万円のうち、再開発組合が負担する事業費５分の

１相当分１億2,857万円を塩竈市が支援補助するものであります。なお、前段申し述べました

ように、昨年の附帯決議に対する懸念を払拭できておりません。 

  よって、議会としては、さらなる努力を市当局に求めるべく、お手元にご配付のとおり附帯

決議を提案させていただきます。 

  議案第28号に対する附帯決議（案）。 

  次の事項について、平成29年６月定例会までに、議会並びに市民に対し、その詳細が明らか

にされることを求める。 

  １．具体的な海岸通地区震災復興市街地再開発事業の計画内容。 

  １．海岸通１番２番地区市街地再開発組合の資金計画を含む事業計画。 

  以上であります。 

○今野委員長 これより質疑を行います。（「なし」の声あり） 

  これをもって質疑を終結することにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○今野委員長 ご異議なしと認め、質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

  討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 

  採決いたします。 

  議案第28号に対して附帯決議を附することについて、賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○今野委員長 起立全員であります。よって、議案第28号に対しては附帯決議を附することに決

しました。 

  以上で全ての審査は終了いたしました。 

  委員の皆様には、ここ４日間、審査に終始ご協力を賜り、衷心より厚く御礼申し上げます。

また、当局、参与の方々のご協力に対しても心より感謝を申し上げます。 

  なお、委員長報告案文の作成については、慣例により正副委員長にご一任願いたいと思いま
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すが、ご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○今野委員長 ご異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

  これにて平成29年度予算特別委員会を閉会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

   午後５時２１分  終了 

                                             

 塩竈市議会委員会条例第２９条第１項の規定によりここに署名する。 
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